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はじめに 
 
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構においては、被評価プロ

ジェクトごとに当該技術の外部専門家、有識者等によって構成される研究評価

分科会を研究評価委員会によって設置し、同分科会にて被評価対象プロジェク

トの研究評価を行い、評価報告書案を策定の上、研究評価委員会において確定

している。 
 
本書は、「生活支援ロボット実用化プロジェクト」の中間評価報告書であり、

第２８回研究評価委員会において設置された「生活支援ロボット実用化プロジ

ェクト」（中間評価）研究評価分科会において評価報告書案を策定し、第３０回

研究評価委員会（平成２３年１１月２４日）に諮り、確定されたものである。 
 
 
 

平成２３年１１月 
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

研究評価委員会 
 



 

2 

「生活支援ロボット実用化プロジェクト」 

中間評価分科会委員名簿 

 
（平成２３年８月現在） 

   氏名 所属、役職 

分科 

会長 川村
かわむら

 貞夫
さ だ お

 立命館大学 理工学部 ロボティクス学科 教授 

分科 

会長 

代理 
大道
おおみち

 武生
た け お

 名城大学 理工学部 機械システム工学科 教授  

委員 

浅田
あ さ だ

 稔
みのる

 
大阪大学 大学院 工学研究科 知能・機能創成工学専攻

教授 

来
き

海
まち

 雅
まさ

俊
とし

 
オムロン株式会社 技術本部 

テクノロジーコラボレーションセンター 参事 

小菅
こ す げ

 一弘
かずひろ

 
東北大学 大学院 工学研究科 バイオロボティクス専攻 

教授 

長谷川
は せ が わ

 勉
つとむ

 
九州大学 システム情報科学研究院 情報知能工学部門 
教授 

原田
は ら だ

 節
せつ

雄
お

 
財団法人 日本規格協会 国際標準化支援センター 

技術顧問 

向殿 政男
むかいどの まさお

 明治大学 理工学部 情報科学科 教授 

敬称略、五十音順 
 
 
 
 
 

 
 



 

3 

審議経過 
 
● 第１回 分科会（平成２３年８月２５日） 

公開セッション 
１．開会、分科会の設置、資料の確認 
２．分科会の公開について 
３．評価の実施方法について 
４．評価報告書の構成について 
５．プロジェクトの概要説明 

非公開セッション 
６．プロジェクトの詳細説明 
７．全体を通しての質疑 

公開セッション 
８．まとめ・講評 
９．今後の予定、その他、閉会 

 
● 現地調査会（平成２３年８月３１日） 

生活支援ロボット安全検証センター （茨城県つくば市研究学園） 
 
● 第３０回研究評価委員会（平成２３年１１月２４日） 
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評価概要 

 
１．総論 
１）総合評価 
高齢化社会を迎えている状況下、生活支援ロボット実用化プロジェクトは経

済産業省が推進する「ロボット・新機械イノベーションプログラム」および内

閣府が推進する「社会還元加速プロジェクト」の目的達成に貢献する非常に時

宜に適ったものである。生活支援ロボットを実用化するためには、対人安全基

準、基準適合性評価法を確立する必要があり、本プロジェクトは重要な意味を

持つ。また、基準作成、適合性評価法の確立は、その性質上、特定の企業が担

当できないため、NEDO の支援で実施することは妥当である。NEDO、産業技

術総合研究所、委託先機関（JARI など）の三者の協力によって、効率よく運営

されている。多少の温度差はあるが、各個別テーマはそれぞれこの目標に向か

って努力をしており、中間時点の評価は概ね順調と判断される。 
本プロジェクトの成否は、安全性検証手法の確立と認証制度の整備にかかっ

ていると言ってよいだろう。今後この点に関して、今一歩の方向性の明確化と

このことを各個別テーマが統一的に理解すること、更に、プロジェクト全体と

しての纏まりが必要である。そして、個別の安全基準の注目項目が、やや独善

的であるので、担当研究者の視点での安全性の研究のみならず、一般人が安心

感を持てるような項目の検討する必要がある。また、本プロジェクトの内容・

成果についてユーザーに向けて、ロボット安全設計の新しい考え方（リスクア

セスメントと限界、想定外の対応等）の啓蒙活動に努めていただきたい。そし

て、国際標準化への取組みには基準認証と機能標準の二本柱に基づく戦略性を

持った活動が求められる。 
 
２）今後に対する提言 
人間の多様性、ロボットの多様性、利用環境の多様性のために、生活支援ロ

ボットの安全基準作成は極めて多様な項目を対象とせざるを得ない。しかし、

細かく数多くの基準が増え続ける方向の研究には、基準としての意味がない。

そこで、専門家のみならず一般人が安心できる安全基準の骨格を作ることが重

要である。 
また、本プロジェクトに参加している全員が性能基準や機能安全に基づく安

全認証に対する理解を深める必要がある。更に、安全性の検証、認証に関する

能力、及び、安全設計に関する基礎知識を持つ人材の育成は喫緊の課題である。

我が国に適した認証制度のあり方を、個別のテーマの成果を踏まえつつ、早急
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に検討し、実施して行く必要がある。 
生活支援ロボット特有の安全規格を発見するうえで、実際の社会の現場での

実証実験も必要である。並行して、そのための法整備（特区構想など）を積極

的に提案していくべくではなかろうか？本プロジェクトで得られたデータの体

系的保管、公開方法について、今から対応を講じ、せっかくのデータが PJ 終了

後、散逸しないよう努力してほしい。 
国際標準化に関しては、ISO/TC184/SC2/WG7 関係だけでなく国際標準化の

世界を ISO/IEC/ITU を含めて、広い視野で捉えて対応してほしい。また、欧米

諸国の標準化動向にも、今以上に注意するべきだろう。 
 
２．各論 
１）事業の位置付け・必要性について 
生活支援ロボットは日本が世界的に最も進んでいる分野であるが、いまだ、

本格的産業・実用化に結びついていない。少子高齢化が進む日本においての生

活支援ロボットの必要性はいうまでもなく、社会的重要性は極めて大きい。安

全性の基準作りとその評価法は、生活支援ロボットの市場化に際して、必須で

ある。また、安全規格やその認証構造の構築は民間だけでは、その実現が困難

で有り、公共性が高く、ＮＥＤＯの関与が必要とされる事業である。経済産業

省が推進する「ロボット・新機械イノベーションプログラム」および内閣府が

推進する「社会還元加速プロジェクト」にも本プロジェクトは大きく寄与して

いる。 
 
２）研究開発マネジメントについて 
生活支援ロボットが、いまだ市場が立ち上がっていない現段階で、世界に先

駆けてその対人安全性に関する指標や試験・評価方法に関する研究開発を行う

ことの意義は大きい。研究開発計画、事業体制はおおむね妥当で、プロジェク

トリーダーは全体をよく統括し、妥当な研究開発目標が設定されている。定量

目標の設定、質の判断、達成度判断という点で不明確な部分もあるが、テーマ

の性質上やむをえないと考える。 
一方で、安全基準を総合的に構築する方針の個別テーマ①のチームと個別の

先進的なロボットを中心に安全基準を検討する個別テーマ②～⑤とのチームの

整合性を取るべきである。個別テーマ②～⑤チームの対象とするロボットがな

くとも、個別テーマ①のチームは、生活支援ロボットの主だった対象に関する

安全技術とその評価方法を確立することが必要となる。この点を考慮したマネ

ジメントが望まれる。また、各個別テーマは個別性が強いので、自分のテーマ

のみに目を向けがちであるが、各チームは、安全設計技術、安全検証や認証制



 

度に関して、交流を盛んにすべきである。 
目的としている、「ロボットの安全に関する国際標準規格」、「関連する試験機

関」、「規格認証機関の整備」は、妥当であるが、作っただけで終わる可能性を

否定できない。すなわち、それらが、真に国際的にも認知され、実現するため

の戦略が欠けている。そのために、何が必要で、どのように実現していくかが

明示されていない。国際標準化については、会議開催日程や会議開催頻度など、

その進捗が国際標準化機関のルールで縛られているので、安全関係技術の国際

標準化タイムスケジュールを明確に決めて、その計画どおりに実行することを

心がけてほしい。その際、日本として国際競争力を強化する領域と、実用化・

普及のための国際規格整備や社会情勢づくりで国際協調する領域との切り分け

や戦略を明確にすべきである。 
 

３）研究開発成果について 
広範で多様な生活支援ロボットに関し、実用化・事業化が近いと思われる分

野が抽出され，その中心課題の成果が得られつつあり、全般的に目標はほぼ達

成している。チームによっては、当初の予定よりも早く成果が出ているところ

も散見される。また、生活支援ロボット安全検証センターがオープンし、個別

の安全認証のための基礎実験が積み重ねられており、着実な成果が期待できる。

今回のプロジェクトでは、物理的接触における安全規格が中心であり、その意

味では成果の汎用性は高い。 
今後、リスク分析からリスク因子を抽出するところを、再検討する必要があ

る。また、市場規模は余り大きくないため、ビジネスモデルの戦略化の強化が

必要なテーマもある。本プロジェクトの内容・成果については、一般国民はも

とより、ロボットに関する学会の専門家にも十分理解されているとはいえない。

情報発信を強化することが望まれる。国際的な基準作りは、プロジェクトの後

半に集中的に活動することが予想されるが、より戦略的な国際標準化の実現が

期待される。 
 
４）実用化の見通しについて 
全体として概ね開発している安全性検証手法はその目的に則した妥当な内容

となっており、また、安全検証センターにおいて、着実に実験が進められてい

るので、成果の実用化は期待できる。また、第三者認証にむけた体制案も具体

的にできており、国際規格化も本研究開発の成果を反映しうる体制で活動がな

されている。安全関連データの収集・蓄積ならびに再利用法に関する研究開発

も行われている。 
一方で、安全に関する認証制度の未整備と認証技術の未経験が、我が国で芽
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の出ている生活支援ロボットが世界に出るチャンスを失っているという事実に

基づく本プロジェクトの目的を各個別チームがそれぞれ理解して、研究開発を

進めて欲しい。そして、現実に実用化・市場化に耐えうる安全標準化作りを本

プロジェクトに期待する。その意味で、これまで得られた成果を、より一層実

用的な視点、一般人の安心感での視点等から精査することが重要である。 
安全関連データの収集・蓄積については、プロジェクト途中であってもデータ

を公表し、再利用法の研究開発も進捗を明らかにして、進行中の関連研究開発

で活用できるようにするとともに、プロジェクト内外のフィードバックをいれ

ることが望ましい。 
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研究評価委員会におけるコメント 

 

第３０回研究評価委員会（平成２３年１１月２４日開催）に諮り、以下のコ

メントを評価報告書へ附記することで確定した。 

 

● 国際標準規格を作成することは重要であるが、規格とか認証機関をつく

っても市場での実績がなければ全く役にたたなくなってしまう。 

今後、どのように運用していくのかも考慮しながら安全規格、試験機関

および認証機関を構築していただきたい。 
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第 1章 評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この章では、分科会の総意である評価結果を枠内に掲載している。なお、枠

の下の「○」「●」「・」が付された箇条書きは、評価委員のコメントを原文の

まま、参考として掲載したものである。 
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１．プロジェクト全体に関する評価結果 
１．１ 総論 
１）総合評価 
高齢化社会を迎えている状況下、生活支援ロボット実用化プロジェクトは経

済産業省が推進する「ロボット・新機械イノベーションプログラム」および内

閣府が推進する「社会還元加速プロジェクト」の目的達成に貢献する非常に時

宜に適ったものである。生活支援ロボットを実用化するためには、対人安全基

準、基準適合性評価法を確立する必要があり、本プロジェクトは重要な意味を

持つ。また、基準作成、適合性評価法の確立は、その性質上、特定の企業が担

当できないため、NEDO の支援で実施することは妥当である。NEDO、産業総

合研究所、委託先機関（JARI など）の三者の協力によって、効率よく運営され

ている。多少の温度差はあるが、各個別テーマはそれぞれこの目標に向かって

努力をしており、中間時点の評価は概ね順調と判断される。 
本プロジェクトの成否は、安全性検証手法の確立と認証制度の整備にかかっ

ていると言ってよいだろう。今後この点に関して、今一歩の方向性の明確化と

このことを各個別テーマが統一的に理解すること、更に、プロジェクト全体と

しての纏まりが必要である。そして、個別の安全基準の注目項目が、やや独善

的であるので、担当研究者の視点での安全性の研究のみならず、一般人が安心

感を持てるような項目の検討する必要がある。また、本プロジェクトの内容・

成果についてユーザーに向けて、ロボット安全設計の新しい考え方（リスクア

セスメントと限界、想定外の対応等）の啓蒙活動に努めていただきたい。そし

て、国際標準化への取組みには基準認証と機能標準の二本柱に基づく戦略性を

持った活動が求められる。 
 
 
〈肯定的意見〉 
◯また、安全基準を広く多様な一般のロボットを想定して作成することは、ロ

ボットの多様性から現実的ではなく、市場投入を間近に想定した生活支援ロ

ボットを中心に安全基準、基準適当性評価法を確立する方針も妥当であり、

現実的である。 
◯ロボット安全設計のひな型が見えつつあり、標準化展開も期待できる。 
◯生活支援ロボットを実用化するためには、対人安全基準、基準適合性評価法

を確立する必要があり、本プロジェクトは重要な意味を持つ。また、基準作

成、適合性評価法の確立は、その性質上、特定の企業が担当できないため、

本プロジェクトで実施することは極めて妥当である。 
◯当該プロジェクトに関する今回の中間評価は、その全体および個々のプロジ
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ェクトの有意性および進捗度を評価するものであるが、すべてのプロジェク

トにおいて実用化の可能性に疑いの余地はなかった。開発中のロボットの導

入初期には、コスト面や技術面で普及に難しさがあるかもしれないが、ロボ

ット活用による生活支援上の利便性を広く社会に啓蒙することで、その難局

も乗り越えられると信じる。 
◯本プロジェクトで実施する安全基準の国際標準化は、日本を取り巻くロボッ

ト産業の激烈な競争の中で、喫緊の課題であり、本プロジェクトの成果が必

須となっている。 
◯日本のロボット技術がこれまで、内外で高い評価を得ながらも、今回の震災

時に、出遅れたことは、マイナスイメージを植え付けたが、これを払拭する

うえで、製造業向けではなく、人間社会のなかで、人々の生活を支援するロ

ボットの実用化は、急務と考えられる。元より、震災前から、始まっている

プロジェクトであり、直接関与しないであろうが、その正否は、将来の日本

のロボット研究開発に大きな影響を及ぼすであろう。この観点から、本プロ

ジェクトの中間評価としては、社会背景、問題の解析が正しく行われており、

人間社会の中で、人々と物理的に接触することを踏まえた安全規格にむけた

設定は、事業の位置づけとしては、ボトムアップであり、着実な成果を上げ

つつあるという意味で、評価できる。 
◯全体として、計画通り進捗している。このレベルで最終目標が達成できるよ

う一層の努力を期待する。 
◯多少の温度差はあるが、各個別テーマはそれぞれこの目標に向かって努力を

しており、中間結果としてある程度の成果を得られていると判断される。 
◯日本の少子高齢化という社会環境において生活支援ロボットの実用化の期待

は高い。その実用化・普及に向けて革新的な技術開発だけでなく、地道だが

重要な安全技術に着目した本プロジェクトの意義は高い。 
◯個別テーマの目標も実用化第一で設定されているなど開発の方向性が一致し

ている点は高く評価できる。 
◯中間時点での成果も概ね順調と思われる。 
◯安全認証の仕組みは最終的には必要であり、早い時期から準備することはそ

れなりに意義があるかもしれない。 
◯実用化を目指した生活支援ロボットの技術開発と、安全検証手法の開発とが、

相互に遊離することなく裏付けのある形で進められているのは大変よい。成

果もあがってきている。国際標準活動への関与・貢献もしっかりした体制で

進められている。 
◯近年になってセンサー、デジタル制御回路、アクチュエータ、モータ、電池

など、ロボット開発に必要な基幹技術が高度化された。また、日本が世界に
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類を見ない高齢化社会を迎えている。そのような状況で、NEDO の支援の下

に進行している生活支援ロボット実用化プロジェクトは非常に時宜に適った

ものである。また、NEDO、産業総合研究所、委託先機関（JARI など）の三

者の協力によって、効率よく実用化プロジェクトが進められていることも、

日本にとって喜ばしいことだと思う。 
◯生活支援ロボットの実用化の重要性は論を俟たない。ただし、安全に関する

認証制度が、我が国では十分に整備されていないために、生活支援ロボット

のようにある程度のリスクの避けがたい製品は、世に出るのが難しい面があ

った。本生活支援ロボット実用化プロジェクトを通じて、性能規定された基

準や機能安全の基準に基づく認証制度が整備、確立されれば、生活支援ロボ

ットはもちろんのこと、リスクを伴う機器やシステムの安全性開発とそのビ

ジネス化に大きな福音になると考えられる。この点から、本プロジェクトの

目標は適切である。 

◯ロボットという新規技術分野では、既存の一般安全とは違う独自の安全性検

証が求められる。さらに、個別の動力源を持つという特殊性から、人間への

安全性への配慮と安全性基準の確立、その確保と維持が特に重要になってく

る。今回のプロジェクトでは、それら安全性関連事項についても鋭意、検証

が実施され、その結果に基づく国際標準化が進められている。 
◯本プロジェクト内の事業化に焦点化し、それを突破口として、広く底上げを

行う方法も現時点では成功していると言える。 
 
 
〈問題点・改善すべき点〉 
●個別の安全基準の注目項目が、やや独善的である。担当研究者の視点での安

全性の研究のみならず、一般人が安心感を持てるような項目をも検討する必

要がある。 
●ビジネスモデルにリンクした汎用的安全システムと特殊分野の安全システム

の明確化を進め、リスクアセスメント手法や検証手法については、なるべく

広く活用可能な手法化を期待する。 
●国際標準化のための活動が行われているが、戦略性は説明の中からは理解で

きなかった。 
●安全基準を総合的に構築する方針の第１グループと特定の先進的なロボット

を中心に安全基準を検討する第２グループから第５グループとの課題の整合

性を取るべきである。たとえば、申請・審査形式で第２グループから第５グ

ループを実施していることもあり、ロボットマニピュレータは、本プロジェ

クトでは大きく取り扱われていない。これは、全体のロボットの安全基準を



 

1-4 

検討する第１グループとしては、バランスの悪いこととなる。 
●ボトムアップで着実な成果を上げつつあること自体は、問題ではないが、こ

れだけではなく、トップダウンに、一般のプロダクトの安全認証とは、質的

にことなる生活支援ロボット特有の安全規格を提案し、可能な範囲で実証す

ることが期待される。すくなくとも、中間評価の時点で、ボトムアップの補

強の意味での不足分ではなく、トップダウンの戦略として、カバーすべき対

象なり課題を抽出すべきだったと考えられる。 
●問題点または改善すべき点というよりか、さらに考慮するべきだろうという

点が二つあった。一つが「ロボットと自動車の違いの明確化」で、もう一つ

が「安全性以外の国際標準の必要性」である。 
●本プロジェクトにおいては、リスクアセスメントの質およびその質を上げる

方法が重要だが、そのレベル感や完成度がわかりにくい。個々のロボットの

個別安全技術の必要性や重要性もそれをベースに説明されるべき。また運用

でのカバーは内容によっては利便性や普及度に大きな影響を与えるため、で

きれば明示しておいてほしい。 
●どうして今、安全認証の仕組みが必要なのか。それよりもイノベーションシ

ナリオに基づく新しいロボットの開発とその販売を開始する必要はないの

か？巷の以下のような素朴な疑問に対してどのように理論武装されるのであ

ろうか。 
●国際標準化への取組み、および社会受容度の向上への取組みは、安全技術の

開発と同じぐらい重要な問題なので、より注力すべき。 
●どうして SEGWAY は海外では乗れるのか？本プロジェクトは、SEGWAY の

日本進出を阻害しているだけではないのか？  
●Berkeley Bionics は脊椎損傷による患者を対象に、eLEGS の販売を準備して

おり、すでに施設での利用を開始した。機能的な完成度は HAL よりも高いよ

うに見える。 
●成果を第 3 者に判りやすく、特に、ユーザーに向けて、ロボット安全設計の

新しい考え方（リスクアセスメントと限界、想定外の対応等）の啓蒙活動に

ついて、更なる踏み込みが必要である。“事故が起こってから処置”という考

えを払拭できるかが、事業化の要である。 
●本プロジェクトの成否は、安全性検証手法の確立と認証制度の整備にかかっ

ていると言ってよいだろう。この点に関して、今一歩の方向性の明確化とこ

のことを各個別テーマが統一的に理解していることと、プロジェクト全体と

しての纏まりが必要である。 
●海外でのロボット開発は、国内で考えている以上に急速に進んでいる。時間

をかけて安全認証の仕組みを考えても、海外ではその間に新しいロボットが
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開発され、販売が開始されている。安全認証機関設置の重要性はわかるが、

そのために長時間かけるのは、制度疲労を起こしつつある日本の規制文化に

根ざした極めて日本的な仕組みであるように思えてならない。 
●ロボットについては特に安全性の検証が必要だが、それは着実に行われてい

た。その安全性の詳細を国際標準化し、さらには安全性認証作業へ繋ぐ発想

は重要であり、ロボット開発では欠かせないと思う。しかし、国際標準化の

世界には、基準認証と機能標準の二本柱があり、すでに 23 件の関連特許が出

願されているが、さらに機能標準の面から日本のロボット関係の知的財産の

活用も考えるべきではないだろうか。 
●米国に、本プロジェクトで目指しているロボットに対する安全認証のシステ

ムが揃っているとは思えない。安全性はもちろん一番大事な機能であるが、

それ以前に、SEGWAY や、DaVinci の最新版を利用できない日本の制度の見

直しを行い、そこからのフィードバックを踏まえて、日本として、海外に通

用する認証機関のあり方を再考することが必要ではないか。 
●本プロジェクトの内容・成果については、一般国民はもとより、ロボットに

関する学会の専門家にも十分理解されているとはいえない。広報・啓蒙活動

を通じて、ロボット安全に関するコンセンサスの確立に努めていただきたい。 
●現時点では仕方がない面もあるが、人間を搬送するという意味で、自動車に

非常に近い、移動型作業ロボットがプロジェクトの対象に多い。自動車につ

いては、すでに機能安全の検証が業界で進められており、このプロジェクト

ではロボット特有の機能安全について、自動車との違いをもう少し明確にす

るべきだと感じた。 
 
〈その他の意見〉 
・本 PJ の修了までに、少なくとも一つは国際標準が計れるような具体的工程表

に基づく活動等、標準についての具体的目標があると判り易い。また、ISO
先行型の標準作りも視野にいれるべきである。 

・生活支援ロボットの全体像、および今回採択された４つのタイプのカテゴラ

イズが不明瞭。電気自動車や電動車椅子との関係も含めて、本プロジェクト

の適用範囲と波及範囲をもう少し整理する必要がある。 
・国内のプロジェクトそのものの立案・企画・公募のあり方を考え直す必要が

あるのではないか。 
・海外では、もっと本質的なところに時間を割いているように思える。日本が

得意としてきた産業用ロボットの最適設計手法など、地味ではあるが、海外

に追い越されてしまったと思われる分野もある。 
・プロジェクトの名称は、「生活支援ロボット実用化プロジェクト」となってい
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るが、内容は生活支援ロボットの安全基準の研究である。プロジェクト内容

が題名に反映されていない点は奇異である。実用化には、安全性を確保する

以外にも多くの課題があり、本プロジェクトによって生活支援ロボットの実

用化課題をすべて解決するかのような誤解を与えることを憂慮する。今後、

可能であれば、サブタイトル等の利用を検討されたい。 
・プロジェクトの評価に関しては、完成度が高い技術を持ち込んだら高評価に

なり、完成度が低い技術を持ち込んだら低評価になる。それは道理であるが

プロジェクトの目的としては本末転倒であり、完成度が低いからこそ、NEDO
の支援を必要としていると思う。評価方法に関して、一考をお願いしたい。 

・国家プロジェクトだからだろうか、日本の国益が前面に出すぎているように

感じた。生活支援ロボットは国際的な社会貢献に資するものであり、日本の

ロボット技術開発も例外ではなく国際的な社会貢献が目的である。 
・もちろん、一般的なビジネスという面を置き去りにすると、ロボット開発や

ロボット普及における経済性が成立しないが、日本の国益を若干控えめにし

て、もっと社会の利便性への貢献を強調しないと、日本発のロボットの安全

性および機能性が国際的に広く受け入れられないのではないかと懸念する。

すなわち、日本のロボット技術が安全および機能の両面から国際的に貢献す

ることに、もう少し重点を置いたプロジェクト進行を期待する。 
・プロジェクトリーダーの真摯な態度と実直な姿勢は、本プロジェクトを推進

する上で、非常に大きな力になっていることは、否めず、評価される。かた

や、プロジェクトのプロモーションの立場では、逆に実直すぎるきらいがあ

る。研究者としての謙虚な態度や控えめな発言は、日本文化の美徳であった

かもしれないが、巨額の国家プロジェクトを率いているリーダーとしては、

もう少し、派手さや夢を大きく語ること、すなわちリーダーの顔をもう少し、

露出すべきであり、このこと自体は、社会と向き合う機会が増え、リーダー

自身がプロジェクトをどう推進すべきかという自問自答する良い機会を与え

ると察せられる。 
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２）今後に対する提言 
人間の多様性、ロボットの多様性、利用環境の多様性のために、生活支援ロ

ボットの安全基準作成は極めて多様な項目を対象とせざるを得ない。しかし、

細かく数多くの基準が増え続ける方向の研究には、基準としての意味がない。

そこで、専門家のみならず一般人が安心できる安全基準の骨格を作ることが重

要である。 
また、本プロジェクトに参加している全員が性能基準や機能安全に基づく安

全認証に対する理解を深める必要がある。更に、安全性の検証、認証に関する

能力、及び、安全設計に関する基礎知識を持つ人材の育成は喫緊の課題である。

我が国に適した認証制度のあり方を、個別のテーマの成果を踏まえつつ、早急

に検討し、実施して行く必要がある。 
生活支援ロボット特有の安全規格を発見するうえで、実際の社会の現場での

実証実験も必要である。並行して、そのための法整備（特区構想など）を積極

的に提案していくべくではなかろうか？本プロジェクトで得られたデータの体

系的保管、公開方法について、今から対応を講じ、せっかくのデータが PJ 終了

後、散逸しないよう努力してほしい。 
国際標準化に関しては、ISO/TC184/SC2/WG7 関係だけでなく国際標準化の

世界を ISO/IEC/ITU を含めて、広い視野で捉えて対応してほしい。また、欧米

諸国の標準化動向にも、今以上に注意するべきだろう。 
 
〈今後に対する提言〉 
・安全基準や、リスクアセスメントが膨大になると、低価格ロボットは採算が

あわない。また、中小企業の参入も困難となる。システムアーキテクチャー

や設計管理手法を標準化し、それに従いさえすれば、大半のリスクアセスメ

ントが免除されるような方法についての成果も期待したい。 
・人間の多様性、ロボットの多様性、利用環境の多様性のために、生活支援ロ

ボットの安全基準作成は極めて多様な項目を対象とせざるを得ない。しかし、

細かく数多くの基準が増え続ける方向の研究には、基準としての意味がない。

そこで、専門家のみならず一般人が安心できる安全基準の骨格を作ることが

重要と思われる。 
・また、妥当な基準作成とその国際標準化への戦略的な取り組みを強化するこ

とが期待される。 
・評価委員会でも申し上げたが、現状だと一般プロダクトと同じ安全規格実験

のみに終わる傾向にある。先にも示した生活支援ロボット特有の安全規格を

発見するうえで、実際の社会の現場での実証実験は欠かせない。並行して、

行うべきで、そのための法整備（特区構想など）を積極的に提案していくべ
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くではなかろうか？  
・現状は、ボトムアップで物理的な安全性のみの検証なので、問題にならなか 
もしれないが、一般社会人を対処とした実証実験などを視野に入れる場合は、 
研究者や開発者サイドでもジェンダーバランスが考慮されるべきであろう。

生活支援ロボットのメリットを被るのは、老若男女と考えられるが女性の方

が多いはずである。 
・本プロジェクトでカバーする領域、すなわち生活支援ロボットの分類とカバ

ーする対象、しない対象を明確化していってほしい。 
・プロジェクト終了後のことであるが、電波暗室や振動装置付き大型チャンバ

ーなど、さまざまな安全性試験機器が本プロジェクトでは導入されている。

それらの設備機材の継続的な活用に加えて、本プロジェクトで得られたノウ

ハウが廃れないように、得られたデータの保管と活用にも配慮が必要である。

プロジェクト終了後の設備および人材の活用に、ぜひ配慮してほしい。 
・当初の予定通りプロジェクトが進行しているからそのプロジェクトは成功だ

という昔ながらの価値観は捨て、海外の目から見て、プロジェクトが成功か

どうかを評価する必要があるのではないか。 
・世界は急速に変貌しており、特にロボットは、近未来の Economic Enabler
として、日本国以外では戦略的に開発が進められている。必要なプロジェク

トは継続し、不要な物はストップするくらいの判断が必要であろう。プロジ

ェクトの評価の仕方の見直しも必要ではないか。 
・安全技術の開発そのものは現状の方向でかまわないが、国際標準化への取組

み、および社会受容度の向上への取組みはさらに強化する必要がある。難し

い課題であることは理解するが、それだけに後伸ばしにせず、プロジェクト

の本題として取り組んでほしい。 
・本プロジェクトで得られたデータの体系的保管、公開方法について、今から

対応を講じ、せっかくのデータが PJ 終了後、散逸しないよう努力してほしい。

場合によっては、データバンク化（将来のデータ蓄積も含め）と運営予算化

計画も必要となる。 
・生活支援ロボットの安全検証・認証を恒久的に実施する機関の設立と法的裏

付け等の仕組みの確立について、検討されていることは理解したが、その実

現を是非お願いしたい。 
・本プロジェクトに参加している全員が性能基準や機能安全に基づく安全認証

に対する理解を深める必要がある。更に、安全性の検証、認証に関する能力、

及び、安全設計に関する基礎知識を持つ人材の育成は喫緊の課題である。 
・我が国に適した認証制度のあり方を、個別のテーマの成果を踏まえつつ、早

急に検討し、実施して行く必要がある。 
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・生活支援ロボットに関する安全基準の国際提案に当たっては、国際的な仲間

作りが欠かせないので、その努力を積極的に行う必要がある。 
・安全性確保および安全基準認証手法が確立された後、ロボット関係の認証機

関の設立も考えられるが、安全性基準認証は本来、欧米で見られるように保

険会社の仕事であり、日本のような行政系の認証機関を国際的に通用させる

には、設備はもとより認証を国際ビジネスとして捉え、英語力および交渉力

などに優れた人材が必要とされている。基準認証分野では後発の日本である

が、主導性を確保するように関係者にがんばってほしい。 
・国際標準化に関しては、ISO/TC184/SC2/WG7 関係の委員会に出席されてい

る技術専門家も多く、現在のロボット関連の安全性国際標準化については問

題ないと思う。しかし、ロボット技術は幅広い分野の多数の技術の応用で成

立し、安全性関連の国際標準化委員会だけですべてが審議できるものではな

い。したがって、国際標準化の世界を ISO/IEC/ITU を含めて、広い視野で捉

えて対応してほしい。 
・ 本プロジェクト終了後の継続的な国際標準化対応には、ISO/IEC 国内引受団

体の標準化体制の強化も必要になると思う。また、欧米諸国の標準化動向に

も、今以上に注意するべきだろう。さらに国際標準化が国家間の技術審議の

場から、企業間の政治抗争の場へと変化している近年の傾向についても、認

識が必要である。 
 
〈その他の意見〉 
・上記前者の実証実験場として、参考までに。大阪うめきたを推薦する。絶好

の場であるので、何らかの形で連携の可能性を探っていただきたい。一般社

会人を対象としていることで、広報の意味合い、さらには国際規格に向けた

動きとしても、みえる活動の場として、活用すれば、何重にもメリットがあ

ると察せられる。本評価委員は関連する組織にコミットしているので、助言

だけでなく、連携の主体としても活動可能である。 
・大規模事業まで長期を要する事業の企業化は、大企業では困難なことが過去

の教訓でもある。一定事業規模になるまでのビジネス形態、投資法を整理し、

その規模になったら大企業が買い取る等のビジネス創出方法についての検討

が望まれる。 
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１．２ 各論 
１）事業の位置付け・必要性について 
生活支援ロボットは日本が世界的に最も進んでいる分野であるが、いまだ、

本格的産業・実用化に結びついていない。少子高齢化が進む日本においての生

活支援ロボットの必要性はいうまでもなく、社会的重要性は極めて大きい。安

全性の基準作りとその評価法は、生活支援ロボットの市場化に際して、必須で

ある。また、安全規格やその認証構造の構築は民間だけでは、その実現が困難

で有り、公共性が高く、ＮＥＤＯの関与が必要とされる事業である。経済産業

省が推進する「ロボット・新機械イノベーションプログラム」および内閣府が

推進する「社会還元加速プロジェクト」にも本プロジェクトは大きく寄与して

いる。 
 
〈肯定的意見〉 
◯NEDO 事業の妥当性は、概ね妥当である。特に、安全分野の技術開発はそれ

だけでは事業になりにくい分野であるので、国の関与が必要な分野である。 
◯少子高齢化が進む日本においての生活支援ロボットの必要性はいうまでもな

く、それらを実用化・普及させるうえで必須でありながら遅れている対人安

全技術の確立および安全規格等の整備を目的とする本プロジェクトは非常に

意義がある。 
◯安全性の基準作りとその評価法は、生活支援ロボットの市場化に際して、必

須であり、その意味で経済産業省が推進する「ロボット・新機械イノベーシ

ョンプログラム」および内閣府が推進する「社会還元加速プロジェクト」目

標達成のために、本プロジェクトは大きく寄与している。 
◯ロボットの現在の市場性に関しては、民間企業から見れば、市場が小さく、

開発意義と重要性が認識されにくい。一方、公的機関から見れば、社会的な

必要度が高く重要性が認識されやすい。つまり、民間企業独自の努力に、そ

の開発を全面的に期待することは難しい。民間企業任せでは本格的な普及が

難しい一方、海外先進国においては着々と進められているロボット開発にお

いては、公的機関の関与の必要性が十分認められると思う。 
◯その見地から、NEDO の事業として非常に妥当性が高いと思う。また、設備

が大型になるために、それなりの予算も必要だと思う。しかし、予算対効果

に言及すれば、それは現時点では無責任な予測になってしまう。市場拡大に

は、今後の関係者の継続的な努力が必要だろう。 
◯認証については特にコメントはないが、認証のための技術開発を通して、実

質的に新技術の開発が行われていることは少し評価できる。 
◯生活支援ロボットは日本が世界的に最も進んでいる分野であるが、いまだ、
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本格的産業・実用化に結びついていない。しかし、高齢社会の諸問題の有力

な解決策と考えられており、社会的重要性は極めて大きい。その技術的性格

から、安全性の確立は必須の課題である。本事業は、リスクアセスメント手

法の確立、安全規格の標準化、安全性基準適合性評価手法の確立を主目的と

している点で、公共性が高く、波及効果の点からも NEDO の事業としてふさ

わしい。 
◯我が国の今後の産業と社会のあり方、目指すべき方向として、本プロジェク

トの目的は適切である。 
◯安全基準を設定し、基準適合性評価方法を確立し、検証と認証を実施する機

関を設置することは、生活支援ロボットの産業化には不可欠であり、事業目

的は適切である。 
◯日本の高度なロボット技術を一般社会への還元として、生活支援ロボットの

実用化は国内だけでなく、海外にアピールする上で、格好のターゲットであ

る。その意味で、ＮＥＤＯの事業としての妥当性は十分ある。特に、安全規

格やその認証構造の構築は民間だけでは、その実現が困難で有り、公共性が

高く、ＮＥＤＯの関与が必要とされる事業である。内外の技術動向や市場動

向の正確な解析にもとづき、多くの熟成しつつあるプロトタイプを対象とし

ているので、実現可能性は高く、事業目的も妥当と察せられる。 
 
〈問題点・改善すべき点〉 
●目的としている、「ロボットの安全に関する国際標準規格」、「関連する試験機

関」、「規格認証機関の整備」は、妥当であるが、作っただけで終わる可能性

を否定できない。すなわち、それらが、真に国際的にも認知され、デファク

トスタンダードになるための戦略が欠けている。そのために、何が必要で、

どのように実現していくかが明示されていない。 
●テーマによって、市場が抽象的な部分がある。ニーズを具体化し、安全問題

さえクリアされれば、導入が可能であることの明確化を急ぐ必要がある。 
●世界的視点での安全性基準作りに関して、NEDO がより積極的に関与して、

目的を達成することが期待される。 
●生活支援ロボットの安全性に関するコンセンサスを得るための情報発信の強

化が必要である。 
●「経済産業省が推進する「ロボット・新機械イノベーションプログラム」並

びに内閣府が推進する「社会還元加速プロジェクト」目標達成のために寄与

しているか」について。 日本のロボット技術が世界に比べてかなり進んで

いるとの前提で事業が企画されているが、他の産業と同様に、世界は急速に

変わっており、その前提がなりたたなくなっている。かつて日本が欧米のフ
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ォロワーとして、がむしゃらに海外の技術をキャッチアップしていた時のよ

うに、規制緩和によって、イノベーションをしやすくするスキームも同時に

必要ではないか。２つの方向から攻めないと、世界の潮流にキャッチアップ

できないのではないか。 
●本格的な安全認証の制度の確立については、我が国においては未経験の分野

である。この分野の人材育成も含めて認証ビジネスモデルとして成立するよ

うに、かつ、他産業の安全性認証のモデルケースとなるよう、我が国に適し

た制度を確立するという視点を忘れてはならない。 
●日本として国際競争力を強化する領域と、実用化・普及のための国際規格整

備や社会情勢づくりで国際協調する領域との切り分けや戦略が不明瞭なので

改善すべき。 
●「民間活動のみでは改善できないものであること、又は公共性が高いことに

より、ＮＥＤＯの関与が必要とされる事業か」について。産官学が連携すれ

ば、民間主導でも可能な事業であると思う。民間が集まって、官と学の協力

を得て、第三者機関の設置を行えるくらいの意欲が民間に欲しい。その場合

には、官の役目は、新しいビジネスモデル（イノベーションシナリオの社会

へのリフレクション、by 妹尾先生）が行えるように、規制を緩和すること

である。 
●「当該事業を実施することによりもたらされる効果が、投じた予算との比較

において十分であるか」について。可能ならば民間主導で行った方が、効率

がいいのではないか。 
●特に感じられないが、事業の募集と採択において、ロボットの将来、技術、

安全をシステマチックに熟慮した上で、さらにバランスよく実施することが

望まれるだろう。次回に配慮してほしい。 
 
〈その他の意見〉 
・ロボットニーズは、ロボットを必要とする社会であるか否かに大きく依存す

る。PJ が特殊なニーズの想定から始らざるを得ないのはやむをえないし、そ

の分野でのロボット導入が進むことは重要なことである。しかし、PJ ロボッ

トの直接市場規模はそれほど大きくないように思える。対象ロボットが大き

く導入される社会構造を提言し、そのような社会作りに理解が得られるかの

議論を進めることが肝要である。 
・特になし。 
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２）研究開発マネジメントについて 
生活支援ロボットが、いまだ市場が立ち上がっていない現段階で、世界に先

駆けてその対人安全性に関する指標や試験・評価方法に関する研究開発を行う

ことの意義は大きい。研究開発計画、事業体制はおおむね妥当で、プロジェク

トリーダーは全体をよく統括し、妥当な研究開発目標が設定されている。定量

目標の設定、質の判断、達成度判断という点で不明確な部分もあるが、テーマ

の性質上やむをえないと考える。 
一方で、安全基準を総合的に構築する方針の個別テーマ①のチームと個別の

先進的なロボットを中心に安全基準を検討する個別テーマ②～⑤とのチームの

整合性を取るべきである。個別テーマ②～⑤チームの対象とするロボットがな

くとも、個別テーマ①のチームは、生活支援ロボットの主だった対象に関する

安全技術とその評価方法を確立することが必要となる。この点を考慮したマネ

ジメントが望まれる。また、各個別テーマは個別性が強いので、自分のテーマ

のみに目を向けがちであるが、各チームは、安全設計技術、安全検証や認証制

度に関して、交流を盛んにすべきである。 
目的としている、「ロボットの安全に関する国際標準規格」、「関連する試験機

関」、「規格認証機関の整備」は、妥当であるが、作っただけで終わる可能性を

否定できない。すなわち、それらが、真に国際的にも認知され、実現するため

の戦略が欠けている。そのために、何が必要で、どのように実現していくかが

明示されていない。国際標準化については、会議開催日程や会議開催頻度など、

その進捗が国際標準化機関のルールで縛られているので、安全関係技術の国際

標準化タイムスケジュールを明確に決めて、その計画どおりに実行することを

心がけてほしい。その際、日本として国際競争力を強化する領域と、実用化・

普及のための国際規格整備や社会情勢づくりで国際協調する領域との切り分け

や戦略を明確にすべきである。 
 
〈肯定的意見〉 
◯安全基準を広く多様な一般のロボットを想定して作成することは、ロボット

の多様性から現実的ではなく、市場投入を間近に想定した生活支援ロボット

の申請の中から審査により採択する方針は、現実的に安全基準、基準適当性

評価法を確立する方針として妥当である。 
◯開発目標は概ね妥当。定量目標の設定、質の判断、達成度判断という点で不

明確な部分もあるが、テーマの性質上やむをえないと考える。 
◯全体が、（１）生活支援ロボットの安全性検証手法の研究開と（２）安全技術

を導入した各種生活支援ロボットの開発に分かれて、構成されており、それ

ぞれに、目標、根拠が述べられ妥当な研究開発目標が設定されている。研究
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開発計画は、これに準じて建てられ、マイルストーンとしてまとめられ、妥

当と察せられる。研究開発実施の事業体制は、（１）と（２）の間での有機的

な結合により、それぞれが、相互に目標達成にむけた相補的な役割を担える

構造であり、妥当である。研究開発成果の実用化に向けたマネジメントは、

プロジェクト推進体制が確立されており、情勢変化への対応も可能と察せら

れる。 
◯生活支援ロボットが、いまだ市場が立ち上がっていない現段階で、世界に先

駆けてその対人安全性に関する指標や試験・評価方法に関する研究開発を行

うことの意義は大きい。当該技術の性格上、目標は定量的ではないが、戦略

的に設定されている。 
◯研究開発計画、事業体制はおおむね妥当で、プロジェクトリーダは全体をよ

く統括し、プロジェクト後の展開も検討されている。 
◯当然ではあるが、現存のスキームを熟知したチームであり、これまでのプロ

ジェクトとしての、「具体的かつ明確な開発目標を可能な限り定量的に設定し

ているか」、「目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されてい

るか」については妥当である。 
◯「目標達成のために妥当なスケジュール、予算（各個別研究テーマ毎の配分

を含む）となっているか」について。本項目については妥当である。 
◯「研究開発実施の事業体制の妥当性」について。本項目については妥当であ

る。 
◯「成果の実用化につなげる戦略が明確になっているか」、「成果の実用化につ

なげる知財マネジメントの方針が明確に示され、かつ妥当なものか」につい

て。これらの項目に対しては妥当であると思われるが、認証プロセスとその

項目はモデルケースではとらえきれないものであり、あくまでも、将来の認

証事業の予行演習と考えるのが妥当である。その意味で、マネジメントは妥

当と考える。 
◯ほとんどの個別プロジェクトにおいて、具体的な開発目標が定められており、

平成 24 年 2 月達成の当初スケジュールどおりに開発が進んでいる。また、要

素技術についても個々に開発が進められており、計画性にも問題がない。 
◯実現可能性の高い生活支援ロボットの個別テーマを選定し、支援している。 
◯個別テーマを越えた検証手法や認証制度等の大局的な共通の目標を設定して

いる。 
◯バランスよく計画されており、適切に運営されている。 
◯グループ間の連携も計られている。 
 
〈問題点・改善すべき点〉 
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●（２）の区分が、完全にボトムアップ的であり、適切なクラスタリングとは

思えない。例えば、言葉だけからは、移動（操縦中心）と搭乗型の区別は難

しい。後者は前者に含まれるべきか？ここらあたりは、（１）の方で、実際に

事業化されているか否かにかかわらず、生活支援ロボット実用化にむけた区

分法を提案し、そのなかで、事業化しつつあるものが（２）に含まれている

という形式が望ましい。（２）の個別事業間の連携が見えにくい。同じカテゴ

リのサイバーダインとホンダは、どのような連携が可能かなどが見えにくい。 
●グループ 1 とグループ２間の成果の有効活用に対して、進捗に若干の遅れが

あるように思えるので、関連を焦点化し（第 3 者説明も含め）、一層の戦略的

推進を行うことが望まれる。 
●一方で、安全基準を総合的に構築する方針の第１グループと個別の先進的な

ロボットを中心に安全基準を検討する第２グループから第５グループとの課

題の整合性を取るべきである。第２グループから第５グループまでの対象と

するロボットがなくとも、第１グループは、生活支援ロボットの主だった対

象に関する安全技術とその評価方法を確立することが必要となる。この点を

考慮したマネジメントが望まれる。 
●国際標準化につなげる取組みの具体的アプローチを計画の中で明文化してほ

しい。 
●報告によると、ほぼ計画どおりに進んでいる。ただし、国際標準化について

は、会議開催日程や会議開催頻度など、その進捗が国際標準化機関のルール

で縛られているので、安全関係技術の国際標準化タイムスケジュールを明確

に決めて、その計画どおりに実行することを心がけてほしい。 
●生活支援ロボットには、実に多様な面があり、技術的にも、制度的にも、大

局的に体系化する一方で、それぞれに適した手法の開発が必要であり、大枠

と個別とを統一したマネジメントが求められる。 
●「内外の技術動向、市場動向等を踏まえて、戦略的な目標が設定されている

か」について。 同じように認証機関の設置を目指すのならば、なぜ、新ロ

ボット開発とともに認証機関設置の準備をしなかったのか。一部を除き、完

成度の高い現存するロボットシステムに予算を投入し、認証機関設置の例題

とするのは、海外での急速なロボット開発の流れから考えると少し寂しい。 
●「目標達成に必要な要素技術を取り上げているか」「研究開発フローにおける

要素技術間の関係、順序は適切か」について。問題を解決するための要素技

術自体はまだはっきりしていない。かなりチャレンジングな問題なので、こ

れらの項目自体あまり意味をもたないと思われる。個人的には、要素技術は

存在しないと思われる。 
●「進捗状況を常に把握し、社会・経済の情勢の変化及び政策・技術動向に機
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敏かつ適切に対応しているか」について。中間評価なので、コメントはない

が、前述したように、このプロジェクトが成功するまでは、既存の新しいロ

ボットの導入ができないのは、我が国にとって、大きな阻害要因であり、

NEDO のプロジェクトとしては理解できない。 
 
〈その他の意見〉 
・想定外の事象が生じないよう、広範に目を配り、必要ならば機動的に対応で

きる体制を維持してほしい。 
・テーマ１とテーマ２～５の連携がよくわからないので、報告や発表にそれを

反映してほしい。 
・進捗状況の把握や中間評価の内容などを見て、本プロジェクトにおける NEDO

事務局の管理能力や産業総合研究所のリーダーシップが優れていると感じた。 
・ロボット開発に関して、今回のプロジェクトに含まれていないが、災害時に

活用できる探査型ロボットの需要も近い将来高まるのではないだろうか。 
・安全の問題は、継続的取組が必要である。PJ で入手した情報の保管について、

PJ 後の扱いを明確化し、将来にわたって活用できることを検討することが望

ましい。 
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３）研究開発成果について 
広範で多様な生活支援ロボットに関し、実用化・事業化が近いと思われる分

野が抽出され，その中心課題の成果が得られつつあり、全般的に目標はほぼ達

成している。チームによっては、当初の予定よりも早く成果が出ているところ

も散見される。また、生活支援ロボット安全検証センターがオープンし、個別

の安全認証のための基礎実験が積み重ねられており、着実な成果が期待できる。

今回のプロジェクトでは、物理的接触における安全規格が中心であり、その意

味では成果の汎用性は高い。 
今後、リスク分析からリスク因子を抽出するところを、再検討する必要があ

る。また、市場規模は余り大きくないため、ビジネスモデルの戦略化の強化が

必要なテーマもある。本プロジェクトの内容・成果については、一般国民はも

とより、ロボットに関する学会の専門家にも十分理解されているとはいえない。

情報発信を強化することが望まれる。国際的な基準作りは、プロジェクトの後

半に集中的に活動することが予想されるが、より戦略的な国際標準化の実現が

期待される。 
 
〈肯定的意見〉 
◯プロジェクト全体、（１）と（２）いずれも、来年 2 月に達成見込みとなって

おり、順調に進められているようである。生活支援ロボット安全検証センタ

ーがオープンされ、個別の安全認証のための基礎実験が積み重ねられており、

着実な成果が期待できる。今回のプロジェクトでは、物理的接触における安

全規格が中心であり、その意味では成果の汎用性は高い。 
◯全体として、概ね当初の目的を達成している。特に、グループによっては、

当初の予定よりも早く成果が出ているところも散見される。 
◯特にロボットの安全性検証手法の研究開発が順調に進んでいる。また、移動

作業型および搭乗型は自動車技術の延長と見られる部分も多いが、人間密着

型に関しては今後の実証を踏まえて、さらなる安全性の確保が望まれるだろ

う。 
◯地道ではあるが着実な成果が出ており、中間目標はクリアできていると認識

している。生活支援ロボットの実用化・普及に向けて十分に貢献が期待でき

る。 
◯達成の度合いには多少の温度差があるが、大枠で中間目標を達成、又は達成

しつつある。 
◯全体として達成度は高い。PJ 目的を達成できると思われる。 
◯対象としている新しい市場の創出に寄与できる可能性はある。 
◯特許、論文も多く出せている。 
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◯「成果は目標値をクリアしているか」について。ほぼクリアしている。 
◯「全体としての目標達成はどの程度か」について。難しい問題を扱っており、

まだまだであるが、もともと解決しにくい、あるいは解が存在しない不良設

定問題（Ill-defined problems）に対する統一解を求めようとしている。 
◯「成果は公開性が確保されているか」について。公開性はある程度確保され

ていると思われる。 
◯「得られた研究開発の成果に基づく国際標準化に向けた提案等の取組は適切

に行われているか」については、国際機関への発信は、適切に行われている。 
◯「成果は公開性が確保されているか」については、公開するかどうかも難し

い課題であるが、公開性は確保されていると思われる。 
◯「成果の普及」について。ある程度行われているが、問題の性格上これ以上

は無理であろう。 
◯全般的に目標はほぼ達成している。広範で多様な生活支援ロボットに関し、

実用化・事業化が近いと思われる分野が抽出され，その中心課題の成果が得

られつつある。 
◯「知的財産権等の取扱（特許や意匠登録出願、著作権や営業機密の管理等）」

については、それなりに出されているがまだまだである。 
 
 
〈問題点・改善すべき点〉 
●各個別テーマは個別性が強いので、自分のテーマのみに目を向けがちである

が、各チームは、安全設計技術、安全検証や認証制度に関して、交流を盛ん

にすべきである。 
●移動型については衝突や事故の場合の対人安全性に特に重点を置いて、人間

密着型は同様に装着者安全性に特に重点を置いて、リスクアセスメント手法、

機械安全、電気安全、機能安全の試験評価方法を確立させることが必要だろ

う。 
●評価項目がプロジェクト全体、（１）と（２）と三つであるが、（２）は個別

に評価すべきではないか？そうでないと、すべてが同様に達成見込みとの評

価は意図的に映りかね、現実味にかける。市場の拡大性、成果の国際性は期

待したいが、現時点では、評価困難である。 
●個別ロボットを題材に構築した安全技術が、どこまで汎用性を持てているの

か？を明確にしていってほしい。 
●リスク分析からリスク因子を抽出するところを、再検討する必要があると思

われる。 
●国際的な基準作りは、プロジェクトの後半に集中的に活動することが予想さ
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れるが、より戦略的な国際標準化の実現が期待される。 
●「目標未達成の場合、目標達成までの課題を把握し、課題解決の方針が明確

になっているか」について。問題自体を把握していないのではないか。一部

の成果には行き詰まりを感じる。個別の問題に対する安全認証技術を開発し

てもそれが汎化できるように思えないのはなぜか。 
●「成果は市場の拡大或いは市場の創造につながることが期待できるか」につ

いて。市場から、他のシステムを閉め出すように思えてならない。 
●「成果は、世界初あるいは世界最高水準か」について。よくわからない。 
●「成果は、新たな技術領域を開拓することが期待できるか」について。 
新たな技術領域を開拓できるかどうかは、今後の成果次第であるが、新規技

術開発の阻害要因となるようなものも含まれている。 
●「成果は汎用性があるか」について。前述したとおり、あるように思えない。 
●「投入された予算に見合った成果が得られているか」について。無理矢理安

全認証システムを作ろうとしているように思える。一部は？がつくものもあ

る。 
●「最終目標を達成できる見込みか」 「最終目標に向け、課題とその解決の道

筋が明確に示され、かつ妥当なものか」について。最終目標達成はかなり難

しいのではないか。もともとの問題が Well-defined ではなく、コンセプトと

してあるのは、リスクアセスメントだけである。それをどのように適応する

かについては、対象毎にことなるので、対象毎に異なる認証方法を扱うこと

ができるようなシステム開発が必要であろう。ロボットタイプ別に検証自己

チェックシートをつくるというのは乱暴である。このプロジェクトで取り扱

えなかったロボットは日本で販売できなくなる恐れがある。あくまでも、検

証の仕方とその例題ととらえた方がいい。 
●研究開発内容や成果は、専門家にもよく知られているとは言い難い。一般に

向けての情報発信を強化することが望まれる。 
●PJ 直接の市場規模は余り大きくないので、ビジネスモデルの戦略化の強化が

必要な PJ もある。 
●国際標準化については、アプローチの具体化と焦点化が重要である。 
●普及・啓蒙については、PJ 以外（学会、業界、マスコミ等）との連携活動も

強化して、“新しい安全の考え方”を繰り返し発信することが重要である。 
 
〈その他の意見〉 
・例えば、現在の ISO に基づき安全認証を行うにはどのようなシステムが構築

できるか考えてはどうか。 
・諸外国の認証機関はどのように、個別のものに対応しているのか。そのよう
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な事例は無いのか、無いとすればどのようにすればいいのか？など考え直す

必要があろう。 
・新聞・雑誌等の掲載は，ごく一部に偏っており，本プロジェクトの成果なの

かどうか不明である。 
・安全を組み込んだ、ロボットの機能アーキテクチャー、ソフトウェアアーキ

テクチャーのいくつかのひな型を PJ が提供することで、ロボットの安全設計

が広く普及すると思える。 
・本プロジェクトの性質上、リスクアセスメントの質、およびアセスメント結

果と安全技術の関連が重要であるが、プロジェクト全体を通してその点に関

する報告が不足しており、判断が難しい。 
・特になし。 
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４）実用化の見通しについて 
全体として概ね開発している安全性検証手法はその目的に則した妥当な内容

となっており、また、安全検証センターにおいて、着実に実験が進められてい

るので、成果の実用化は期待できる。また、第三者認証にむけた体制案も具体

的にできており、国際規格化も本研究開発の成果を反映しうる体制で活動がな

されている。安全関連データの収集・蓄積ならびに再利用法に関する研究開発

も行われている。 
一方で、安全に関する認証制度の未整備と認証技術の未経験が、我が国で芽

の出ている生活支援ロボットが世界に出るチャンスを失っているという事実に

基づく本プロジェクトの目的を各個別チームがそれぞれ理解して、研究開発を

進めて欲しい。そして、現実に実用化・市場化に耐えうる安全標準化作りを本

プロジェクトに期待する。その意味で、これまで得られた成果を、より一層実

用的な視点、一般人の安心感での視点等から精査することが重要である。 
安全関連データの収集・蓄積については、プロジェクト途中であってもデー

タを公表し、再利用法の研究開発も進捗を明らかにして、進行中の関連研究開

発で活用できるようにするとともに、プロジェクト内外のフィードバックをい

れることが望ましい。 
 
〈肯定的意見〉 
◯開発中の安全検証手法は概ね有用であり、これらがロボットの実用化に向け

て貢献できる可能性は大きい。 
◯全体として概ね開発している安全性検証手法はその目的に則した妥当な内容

となっている。 

◯本プロジェクトの成果は、安全の技術開発、生活支援ロボットの市場化等の

波及効果を期待できる。 
◯生活支援ロボットの実現に向けて、最も基本的な物理的接触時の安全規格を

取り上げ、安全検証センターにおいて、着実に実験が進められているので、

成果の実用化可能性は高い。 
◯「安全性検証手法として知的基盤を供給、維持するための体制は整備されて

いるか、その見込みはあるか」について。世界的に共通の合意形成がされて

いないのに、どのようにして手法を供給できるのであろうか。しかし、見込

みはあると信じたい。 
◯「成果は関連分野への波及効果（技術的・経済的・社会的）を期待できるも

のか」について。本来の目的が達成できればそれなりの効果は見込めるが、

本来の目的達成はチャレンジングである。 
◯世界をリードする程のロボット技術をもっていながら、安全技術、安全規格、
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安全認証等で後れをとっている我が国にとって、本プロジェクトの成功は、

極めて大きなインパクトとなり、大きな期待を持たせる。 
◯実用化に近いテーマがいくつかあり、検証技術、認証制度が明確になれば、

すぐにでもビジネスになる可能性を有しているものがある。 
◯平成 20 年に始まったプロジェクトだが、平成 24 年 2013 年の達成を目標の

予定通り進行しているすでに生活支援ロボット安全検証センターで評価試験

も実施され、来年からは第二フェーズに入ろうとしている。ロボットの改良

が進められて、実用化に一段と近づいている段階だといえる。同時に実証試

験も実施されて、安全検証手法が着々と確立されている。また、並行して ISO 
13482 の改訂作業にも入ろうとしている。中間評価として問題ないと思う。 

◯安全性検証手法は、目的に沿った方向で開発が進んでいる。 
◯第三者認証にむけた体制案も具体的にできており、国際規格化も本研究開発

の成果を反映しうる体制で活動がなされている。安全関連データの収集・蓄

積ならびに再利用法に関する研究開発も行われている。 
 
〈問題点・改善すべき点〉 
●国際規格に向けた実験のみでなく、国際化にむけた広報が欠けている。むし

ろ、国際的に広報可能な魅力あるコンテンツになっていないのではないかと

危惧する。これまでのプロダクトに対する従前の安全規格認証の単なる延長

に解釈され、生活支援ロボット特有の評価軸が見えない。これが、見えれば、

広報価値もあがり、国際規格化にも繋がると考えられる。 
●一般に、実用化に関する課題は、安全基準のみではない。大企業、中小企業、

生活支援ロボット周辺業界、法律、社会認知等が有する個別の課題も多数あ

る。安全標準化が、これらの課題解決に強力に働くことは、疑う余地はない

が、安全標準化のみで、実用化の課題が解決されるとは言い難い。 
●本プロジェクトに期待すべきは、現実に実用化・市場化に耐えうる安全標準

化作りであると思われる。その意味で、これまでの得られた成果をより一層

実用的な視点、一般人の安心感での視点等から精査することが重要である。 
●安全に関する認証制度の未整備と認証技術の未経験が、我が国で芽の出てい

る生活支援ロボットが世界に出るチャンスを失っているという事実に基づく

本プロジェクトの目的を各個別チームがそれぞれ理解して、研究開発を進め

て欲しい。 
●安全に関する人材育成に関しては、各チームによりかなりの温度差がある。 
●国際標準化に向けたアプローチが必ずしも具体的でない。 
●ロボットの安全技術をベースとした広報・啓蒙など、社会に受け入れられる

土壌づくりという点では不足感を感じる。 
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●知的基盤の発信の方針は提供されているが、具体化と第 3 者意見の取り込み

の強化が望まれる。 
●「国際規格化等、標準整備に向けた見通しが得られているか」について。国

際規格などについてはある程度の貢献があるが、まだ共通の結論に達してい

ないと聞いている。難しい問題であり、見通しが簡単に得られないのは仕方

がない。 
●「一般向け広報は積極的になされているか」について。問題の性格上、限界

があり、それほど積極的にすることはできない。 
●「開発している安全性検証手法はその目的に則した有用なものになっている

か」について。個々のロボットに特化されているおり、本来の目的に向かっ

ているかどうかはわからない。 
●安全関連データの収集・蓄積については、プロジェクト途中であってもデー

タを公表し、再利用法の研究開発も進捗を明らかにして、進行中の関連研究

開発で活用できるようにするとともに、プロジェクト内外のフィードバック

をいれることが望ましい。 
●特になし。 
 
〈その他の意見〉 
・実用化とは別に考えるべきだが、市場規模の確定が難しい状態にある。もう

少し緻密な需要確認と市場調査が必要ではないだろうか。 
・知的検証基盤の維持供給のための、具体的配信手法（ネット構築等）につい

ての具体策が急がれる。PJ が終わってしまうと、予算的な問題も出るので PJ
期間ないでの具体化と、試行の実施を行えるような計画がほしい。 
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２．個別テーマに関する評価結果 
２．１ 生活支援ロボットの安全性検証手法の研究開発 
個別テーマ②～⑤チームのロボットの安全標準化に関して、重要なポイント

に絞って、適切な実験機器を安全検証センターに設置して、安全標準化作成を

実施している。当初計画された予定どおりに着実に進展している点は、評価で

きる。 
しかしながら、生活支援ロボット安全検証センターでの検査対象が、移動ロ

ボットに偏っており、ロボットマニピュレータに関する安全検証が弱い。後半

期において、ロボットマニピュレータも対象とすることを期待したい。移動ロ

ボットの安全検証項目では、自動車の安全検証および電動車いすの安全検証と

同様の対象項目が多い。ロボットのみに想定される安全の観点等の項目を、よ

り詳細に検討すべきである。また、安全認証を定着させるには、国民的コンセ

ンサスが不可欠である。一般ユーザーに「安心」を与える広報の努力が求めら

れる。また、リスクアセスメントの実験が相当低い速度で行われており、実際

の環境における子供のダイナミックな動きに対応可能な試験が望まれる。 
国際標準化に関して、国際標準化機関の技術専門会議（TC/SC/WG）開催の

スケジュールを基本に、いつ誰が何のために何をどのようにして（5W1H）国際

標準化するのか、その明確性がよく見えていない。さらに具体的に内容とスケ

ジュールを確定するべきだろう。 
 
〈肯定的意見〉 
◯計画通り進んでいる。 
◯開発している安全性検証手法は妥当と思われるが、革新性は感じられない。

検証推進の体制も整備されつつある。国際規格化、標準整備にむけた活動も

行われている。 
◯安全検証手法およびそれらの試験設備も含めた試験期間・認証機関の準備な

ど非常に有用である。 
◯リスクアセスメントの手法が開発され、生活支援ロボットの安全検証センタ

ーでの実験も行われており、目的に即した有用性が検証されていると察せら

れ、その波及効果はある程度期待できる。 
◯第２グループから第５グループまでのロボットの安全標準化に関して、重要

なポイントに絞って、適切な実験機器を設置して、安全標準化作成を実施し

ている。 
◯当初計画された予定どおりに着実に進展している点は、評価できる。 
◯「国際規格化等、標準整備に向けた見通しが得られているか」について。個々

の製品の国際規格設置は意味がない。そうはしていないと思う。標準化への



 

1-25 

フィードバックは行われていると思う。 
◯「一般向け広報は積極的になされているか」について。広報にも限度がある

が、それなりに行われている。 
◯「プロジェクトの実施自体が当該分野の研究開発や人材育成等を促進するな

どの波及効果を生じているか」について。それなりに波及効果はあると思わ

れる。 
◯生活支援ロボットの安全検証センターを立ち上げて、個別テーマの検証に対

して支援できる体制を構築しようとしている。 
◯機能安全が重要になると思うが、重点的に試験装置、試験項目、評価方法が

検討されており、開発スケジュールに関しては問題がないと思う。また、十

分に経験を積んだ国際標準化専門家が、安全性関連の国際標準化を進めてお

り、満足のいくロボット関連国際標準が制定されると確信する。 
◯安全性検証手法の確立は最も基本的な課題であるが、そのことに積極的に挑

戦している。 
◯各種の安全性に関する試験方法を開発しつつある。 
◯「開発している安全性検証手法はその目的に則した有用なものになっている

か」について。安全検証手法はよく知られた手法であり、それをどのように

適用するかが問われている。そういう意味で、本プロジェクトの成果は、既

存の手法をどのように適用するかであり、安全性検証手法の開発ではないの

ではないか。安全性検証手法適用技術であるとすると、それなり成果が出て

いる。 
 
〈問題点・改善すべき点〉 
●リスクアセスメントと安全性検証手法の一般化の関係を体系的に、かつ、ク

リアに説明していくことが重要である。 
●リスクアセスメントの実験が相当低い速度で行われており、実際の環境にお

ける子供のダイナミックな動きに対応可能な試験が望まれる（綜合警備）。 
●従来のプロダクトに対する安全検証との差異が見えにくい。あるはずなので、

そこをもっとアピールすることが、広報活動に繋がるのではないか？安全検

証センターで出来ない対象に関しては、他の手段を講じて、実施可能な体制

が望まれる。さらに、並行して、実際の社会環境での実証実験を取り込むこ

とで、相補的に安全検証の研究を進めることで、安全検証の価値、意義、意

味を再考でき、将来計画に役立てることが可能と考えられる。 
●移動ロボットの安全検証項目では、自動車の安全検証および電動車いすの安

全検証と同様の対象項目が多いように思われる。ロボットのみに想定される

安全の観点等の項目を、より詳細に検討すべきと思われる。たとえば、自動
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車よりも、多くの人が周辺に存在する環境で、子供などの不規則な動作を想

定した安全も検討すべきではないか。また、自動車よりも速度が遅いと想定

される移動ロボットでは、人がロボットに衝突した際のダメージとともに人

が転倒した際のダメージも考慮すべきではないか。または、接触しても人が

転倒しにくいロボットの構造等も検討できないか。 
●生活支援ロボット安全検証センターでの検査対象が、移動ロボットに偏って

おり、ロボットマニピュレータに関する安全検証が弱いと思われる。後半期

において、ロボットマニピュレータも対象とすることを期待したい。 
●生活支援ロボットのカテゴライズをきちんとしたうえで、今回のＰＪの取組

範囲を明示してほしい。その中で、個別ロボットベースの安全検証がどこま

でカテゴリ汎用で通用するのか明確にしてほしい。 
●一般への広報は十分にはみえず、やり方も含めて今後の課題。一般ユーザー

に「安心」を与えることも、生活支援ロボットの実用化・普及のカギ。 
●国際標準化に関して、国際標準化機関の技術専門会議（TC/SC/WG）開催の

スケジュールを基本に、いつ誰が何のために何をどのようにして（5W1H）国

際標準化するのか、その明確性がよく見えていない。さらに具体的に内容と

スケジュールを確定するべきだろう。 
●「安全性検証手法として知的基盤を供給、維持するための体制は整備されて

いるか、その見込みはあるか」について。上述したように、安全検証手法は

よく知られた手法であり、それをどのように適応するかが問われている。適

用技術のための知的基盤が何なのか、それを供給・維持することにどのよう

な意味があるのかについてはよくわからない。 
●「成果は関連分野への波及効果（技術的・経済的・社会的）を期待できるも

のか」について。安全認証技術適用手法は、個々のロボットに対するもので

あり、それを汎化することは、ロボット産業の発展を阻害する恐れがある。 
●安全性の検証、及び認証に関する能力を有する人材の育成は喫緊の課題であ

るが、この点が不十分の様に見受けられる。 
●安全に関する国際標準の提案は、仲間作りが極めて重要であるが、その活動

の活性化を望む。 
●「プロジェクトの実施自体が当該分野の研究開発や人材育成等を促進するな

どの波及効果を生じているか」について。人材育成については、何をもって

人材育成がされたというのかよくわからない。 
●ロボットの種類も多く、その使用者も健常者と非健常者という大きな違いが

ある。自動車類似の安全性検証だけでなく、これらロボット特有の事情を十

分配慮した安全性検証になっているかどうか、再確認が必要である。また、

確立した国際標準および評価方法の持続的活用について、さらに明確な筋道
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を立てておくべきである。 
●我が国では、性能基準や機能安全に基づく安全認証に対する体制が不整備で

あり、かつ、未経験である。早急に、そのための体制整備、技法の習得、及

び経験を積む必要がある。 
●試験装置等は、生活支援ロボット対象のみでなく、他の既存のシステムや装

置の試験装置との共用も積極的に考える必要がある。 
●一般には注目されにくい地味な分野であるが、安全認証を定着させるには、

国民的コンセンサスが不可欠である。広報の努力が求められる。積極的な人

材育成の方策が見当たらないが、将来にわたってどれだけの人的体制が必要

なのか検討しておく必要があるのではないか？ 
 
〈その他の意見〉 
・PJ 終了後の検証センターの継続的運営方法について、運営指針とその具体化

が急がれる。 
・今回、評価者として、技術開発に関しては十分な認識をして、その人材の能

力も推測ができた。国際標準化に関しては進捗計画を認識したが、その実行

には国際標準化専門家に英語力、交渉力、積極性、動機付けなどが必要にな

る。技術だけでなく標準化においても、確実な成果が出るように努力してほ

しい。 
・「安全性検証手法として知的基盤を供給、維持するための体制は整備されてい

るか、その見込みはあるか」について。上述したように、安全検証手法はよ

く知られた手法であり、それをどのように適応するかが問われている。適用

技術のための知的基盤が何なのか、それを供給・維持することにどのような

意味があるのかについてはよくわからない。 
・検証手法の適用性について、PJ 以外の機関でも取り組めるような観点での情

報発信方法を深めてほしい。 
・前述のように、性能基準や機能安全に関する安全認証の実施や制度の定着と

そのための人材育成を、我が国の安全文化の醸成と共に、本プロジェクトの

目標の一つとして欲しい。 
・本テーマと２～４の個別ロボットテーマとの連携は当然なされていると思う

が、ロボット貸出以外にはよく見えなかった。具体的な連携を報告の中に反

映してほしい。 
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２．２ 安全技術を導入した移動作業型（操縦が中心）生活支援ロボットの開

発 
リスクアセスメントおよび個々の安全技術が着実に構築できている。特に、

ベッドの変形、車いすとしての移動等の様々な項目に渡って成果があり、中間

目標は達成されている。事業として成立する可能のある内容を現実的に実施し

ている点は評価出来、開発している安全技術は実用化に貢献できると考えられ

る。また、このテーマは介護目的に限定されているが、産業用としても大きい

市場を持つ種類のロボットとして、波及効果が期待できる。 
一方で、人とロボットの係わりを体系化し、安全性向上が事業化推進にどの

ように貢献できているかを、コンカレントに分析する必要がある。そして、本

テーマの特徴であるベッドの分離、合体、変形に関係する安全技術の創出に集

中する必要がある。また、ビジネスモデルをクリアにし、価格等、安全性以外

の要因もあるのであれば、ロボットシステムとしての解決策を明確化する必要

がある。  
〈肯定的意見〉 
◯ほぼ完成品で、自己診断機能も実現されており、中間目標が達成、大幅達成

であり、市場投入を待つのみと察せられる。 
◯「開発している安全技術がロボットの実用化に貢献できる見通しは立ってい

るか」について。見通しは明るい。開発は順調に進んでいる。 
◯「一般向け広報は積極的になされているか」について。なされている。 
◯「成果は関連分野への波及効果（技術的・経済的・社会的）を期待できるも

のか」について。波及効果の高いシステムを狙ったプロジェクトであり、波

及効果は期待できる。 
◯非常に重要な種類のロボットだと思う。今回のプロジェクトでは、介護目的

に限定されているようだが、産業用としても大きい市場を持つ種類のロボッ

トになり、重要なプロジェクトだと認識している。 
◯「プロジェクトの実施自体が当該分野の研究開発や人材育成等を促進するな

どの波及効果を生じているか」について。人材育成については、どこの人材

育成を意味しているかよくわからない。当該分野の研究開発には効果がある。 
◯面白いシステムの開発が進んでおり、特に問題はない。 
◯事業として成立する可能のある内容を現実的に実施している点は評価できる。

また、ベッドの変形、車いすとしての移動等の様々な項目に渡って成果があ

る。 
◯ある程度実用に近いレベルに達している。 
◯リスクアセスメントおよび個々の安全技術が着実に構築できている。 
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◯機能安全にも積極的に取り組んでいる。 
◯手を離せば止まるように、安全性に設計の段階から配慮されている。 
◯計画に沿って進捗しているが、従来のロボットとの違いを明確にした説明を

心がけるようにすると良い。 
◯開発しているロボットはユニークであり、有用な機能を有している。中間目

標は達成されている。開発している安全技術は実用化に貢献できると考えら

れる。 
 
〈問題点・改善すべき点〉 
●個々の安全技術が寄せ集めに見えて必要性や重要性がわかりにくい。全体の

コンセプトを明示し、リスクアセスメント結果と個々の安全技術の関連を明

確にして、開発項目をプライオリティ付けして、研究開発を進めてほしい。 
●本テーマの特徴であるベッドの分離、合体、変形に関係する安全技術の創出

に集中すべきではないか。たとえば、移動に関する技術は、電動車椅子の自

立化研究と同様の方向となる可能性がある。むしろ、分離時に利用者が落ち

ないこと、変形時に利用者に怪我をさせない技術等を、今までに得られてい

る挟み込み検知センサや他のセンサを利用して実現することが重要と思われ

る。 
●ビジネスモデルをクリアにし、参入障壁が安全性のみであるかを明確化する。

そして、価格等、他の要因もあるのであれば、ロボットシステムとしての解

決策を明確化する必要がある。 
●システムとして外環境との連携が今後の課題であろうか。あとは、価格の問

題をどのようにクリアするかであろうか？ 
●コストも含めたとき、ニーズに対応しているかどうかは明確になっていない。 
●認証制度を積極的に利用して、別会社にしてでも早急にビジネス化すること

を望む。 
●人間が間違えた場合のフールプルーフ機能やインターロック機構を積極的に

採用して、そのことを明示して欲しい。 
●人間の制御と自動制御との兼ね合い関する考え方（理念）の確立を望む。 
●介護用の場合、使用者が非健常者ということで、非常時や故障時に単に停止

するだけでは問題が残るのではないだろうか。介助者が必要とされるのか、

警報装置を組み込むのか、安全位置まで強制的に動かすのか、安全性検証と

いう面で非常に難しい問題を抱えていると思う。注意深い安全性の検証が必

要である。 
●単純な介護機器ではなく、「ロボット」の開発という目的にかなった技術開発

を進めるべきだろう。 
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●人とロボットの係わりを体系化し、安全性向上が事業化推進にどのように貢

献できているかを、コンカレントに分析する必要がある。 
 
〈その他の意見〉 
・生活支援は介護目的だけではないので、開発対象物をもう少し広い概念で捉

えて対応するべきではないだろうか。 
・介護分野の一般的リスクが分離抽出されれば、他分野ロボットへの有用な情

報となる。 
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２．３ 安全技術を導入した移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットの開

発 
清掃ロボットと警備ロボット 2 つのテーマ間で若干の濃淡があるが、中間目

標は達成されている。特に、清掃ロボットは、ロボット設計のみでなく設計品

質管理まで、網羅的に安全設計の考え方が浸透しており、高い達成度である。

清掃ロボットの開発機関は、本プロジェクト全体のなかでも、安全技術に関し

先行しているので、他機関およびプロジェクト外に対しても、効果的に波及効

果を及ぼしうる位置にある。一般向け広報をさらに進めて、波及効果を拡大し

てほしい。 
一方で、警備ロボットにおいては、価格と機能、安全性確保の観点をクリア

にすることが必要である。また、従来ロボットに新機構を取り付けることによ

って、信頼性の低下をきたすことがあるので、十分な整理が必要である。警備

ロボットに特有のリスクを再検討し、本ロボット特有のリスクアセスメントを

やる必要がある。 
 
〈肯定的意見〉 
◯中間目標の多くを大幅達成、残りも達成済みであり、さらには、25 年末の到

達目標も一部達成済みであり、実用化可能性はかなり高い。広報活動も積極

的に行われており、国際化にも近く、評価できる。 
◯リスクアセスメントをしっかり遂行しており、人とロボットが同乗するエレ

ベータ自律乗降技術など、先進技術をとりいれ、成果発表に積極的である。 
◯2 つのテーマで若干の濃淡があるが、計画に対しては達成されている。特に、

清掃ロボットは、ロボット設計のみでなく設計品質管理まで、網羅的に安全

設計の考え方が浸透しており、高い達成度である。 
◯清掃ロボット 作業員との共同作業という作業フレームを作り、その中での

ロボットの利用を実現した点は、現実的で妥当と思われる。これにより、周

囲に少人数の人が不規則な動きをしても安全を担保しながら作業が実現でき

る点は、実用的であり、今後の市場拡大が期待できる。 
◯警備ロボットシステム化のためのセンサ、アクチュエータの要素技術の成果

が得られている。 
◯開発項目の位置付けや関係が整理されていて全体像が明確になっている。 
◯数多くの実証実験が完了しており、実用化への見通しがたっている。 
◯安全技術を導入した生活公共空間及びビルの移動作業型ロボットシステムの

開発では、すでに実用化された清掃ロボットをベースに安全技術を開発し、

実環境での実証試験も済んでいる。実用化に貢献できる見通しは立っている。
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当該開発機関内の安全技術の確立の体制整備もよく進んでおり、社内の人材

育成もできている。 
◯移動作業用ロボットは、現場レベルから安全性を体系的に組み込んでおり、

かつ、ビジネス化を目指して堅実に取り組んでいる。 
◯移動作業用ロボットでは、安全性技術者の育成に積極的に取り組んでいる。 
◯警備ロボットでは、測域センサーに対する機能安全に積極的に取り組んでい

る。 
◯非常に現実的で着実な開発が進められていると感じた。自律型ゆえに多様な

技術の組み合わせが必要になるが、企業ごとの分担がうまくできていると思

う。すでに実用化の段階に入っているが、革新的な技術開発が継続的に進む

種類のロボットになる。自律型なので、過剰なぐらいの対人安全性が求めら

れるが、そのあたりも十分配慮された開発が進められている。ロボットに対

象を限定した開発技術だが、その他の産業制御機器にも応用が大いに期待さ

れる。 
◯（３－１）「開発している安全技術がロボットの実用化に貢献できる見通しは

立っているか」について。 本システムは、既に実績のあるシステムであり、

仮に本プロジェクトがなくても実用化できるのであろう。 
◯（３－１）「一般向け広報は積極的になされているか」について。本ロボット

そのものに関しては積極的に行われている。 
◯（３－１）「成果は関連分野への波及効果（技術的・経済的・社会的）を期待

できるものか」について。すでに、大きな波及効果が出ているロボットであ

り、本プロジェクトによって、さらに大きな波及効果を得られる物と思う。 
・「プロジェクトの実施自体が当該分野の研究開発や人材育成等を促進するなど

の波及効果を生じているか」について。よくわからない。 
◯（３－２）「一般向け広報は積極的になされているか」について。それなりに

なされている。 
 
〈問題点・改善すべき点〉 
●あえて、あげれば、今回の評価項目にはないが、対人デザインの外観が望ま

れる（富士重工業）。 
●清掃ロボット 共同作業を行う作業員の実際の作業は、ロボットの監視と自

身の作業の遂行となっていると思われるが、今後、２台以上のロボットの場

合は想定できないか、その際作業員は監視のみか等の利用に関する方針を安

全性の観点から検討されることを期待したい。 
●警備ロボット 深夜のほぼ無人の環境での自律的移動の警備ロボットの社会

的ニーズは大きいと想定される。その意味では、障害物の回避動作のための
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センサ開発、段差や不整地での本体安定化のための機構と制御は、妥当であ

り本プロジェクトの意義は認められる。しかし、「不特定多数の人が存在する

環境中の対人安全性の確立」と標榜している点は、ビジネスモデルとして詳

細を再検討すべきではないか。この場合、警備員は同行するか。本当に不特

定多数の人が存在する場合に、既存の警備ロボットが望ましい大きさや重量

であるか等の検討を期待したい。 
●さまざまな自立型ロボットの活用目的が考えられるが、最終的な活用目的を

警備だけに限定せずに、多様な目的で開発することが必要ではないだろうか。

そういう意味で、現行製品の改良技術だけにこだわり過ぎているような気が

した。 
●清掃ロボットと警備ロボットの本質的な共通点/相違点を明確にして、２つの

テーマおよび各開発項目の関係を整理して進めてほしい。 
●警備ロボットでは、利用分野を明確にして、その現場レベルの要望を積極的

に取り込むようなビジネスモデルの構築が必要と思われる。 
●（３－２）「開発している安全技術がロボットの実用化に貢献できる見通しは

立っているか」について。既に実用化されているロボットの改良と理解する。

既に設置されているかもしれないが、非常停止スイッチをつけることによっ

て、最終的な安全性を確保するということは本ロボットの利用形態を考える

と有効な方法かは疑問である。不審者が簡単にロボットの機能を低下したり

停止したりすることができる。システム開発のシナリオの中で、どのような

安全対策が必要かを考えるべきではないか。 あるいは既にあるとするとその

説明が必要ではないか。 
●（３－２）「成果は関連分野への波及効果（技術的・経済的・社会的）を期待

できるものか」について。センサなどの要素技術については波及効果は理解

できるが、ロボットとしては、既に何社かが同様のロボットの導入をしてお

り、さらなる波及効果については少しわかりにくい。 
●（３－２）「プロジェクトの実施自体が当該分野の研究開発や人材育成等を促

進するなどの波及効果を生じているか」について。移動ロボット分野には多

少の貢献はあると思われるが、人材育成についてはよくわからない。 
●安全技術を導入した警備ロボットシステムの開発では、測域センサの安全技

術の意義がやや不明確であり、位置付けの明確化とその説明および広報の改

善を期待したい。 
●個々の技術開発企業が自社の技術だけにこだわらず、自律型ロボットの開発

と、その技術の広い視野での応用も、プロジェクトの目的に含むべきではな

いだろうか。参加企業間で部品の開発および受注・発注の関係を築くだけで

なく、各社の総合力の発揮にもさらに目を向けてほしい。 
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●警備ロボットにおいては、ビジネスモデルの具体化を進める必要がある。特

に、価格と機能、安全性確保の観点をクリアにすることが必要である。また、

従来ロボットに新機構を取り付けることによって、信頼性の低下をきたすこ

とがあるので、十分な整理が必要である。 
●警備ロボットに特有のリスクを再検討し、本ロボット特有のリスクアセスメ

ントをやる必要があると思える。 
 
〈その他の意見〉 
・清掃ロボットの開発機関は、本プロジェクト全体のなかでも、安全技術に関

し先行しているので、他機関およびプロジェクト外に対しても、効果的に波

及効果を及ぼしうる位置にある。一般向け広報をさらに進めて、波及効果を

拡大してほしい。 
・元々自社開発していた部分と本ＰＪでさらに進展する部分を切り分けてほし

い。 
・セーフティアセッサ資格試験は日本の業界独自の資格試験制度で運営されて

いる。その人間に重点を置いた安全性確保の思想と重要性は、国内業界では

広く認識されるようになってきた。既存の国内業界資格制度の国際化は非常

に困難だとは思うが、本プロジェクトに並行して、この資格試験を国際レベ

ルまで持ち上げることができないだろうか。 
・清掃ロボットについては、安全性に立脚したロボットの提供システムの完成

度が高くなって来ている。このようなシステムは、本文野最初の社会財産と

も言えるが、事業者の都合でなくなってしまわないような支援の仕組みが検

討されても良い。 
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２．４ 安全技術を導入した人間装着（密着）型生活支援ロボットの開発 
ハードウエアおよびソフトウエアの両面から安全を確保するための多様な技

術を構築しつつある点は評価できる。また、当該ロボット固有のリスクアセス

メントや安全技術が広範に検討され、実用化には欠かせない課題項目が設定さ

れ、その中間目標はほとんど達成している。特に、臨床試験から実用上の安全

の課題を検討している点は極めて妥当である。メディア掲載も多く、社会受容

度の向上に貢献している。国際規格提言に向けた活動も行っており、十分評価

できる。  
一方で、機械的には装着時の関節可動域限界、うっ血等が検討されているが、

今後装着時の転倒に際して、各部分の骨折、各組織へのダメージ等が装着しな

い場合よりも少ない等の科学的データ、設計への反映、その広報も必要である。

また、非健常者を相手にしているので、脱着の簡便性について、さらに研究が

必要ではないだろうか。また、普及とコストダウンのバランスへの配慮が実用

化には欠かせない。 
 
〈肯定的意見〉 
◯生活支援ロボット特有の構造を有しており、その期待は大きく、今回の安全

検証の項目に関しては、ほとんど達成しており、広報的にも大きく貢献して

いる。個別の項目のクリアに加え、全体としての疲労試験などが実施されて

おり、国際規格提言に向けた活動も行っており、十分評価できる。ただし、

実用化に関しては、技術的課題に加え、法的問題もからんでいるので、対処

されたい。 
◯ハードウエアおよびソフトウエアの両面から安全を確保するための多様な技

術を構築しつつある点は評価できる。また、臨床試験から実用上の安全の課

題を検討している点は極めて妥当である。 
◯「開発している安全技術がロボットの実用化に貢献できる見通しは立ってい

るか」、「一般向け広報は積極的になされているか」について。システムその

ものは有名なシステムであり、国内外にその成果はよく公開されている。実

用化に貢献できるかどうかについては、本分野の専門家の間には色々な意見

がある。筋電に基づくシステムがどのくらい有効で、それがどのように安全

性を担保して実用化されるのか興味ある技術である。 
◯リスクアセスメントおよび個々の安全技術が着実に構築できている。 
◯メディア掲載も多く、社会受容度の向上に貢献している。 
◯現有製品のビジネス強化一貫として位置づけられ、計画通り進展している。 
◯安全性についても、しっかり分析されている。 
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◯「成果は関連分野への波及効果（技術的・経済的・社会的）を期待できるも

のか」について。ターゲットとする分野にもよるが、タイムリーに製品を供

給できれば、成果の波及効果は極めて大きい。 
◯「プロジェクトの実施自体が当該分野の研究開発や人材育成等を促進するな

どの波及効果を生じているか」について。人材育成はよくわからないが、す

くなくとも中心となっているサイバーダイン社には夢をもった多くの人材が

集まっている。 
◯この分野での先端的、かつ積極的な取り組みは高く評価できる。 
◯非常に有用性が高いロボットだと思う。程度問題になるが、すぐにでも実用

が可能である。ただし、安全性や機能性をさらに向上させるには、さらに改

良、試験および評価が必要になる。一般向けの広報もなされ、社会的には一

定の認知を得ていると思う。 
◯当該ロボットに固有のリスクアセスメントや安全技術が広範に検討され、実

用化には欠かせない課題項目が設定されている。 
 
〈問題点・改善すべき点〉 
●非健常者を相手にしているので、脱着の簡便性について、さらに研究が必要

ではないだろうか。また、普及とコストダウンのバランスへの配慮が実用化

には欠かせない。 
●本 PJ によって付加される成果についても、さらに、明確し、標準化、認証化

で安全面での権威付けになり、ビジネスが加速するような展開を期待したい。 
●運用でカバーする点（ex:転倒しない使い方が前提）は内容によっては、利便

性や普及度に大きな影響を与えるので、明確にしてプロジェクトを進めるべ

き。 
●機械的には装着時の関節可動域限界、うっ血等が検討されているが、装着時

の転倒に際して、各部分の骨折、各組織へのダメージ等が装着しない場合よ

りも少ない等の科学的データ、設計への反映、その広報も必要と思われる。 
●うまくいくことを願っているが、米国のシステムのほうが先にマーケットを

構成するかもしれないと懸念する。 
●安全性に関しては、国際安全基準に基づいて積極的に取り組み、その内容を

明示し、情報を公開することで、説明責任を果たして行くことが、今後のビ

ジネス展開には重要であると考えられる。 
●広報は多いが，本プロジェクトの主題に密接に関連したものは，どれくらい

あるのか不明確であり，精査したうえで，問題があれば改善してほしい。 
 
〈その他の意見〉 
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・製品化には多くの課題があると思うが、従来からの特定の技術にこだわらず

に、目的を達成できるようにプロジェクトを進めてほしい。 
・今後は、長期使用に関する人間側の計測も含めて、システム全体の改良に努

められたい。ＢＭＩとしての今後の発展も視野にシステムの限界なども見極

めてほしい。 
・PJ としても、ビジネスの後押しができるような、早めの規格化・認証のあり

方を支援することが有効である。 
・装着者が常に非健常者であり、他のロボット以上に装着者への安全性の検証

が求められる。この種のロボットの物理的安全性検証の前例は皆無に近いと

思われるので、特定の施設で小規模の導入を繰り返しながら、適用場面を広

げることが必要だろう。 
・当該ロボットで生活支援ができる人間の残存機能の条件を明確にしておいた

ほうがよいのではないか。当該ロボットは、むしろ広報が先行しているため

に、過度の期待の懸念がある。 
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２．５ 安全技術を導入した搭乗型生活支援ロボットの開発 
本テーマは日本の市場に合わせたトヨタ流の改善による安全検証項目の列挙

とその検証で、ソフト、ハード両面の安全について系統的アプローチがとられ

た妥当な内容であり、精緻に研究開発が進んでいる。また、個別ロボットに限

定しない、汎用的な機能安全ソフトウェア開発のガイドラインが構築できてい

る。大量生産しうる市場サイズが期待でき、実用化されれば効果の大きいロボ

ット技術である。 
一方で、本テーマと電気自動車・電動車椅子の本質的な共通点・相違点を明

確にして、本ＰＪならではの開発を進めてほしい。また、セグウェーの日本版

のイメージを払拭すべく、更なる機能強化が望まれ、それに付随したあらたな

安全検証項目の列挙とその対策が期待したい。 
 
〈肯定的意見〉 
◯大量生産しうる市場サイズが期待でき、実用化されれば効果の大きいロボッ

ト技術である。ソフト、ハード両面の安全について系統的アプローチがとら

れており、安定感がある。 
◯着実に進展している。 
◯利用場面を限定して、その中で実用化に向けて、安全な運用を考えている。 
◯基本的にセグウェーの日本版だが、日本の市場に合わせたトヨタ流の改善に

よる安全検証項目の列挙とその検証にぬかりはないようである。立ち乗り型

よりも座り乗り型の方が、日本市場に受け入れらやすいのではないか？ 
◯現状で想定する搭乗型生活支援ロボットのリスクアセスメントとしては、妥

当な内容であり、全体としてバランスよく、精緻に研究開発が進んでいる。 
◯「開発している安全技術がロボットの実用化に貢献できる見通しは立ってい

るか」について。新しいモビリティーを提供するシステムとして期待したい。 
◯「一般向け広報は積極的になされているか」について。広報はよくなされて

いる。 
◯コストを度外視すれば、すでに実用化の範囲にあると思える。また、マスコ

ミを通じて、その存在も広く知られるようになっている。重量、走行距離、

操作性などにさらなる工夫が期待される。 
◯個別ロボットに限定しない、汎用的な機能安全ソフトウェア開発のガイドラ

インが構築できている。 
◯実証実験を伴ったリスクアセスメントが実施できている。 
 
〈問題点・改善すべき点〉 



 

1-39 

●自動車との区別が難しいが、屋内の簡易移動型として一定の使途が確保でき

ると思う。ただし、人ごみの中で使われる可能性が高いし、思わぬ障害物に

遭遇することもある。したがって、健常者と非健常者の両方について安全性

の検証が必要になると思う。特に非健常者の利用については、途中で停止し

たときの脱出方法にも注意が必要だと思う。 
●ハードウエアの本質安全設計について、本格的に取り組むことを望みたい。 
●セグウェーの日本版のイメージを払拭すべく、更なる機能強化が望まれ、そ

れに付随したあらたな安全検証項目の列挙とその対策が期待したい。座り乗

り型の広報が、日本オリジナルを醸し出す可能性がある。 
●本テーマと電気自動車・電動車椅子の本質的な共通点・相違点を明確にして、

本ＰＪならではの開発を進めてほしい。 
●「開発している安全技術がロボットの実用化に貢献できる見通しは立ってい

るか」について。実用化イメージは幻滅である。どうしてセグウエイにでき

るのに、本システムが未だ完成しないのであろうか。どうして、屋内だけに

限るのか。フラットな路面では使えるのではないか。規制の問題か？本事業

を終了したいという意図があるのか？ 問題点を明らかにして、本プロジェ

クトを通して、このようなシステムが自由に開発・販売できるような国にし

てもらいたい。単なる技術開発力の違いではないと信じたい。それがプロジ

ェクトの最も大きな意義であろう。 
●「成果は関連分野への波及効果（技術的・経済的・社会的）を期待できるも

のか」について。波及効果は本来は大きいと思うが、担当者は、本システム

の開発から逃げ腰であるとの印象を受ける。あえて実用化イメージを矮小化

しているのではないかと思われる。あるいは、ビジネスを実際に考えると成

り立たないということか。そうであれば、開発はやめるべきであろう。 
●「プロジェクトの実施自体が当該分野の研究開発や人材育成等を促進するな

どの波及効果を生じているか」について。よくわからない。 
●座り乗り搭乗型では、電動車椅子の安全基準との違いがあるかを明確にする

必要がある。 
●PJ 範囲と PJ 終了後の事業化シナリオを、年度展開の中に明確化した計画推

進が望まれる。 
●一般向け公表はやや弱い。 
 
〈その他の意見〉 
・個人的に、大きな期待を寄せていたシステムであったので、期待はずれであ

った。プロジェクトの成果として、最悪でもセグウエイの屋内外利用が可能

なような認証システムを構築すべきであろう。何らかの理由で、実用化を矮
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小化していると思われるが、病院内の利用だけでは寂しい。 
・「人体損傷リスクの開発」という言葉が不自然に感じられる。リスクを開発す

るのではなく、「人体損傷リスク指標の構築」ではないか？ 
・車との違い、および、相違性が機能アーキテクチャーとして示せると、ロボ

ットの安全設計の重要な指針となる。可能な限りの例示が望ましい。 
・規格取得は、極力早くして事業化の後押しとなるよう努力してほしい。車（電

気自動車）での既規格化が早くなるのであれば、それも考慮すべきであろう。 
・自動車に類似している上に屋内使用が中心になるのなら、それなりの安全性

を確保し、かつ使用環境に関する法整備が必要になるかもしれない。 
・現状では操縦型であり、センサ信号に基づく半自動化は考慮されていないよ

うであるが、今後、高齢者支援の視点で、ロボットの自律的機能を加えるべ

きか、加える際の安全性の確保をどのようにするか等を期待したい。本プロ

ジェクトで半自動化を検討しない場合、海外のメーカが先んじて安全標準を

発表することも想定されるので、そのような動きも考慮する必要があると思

われる。 
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３．評点結果 
３．１ プロジェクト全体 

2.0 

2.1 

1.8 

2.8 

0.0 1.0 2.0 3.0 

４．実用化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の位置付け・必要性

 

評価項目 
平均

値 
素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 2.8 C A A A A A A A
２．研究開発マネジメントについて 1.8 C B C B B B B B
３．研究開発成果について 2.1 B B B B A B B B
４．実用化の見通しについて 2.0 C A B B B B A C
（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 

 
 
〈判定基準〉  
１．事業の位置付け・必要性について ３．研究開発成果について 
・非常に重要          →A
・重要             →B
・概ね妥当           →C
・妥当性がない、又は失われた  →D

・非常によい         →A
・よい            →B
・概ね妥当          →C
・妥当とはいえない      →D

２．研究開発マネジメントについて ４．実用化の見通しについて 
・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・明確            →A
・妥当            →B
・概ね妥当であるが、課題あり →C
・見通しが不明        →D

平均値 
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３．２ 個別テーマ 
 
３．２．１ 生活支援ロボットの安全性検証手法の研究開発 

2.0 

1.6 

0.0 1.0 2.0 3.0 

2.実用化の見通し

1.研究開発成果

 
３．２．２ 安全技術を導入した移動作業型（操縦が中心）生活支援ロボット

の開発 

2.5 

2.0 

0.0 1.0 2.0 3.0 

2.実用化の見通し

1.研究開発成果

 
３．２．３ 安全技術を導入した移動作業型（自律が中心）生活支援ロボット

の開発 

3.0 

2.6 

0.0 1.0 2.0 3.0 

2.実用化の見通し

1.研究開発成果

 

平均値 

平均値 

平均値 
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３．２．４ 安全技術を導入した人間装着（密着）型生活支援ロボットの開発 

2.3 

2.1 

0.0 1.0 2.0 3.0 

2.実用化の見通し

1.研究開発成果

 
３．２．５ 安全技術を導入した搭乗型生活支援ロボットの開発 

2.4 

2.3 

0.0 1.0 2.0 3.0 

2.実用化の見通し

1.研究開発成果

 

平均値 

平均値 
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個別テーマ名と評価項目 平均値 素点（注） 

３．２．１ 生活支援ロボットの安全性検証手法の研究開発 
 １．研究開発成果について 1.6 B B C C C B B B
 ２．実用化の見通しについて 2.0 A B B B C A B C
３．２．２ 安全技術を導入した移動作業型（操縦が中心）生活支援ロボットの開発

 １．研究開発成果について 2.0 B B A C B B B B
 ２．実用化の見通しについて 2.5 A B A B A B A B
３．２．３ 安全技術を導入した移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットの開発

 １．研究開発成果について 2.6 A A B A B A B A
 ２．実用化の見通しについて 3.0 A A A A A A A A
３．２．４ 安全技術を導入した人間装着（密着）型生活支援ロボットの開発 
 １．研究開発成果について 2.1 B A B B B B B B
 ２．実用化の見通しについて 2.3 A B B A C B A B
３．２．５ 安全技術を導入した搭乗型生活支援ロボットの開発 
 １．研究開発成果について 2.3 B A B B B A B B
 ２．実用化の見通しについて 2.4 A B A B C A A B

（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 

 
 
 

〈判定基準〉  
１．研究開発成果について ２．実用化の見通しについて 
・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・明確            →A
・妥当            →B
・概ね妥当であるが、課題あり →C
・見通しが不明        →D
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１．事業原簿 
次ページより、当該事業の事業原簿を示す。 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「生活支援ロボット実用化プロジェクト」 
 
 
 

事業原簿 
 
 

公開部 

 

担当部 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 
機械システム部 
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・ロボット・新機械イノベーションプログラム基本計画 

・生活支援ロボット実用化プロジェクト基本計画 

・技術戦略マップ 

・特許論文リスト 

 



概 要 
最終更新日 平成２３年８月５日 

プログラム（又

は施策）名 
ロボット・新機械イノベーションプログラム 

プロジェクト名 
生活支援ロボット実用化プロ

ジェクト 
プロジェクト番号 P09009 

担当推進部/担当

者 

機械システム部 貞本敦史（平成２３年８月現在） 

機械システム部 宮川豊美（平成２１年８月～平成２２年１２月） 

０．事業の概要 

我が国では、少子高齢化が急速に進展しており、このままでは我が国の社会を支える人

材が不足することが懸念されている。一方、我が国は、産業用ロボットをはじめ、国際

的にもトップレベルのロボット技術を蓄積してきた。これらのロボット技術を活用し

て、製造業の生産工程やサービス業の作業工程における一層の効率化・自動化の促進が

必要となっている。また、ロボット技術は産業分野のみならず、介護・福祉、家事、安

全・安心等の生活分野においても、社会的課題の解決策の一つとして活用することが期

待されており、生活支援ロボットの活用により、生活の質や利便性向上が可能となる。

しかしながら、不特定多数の人が関与する等、条件や状況が変化する実際の使用環境下

で稼働する生活支援ロボットは、対人安全技術が確立されておらず残留リスクの高いも

のが多く、民間企業の独自の取組のみに委ねていては本格的な産業化が期待できない。

このため、国等の一定の関与により、安全性検証を行う認証機関・試験機関、安全性基

準に関する国際標準等を整備することが求められている。本プロジェクトは、生活支援

ロボットとして産業化が期待されるロボットを対象に関係者が密接に連携しながら安全

に係る試験を行い、安全性等のデータを取得・蓄積・分析し、具体的な安全性検証手法

の研究開発を実施することを目的とする。 

Ⅰ．事業の位置

付け・必要

性について 

不特定多数の人が関与する等、条件や状況が変化する実際の使用環境下で稼働する生活

支援ロボットは、対人安全技術が確立されておらず残留リスクの高いものが多く、民間

企業の独自の取組のみに委ねていては本格的な産業化が期待できない。このため、国等

の一定の関与により、安全性検証を行う認証機関・試験機関、安全性基準に関する国際

標準等を整備することが求められている。 

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

 

 事業の目標 

生活支援ロボットのリスクアセスメント手法を確立し、生活支援ロボットの開発者に提

供可能となること。対人安全性に関する指標、機械・電気安全、機能安全の試験・評価

方法や手順について、国際標準提案を行えること。生活支援ロボットに関する安全性基

準適合性評価手法を確立すること。研究開発の対象とした生活支援ロボットに関して、

安全性検証のための安全性試験を完了し、ロボット安全性試験項目の評価基準値がすべ

て示され、実証試験が完了していること。 

事業の計画内

容 

主な実施事項 Ｈ21fy Ｈ22fy Ｈ23fy Ｈ24fy Ｈ25fy  

生活支援ロボッ

トの安全性検証

手法の研究開発 

      

安全技術を導入

した生活支援ロ

ボットの研究開

発 

 
 

 

 
   

安全技術を導入

した生活支援ロ

ボットの研究開

発（グループⅡ） 

      

  

i 
 



  

開発予算 

（会計・勘定

別に事業費

の実績額を

記載）（単

位 ： 百 万

円） 

 

 
契約種類： 
○をつける 
（委託（○）

助成（ ） 

共 同 研 究

（ 負 担 率

（ ） 

会計・勘定 Ｈ21fy Ｈ22fy Ｈ23fy Ｈ24fy Ｈ25fy 総額 

一般会計 1600 1520 1150    

特別会計 

（ 電 源 ・ 需 給 の

別） 

      

加速予算 
（成果普及費を含

む） 
 840     

総予算額 1600 2360 1150    

開発体制 

経産省担当原課 製造産業局産業機械課 

プ ロ ジ ェ ク ト

リーダー 

独立行政法人 産業技術総合研究所 知能システム研究部門 

研究部門長 比留川 博久 

委託先（＊委託

先が管理法人の

場合は参加企業

数および参加企

業名も記載） 

（独）日本自動車研究所、（独）産業技術総合研究所、（独）労働

安全衛生総合研究所、名古屋大学、（一財）日本品質保証機構、日

本認証（株）、（社）日本ロボット工業会、（財）製造科学技術セ

ンター、パナソニック（株）、国立障害者リハビリテーションセン

ター、富士重工業（株）、綜合警備保障(株)、北陽電機(株)、三菱

電機特機システム(株)、（株）ダイフク、（株）日立産機システ

ム、（株）日立プラントテクノロジー、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ

（株）、筑波大学、（株）本田技術研究所、トヨタ自動車（株）、

（株）フォー・リンク・システムズ、（独）国立長寿医療研究セン

ター、アイシン精機（株）、日本信号（株）、オプテックス

（株）、（株）ヴィッツ、千葉工業大学、ＩＤＥＣ（株） 
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Ⅲ．研究開発成

果について 

（１）研究開発の概要 

 生活支援ロボットとして産業化が期待されるロボットを対象に関係者が密接に連携し

ながら安全に係る試験を行い、安全性等のデータを取得・蓄積・分析し、具体的な安全

性検証手法の研究開発を実施することを目的とする。 

 生活支援ロボットの安全性検証手法の開発と安全技術を導入した生活支援ロボットの

開発を行う。 

（２）研究開発目標 

 （最終目標）平成２５年度 

生活支援ロボットのリスクアセスメント手法を確立し、生活支援ロボットの開発者に提

供可能となること。対人安全性に関する指標、機械・電気安全、機能安全の試験・評価

方法や手順について、国際標準提案を行えること。生活支援ロボットに関する安全性基

準適合性評価手法を確立すること。 

研究開発の対象とした生活支援ロボットに関して、安全性検証のための安全性試験を完

了し、ロボット安全性試験項目の評価基準値がすべて示され、実証試験が完了している

こと。 

（中間目標）平成２３年度 

生活支援ロボットのリスクアセスメント手法を開発するとともに、人間工学実験等によ

る対人安全性に関するデータをロボット開発実施者に提供すること。研究開発の対象と

した生活支援ロボットの機械・電気安全、機能安全等に必要な試験装置を開発し、ロ

ボット安全性試験項目、各タイプのロボットの試験・評価方法や手順の策定を行うこ

と。これらに基づき，対象としたロボットの安全性検証を完了していること。 

（３）研究開発成果（中間目標に対する成果） 

生活支援ロボットのリスクアセスメント手法を開発し、ロボット開発実施者に提供し

た。開発対象ロボットの試験装置を開発し、ロボット安全性試験項目、各タイプのロ

ボットの試験・評価方法や手銃の策定を行った。これらに基づきロボットの安全性検証

を完了させる見込みである。 

 

投稿論文 「査読付き」９４件、「その他」２１１件 

特  許 「出願済」２３件 

その他の外部発表 

（プレス発表等） 
 ５１９件 

Ⅳ．実用化の見

通しについ

て 

１．安全性検証手法の開発（開発項目①） 

1)リスクアセスメント手法 

2)機械・電気安全、機能安全等ロボットの安全性試験評価方法 

3)生活支援ロボットの安全性基準に関する適合性評価手法 

4)生活支援ロボットの安全性に関する情報の蓄積・提供手法 

5)国際標準化 

  →・国際標準 ＩＳＯ１３４８２   

    ２０１２年８月発行予定   

    その後の改訂作業への貢献  

・ロボット開発者へ手法の提供  

・試験機関、認証機関の事業化  

２．安全技術を搭載した生活支援ロボットの開発（開発項目②～⑤） 

  →・提供された安全性検証手法を元に、安全性検証と安全技術の改良  

・安全性の実証試験を実施  

・第三者認証を取得  

・安全技術を導入し、安全性検証を実施したロボットを市場に供給  

 

Ⅴ．基本計画に

関する事項 

 

作成時期 平成２１年３月 作成 

変更履歴 
平成２２年１２月、平成２２年補正予算（第１号）に伴い、研究開発の実施

方式の一部内容を改訂。 

 



 

Ⅰ．事業の位置づけ・必要性について 

１．ＮＥＤＯの関与の必要性・制度への適合性 

１．１ ＮＥＤＯが関与することの意義 

 不特定多数の人が関与する等、条件や状況が変化する実際の使用環境下で稼働する生活支援ロボッ

トは、対人安全技術が確立されておらず残留リスクの高いものが多く、民間企業の独自の取組のみに

委ねていては本格的な産業化が期待できない。このため、国等の一定の関与により、安全性検証を行

う認証機関・試験機関、安全性基準に関する国際標準等を整備することが求められている。 

高齢者、要介護者、身体障害者等から、介護者支援、移動支援等の生活支援分野で役立つロボット

の活用に強い要請がある。しかし、生活支援分野は人との接触度が高く、より一層の安全性が求めら

れるため、安全の技術や基準・ルールを世界に先んじて整備する必要がある。 

生活支援ロボットの実用化については、具体的な対人安全技術や安全性検証手法の確立、ロボット

導入に適した規制など、安全に関する技術や社会システムが整理されていないことがボトルネックと

なっている。また、過度な安全基準や規制は、ロボットの有効性が極端に損なわれたり、ロボットの

開発コストが著しく増加するなど実用化の阻害要因となる。 

このため、ニーズの高い具体的な生活支援ロボットを、中立的機関が実証試験において安全データ

を収集・分析し、メーカー・ユーザー・サービスプロバイダーが協力しながら適切な安全基準・検証

手法を開発、さらに関係省庁と連携し、制度検討の必要がある。 

このように、ユーザー、サービスプロバイダー、安全検証の専門家、関係省庁も一体となった体制

は、個別企業では構築できず、関係者とのネットワークを有する経済産業省が実施する必要がある。 

また、欧州のロボット工学プラットフォーム（EUROP）や欧州各国による産学協同の研究開発体

制づくり、米国の国防総省国防高等研究事業局によるトップダウンの産学連携、韓国のロボットに関

する品質保証機関やロボット産業振興院の設置など、各国で生活支援ロボットの実証データの蓄積、

安全規格、社会ルール等の環境整備が加速されている。さらに、ＩＳＯにおいては安全基準について

の議論も進展している。 

また、欧州の認証機関やその関連企業では、基準策定の段階からメーカーと検討をすすめ、結果的

に構築した基準や認証制度が市場での自国の優位性が確保される形になっている。また、他国から製

品の認証を依頼する場合、製品の技術情報を含む設計情報を認証機関に提出する必要があることから、

技術ノウハウの流出につながることが懸念されている。 

さらに対人安全性に比較的問題が無いと考えられている福祉用ロボット（知能システム「パロ」等）

が、デンマークの医療・福祉現場で実証試験を行う事例が出始めており、他国への技術流出が懸念さ

れ、国内に同様のロボットの実証試験の場が求められている。 

したがって、我が国における生活支援ロボットの実用化を早め、我が国の強みであるロボット産業

の国際競争力強化・海外市場開拓のため、安全性の確保されたロボットの実証試験の拡充及び事業の

早期実施が必要である。 

技術戦略マップ 2010（ロボット分野）においては、「介護者支援や移動支援等の人との接触度が高
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い生活支援ロボットの実用化のため、対人安全性技術の開発・実証と、安全基準設定等に向けた安全

性・有効性データの集約・分析」を行うことと位置づけている。 

 

１．２ 実施の効果（費用対効果） 

ロボットによる生活支援サービスの付加価値や生産性の向上が関係者で共有されることで、有効性

と安全性を両立するようなロボットの活用方策と、そのために必要な制度改革の検討が促される。 

また、これまで安全の基準やルールが未整備なために実施困難であった民間企業等による生活支援

ロボットの技術開発が加速される。また、ロボットのハードウェアのみだけでなくサービスと複合し

た産業の発展が波及効果として期待される。 

ロボットの市場は、2015 年には 1.6 兆円、2035 年には 9.7 兆円にまでに拡大すると予想される

（図Ⅰ－１）が、実現には本事業により安全の技術や基準・ルールが整備されることが前提となる。 

本事業で蓄積される実証データにより国際標準化活動の強化が期待される。 

中立的機関が機密情報の管理をしながら実証データの集約・分析を行うことで、民間企業の知見が

集約される。 

 

２．事業の背景・目的・位置づけ 

２．１ 事業の背景 

我が国では、1980 年代以降、自動車や電機・電子産業の成長や人手不足を背景に、産業用ロボッ

トの本格的な導入ができた。現在、我が国は、国際的にもトップレベルのロボット技術を有するとと

もに、生産現場においても、全世界で稼働している産業用ロボットの約４割が日本で稼働している等、

自他ともに認める「ロボット大国」といえる。ただし、1990 年代以降、産業用ロボットの市場規模

は緩やかな成長にとどまり、用途も特定の産業分野に限られていた（図Ⅰ－２）。 

しかし、ロボットを巡る状況は、着実に変わりつつある。製造業においては、ロボット・セルのよ

うに、さらに高度化した産業用ロボットが生産現場に投入されつつある。また、サービス業の分野に

おいても、2005 年の愛知万博では、サービスロボットの実用化に向けた実証実験が行われるととも

に、実際のビジネスにおいても、清掃ロボットや食事支援ロボット、災害復旧作業を行う遠隔操作型

ロボット等の導入が進んでいる。このように、我が国のロボット産業・技術は、次の成長段階に踏み

だしている。 

他方、我が国は、少子高齢化・人口減少、アジア諸国の台頭等を背景とした国際競争の激化や、地

震や水害等大規模災害に対する不安といった社会的課題に直面している。我が国に蓄積された基盤的

なロボット技術（ＲＴ）を活用・高度化することにより、これらの諸課題を解決することが期待され

ている。 
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出典：平成 21 年度ＮＥＤＯ機械部調査報告書（委託先：三菱総研） 

図Ⅰ-１ ２０３５年までのロボット産業の将来市場予測 

 

 

図Ⅰ－２ ロボット出荷額の推移 （出展：ロボット工業会） 

 

２．３ 政策への適合性 

「科学技術基本計画」（２００６年３月閣議決定）では、ロボット・新機械技術は、特に重点的に

研究開発を推進すべき分野（重点推進４分野）の一つである情報通信分野や、推進分野であるものづ

くり技術分野、社会基盤分野に位置づけられている。 

「経済成長戦略大綱」（２００６年７月財政･経済一体改革会議。２００７年６月改訂版を経済財
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政諮問会議に報告）の中で、ロボット技術は産学官連携による世界をリードする新産業群の一つとし

て位置づけられ、次世代ロボットの市場の拡大に向けて、サービスロボット市場の整備、ロボットの

認識技術の開発等必要な取組を継続することとしている。 

「イノベーション２５」（２００７年６月閣議決定）では、ロボット･新機械技術は、生涯健康な

社会生活や多様な人生を送れる社会の実現に向け、中長期的に取り組むべき課題として、新たな走行

車等の普及促進のための環境整備、高度みまもり技術導入のためのルール作りなどの安全･安心な社

会形成、また、ユビキタスネットワークや民生用ロボットの本格普及に向けた環境整備、低侵襲診

断・治療技術の実現、安全･安心な社会のための将来デバイスの実現、さらに世界的課題解決に貢献

する社会のための新しいものづくり技術など、今後の研究開発の進展等によって、その成果を社会に

適用していく施策が必要であるとともに、随時見直しをし、その取組を加速・拡充していくことが必

要とされている。 

「経済財政改革の基本方針２００８」（２００８年６月閣議決定）では、経済成長戦略の３本の柱、

革新的技術創造戦略のうち、革新的技術戦略のひとつとしてロボット技術が位置付けられた。 

 「ロボット産業政策研究会」報告書（２００９年３月とりまとめ） 

近い将来に、次世代ロボットが実際に役立つものになるよう、特に技術開発・事業開発、安全確保、

社会ルールの整理・策定のための取組等についてまとめられている。 

 

２．４ 国のプログラムとの関連性 

このような状況を踏まえ「ロボット・新機械イノベーションプログラム」では、我が国の製造業を

支えてきたロボット技術・機械技術を基盤とし、ＩＴ技術・知能化技術など先端的要素技術との融合

を促進することにより、家庭、医療・福祉、災害対応など幅広い分野で活躍する次世代ロボットや新

機械技術の開発・実用化を促進し、生産性の向上と人間生活の質の向上を実現するとともに、我が国

経済社会の基盤である製造業の競争力の維持・強化を目指している。 

このロボット・新機械イノベーションプログラムの中で、「生活支援ロボット実用化プロジェクト」

は生活支援分野のロボットを開発し、対人安全技術と安全検証手法の確立を行うと共に、安全性、有

効性検証のための実証試験を行う。さらに得られた安全性や有効性に関するデータを集約・分析し、

ロボット活用のための具体的安全基準、社会ルール等の環境整備や国際標準化の強化へとつなげる手

法を確立する。 

 

２．５ 研究開発の目的 
我が国では、少子高齢化が急速に進展しており、このままでは我が国の社会を支える人材が不足す

ることが懸念されている。 

一方、我が国は、産業用ロボットをはじめ、国際的にもトップレベルのロボット技術を蓄積してき

た。これらのロボット技術を活用して、製造業の生産工程やサービス業の作業工程における一層の効

率化・自動化の促進が必要となっている。 
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また、ロボット技術は産業分野のみならず、介護・福祉、家事、安全・安心等の生活分野において

も、社会的課題の解決策の一つとして活用することが期待されており、生活支援ロボットの活用によ

り、生活の質や利便性向上が可能となる。 

しかしながら、不特定多数の人が関与する等、条件や状況が変化する実際の使用環境下で稼働する

生活支援ロボットは、対人安全技術が確立されておらず残留リスクの高いものが多く、民間企業の独

自の取組のみに委ねていては本格的な産業化が期待できない。このため、国等の一定の関与により、

安全性検証を行う認証機関・試験機関、安全性基準に関する国際標準等を整備することが求められて

いる。 

本プロジェクトは、生活支援ロボットとして産業化が期待されるロボットを対象に関係者が密接に

連携しながら安全に係る試験を行い、安全性等のデータを取得・蓄積・分析し、具体的な安全性検証

手法の研究開発を実施することを目的とする。 

また、これらの試験においてはロボット研究開発実施者と安全性検証手法の研究開発実施者が連携

し、リスクアセスメント技術、危険予防技術の検討や実際の使用環境下で幅広い参加者による実証試

験を集中的に実施する。さらに、生活支援ロボットの安全性基準等の国際標準化を念頭に置きつつ研

究開発を進める。 

 
 
 
 



 

Ⅱ 研究開発マネジメントについて 

1. 事業の目標 

「生活支援ロボット実用化プロジェクト」基本計画で以下のように定めている。 

１．１ 最終目標（平成２５年度） 

生活支援ロボットのリスクアセスメント手法を確立し、生活支援ロボットの開発者に提供可能とな

ること。対人安全性に関する指標、機械・電気安全、機能安全の試験・評価方法や手順について、国

際標準提案を行えること。生活支援ロボットに関する安全性基準適合性評価手法を確立すること。 

研究開発の対象とした生活支援ロボットに関して、安全性検証のための安全性試験を完了し、ロボッ

ト安全性試験項目の評価基準値がすべて示され、実証試験が完了していること。 

 

１．２ 中間目標（平成２３年度） 

生活支援ロボットのリスクアセスメント手法を開発するとともに、人間工学実験等による対人安全

性に関するデータをロボット開発実施者に提供すること。研究開発の対象とした生活支援ロボットの

機械・電気安全、機能安全等に必要な試験装置を開発し、ロボット安全性試験項目、各タイプのロ

ボットの試験・評価方法や手順の策定を行うこと。これらに基づき，対象としたロボットの安全性検

証を完了していること。 

 

2. 事業の計画内容 

２．１ 研究開発項目 

上記目標を達成するために、次の５つの研究開発項目について研究開発を実施する。 

[委託事業] 

研究開発項目① 生活支援ロボットの安全性検証手法の研究開発 

研究開発項目② 安全技術を導入した移動作業型（操縦が中心）生活支援ロボットの開発 

研究開発項目③ 安全技術を導入した移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットの開発 

研究開発項目④ 安全技術を導入した人間装着（密着）型生活支援ロボットの開発 

研究開発項目⑤ 安全技術を導入した搭乗型生活支援ロボットの開発 

以下に研究開発項目ごとの研究開発目標を示す。 

 

 

２．１．１ 研究開発項目①：生活支援ロボットの安全性検証手法の研究開発 

２．１．１．１ 研究開発の必要性 

生活支援ロボットは少子高齢化の課題に対して大きな支援力になると期待されている。しかし、生

活支援ロボットは不特定多数の人が関与する使用環境で稼働することが考えられ、安全を保証する方

式が確定していない。特に、対人安全技術が確立されていないため残留リスクの高いものが多く、早

急にリスクを低減し安全性を保証する方式を策定することが求められている。このため、本研究開発
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項目では生活支援ロボットの安全性や信頼性等のデータの取得・蓄積・分析を行い、具体的な安全性

基準を含む実務的な安全性検証手法の策定に必要な技術を開発する。  

 

２．１．１．２ 研究開発の具体的内容 

（１）生活支援ロボットの安全性検証方法の開発 

生活支援ロボットの安全性を検証するには、まずロボット開発実施者が自らリスクアセスメントを

行った後、これに基づいて安全性検証を行う認証機関及び試験機関により客観的に安全性を検証する

手順となる。リスクアセスメントに関しては、我が国でいち早く策定された「次世代ロボットのため

の安全確保ガイドライン」に則り、ISO-12100 に規定されているリスクアセスメントを実行する方針

とする。しかし、生活支援ロボットのリスクアセスメントに関しては、本質安全設計のための定量指

標等がほとんどなく、社会的にも方法論が確立していない。このため、生活支援ロボットに関するリ

スクアセスメント手法を開発する。 

他方、生活支援ロボットにおける安全性の評価試験方法については、生活支援ロボットの普及のため

にはその枠組みを早急に設定する必要がある。機械・電気・機能安全の側面からの試験は既存の関連

規格が存在するため、これらを参考に安全性・信頼性等に関するデータを取得・蓄積・分析すること

により定める。 

①リスクアセスメント手法の開発 

生活支援ロボットに関する各応用分野、あるいは使用されるフィールドにおいて標準とな

るリスクアセスメント手法を開発する。具体的には、まず自動車等の機械安全分野を広く調

査し、また必要に応じて適切な装置の開発及び試験体による耐性試験・人間工学実験等を

行って、安全性に係わる耐性値をはじめとした対人安全性に関するデータを取得・蓄積・分

析する。次に、これらのデータや類似機械の事故やトラブル履歴等の情報の効率的フィード

バックが可能なリスクアセスメント手法を開発する。 

 

②機械・電気安全、機能安全等ロボットの安全性試験評価方法の開発 

耐環境試験、電磁環境試験等、生活支援ロボットの機械・電気安全、機能安全の観点にお

ける安全性試験評価方法を開発する。そのため、産業用ロボット等の類似機械装置・コン

ポーネントに関する安全規格等を調査し、それらの試験基準や方法に関して、既存の試験装

置を利用、あるいは必要に応じて新規に試験装置を開発して、安全性・信頼性等に関する試

験データを取得・蓄積・分析する。なお、対人安全に関する各種試験・評価手順に関しては、

現状では参照すべき規格等が確立されていないため、その試験装置の開発を含めた安全度水

準の定量化等に関する研究開発を行う。 

これらの結果に基づいて、安全性能の定量化、評価指標等についての研究を行い、試験・

評価方法を開発する。 

以下に、安全性試験項目の例を挙げる。 
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ａ）ロボット運動性能試験（制御安定性、加速・減速、変動負荷安定性及び各項目における

耐久性・信頼性） 

ｂ）ロボット動作性能試験（動作安定性、操作性、及び各項目における耐久性・信頼性） 

ｃ）ロボット耐環境性試験（EMC 特性、低・高温環境信頼性、防滴特性、防塵特性、振動耐

久性、感電防止、及び各項目における耐久性・信頼性） 

ｄ）安全停止特性（非常停止、故障検出時の安全停止）及び予期せぬ再起動防止 

（２）生活支援ロボットの安全性基準に関する適合性評価手法の研究開発 

安全技術を導入して開発された生活支援ロボットを対象として、コンセプト段階から製品段階まで

について、安全性基準に関する適合性評価手法の研究開発を実施する。 

 

２．１．１．３ 達成目標 

（１）最終目標（平成２５年度） 

①各タイプのロボットのリスクアセスメント手法を確立すること。並びに、それを各タイプのロ

ボット開発実施者に対して提供する。さらに対人安全性に関して取得したデータに基づき、耐性

指標等の国際標準提案を行えること。 

②各タイプの生活支援ロボットの機械・電気安全、機能安全等に関し安全性試験評価方法を確立

すること。さらに策定した試験・評価方法や手順について、国際標準化提案を行えること。 

③各タイプの生活支援ロボットに関する安全性基準適合性評価手法を確立する。 

（２）中間目標（平成２３年度） 

①リスクアセスメント手法を開発すること。さらに人間工学実験等による対人安全性に関する

データをロボット開発実施者に提供すること。 

②各タイプの生活支援ロボットの機械・電気安全、機能安全等に必要な試験装置を開発し、ロ

ボット安全性試験項目、各タイプのロボット毎の試験・評価方法や手順の策定を行うこと。 

 

２．１．１．４ 特記事項 

（１）試験・認証方法については国際標準化の推進のため、必要な情報を提供しつつ、関係機関と連

携し、安全規格の確立に向け努力すること。特に、生活支援ロボットに関する安全性・信頼性等の

データ取得・蓄積・分析に際しては、（社）日本ロボット工業会にて審議中の ISO/TC 184/SC 2/WG 7 

Robots in personal care (Robots and robotic devices – safety requirements – Non-medical 

personal care robot)の議論と連携して進めること。 

（２）国際的な評価が得られる安全認証拠点が我が国に形成されるように、その中核をなすべく、

ISO/IEC Guide 65 （JIS Q 0065）「製品認証機関に関する一般要求事項」に、準拠した認証機関、

ISO/IEC 17025（JIS Q 17025）「試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項」に準拠した試験

機関が、本研究開発の実施期間終了後に設立・継続できるような体制の構築を実施期間中から目指す

こと。さらに、ＰＬ法を見据えた法的責任の確認も行うこと。 
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（３）制度設計の観点から、安全認証拠点基盤がより強固かつ広範に発展するように、例えば事故情

報の提供に関し保険機関の関与が、さらに、規格提案に向けて学会の関与が、それぞれ提案に含まれ

ることを目指すこと。また、様々な使用者の協力を得ることが可能な地域に根ざした施設を整備する

ことを目指すこと。 

（４）各種試験装置は、プロジェクトの中間目標年度（平成２３年度）までに試験機関候補場所に可

能な限り集約することを目指す。 

 

 

２．１．２ 研究開発項目②：安全技術を導入した移動作業型（操縦が中心）生活支援ロボットの開

発 

２．１．２．１ 研究開発の必要性 

少子高齢化が急速に進展しており、介護を必要とする高齢者・障害者が増え、その人たちを支える

体制の整備が急務となっている。そのため、この分野への新しい技術であるロボット技術による支援

の強化が求められている。しかし、このような介護・福祉分野へのロボット技術の活用は、利用者に

加えて家族等の人との共存が必須となるため安全性の確保が必要なこと、作業内容が多様であること

等から困難となっている。 

このため、本研究開発項目では、人とロボットを積極的に連携させることで、これらの課題を克服

するための要求仕様や運用ルールを明確にし、多様な作業を、安全に行うことができる移動作業型

（操縦が中心）生活支援ロボットの安全技術を開発する。 

 

２．１．２．２ 研究開発の具体的内容 

（１）移動作業型（操縦が中心）生活支援ロボットにおける安全技術の開発 

安全技術を導入した移動作業型（操縦が中心）生活支援ロボットを開発する。移動作業型（操縦が

中心）生活支援ロボットとは、人の生活環境下で、ユーザーの指示によって、安全かつ効率よく生活

に必要な作業を行う機能を実現するロボットである。 

ロボットの使用目的、使用環境及び運用シナリオ等を考慮してリスクアセスメントを行い、その結

果に基づき、リスク低減に必要な安全技術を開発する。リスクアセスメントは研究開発項目①と連携

して、安全性試験方法や検証手順を開発しながら進めるものとする。 

以下に安全な移動作業型（操縦が中心）生活支援ロボットを実現するための安全技術の例を挙げる。 

ａ）移動・作業技術 

生活環境下において、ユーザーの指示より、移動や作業（マニピュレーション等）を効率よ

く安全に行うための技術。 

ｂ）ユーザーインタフェース技術 

直感的に操作可能で、利用者の負担の少ないユーザーインタフェース技術により操縦動作の

安全性の確保、ユーザーに適切な情報を提示することによりロボットが周囲の人を含む作業環
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境に対して安全性を確保する技術。 

ｃ）ユーザーへの適用(フィッティング)技術 

利用方法が簡便であり、様々な身体状況のユーザーが、安全に利用できる適用技術。 

ｄ）安全な退避技術 

ロボットへの供給電源（バッテリ等）が、突然遮断された場合でも、ロボット本体が安全に停

止、退避がなされる技術。 

ｅ）ユーザー拘束時の安全開放技術 

ロボットが故障等によって、ユーザーや第三者の身体を拘束するような状態に陥った場合でも、

安全かつ容易に開放できる技術。 

（２）移動作業型（操縦が中心）生活支援ロボットの安全性検証 

①安全性試験 

上記２．１．２．２（１）に該当する安全技術をその用途、使用シーンに応じて一部、またはすべ

てを搭載した移動作業型（操縦が中心）生活支援ロボットの安全性試験を、研究開発項目①において

開発する安全性検証手法を用いて行う。この安全性試験の結果は、研究開発項目①の開発に対して

フィードバックしつつ実施する。 

②実証試験 

想定ユーザーによる、実環境あるいは模擬した環境において、上記２．１．２．２（１）で開発さ

れたロボットの実証試験を行い、各安全性試験項目について検証を行う。 

 

２．１．２．３ 達成目標 

（１）最終目標（平成２５年度） 

①上記２．１．２．２（１）に該当する安全技術を一部またはすべて搭載した移動作業型（操縦

が中心）生活支援ロボットが２．１．２．２（２）項の安全性検証のための安全性試験を完了し

ていること。 

②上記２．１．２．２（１）で開発されたロボットの安全性試験項目の評価基準値がすべて示さ

れていること。 

③２．１．２．２（２）②項の実証試験が完了していること。 

（２）中間目標（平成２３年度） 

①上記２．１．２．２（１）で開発されたロボットのリスクアセスメントを終了し、安全性試験

項目がすべて示されていること。 

②実施計画に予定されている安全技術の開発が終了し、その一部またはすべてが上記２．１．２．

２（１）項で開発されたロボットに搭載されていること。 

③上記２．１．２．２（２）①に該当する安全性試験のうち、研究開発項目①で策定済みの安全

性検証手法を用いて試験を完了していること。 
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２．１．２．４ 特記事項 

（１）安全技術として、共有可能なロボット安全要素部品の開発を含めることを推奨する。これら要

素部品は、生活支援ロボットに使用される構成部品であり、安全度水準（SIL）等の標準規格に適合

するものの取得を目指して開発されるものであり、本プロジェクト内外に提供することが望ましい。 

（２）安全性検証に用いるロボットは、安全技術も含め開発済みのロボットを用いても良い。 

（３）実証試験を実施できる施設を有する機関を、協力機関として確保すること。 

（４）実証試験は、倫理問題に配慮して行うこと。 

 

 

２．１．３ 研究開発項目③：安全技術を導入した移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットの開

発 

２．１．３．１ 研究開発の必要性 

次世代ロボットの大きな特徴の一つは、自ら環境を認識してその情報に基づき、物理的移動を伴う

作業を行う「自律性」であり、これによって複雑な環境下においても人に代わって様々な作業を行う

ことができる。我が国の社会が直面している少子高齢化社会に伴う労働力不足や、家庭における高齢

者の生活支援等の大きな問題を解決する鍵を握る。しかし、この自律性を有する移動作業型のロボッ

トは、従来の安全規格、概念への適合が難しく、また技術的にも確立されていない部分がある。 

このため、本研究開発項目では、自律性を有する移動作業型ロボットの安全に関する課題を洗い出し、

安全を実現するための要求仕様や運用ルールを明確にし、その課題を解決する安全技術を開発する。 

２．１．３．２ 研究開発の具体的内容 

（１）移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットにおける安全技術の開発 

安全技術を導入した移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットを開発する。移動作業型（自律が

中心）生活支援ロボットとは、周囲の環境を認識し、自律的な判断に基づいて安全かつ効率よく生活

に必要な作業を行う機能を実現するロボットである。 

ロボットの使用目的、使用シーン及び運用シナリオ等を考慮してリスクアセスメントを行い、その

結果に基づき、リスク低減に必要な安全技術を開発する。リスクアセスメントは、研究開発項目①と

連携して、安全性試験方法や検証手順を開発しながら進めるものとする。 

以下に安全な移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットを実現するための安全技術の例を挙げる。 

①リスク低減技術 

ａ）安定走行技術 

自律での走行速度指令による駆動力制御に加え、走行加減速や外力、凹凸や斜面等がある

路面環境に対して自律的に姿勢を安定化し、安全に走行する技術。 

ｂ）人・障害物回避技術 

静止障害物の位置及び人等の移動障害物の位置・動きを検知する機能、またこれらとの衝

突リスクを見積もり回避する等安全に走行する技術。 
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ｃ）自律走行技術 

自己位置認識技術や地図情報生成技術、動的経路計画技術等の安全性要素技術を使い安全

に自律走行する技術。 

ｄ）自己診断技術 

ロボットの各機能が正常に動作していることを常時確認して、故障や異常を自動的に検出

して通報又は修復することにより、安全に運用する技術。 

ｅ）危険予防技術 

ロボットの動作や行動を人に事前に認識させることや人の行動を予測することにより安全

に運用する技術。 

 

②安全要素技術 

ａ）自己位置認識技術 

周囲環境のセンシングによる環境地図情報や、ロボットの移動及び動作の履歴情報を活用

し、正確な自己位置を推定する機能を持つことで安全な移動や作業動作を確保するためのセ

ンサ、制御アルゴリズム・ソフトウェア等を含む要素技術。 

ｂ）安全環境認識技術 

ロボットやその作業環境に配置された各種センサを用い、人の移動、及び作業の障害とな

る環境変化を検出する機能を持つことで、環境地図生成と動的動作計画機能を成立させ、安

全な移動や作業動作を確保するためのセンサ、制御アルゴリズム・ソフトウェア等を含む要

素技術。 

ｃ）環境地図生成技術 

ロボットやその作業環境に配置された各種センサを用い、移動や作業に必要な地図等の環

境記述を生成する機能を持つことで、自己位置認識と動的動作計画機能を成立させ、安全な

移動や作業動作を確保するためのセンサ、制御アルゴリズム・ソフトウェア等を含む要素技

術。 

ｄ）動的動作計画技術 

目的地への移動や目的作業を実現するための動作を計画する技術において、人の移動、及

び作業の障害となる環境変化による動作変更の必要性があっても、補正、再計画を自律的に

行うことで安全な移動や作業動作を確保するためのセンサ、制御アルゴリズム・ソフトウェ

ア等を含む要素技術。 

 

（２）移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットの安全性検証 

①安全性試験 

上記２．１．３．２（１）に該当する安全技術をその用途、使用シーンに応じて一部、またはすべ

てを搭載した移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットの安全性試験を、研究開発項目①において
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開発する安全性検証手法を用いて行う。この安全性試験の結果は、研究開発項目①の開発に対して

フィードバックしつつ実施する。 

②実証試験 

想定運営先を模擬した環境において、上記２．１．３．２（１）で開発されたロボットの安全性の

実証試験を行い、各安全性試験項目について検証を行うこと。 

 

２．１．３．３ 達成目標 

（１）最終目標（平成２５年度） 

①上記２．１．３．２（１）に該当する①リスク低減技術及び②安全要素技術を一部またはすべ

て搭載した移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットが２．１．３．２（２）項の安全性検証

のための安全性試験を完了していること。 

②上記２．１．３．２（１）で開発されたロボット安全性試験項目の評価基準値がすべて示され

ていること。 

③２．１．３．２（２）②項の実証試験が完了していること。 

 

（２）中間目標（平成２３年度）  

①上記２．１．３．２（１）で開発されたロボットのリスクアセスメントを終了し、安全性試験

項目がすべて示されていること。 

②実施計画に予定されている安全技術の開発が終了し、その一部またはすべてが上記２．１．３．

２（１）項で開発されたロボットに搭載されていること。 

③上記２．１．３．２（２）①に該当する安全性試験のうち、研究開発項目①で策定済みの安全

性検証手法を用いて試験を完了していること。 

 

２．１．３．４ 特記事項 

（１）安全技術として、共有可能なロボット安全要素部品の開発を含めることを推奨する。これら要

素部品は、生活支援ロボットに使用される構成部品であり、安全度水準（SIL）等の標準規格に適合

するものの取得を目指して開発されるものであり、本プロジェクト内外に提供することが望ましい。 

（２）安全性検証に用いるロボットは、安全技術も含め開発済みのロボットを用いても良い。（３）

実証試験を実施できる施設を有する機関を、協力機関として確保すること。 

（４）実証試験は、倫理問題に配慮して行うこと。 

 

 

２．１．４ 研究開発項目④：安全技術を導入した人間装着（密着）型生活支援ロボットの開発 

２．１．４．１ 研究開発の必要性 

少子高齢化社会では、高齢者・障害者の自立と生き甲斐が重要な点であり、生活支援、活動の質の
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向上が課題である。高齢者・障害者においては、身体機能が低下する傾向にあり、それが高齢者・障

害者の自立を制限している。さらに、一層の身体機能低下への悪循環を加速している。また、要介護

者の急増は介護者不足、介護労働負担を増加させている。これらの課題を解決するために人間の身体

機能を拡張・増幅・支援する技術の開発が必要である。 

このため、本研究開発項目では、人に装着して人間の身体機能を拡張・増幅・支援する人間装着

（密着）型生活支援ロボットの安全に関する課題を洗い出し、安全を実現するための要求仕様や運用

ルールを明確にし、その課題を解決する安全技術を開発する。 

 

２．１．４．２ 研究開発の具体的内容 

（１）人間装着（密着）型生活支援ロボットにおける安全技術の開発 

安全技術を導入した人間装着（密着）型生活支援ロボットを開発する。人間装着（密着）型生活支

援ロボットとは、人間に装着し、装着者の意思を反映した随意的、自律的機能によって制御される実

用的なロボットである。 

ロボットの使用目的、使用環境及び運用シナリオ等を考慮してリスクアセスメントを行い、その結

果に基づき、リスク低減に必要な安全技術を開発する。リスクアセスメントは研究開発項目①と連携

して、安全性試験方法や認証手順を開発しながら進めるものとする。 

以下に安全な人間装着（密着型）型生活支援ロボットを実現するための安全技術の例を挙げる。 

 

ａ）装着時機能安定技術 

人に装着して人間の身体機能を拡張・増幅・支援するための駆動力制御に加え、歩行や作業

に付随して生じる負荷変動、外力、障害物衝突などに対して自律的に対処し安全に人の動作を

支援する技術。 

ｂ）制御技術 

装着者の意思を反映し、随意的、自律的機能によって制御する技術。 

ｃ）安全管理技術 

動作支援中の環境情報を取得し、この情報を用いて安全確保を行うための管理技術。 

ｄ）自己診断技術 

ロボットの各機能が正常に動作していることを常時確認して、故障や異常を自動的に検出し

て通報または対処することにより安全に運用する技術。 

ｅ）安全要素技術 

モータ、バッテリ、センサ等の人間装着（密着型）型生活支援ロボットを構成する基盤部品

に関する安全技術・リスク低減技術。 

 

（２）人間装着（密着）型生活支援ロボットの安全性検証 

①安全性試験 
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上記２．１．４．２（１）に該当する安全技術をその用途、使用シーンに応じて一部、またはすべ

てを搭載した人間装着（密着）型生活支援ロボットの安全性試験を、研究開発項目①において開発す

る安全性検証手法を用いて行う。この安全性試験の結果は、研究開発項目①の開発に対してフィード

バックしつつ実施する。 

②実証試験 

想定ユーザーによる、実環境あるいは模擬した環境において、上記２．１．４．２（１）で開発さ

れたロボットの実証試験を行い、各安全性試験項目について検証を行う。 

 

２．１．４．３ 達成目標 

（１）最終目標（平成２５年度） 

①上記２．１．４．２（１）に該当する安全技術を一部またはすべて搭載した人間装着（密着）

型生活支援ロボットが２．１．４．２（２）項の安全性検証のための安全性試験を完了している

こと。 

②上記２．１．４．２（１）で開発されたロボット安全性試験項目の評価基準値がすべて示され

ていること。 

③２．１．４．２（２）②項の実証試験が完了していること。 

（２）中間目標（平成２３年度） 

①上記２．１．４．２（１）で開発されたロボットのリスクアセスメントを終了し、安全性試験

項目がすべて示されていること。 

②実施計画に予定されている安全技術の開発が終了し、その一部またはすべてが上記２．１．４．

２（１）項で開発されたロボットに搭載されていること。 

③上記２．１．４．２（２）①に該当する安全性試験のうち、研究開発項目①で策定済みの安全

性検証手法を用いて試験を完了していること。 

 

２．１．４．４ 特記事項 

（１）安全技術として、共有可能なロボット安全要素部品の開発を含めることを推奨する。これら要

素部品は、生活支援ロボットに使用される構成部品であり、安全度水準（SIL）等の標準規格に適合

するものの取得を目指して開発されるものであり、本プロジェクト内外に提供することが望ましい。 

（２）安全性検証に用いるロボットは、安全技術も含め開発済みのロボットを用いても良い。 

（３）実証試験を実施できる施設を有する機関を、協力機関として確保すること。 

（４）実証試験は、倫理問題に配慮して行うこと。 

 

  

２．１．５ 研究開発項目⑤：安全技術を導入した搭乗型生活支援ロボットの開発 

２．１．５．１ 研究開発の必要性 
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人間の行動の範囲及び自由度を拡大する移動手段として、現在、自動車から自転車まで各種移動体

が存在するが、少子高齢化の進展や CO2 ガス発生削減等の社会的課題を解決していくため、今後、高

齢者や環境に配慮した移動体が求められてくる。具体的には、商業施設、駅・空港等の交通施設、オ

フィス、家庭に至るまで、不特定多数の歩行者や家族、他の移動体や障害物と同一空間内に共存し、

搭乗者による操作または自律走行が可能な搭乗型生活支援ロボットが必要となる。 

このため、本研究開発項目では、人や障害物が混在する状況において、人を乗せて移動する機能を

備えた搭乗型生活支援ロボットの安全に関する課題を洗い出し、安全を実現するための要求仕様や運

用ルールを明確にし、その課題を解決する安全技術を開発する。 

２．１．５．２ 研究開発の具体的内容 

（１）搭乗型生活支援ロボットにおける安全技術の開発 

安全技術を導入した搭乗型生活支援ロボットを開発する。搭乗型生活支援ロボットとは、人を乗せ

て、操縦者の指令により、または自律的に安全かつ自在に移動する機能を実現するロボットである。

ロボットの使用目的、使用環境及び運用シナリオ等を考慮してリスクアセスメントを行い、その結果

に基づき、リスク低減に必要な安全技術を開発する。リスクアセスメントは研究開発項目①と連携し

て、安全性試験方法や認証手順を開発しながら進めるものとする。 

以下に安全な搭乗型生活支援ロボットを実現するための安全技術の例を挙げる。 

 

①リスク低減技術 

ａ）安定走行技術 

搭乗者または、自律での走行速度指令による駆動力制御に加え、走行加減速や外力、凹凸

や斜面等がある路面環境に対して自律的に姿勢を安定化し、安全に走行する技術。 

ｂ）人・障害物回避技術 

静止障害物の位置及び人等の移動障害物の位置・動きを検知する機能、またこれらとの衝

突リスクを見積もり回避する等安全に走行する技術。 

ｃ）自律走行技術 

操縦者不在時の自律走行及び操縦アシストを含めた半自律走行時、②に記述する自己位置

認識技術や地図情報生成技術、動的経路計画技術等の安全要素技術を使い安全に自律・半自

律走行する技術。 

ｄ）操縦者の意図推定、操縦支援技術 

広範囲な利用者にとって簡便に操縦できるものとするために、短時間での習熟により操作

できるような操縦者の意図推定、操縦支援技術を備え、安全に走行する技術。 

ｅ）協調走行技術 

ロボット間及びロボットと使用者間の相対位置・方位検出機能に基づき、追従制御等によ

る協調走行を安全に実施する技術。 

ｆ）自己診断技術 
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ロボットの各機能が正常に動作していることを常時確認して、故障や異常を自動的に検出

して通報または修復することにより安全に運用する技術。 

②安全要素技術 

ａ）自己位置認識技術 

周囲環境のセンシングによる環境地図情報や移動履歴情報を活用することで自己位置を認

識し安全な走行を確保するセンサ、制御アルゴリズム・ソフトウェア等を含む要素技術。 

ｂ）地図情報生成技術 

ロボットに搭載されたセンサを用い、移動に必要な地図等の環境記述を生成する機能を持

つことで、自己位置認識と動的経路計画機能を成立させ、安全な走行を確保するセンサ、制

御アルゴリズム・ソフトウェア等を含む要素技術。 

ｃ）動的経路計画技術 

目的地に到達するための経路を計画する技術において、動的障害物による経路変更等が

あっても、補正、再計画を自律的に行い、安全な走行を確保するセンサ、制御アルゴリズ

ム・ソフトウェア等を含む要素技術。 

ｄ）姿勢安定化技術 

ロボット自身の姿勢を検出し、外部環境から影響を受けても常に安定を保持し、安全な走

行を確保する機構、センサ、制御アルゴリズム・ソフトウェア等を含む要素技術。 

 

（２）搭乗型生活支援ロボットの安全性検証 

①安全性試験 

上記２．１．５．２（１）に該当する安全技術をその用途、使用シーンに応じて一部、またはすべ

てを搭載した搭乗型生活支援ロボットの安全性試験を、研究開発項目①において開発する安全性検証

手法を用いて行う。この安全性試験の結果は、研究開発項目①の開発に対してフィードバックしつつ

実施する。 

②実証試験 

想定運営先を模擬した環境において、上記２．１．５．２（１）で開発されたロボットの安全性実

証試験を行い、各安全性試験項目について検証を行うこと。 

 

２．１．５．３ 達成目標 

（１）最終目標（平成２５年度） 

①上記２．１．５．２（１）に該当する安全技術を一部またはすべて搭載した搭乗型生活支援ロ

ボットが２．１．５．２（２）項の安全性検証のための安全性試験を完了していること。 

②上記２．１．５．２（１）で開発されたロボット安全性試験項目の評価基準値がすべて示され

ていること。 

③２．１．５．２（２）②項の実証試験が完了していること。 

Ⅱ－12 
 



 

 

（２）中間目標（平成２３年度） 

①上記２．１．５．２（１）で開発されたロボットのリスクアセスメントを終了し、安全性試験

項目がすべて示されていること。 

②実施計画に予定されている安全技術の開発が終了し、その一部またはすべてが上記２．１．５．

２（１）項で開発されたロボットに搭載されていること。 

③上記２．１．５．２（２）①に該当する安全性試験のうち、研究開発項目①で策定済みの安全

性検証手法を用いて試験を完了していること。 

 

２．１．５．４ 特記事項 

（１）安全技術として、共有可能なロボット安全要素部品の開発を含めることを推奨する。これら要

素部品は、生活支援ロボットに使用される構成部品であり、安全度水準（SIL）等の標準規格に適合

するものの取得を目指して開発されるものであり、本プロジェクト内外に提供することが望ましい。 

（２）安全性検証に用いるロボットは、安全技術も含め開発済みのロボットを用いても良い。 

（３）実証試験を実施できる施設を有する機関を、協力機関として確保すること。 

（４）実証試験は、倫理問題に配慮して行うこと。 
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２．２ 研究開発計画 

 研究開発マイルストーンを図Ⅱ－１に、開発予算を表Ⅱ－１に示す。 

 安全検証手法の研究開発（研究開発項目①）と安全技術を搭載したロボット開発（研究開発項目②

～５）を並行して行う計画である。２年度目からは検討された試験方法をもとに整備される生活支援

ロボット安全検証センターでロボットの評価試験を実施する。得られた試験結果を安全性検証手法の

検討へフィードバックし、試験方法の改良、認証手法の構築を行う。また、初期の段階から生活支援

ロボットの安全基準の国際標準化を目指す活動をＩＳＯ／ＴＣ１８４／ＳＣ２／ＷＧ７を通して行う。

２０１２年（予定）にＩＳＯ１３４８２の発行と、その後の改訂作業において、日本発の安全性基準

を構築すべく研究開発成果をもとにした提案を行っていく。 

 なお、２年度目の末にロボットをグループⅡとして追加する。グループⅡの実施者は１年度目から

プロジェクトで検討された安全性検証手法を用いて評価試験とロボットの改良に比較的早い段階から

とりかかる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－１ 研究開発マイルストーン 
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表Ⅱ－１  開発予算 

（単位：百万円） 

 １年目 

Ｈ２１（２００９） 

２年目 

Ｈ２２（２０１０） 

３年目 

Ｈ２３（２０１１） 

一般会計 １６００ １５２０ １１５０ 

補正予算 －  ８４０ － 

 

 

２．３ 研究開発の実施体制 

本研究開発は、ＮＥＤＯが実施者を公募により選定し、委託により実施している。本研究開発の推

進にあたって、ＮＥＤＯが研究開発責任者（プロジェクトリーダー）として独立行政法人産業技術総

合研究所 知能システム研究部門 研究部門長 比留川 博久氏を任命した。 

安全性検証手法を開発する実施者とロボットメーカの実施者が連携してプロジェクトを実施する体

制として、図Ⅱ－２に示すように安全性検証手法を開発する開発項目①と、安全技術を導入したロ

ボットを開発する開発項目②が、各々の研究開発を進めながら、リスクアセスメント、安全性試験お

よび適合性評価の手法検討や試行において連携することとした。 

 なお、研究開発項目①を実施する体制は国際標準化を推進できるものとし、研究開発項目②～⑤を

実施する体制は、ロボットのハードウェアまたはソフトウェアの開発者、及び実証試験施設提供者の

参加を得ることとした。 

 

             図Ⅱ－２ プロジェクトの実施体制（概念図） 
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各研究開発項目の実施者は以下の通りである。図Ⅱ－３にプロジェクトの実施体制を、図Ⅱ－４に当

プロジェクトで開発するロボットの外観イメージを示す。 

なお、研究開発の段階的推進として研究開発項目②～⑤の実施は、安全性に係る試験方法の検討段

階であるプロジェクトの初年度から参加する「グループⅠ」と、開発された安全性に係る試験手法を

用いて２年度目から試験を行う「グループⅡ」に分けて段階的に推進する。「グループⅡ」について

は、各タイプのロボットの試験・評価方法や手順が策定される２年度目に公募により実施者を選定す

る。「グループⅡ」の実施者には中間目標の達成は求めていないため、プロジェクトの中間評価の評

価対象に含めないこととした。 

 

研究開発項目① 生活支援ロボットの安全性検証手法の研究開発： 

財団法人日本自動車研究所 

 独立行政法人産業技術総合研究所 

 独立行政法人労働安全衛生総合研究所 

 国立大学法人名古屋大学 

 一般財団法人日本品質保証機構 

 日本認証株式会社 

 社団法人日本ロボット工業会 

 財団法人製造科学技術センター 

 

研究開発項目②  安全技術を導入した移動作業型（操縦が中心）生活支援ロボットの開発 

（Ａ）安全技術を導入した移乗・移動支援ロボットシステムの開発： 

パナソニック株式会社 

国立障害者リハビリテーションセンター 

 

研究開発項目③ 安全技術を導入した移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットの開発 

（Ａ）安全技術を導入した生活公共空間及びビルの移動作業型ロボットシステムの開発： 

  富士重工業株式会社 

 

（Ｂ）安全技術を導入した警備ロボットシステムの開発： 

綜合警備保障株式会社 

北陽電機株式会社 

三菱電機特機システム株式会社 

 

（Ｃ）安全技術を導入した配送センター内高速ビークルシステムの開発：［グループⅡ］ 
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  株式会社ダイフク 

 

（Ｄ）安全技術を導入した配送センター内のフォーク型物流支援ロボットの開発：［グループⅡ］ 

株式会社日立産機システム 

株式会社日立プラントテクノロジー 

 

研究開発項目④ 安全技術を導入した人間装着(密着)型生活支援ロボットの開発 

（Ａ）安全技術を導入した人間装着型生活支援ロボットスーツ HAL の開発： 

ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社 

国立大学法人筑波大学 

 

（Ｂ）安全技術を導入したリズム歩行アシストの開発：［グループⅡ］ 

  株式会社本田技術研究所 

 

研究開発項目⑤ 安全技術を導入した搭乗型生活支援ロボットの開発 

（Ａ）搭乗型生活支援ロボットにおけるリスクアセスメントと安全機構の開発： 

トヨタ自動車株式会社 

独立行政法人国立長寿医療研究センター 

株式会社フォー・リンク・システムズ 

  

（Ｂ）安全要素部品群と安全設計に基づく搭乗型移動ロボットの開発：［グループⅡ］ 

アイシン精機株式会社 

日本信号株式会社 

オプテックス株式会社 

株式会社ヴィッツ 

学校法人千葉工業大学 

 

（Ｃ）屋外移動支援機器における安全エンジニアリング技術の研究開発：［グループⅡ］ 

 ＩＤＥＣ株式会社 
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図Ⅱ－３ プロジェクト実施体制（平成２３年度） 

 
図Ⅱ－４ プロジェクトで開発するロボット 
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２．４ 研究開発の運営管理 

 研究開発の進捗管理を行うため、実施者が一堂に会す連絡会や半期に一度の進捗報告会の実施また、

４半期に一度の進捗確認シートの作成を行っている。その概要は以下の通り。 

 

２．４．１ 安全性検証全体連絡会 

 実施者が一堂に会しプロジェクト全体のスケジュールおよび課題の確認、安全性検証手法の開発状

況や開発した手法の紹介、またロボット開発事業者からの情報提供依頼などを行っている。 

主催：ＮＥＤＯ、ＰＬ、 運営協力：開発項目①ステアリングコミッティー 

開催頻度：２ヶ月に１度 

 

２．４．２ 進捗報告会 

 各実施者から半年間の研究進捗の説明、課題と今後のスケジュールを確認。 

 出席者：ＰＬ、ＮＥＤＯ、ＭＥＴＩ 

 報告者：各研究開発実施者 

 開催頻度：半年に１度 

 

２．４．３ 研究進捗確認シート 

 目標に対する研究開発の進捗資料を実施者（委託先）ごとに作成。 

 実施頻度：3か月に一度 

 

２．４．４ 安全検証手法開発実施者が主催する各種ＷＧ 

 安全検証手法の開発では、開発分野毎にＷＧを設け定期的に打ち合わせを行っている。その場には

議題に応じてロボット開発実施者が参加している。また、安全性や制度に関連する専門家を外部委員

として招き助言をいただいている。ＮＥＤＯおよびＭＥＴＩはオブザーバーとして参加。 

 

２．４．５ 秘密情報の管理について 

 研究開発を行っている複数の企業がプロジェクトに参加しており、技術情報を扱うにあたり、秘密

保持に関するルールを定めている。 

（１）安全性検証全体連絡会における秘密保持誓約について 

2 か月に 1 回実施している安全性検証全体連絡会は、その議題が各実施者において秘密情報として扱

いたい技術情報や営利活動に必要な情報が含まれる場合があるため、これらの秘密情報を安全性検証

全体連絡会の出席者のみにその開示範囲を限定するため、各参加者から秘密保持誓約書を提出しても

らっている。 

 作成元：安全性検証全体連絡会に出席する各実施者 

 提出先：ＮＥＤＯ 
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（２）安全性検証手法の開発者とロボット開発者間の秘密保持契約（ＮＤＡ）について 

 安全性検証手法の開発では、各ロボット開発者から、ロボットの設計情報などの技術情報を入手す

る場合があり、その情報が他のロボット開発者に開示されると、情報の発信元の開発者の不利益にな

ることが予想される。そのため、安全性検証手法開発者とロボット開発者の間で秘密保持契約を締結

している。なお、安全性検証手法の開発者側に各ロボット開発者と連絡を取り合う窓口担当者を個別

に設けている。これにより、他のロボット開発者の秘密情報が漏えいすることを防いでいる。 

  秘密保持契約の契約当事者： 安全性検証手法開発実施者（日本自動車研究所等）およびプロ

ジェクト内ロボット開発実施者のうち１コンソ。 
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Ⅲ．研究開発成果について 

1.事業全体の成果 

中間目標に対する研究開発成果は以下の表のとおりである。事業全体を総括すると、平成２３年度末

の目標に対し、順調に成果が得られており、平成２４年２月末までに達成見込みである。 

◎ 大幅達成、○達成、△達成見込み、☓未達 

中間目標（平成２３年度末） 研究開発成果 達成度 

プロジェクト全体の目標 

生活支援ロボットのリスクアセスメ

ント手法を開発するとともに、人間

工学実験等による対人安全性に関す

るデータをロボット開発実施者に提

供すること。研究開発の対象とした

生活支援ロボットの機械・電気安

全、機能安全等に必要な試験装置を

開発し、ロボット安全性試験項目、

各タイプのロボットの試験・評価方

法や手順の策定を行うこと。これら

に基づき，対象としたロボットの安

全性検証を完了していること。 

 

生活支援ロボットのリスクアセスメ

ント手法を開発し、ロボット開発実

施者に提供した。 

開発対象ロボットの試験装置を開発

し、ロボット安全性試験項目、各タ

イプのロボットの試験・評価方法や

手銃の策定を行った。これらに基づ

きロボットの安全性検証を完了させ

る見込みである。 

 

 

△ 

（Ｈ２４／２達成見込み） 

 

 

研究開発項目①：生活支援ロボット

の安全性検証手法の研究開発 

①リスクアセスメント手法を開発す

ること。さらに人間工学実験等によ

る対人安全性に関するデータをロ

ボット開発実施者に提供すること。 

②各タイプの生活支援ロボットの機

械・電気安全、機能安全等に必要な

試験装置を開発し、ロボット安全性

試験項目、各タイプのロボット毎の

試験・評価方法や手順の策定を行う

こと。 

 

 

 

①リスクアセスメント手法を開発し

た。  

②各タイプの生活支援ロボットの機

械・電気安全、機能安全等に必要な

試験装置を開発し、ロボット安全性

試験項目、各タイプのロボット毎の

試験・評価方法や手順の策定した。 

 

 

 

△ 

（Ｈ２４／２達成見込み） 

 

 

研究開発項目②～⑤：安全技術を導

入した 生活支援ロボットの開発 

 

①上記２．（１）で開発されたロ

ボットのリスクアセスメントを終了

し、安全性試験項目がすべて示され

ていること。 

②実施計画に予定されている安全技

術の開発が終了し、その一部または

すべてが上記２．（１）項で開発さ

れたロボットに搭載されているこ

と。 

③上記２．（２）①に該当する安全

性試験のうち、研究開発項目①で策

定済みの安全性検証手法を用いて試

験を完了していること。 

 
①リスクアセスメントに基づいた安

全性確保のための必要技術を開発

し、それを搭載したロボットのリス

クアセスメントを終了し、安全試験

項目をリストアップした。 
 
②実施計画に予定されている安全技

術の開発を完了し、その一部をロ

ボットに搭載した。 
 
③研究開発項目①で策定済みの安全

性検証手法を用いて試験を完了し

た。 

 

 

△ 

（Ｈ２４／２達成見込み） 
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２．研究開発項目毎の成果 

2.1 研究開発項目① 「生活支援ロボットの安全性検証手法の研究開発」 の成果 

【日本自動車研究所、産業技術総合研究所、労働安全衛生総合研究所、国立大学法人名古

屋大学、日本品質保証機構、日本認証、日本ロボット工業会、財団法人製造科学技術セ

ンター】 

 

2.1.1 成果と達成度のまとめ 
本研究開発の中間目標と、中間評価時点の成果、および平成 23 年度の研究開発を実施することに

よって、年度末時点で見込まれる中間目標の達成度を以下の表に示す。 

 
表Ⅲ.2.1.1-1 中間目標に対する達成度 

研究開発課題 目  標 
（平成 23 年度末目標） 

研究開発成果 
（中間評価分科会時点） 

達成度 
（平成 23 年度末見込み） 

リスクアセスメ

ント手法の開発 
リスク要素の判断指標の導

出に関する研究開発 
(労働安全衛生総合研究所) 
 
(1) リスク要素を抽出し、

設計要件を提案する。 
(2) リスク要素の見積もり

と判断指標を提案する。 

 
 
 
 
(1) 80% 
ロボットタイプ別リスクアセス

メントシートのひな形を作成し

た。典型的リスクの分析シート

を作成した。コンセプト検証自

己チェックシートを作成した。

(2) 70% 
リスク要素の判断指標を調査

し、分析を行った。 

 
 
 
 
(1) 達成見込み(平成 23 年 12
月)。新規ロボットの分析を行

い、各シート内容を拡充する。

(2) 達成見込み(平成 24 年 2
月)。試験結果に応じて判断指

標の追加/修正を試みて、指標

を完成させる。 

リスク低減手段の 適配置

手法の開発 
(労働安全衛生総合研究所) 
 
(1) リスク低減方策の分類

と適用順位を決定する。 
(2) リスク低減方策の選択

手法を提案する。 

 
 
 
 
(1) 80% 
各種リスク低減方策の分析を行

い、その結果に基づく分類表を

作成した。 
(2) 60% 
方策の適用順位を検討し、リス

ク分析シートを反映させた。制

御方策の位置付けと適用順位を

明らかにした。 

 
 
 
 
(1) 達成見込み(平成 23 年 12
月)。新規ロボットの方策を分

析して方策分類表を拡充する。

(2) 達成見込み(平成 24 年 2
月)。特にマニピュレータを対

象とする方策の適用手法につい

て検討を加えて、手法の妥当性

を検証する。 

リスク評価用シミュレー

ション環境の研究開発 
(産業技術総合研究所) 
 
(1) 安全上の設計基準とな

るべき想定事故の候補を選

定する。 
(2) CAD データを構築し、

想定事故をシミュレーショ

ンして可視化する。 
(3) ロボット研究開発実施

者に依頼してシミュレー

ションを評価する。 

 
 
 
 
(1) 90% 
リスクアセスメント結果につい

てロボット研究開発実施者に複

数回のヒアリングを実施し、想

定事故シナリオを作成した。 
(2) 75% 
4 タイプのロボットと事故現場

について CAD データを作成し

た。 
(3) 40% 

 
 
 
 
(1) 達成見込み(平成 23 年 9
月)。ヒアリング調査により確

定する 
(2) 達成見込み(平成 23 年 10
月)。確定した想定事故のシナ

リオに合わせてシミュレーショ

ンを修正する。 
(3) 達成見込み(平成 24 年 2
月)。シミュレーションの内容

と提案したリスクアセスメント
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リスクアセスメントの実施につ

いてシミュレーションを提供し

て協力する 

手法そのものについて評価を得

る。 

機 械 ・

電 気 安

全 、 機

能 安 全

等 ロ

ボ ッ ト

の 安 全

性 試 験

評 価 方

法 の 開

発 

総合評

価試験 
機械・電気安全、機能安全

性の総合評価試験方法の開

発 
(日本自動車研究所) 
 
(1) 総合評価に必要な試験

装置を試験拠点候補場所に

設置する。 
(2) 総合的な安全性検証試

験方法や手順を開発する。 
(3) 開発した試験方法およ

び手順に基づいて、全タイ

プのロボット研究開発実施

者から提供されるロボット

に対する安全性検証試験を

行い、ロボット開発実施者

に提供できるデータを得

る。 

 
 
 
 
 
(1)90 % 
ロボット研究開発実施者および

ロボットビジネス協議会と連携

して、試験対象のロボットの仕

様を調査して試験装置の仕様を

決定した。総合評価に必要な装

置を試験拠点候補場所に設置し

た。 
(2) 50% 
試験方法検討 WG を開催し

て、総合的な安全性検証試験方

法の検討を進めた。 
(3) 90% 
開発した試験方法を組み合わせ

て、各機関による基礎試験を実

施してとりまとめた。 

 
 
 
 
 
(1) 達成見込み(平成 24 年 12
月）。基礎試験の結果に基づい

て試験設備の改造を行う。 
(2) 達成見込み(平成 24 年 2
月）。合理的、効率的に安全検

証を行なうための総合的な試験

手順をまとめる。 
(3) 達成見込み(平成 23 年 8
月)。基礎試験結果をロボット

開発実施者に提供する。 

静的性

能試験 
耐環境試験方法の開発 (電
気、放射の危険源を含む) 
(労働安全衛生総合研究所) 
 
(1) 温湿度サイクル試験お

よび複合振動試験方法を開

発する。 
(2) 表面温度試験方法を提

案する。 
(3) 感電試験方法を提案す

る。 
(4) 騒音試験方法を提案す

る。 

 
 
 
 
(1) 60% 
複合環境振動試験機を導入して

既存関連規格に基づいた基礎試

験を行った。ロボット実走行波

形の取得と加振プログラム化を

行った。 
(2) 90% 
耐久試験後のロボット表面と内

部露出部の温度測定を行い、簡

易判定を行った。 
(3) 80% 
テストフィンガーを用いた充電

可能性部位の通電検査を行っ

た。 
(4) 70% 
通過騒音を複数マイクロホンで

測定するシステムを構築し、基

礎測定を行った。搭乗者暴露騒

音を測定した。 

 
 
 
 
(1) 達成見込み(平成 24 年 2
月)。試験サイクルの 適化検

討と判定基準の検討を加えて、

試験方法を確立する。 
(2) 達成見込み(平成 23 年 12
月)。単一故障状態の試験・評

価方法について検討を加える。

(3) 達成見込み(平成 23 年 12
月)。単一故障状態の試験・評

価方法について検討を加える。

(4) 達成見込み(平成 24 年 2
月)。測定方法の妥当性検証と

判断基準の検討を行い、試験方

法を確立する。 
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耐荷重・衝撃試験方法の開

発 
(日本自動車研究所) 
 
(1) 生活支援ロボットに適

した耐荷重・衝撃試験装置

を導入する。 
(2) 生活支援ロボットに適

した耐荷重・衝撃試験方

法・手順を提案する。 
(3) 生活支援ロボットの耐

荷重・衝撃評価基準案を提

案する。 
 

 
 
 
 
(1) 80% 
装置の仕様を検討して装置を導

入した。基礎試験を実施して装

置の課題を抽出した。 
(2) 80% 
試験方法素案を作成して基礎試

験を行った。基礎試験の結果か

ら試験方法の原案を策定した。

(3) 80% 
基準の考え方を検討してまとめ

た。 

 
 
 
 
(1) 達成見込み(平成 23 年 9
月)。装置の改良により課題を

解決する。 
(2) 達成見込み(平成 24 年 2
月)。試験方法の原案に基づい

て検証試験を試行して、試験方

法・手順案を完成する。 
(3) 達成見込み(平成 24 年 2
月)。基準の考え方にそって、

耐荷重・衝撃の評価基準案を策

定する。 
動的性

能試験 
走行安定性評価指標の導出

に関する研究開発 
(産業技術総合研究所) 
 
(1) 移動型生活支援ロボッ

トに適した静的安定性試験

装置、および平行二輪型な

どの制御によって安定性を

確保する動的安定型ロボッ

ト用の重心移動制御装置を

導入する。 
(2) 移動型生活支援ロボッ

トに適した静的安定性試験

方法・手順、評価基準案を

提案する。 
(3) 平行二輪型などの制御

によって安定性を確保する

動的安定型ロボット用の試

験装置を用いた試験方法・

手順、評価基準案を提案す

る。 

 
 
 
 
(1) 80% 
装置の仕様を検討して設計・製

作、導入した。基礎試験を実施

して装置の課題を抽出した。 
(2) 80% 
試験方法素案を作成して基礎試

験を行った。基礎試験の結果か

ら試験方法の原案を策定した。

基準の考え方を検討した。 
(3) 40% 
試験方法素案を作成して基礎試

験を行った。基準の考え方を検

討した。 

 
 
 
 
(1) 達成見込み(平成 23 年 10
月)。装置の改良、外部計測装

置の導入等により、課題を解決

する。 
(2) 達成見込み(平成 23 年 10
月)。試験方法の原案に基づい

て検証試験を試行して、試験方

法・手順案を完成、評価基準案

を策定する。 
(3) 達成見込み(平成 24 年 2
月)。試験方法の原案に基づい

て検証試験を試行して、試験方

法・手順案を完成、評価基準案

を策定する。 

走行安定性試験方法の開発 
(日本自動車研究所) 
 
(1)生活支援ロボットに適し

た走行安定性試験装置を導

入する。 
(2)生活支援ロボットに適し

た走行安定性試験方法・手

順を提案する。 
(3)生活支援ロボットの走行

安定性評価基準案を提案す

る。 
 

 
 
 
(1) 80% 
装置の仕様を検討して装置を導

入した。基礎試験を実施して装

置の課題を抽出した。 
(2) 80% 
試験方法素案を作成して基礎試

験を行った。基礎試験の結果か

ら試験方法の原案を策定した。

(3) 80% 
基準の考え方を検討してまとめ

た。 

 
 
 
(1) 達成見込み(平成 23 年 8
月)。装置の改良により課題を

解決する。必要な装置を追加導

入する。 
(2) 達成見込み(平成 24 年 2
月)。試験方法の原案に基づい

て検証試験を試行して、試験方

法・手順案を完成する。 
(3) 達成見込み(平成 24 年 2
月)。基準の考え方にそって評

価基準案を策定する。 
耐久性試験方法の開発 
(産業技術総合研究所) 
 
【移動型・搭乗型ロボッ

ト】 
(1) 移動型・搭乗型ロボッ

トに適した耐久性試験装置

を導入する。 

 
 
 
【移動型・搭乗型ロボット】 
(1) 100% 
装置の仕様を検討して設計・製

作、導入した。基礎試験を実施

して装置の課題を抽出した。 

 
 
 
【移動型・搭乗型ロボット】 
(1) 達成見込み(平成 23 年 8
月)。装置や冶具の改良により

課題を解決する。必要な装置・

冶具を追加導入する。 
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(2) 移動型・搭乗型ロボッ

トに適した耐久性試験方

法・手順を提案する。 
(3) 移動型・搭乗型ロボッ

トの耐久性評価基準案を提

案する。 
【装着型ロボット】 
(1) 装着型ロボットに適し

た耐久性試験装置を導入す

る。 
(2) 装着型ロボットに適し

た耐久性試験方法・手順を

提案する。 
(3) 装着型ロボットの耐久

性評価基準案を提案する。 

(2) 80% 
予備電流計測による走行負荷決

定法などの試験方法素案を作成

して、基礎試験を行った。基礎

試験の結果から予備電流計測に

よる走行負荷決定法などの試験

方法の原案を策定した。 
(3) 60% 
基準の考え方を検討してまとめ

た。 
【装着型ロボット】 
(1) 85% 
装置の仕様を決定し製作、導入

した。基礎試験を実施して装置

の課題を抽出し、改良型試験機

を設計した。 
(2) 70% 
試験方法の素案を作成し、基礎

実験を行って素案の妥当性を検

討した。 
(3) 60% 
耐久性評価の考え方について検

討した。 

(2) 達成見込み(平成 24 年 2
月)。試験方法の原案に基づい

て検証試験を試行し、試験方

法・手順案を完成する。予備電

流計測以外の走行負荷決定法を

検討する。 
(3) 達成見込み(平成 24 年 2
月)。基準の考え方にそって走

行耐久性の評価基準案を策定す

る。 
【装着型ロボット】 
(1) 達成見込み(平成 23 年 10
月)。改良型試験機の製作によ

り課題を解決する。 
(2) 達成見込み(平成 24 年 2
月)。検討結果に基づき試験方

法の原案を作成する。原案に基

づいて検証試験を試行し、試験

方法・手順案を完成する。 
(3) 達成見込み(平成 24 年 2
月)。基準の考え方に沿って評

価基準案を策定する。 

制御性

能試験 
環境認識(特に人検知)性能

試験方法の開発 
(産業技術総合研究所) 
 
(1) センサコンポーネント

の環境認識に関する性能評

価試験のための装置・環境

を開発する。 
(2) 認識条件、認識対象の

クラスを分類し定量化す

る。 
(3) 人や人の部位の検知を

中心とした評価試験方法や

手順を策定する。 

 
 
 
 
(1) 80% 
センサの環境(特に人)検知性能

に対する環境光の影響を評価し

た。外乱光源として、白熱電

球、蛍光灯、ストロボ光、セン

サ自身を用いる光干渉試験を実

施した。 
(2) 80% 
産 総 研 で 開 発 し た 模 擬

EPSE(電気的検知保護装置)を
対象とし、定量化した認識条

件・認識対象のもとで光干渉試

験を実施した。 
(3) 80% 
JISB 9704-3 の 5.4.6 に準拠あ

るいは参照した光干渉試験方法

と手順をまとめた。 

 
 
 
 
(1) 達成見込み(平成 23 年 8
月)。外乱光源として人工太陽

灯を用いる光干渉試験を実施す

る。 
(2) 達成見込み(平成 24 年 2
月)。環境認識性能試験で蓄積

したデータに基づき、認識条

件、認識対象のクラス分類を明

確化する。 
(3) 達成見込み(平成 24 年 2
月)。人工太陽灯を用いる光干

渉試験方法と手順を策定する。

軌道追従安定性試験方法の

開発 
(産業技術総合研究所) 
 
(1) 軌道追従安定性試験方

法を提案する。 
(2) 軌道追従安定性の評価

方法を確立する。 

 
 
 
 
(1) 100％ 
障害物(移動・静止)検知・対応

試験で行われる、障害物がない

環境での予備走行で評価する手

法を提案した。 
(2) 70％ 
評価項目を検討した。 

 
 
 
 
(1) 達成。 
(2) 達成見込み(平成 24 年 2
月)。評価項目を精査し、評価

基準を明らかにする。 

障害物(移動・静止)検知・

対応試験方法の開発 
(産業技術総合研究所) 
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(1) 生活支援ロボットに適

した障害物(移動・静止)検
知・対応試験装置を導入す

る。 
(2) 生活支援ロボットに適

した障害物(移動・静止）検

知・対応試験方法・手順を

提案する。 
(3) 生活支援ロボットの障

害物(移動・静止)検知・対

応評価基準案を提案する。 

 
(1) 70% 
三次元動作解析装置、障害物接

近再現装置、ロボット走行状態

模擬装置の仕様を検討して設

計・製作し、一部の装置を導入

した。基礎試験を実施して、試

験データの自動解析ツールを開

発し、また装置の課題を抽出し

た。 
(2) 70% 
試験方法の素案を作成して基礎

試験を行った。基礎試験の結果

から試験方法の原案を策定し

た。 
(3) 60% 
基準の考え方を検討してまとめ

た。 

 
(1) 達成見込み(平成 23 年 8
月)。装置や冶具の改良により

課題を解決する。装置の連携に

よる高精度化と高速な移動対象

に対応する。必要な装置・冶具

を追加導入する。 
(2) 達成見込み(平成 24 年 2
月)。試験方法の原案に基づい

て検証試験を試行し、試験方

法・手順案を完成する。 
(3) 達成見込み(平成 24 年 2
月)。基準の考え方にそって評

価基準案を策定する。 
 

緊急停止性能試験方法の開

発 
(労働安全衛生総合研究所) 
 
(1) 緊急停止性能の試験項

目を選定し装置を開発す

る。 
(2) 接触力測定方法を提案

する。 

 
 
 
 
(1) 70% 
衝突試験等と試験項目を整理

し、接触式センサ検知後の接触

力変化を測定する装置を開発し

た。基礎試験を行って、装置の

課題を抽出した。 
(2) 80% 
動的および静的挟圧力の判断基

準を検討し、基礎試験結果で検

証した。 

 
 
 
 
(1) 達成見込み(平成 24 年 2
月)。装置の改良を施し試験方

法を再検討する。 
(2) 達成見込み(平成 24 年 2
月)。改良した装置による試験

結果と衝突試験等で得られる結

果と併せて、判断基準を提案す

る。 

対人安

全性能

試験 

衝突安全性能試験方法の開

発 
（日本自動車研究所) 
 
(1)生活支援ロボットに適し

た衝突安全性能試験装置を

導入する。 
(2)生活支援ロボットに適し

た衝突安全性能試験方法・

手順および精度保証技術を

提案する。 
(3)生活支援ロボットの衝突

安全性能評価基準案を提案

する。 
 

 
 
 
 
(1) 80% 
装置の仕様を検討して装置を導

入した。基礎試験を行なって装

置の課題を抽出した。 
(2) 80% 
試験方法素案を作成して基礎試

験を行った。基礎試験の結果か

ら課題を抽出した。基礎試験の

結果から試験方法の原案を策定

した。 
(3) 50% 
基準の考え方を検討した。策定

する基準の根拠となる関連分野

のデータを、調査により収集し

た。 

 
 
 
 
(1)達成 
(2)達成見込み (平成 24 年 2
月)。 
試験方法の原案に基づいて検証

試験を試行して、試験方法・手

順を完成する。 
(3)達成見込み (平成 24 年 2
月 )。関連分野のデータを整

理、分析して、衝突安全の基準

案を策定する。 
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接触安全性能試験方法の開

発(名古屋大学) 
 
(1) 実証評価試験のための

装置を学内評価試験装置と

して完成させる。 
(2) 試験方法・手順を提案

する。 
(3) 安全規範を創出して安

全基準を策定する。 

 
 
 
(1)100% 
運動の計測システムを構築し

た。 
(2)70%  
試験方法の基本的な考え方を導

出した。 
(3) 50% 
リスクアセスメントを行い、安

全基準策定に資する情報の取

得・収集を行った。 

 
 
 
(1) 達成。 
(2) 達成見込み(平成 24 年 2
月)。健常な青年を参加者とし

て、安全評価装置および装着型

ロボット研究開発実施者から提

供されるロボットを加えた実証

試験を行い、試験方法・手順を

完成させる。 
(3) 達成見込み(平成 24 年 2
月)。上記結果を参考に、安全

規範に基づく評価基準の調査、

策定を行う。 
操作・情報提示機能検証試

験方法の開発 
(産業技術総合研究所) 
 
(1) 生活支援ロボットに適

した操作・情報提示機能検

証試験装置を導入する。 
(2) 生活支援ロボットに適

した操作・情報提示機能検

証試験方法・手順を提案す

る。 
(3) 生活支援ロボットの操

作・情報提示機能検証の評

価基準案を提案する。 

 
 
 
 
(1) 70% 
三次元動作解析装置、障害物接

近再現装置の仕様を検討して設

計・製作し、一部の装置を導入

した。模擬基礎試験を実施し

て、装置の課題を抽出した。 
(2) 60% 
試験方法の素案を作成して模擬

基礎試験を行った。模擬基礎試

験の結果から試験方法の原案を

策定した。 
(3) 50% 
基準の考え方を検討した。策定

する基準の根拠となる関連分野

のデータを調査した。 

 
 
 
 
(1) 達成見込み(平成 23 年 8
月)。装置や冶具の改良により

課題を解決する。装置の連携に

よる高精度化と高速な移動対象

に対応する。必要な装置・冶具

を追加導入する。 
(2) 達成見込み(平成 24 年 2
月)。試験方法の原案に基づい

て検証試験を試行し、操作・情

報提示機能検証試験方法・手順

案を完成する。 
(3) 達成見込み(平成 24 年 2
月)。基準の考え方にそって操

作・情報提示機能検証の評価基

準案を策定する。 
機能安

全性試

験 

機能安全技術基準開発 
(産業技術総合研究所) 
 
(1) 機能安全規格への適合

の状況を調査する。 
(2) 電子技術による安全関

連システムの技術動向を調

査する。 
(3) 生活支援ロボットの機

能安全評価の対象範囲と、

安全度水準を規定する。 
(4) 生活支援ロボットの機

能安全評価の対象範囲と、

安全度水準に対して、詳細

な要求事項および評価規準

を規定する。 

 
 
 
(1) 100% 
コンセプト自己チェックシート

に基づく機能安全への対応状況

を調査した。 
(2) 90% 
機能安全規格 IEC 61508 に基

づく機能安全導入のための技術

資料および機能安全ガイドライ

ンを作成した。 
(3) 50% 
生活支援ロボットが備える安全

機能について、模擬リスクアセ

スメントを実施中。 
(4) 50% 
各ロボットメーカに対する規格

対応状況および機能安全技術の

導入状況に関する調査を実施

中。 

 
 
 
(1) 達成。 
(2) 達成見込み(平成 23 年 10
月)。ISO 26262(自動車安全関

連システムの機能安全)の制定

に合わせて、技術調査を行う。

(3) 達成見込み(平成 23 年度

12 月)ISO 13482/DIS を参照し

て、安全関連システムの模擬リ

スクアセスメントを完了する。

(4) 達成見込み(平成 24 年度 2
月)。IEC 62061 および IEC 
61508 をベースとして、妥当

な技術基準を提案する。 
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有線通信に関する安全性・

信頼性試験 
(産業技術総合研究所) 
 
(1) 有線通信の利用形態を

調査する。 
(2) 試験方法評価のための

テストベッドシステムを開

発する。 
(3) 有線通信ソフトウェ

ア、電気的物理的試験方法

を確立し要求仕様を策定す

る。 

 
 
 
 
(1) 100% 
各生活支援ロボットの安全関連

系／非安全関連系での有線通信

の利用を調査した。 
(2) 100% 
高信頼通信を用いたテストベッ

ドシステムを開発した。 
(3) 50% 
電気的物理的試験機器を導入

し、ソフトウェアを開発した。

 
 
 
 
(1) 達成。 
(2) 達成。 
(3) 達成見込み(平成 24 年 2
月)。テストベッドシステムに

対して、開発したソフトウェア

試験、および電気的物理的試験

を実施し、基準評価に基づいて

要求仕様を策定する。 

無線通信に関する安全性・

信頼性試験方法の開発(電磁

環境試験を含む) 
(労働安全衛生総合研究所) 
 
(1) 生活支援ロボット用の

EMC 安全試験の試験装置

を導入する。 
(2) 生活支援ロボット用の

EMC 安全試験の試験方

法・手順を提案する。 
(3) 生活支援ロボット用の

EMC 安全試験の評価基準

案を提案する。 

 
 
 
 
 
(1) 80% 
装置の仕様を検討して作成し

た。試験を行なって装置の機能

を確認し、改善すべき課題を抽

出した。 
(2) 60% 
試験方法素案を作成して基礎試

験を行った。基礎試験の結果か

ら課題を抽出した。 
(3) 40% 
策定する基準の根拠となる関連

分野の規格書を収集し、サーベ

イした。基礎試験を通じて、現

状の生活支援ロボットの EMC
性能を把握した。 

 
 
 
 
 
(1) 達成見込み(平成 23 年 12
月)。試験治具の改良を行い、

装置を完成させる。 
(2) 達成見込み(平成 24 年 2
月)。安全性の確認が十分であ

るかを再検証し、試験の効率性

も検討し、試験方法・手順を完

成する。 
(3) 達成見込み(平成 24 年 2
月)。関連規格との整合性を考

慮した上で、評価基準が妥当で

あるかを外部の専門家の意見を

集約する。また、提案する試験

案が実際の運用に耐え得るもの

か判断する。 
機能安全確認試験方法の開

発 
(日本自動車研究所) 
 
(1)故障影響事例を具体的に

試行する。 
(2)生活支援ロボットに適し

た機能安全確認試験方法を

提案する。 
 

 
 
 
 
(1) 100% 
センサ非検知時の挙動再現を試

行した。 
(2) 50% 
センサの非検知時およびハード

ウェアの故障時の動作確認手法

をまとめる。 

 
 
 
 
(1)達成 
(2)達成見込み (平成 24 年 2
月 )。機能安全を搭載したロ

ボットの試験を実施して、手法

をまとめる。 
 

生活支援ロボッ

トの安全性基準

に関する適合性

評価手法の研究

開発 

認証モジュール設計に関す

る研究開発 
(日本品質保証機構) 
 
(1)認証スキーム案を作成す

る。 
(2)生活支援ロボットを対象

とした認証スキーム（認証

機関／適合性評価研究機関

の位置づけを含む）を策定

する。 

 
 
 
 
(1) 100% 
認証スキーム案を作成した。 
(2) 50% 
生活支援ロボットを対象とした

認証スキーム(認証機関／適合

性評価機関等の位置付けを含

む)を作成する。 

 
 
 
 
(1)達成 
(2)達成見込み (平成 24 年 2
月）。認証スキームの策定に必

要となる評価基準の規定化はパ

イロットスタディによる(平成

23 年 5 月末から実施) 
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安全性評価基準の規定化に

関する研究開発 
(日本品質保証機構) 
 
認証スキームに必要となる

評価基準を規定化する。 
(1)生活支援ロボットの安全

要求事項（グランドデザイ

ン）案を作成する。 
(2)ロボットタイプに対応し

た安全要求事項を作成す

る。 

 
 
 
 
(1) 100% 
ISO13482 を基にした、生活支

援ロボットの認証のための安全

要求事項（グランドデザイン）

案を作成した。 
(2) 50% 
ISO13482 を基に、各タイプの

ロボットに対応した安全要求事

項を作成する。 

 
 
 
 
(1)達成 
(2)達成見込み (平成 24 年 2
月）。パイロットスタディの結

果を(1)のグランドデザイン案

に反映し、各タイプのロボット

に対応した安全要求事項を作成

する 

機能安全の規格適合性認証

手順に関する研究開発 
(日本品質保証機構・日本認

証) 
 
(1)規格適合性評価方法とし

て、コンセプト検証自己

チェックシートを作成・検

証する。 
(2)機能安全に関する技術検

討会を開催し、ロボット研

究開発者の取組み課題を抽

出し、規格適合の理解向上

を計る。 
(3)ハードウェア検証用評価

ツールを開発する。 
(4)ソフトウェア検証用評価

ツールを開発する。 
 

 
 
 
 
(1) 100% 
第１部(設計段階)、第２部(ハー

ドウェア編 )、第３部 (ソフト

ウェア編)を作成・検証した。 
(2) 100% 
第１部(ハードウェア編)、第 2
部(ソフトウェア編)、第 3 部

(認証編)を開催した。 
(3) 60% 
第 1 部(ランダム故障率をもと

に SIL 値計算迄を系統的に算

出)を開発した。第 2 部(マルコ

フモデルによる故障率計算) を
開発中。 
(4) 30% 
適合性評価方法の雛型とする文

書の一覧表を作成する。 

 
 
 
 
(1)達成 
(2)達成 
(3)達成見込み (平成 24 年 2
月)。 
(4)達成見込み (平成 24 年 2
月)。 

生活支援ロボッ

トの安全性に関

す る 情 報 の 蓄

積・提供手法の

研究開発 

安全性に関するデータの蓄

積・提供手法に関する研究

開発 
(日本ロボット工業会) 
 
(1)安全認証、評価基準策定

につながる安全関連データ

を収集・蓄積ならびに再利

用手法に関する研究開発を

行い、安全関連データシス

テムを構築する。 
(2)また、安全基準や評価基

準を基に得られる規格類に

ついて、国際標準化(案)を
策定する。(国際標準化の国

内対策委員会と連携して推

進する) 

 
 
 
 
 
(1) 80% 
安全関連データの収集・蓄積・

運用を目的としたデータシステ

ムのプロトタイプシステムを構

築し、安全関連資料、本プロ

ジェクトで産出されたリスクア

セスメント関連資料、試験関連

データ等を入力した。 
(2) 70% 
プロジェクトの開発計画と

ISO13482 規格原案(DIS)要件

の整合性を確認するとともに機

能安全要件への対応検討と認証

スキーム設計を行った。 

 
 
 
 
 
(1)達成見込み (平成 24 年 2
月)。 
(2)達成見込み (平成 24 年 2
月)。ISO13482 の FDIS 発行

に向けて、プロジェクト意見を

検討している規格案に反映す

る。 
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関連法規等を考慮した安全

性に関する情報の蓄積・提

供手法に関する研究開発 
(製造科学技術センター) 
 
(1) 生活支援ロボットと国

内外の法律や制度との関係

を比較検討する。 
(2) 国内法制度への提言を

行う。 

 
 
 
 
 
(1) 100% 
(2) 50% 
欧州の生活支援ロボットに適し

た法制度を、国情の違いを配慮

しつつ、可能な部分は取り入れ

ることを提言する。 

 
 
 
 
 
(1) 達成 
(2) 達成見込み(平成 24 年 2
月)。 
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2.1.2 成果の詳細 

2.1.2.1 研究開発推進体制の構築 
研究開発を円滑に推進するために、図Ⅲ.2.1.2-1 に示す体制を構築した。研究開発の内容ごとに 7 つ

の WG 等を設けるとともに、「安全性検証推進ステアリングコミッティ」が研究開発項目①の研究開発

全体を管理運営している。 
ロボット研究開発実施者との連携については、プロジェクトリーダーが主催する「安全性検証全体連

絡会」で、全体共通事項に関する連絡や調整、意見交換を行っているほか、個々のロボット研究開発実

施者との窓口担当者を設けて、情報交換や相互の研究開発を効率化している。また、「認証スキーム検討

WG」と「安全性検証に関する国際標準化検討 WG」ではロボット研究開発実施者をメンバーに加え、

ロボット製造者の立場からの意見をいただいている。 
研究開発を進めるにあたって、本プロジェクトに参加していないロボット製造者やユーザ等の意見を

取り入れるために、ロボットビジネス推進協議会に設けられた「プロジェクト対応・企画 WG」に参加

し、安全性検証手法に関する情報交換、意見交換を行っている。 
研究開発項目①の成果を国際標準に反映させるために、「安全性検証に関する国際標準化検討 WG」を

通じて、日本ロボット工業会に設けられた「サービスロボット用語等標準化調査専門委員会／安全性検

証 WG」に提言を行っている。 
 
 

 
 

図Ⅲ.2.1.2-1 研究開発項目①の研究開発推進体制 
 
 

 
2.1.2.2 リスクアセスメント手法の開発 
(1) リスク要素の判断指標の導出に関する研究開発（担当機関：労働安全衛生総合研究所） 

(a) リスクアセスメント調査 
ロボット研究開発実施者（5 者）に対して、対象ロボットの仕様とリスクアセスメント実施状況

の調査を行った。その結果、各社共にリスクアセスメントは取り組み済みであり、機械安全基本

規格や電気安全規格、医療機器規格を参考にしていることがわかった。また、各社共通の課題と
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して、 
・リスク要素の見積もり基準が明確でない、 
・リスクの低減方策（戦略）が確定しない、 
・アセスメントの終了の目安が不明、 

があることがわかった。 
 
(b) リスクアセスメントシートの作成 

上記調査結果を基に、ロボットタイプ別（移動作業型、搭乗型、装着型）のリスクアセスメン

トシートのひな形を作成した。特に、アセスメント品質を左右する前提条件の記述と、リスク低

減方策の適用順位、リスク低減効果が反映しやすい見積もり方法を盛り込んだ（図Ⅲ.2.1.2-2）。 
また、リスクアセスメント実施者が理解しやすくするため、作成したひな形シートに対する解

説書を作成し、ひな形シートと併せてロボット研究開発実施者へ提供した。 
 

 

 
 

図Ⅲ.2.1.2-2 リスクアセスメントシートひな形で採用したリスク見積もり基準と評価 
 
 
(c) 典型的リスクの分析シートの作成 

主に移動型ロボットに対する典型的危険源を抽出し、各々の危険源について対象となるタスク

や関与する人、関連領域等の分析を加えて分類表を作成した。 
 

(d) コンセプト検証チェックシートの作成 
リスクアセスメントを柱とするロボットの安全設計戦略を明確にするため、設計コンセプトの

要件を抽出し（表Ⅲ.2.1.2-1）、これをチェックシートの形でまとめた。この作業はコンセプト検

証 WG で検討、改良を加えながら、シート使用者が自己採点できるような仕組みとし、結果は

レーダーチャート（図Ⅲ.2.1.2-3）で示した。このシートを第 1 部としてロボット開発者へ提供し、
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基本的な安全設計コンセプトが確立されているかを検証した。 
また、後述する「2.1.2.4 生活支援ロボットの安全性基準に関する適合性評価手法の研究開発」

と協調して、機能安全規格をベースとする第 2 部（ハードウェア編）と第 3 部（ソフトウェア

編）も続いて作成し、ロボット研究開発実施者へ提供した。 
 
 

表Ⅲ.2.1.2-1 コンセプト検証自己チェックシート第１部の主要チェック項目 
 

 
 
 

 
 

図Ⅲ.2.1.2-3 チェックシート第 1 部（設計段階）の判定結果例 
 
 
(e) リスク要素の判断指標の検討 

リスク要素の判断指標について、既存規格や文献調査を行い、ロボットに適用可能かを判断し

た。その結果、特に危害の酷さに関する指標が少なく、存在するものであってもクリティカルな

レベルや対象者が限定されるなどの課題が見つかった。 
そこで、既存規格類でコンセンサスが得られている指標や予備測定済みの痛覚耐性値等を参考

に、子供を対象とする場合のスケーリングや人体部位毎の限界閾値の検討を行っている。 
 

(f) 今後の予定 
リスクアセスメントシートについては、新しいタイプのロボットに合わせたひな形を検討する

予定である。さらに、これらのロボットを対象とした典型的リスク分析も行う。 
コンセプト検証自己チェックシートについては、新しいロボットの構造や機能に対しても適用

可能かを検討し、必要であれば改良を加える。 
リスク要素の判断指標については、類似機器で利用されている情報をさらに調査するとともに、

試験方法の開発において得られる情報を反映できるようにする。 
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(2) リスク低減手段の 適配置手法の開発（担当機関：労働安全衛生総合研究所） 

(a) リスク低減方策分類表の作成 
試験対象のロボットで使用されている保護方策を中心に、ロボット用リスク低減方策について、

対象危険源やリスク低減効果を分析し、分類表を作成した（表Ⅲ.2.1.2-2）。特に、機械的危険源

については、詳細に分析を加えて、設計段階における本質的方策と後付けとなるリスク低減方策

に分類するとともに、参考となる基準値も追記した。これにより、ロボット類似機構や類似機器

の判断規範を引用することができ、リスク低減の目安とすることができる。 
 
 
表Ⅲ.2.1.2-2 危険源に対応するリスク低減方策の分類抜粋（機械的危険源に対して） 

 

 
 
 
(b) リスク低減方策の選択方法の検討 

リスクアセスメントの結果、リスク低減方策が必要となった場合、これらの方策を合理的に選

択、適用する手順をとる。そのため、危険源から危害に至るプロセス（図Ⅲ.2.1.2-4）の上流から

順に対応可能な方策を整理し、各方策のリスク低減効果を位置付けた。また、制御システムが安

全関連部となる場合に、この適用順位について検討を加えた。 
以上の検討結果は、前記の「(1) リスク要素の判断指標の導出に関する研究開発」のリスクアセ

スメントシートひな形の再リスク評価シートに反映している。 
 

(c) 今後の予定 
リスク低減方策分類表は、新しいタイプのロボットに使用される方策を含めて拡充し、分析す

る予定である。また、マニピュレータタイプのロボットについて、特に機械的危険源に対するリ

スク低減方策の効果検証を行いながら、適用順位と妥当性を確認する。 
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図Ⅲ.2.1.2-4 危害に至るプロセスと対応するリスク低減方策（優先度の決定） 
 
 

(3) リスク評価用シミュレーション環境の研究開発（担当機関：産業技術総合研究所） 
(a) 背景と目標 

本研究開発項目ではシナリオベースのリスクアセスメントに必要な想定事故シミュレーション

環境を構築する。 
リスクアセスメントとはハザードの同定とリスクの見積りを含む安全性の評価のプロセスであ

る。シナリオベースのリスクアセスメント手法には What-If 分析などが知られているが、生活支

援ロボットに関しては過去に事故を経験していないために、事故シナリオの理解を共有するため

の実例が得られない。そこで本研究開発項目では生活支援ロボットのリスクアセスメントに資す

る想定事故のシミュレーション環境を専門家の予見に基づいて構築することを目指す。 
想定事故シミュレーション環境は汎用三次元ロボットシミュレータの仮想空間に構築されるロ

ボットモデル、環境モデルと挙動モデルの組み合わせからなる。専門家による事故の予見はヒア

リング調査によって抽出する。これらをロボット研究開発実施者の 4 種類の生活支援ロボットに

ついて構築し、このデータを認証機関および一般生活支援ロボット開発者に提供する。 
What-If 分析とは、事故の初期条件を様々に設定してその影響を考察する分析法である。ロボッ

トの移動速度や形状のさまざまなバリエーションを考えて もリスクが少ないロボット設計を行

うことなどが考えられるが、事故のシナリオについて共通の認識がないままディスカッションを

進めると収束しないおそれがある。 
 

(b) 事故シナリオの分析 
平成 21 年度に各ロボット研究開発実施者に対してリスクアセスメントのヒアリング調査が 2 回

行われた。ここで各実施者が想定する事故シナリオ、またはロボット固有のハザードが調査され

た。この調査結果から、4 タイプのロボットにそれぞれ共通する典型的な事故シナリオの抽出を

行った。抽出したロボットの事故シナリオの一例を表Ⅲ.2.1.2-3 に示す。 
 
 

表Ⅲ.2.1.2-3 想定事故シナリオの例 
 

ロボットタイプ 移動作業型（自律が中心）生活支援ロボット 
原因 会社員がオフィスフロアの廊下をあわてて走っている。同フロアで作動する

清掃ロボットは地上 60cm 程度の大きさである。 
結果 会社員は見通しの悪い廊下の曲がり角で清掃ロボットと出くわすが、小さい

ロボットが視界に入るのが遅れ、回避が間に合わない。ロボットにつまずい

て転倒し、怪我をする。 
 
 



Ⅲ－16 
 

(c) 物理シミュレータの調査 
本研究課題に関連する物理シミュレータには機構シミュレータ、構造解析シミュレータ、ロ

ボットシミュレータや交通事故シミュレータがある。機構シミュレータとは複数の機械的要素か

ら成る機構を 3 次元空間上で一般的に動作させることができるものであり、商用システムとして

は ADAMS、LATTICE、Simulia などがある。生活支援ロボットの事故もシミュレーションする

ことができると考えられるが、表現の自由度が非常に高いために工数が大きくなる。本研究課題

に適用することができるソリューションパッケージを調査したが、発見できなかった。 
構造解析シミュレータとは構造材料の変形などを主に有限要素法でシミュレーションするもの

であり、オプションとして機構シミュレーションの機能を持つことが多い。商用システムとして

は LS-DYNA などがあり、事故時の人体の傷害の程度をシミュレーションするなどの用途で実績

もある。ただしこちらも表現の自由度が非常に高いために工数が大きくなる。本研究課題に適用

することができるソリューションパッケージを調査したが、発見できなかった。 
引き続き調査中であるものの、現在想定している用途では、交通事故シミュレータの商用シス

テムである PC-Crash で数値シミュレーションを行い、現有資産であるロボットシミュレータ、

DELMIA にパラメータをトレースすることにより事故を可視化することができることを確認した。 
 
 

 

 
 

図Ⅲ.2.1.2-5 PC-Crash と DELMIA によるシミュレーションの例 
 
 
(d) 評価 

基本的な考え方として、既存のチェックリストによるリスクアセスメントに加え、このような

シミュレーションに依存したリスクアセスメントが新たなハザードの同定と安全方策の決定に寄

与できたかどうかについて評価する。評価は開発者による定性的な評価を行うものとし、全部ま

たは一部のロボット研究開発実施者のリスクアセスメント担当者に対して、評価を依頼する。 
 
 
 

2.1.2.3 機械・電気安全、機能安全等ロボットの安全性試験評価方法の開発 
(1) 機械・電気安全、機能安全性の総合評価試験方法の開発（担当機関：日本自動車研究所） 

(a) 背景と目標 
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生活支援ロボットの安全要求事項は、機械・電気安全、機能安全性など多岐にわたるため、す

べての検証を個別のロボットメーカや試験機関で行なうことは効率的でないと考えられる。そこ

で、合理的、効率的な安全検証を行なうために、検証試験のワンストップサービスを可能にする

ことを目指して、必要な設備を試験拠点候補場所に設置する。さらに、これらを用いた総合的な

安全性検証試験方法や手順を開発する。また、開発した試験方法および手順に基づいて、全タイ

プのロボット研究開発実施者から提供されるロボットに対する安全性検証試験を行い、ロボット

研究開発実施者に提供できるデータを得る。 

 
(b) 試験設備の導入 
1) 必要な試験の抽出 

ISO14121-1 に例示されたハザードを参考に、生活支援ロボットに関するリスクを同定して、

必要な試験項目を導出した。さらに、関連規格を調査して、試験法・評価基準を新たに開発する

必要のある項目を決定した。結果の一部を図Ⅲ.2.1.2-6 に示す。 
 
 

参考規格
基準

開発の
必要性

参考規格
基準

開発の
必要性
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テスターはある 不要 不要 不要

機械の移動性 衝突 必要
自動車の
認証試験

必要．
速度，モードが異なる

自動車の基準 必要

安定性 転倒 必要 電動車いすJIS
必要．

自律走行型の操縦．
倒立振り子の試験

電動車いすJIS 改良
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故障状態で通
電となった

部品
電撃

ハザード
ISO14121-1

潜在的な
危害

必要

機械的
危険源

試験の
必要性

試験法 評価基準

電気安全，
充電器

IEC 手順の検討

電気安全，
充電器

IEC 不要
電気的
危険源

 
 

図Ⅲ.2.1.2-6 必要な試験と開発項目の抽出結果（一部） 
 
 
2) 試験対象ロボットの仕様調査に基づく試験装置の仕様策定と導入 

ロボット研究開発実施者およびロボットビジネス協議会と連携して、試験対象のロボットの仕

様を調査した。前記 1)の検討結果と総合して検討したところ、図Ⅲ.2.1.2-7 のように、試験対象

ロボットの 大寸法は 2m×1m×2.5m、 大重量は 250kg を想定しておけばよいことがわかっ

た。これを参考に、後述する(2)～(6)の試験項目ごとに必要な試験装置の仕様を策定して製作し、

試験拠点候補場所に設置した。 
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図Ⅲ.2.1.2-7 試験対象ロボットの仕様調査結果 
 
 
 
(c) 総合評価手順の確立 

各担当機関での試験法開発に加えて、試験方法検討 WG を開催して、総合的な検討を進めた。

今後、合理的、効率的に安全検証を行なうための総合的な試験手順をまとめて、ワンストップ

サービスを可能にしていく。 
 

(d) ロボット研究開発実施者へのデータ提供 

開発した試験方法を組み合わせて、後述する(2)～(6)の各試験項目について基礎試験を実施した。

試験結果をとりまとめて、ロボット研究開発実施者へのデータ提供を進めている。 
 
 

(2) 静的性能試験 
① 耐環境試験方法の開発（電気、放射の危険源を含む）（担当機関：労働安全衛生総合研究所） 
(a) 温湿度サイクル試験 

試験対象ロボットを、 大で幅 1m×長さ 2m×高さ 2m、質量 250kg と想定し、大型恒温恒湿

槽と加振機を組み合わせた複合環境試験装置（図Ⅲ.2.1.2-8）を導入した。 
温湿度調整能力は以下の通りである。 
 温湿度範囲：－40℃～+120℃、 30～95％RH(20～80℃) 
 温度上昇・下降能力：1℃/1min（－20～80℃） 
ロボットを対象とした環境試験方法は、産業用ロボットでさえも規定されておらず、主に電気

部品や電気用品の環境試験方法を参考に検討した。通常のロボット動作環境は、屋内であれば外

気温変動範囲内に収まることが想定されており、部品レベルの高温、低温の過酷な試験は該当し

ない。 
そこで、ロボットにとって 悪と想定される使用環境下で、特に、結露を生じやすい試験条件

を設定した。既存試験規格の 12 時間サイクル法を参考にして、対象ロボットにより詳細は異なる

が、標準として、低温サイクルを含む 12 時間サイクル試験法を設定した。これは、高温・高湿状

態と常温・高湿状態を各々12 時間ずつ連続 2 サイクルさせ、このサイクルの 後に低温 3 時間を

行い、常温に戻すというプログラム（図Ⅲ.2.1.2-9）である。ロボットは電源オフ状態で設置し、
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槽内で温湿度変化に晒される。試験対象のロボットは、事前に機能や構造の健全性を調べておき、

サイクル試験終了後に変化がないかを確認する。 
この試験は合計 50 時間ほどかかるが、現在までに試験したロボットにおいては機能を損なうよ

うな不具合は生じていない。今後、今回の試験サイクル数で十分か、更なる晒し時間の追加が必

要か、温湿度変化を急にすべきか、等の検討を加える予定である。 
 
 

 
 

図Ⅲ.2.1.2-8 複合環境試験装置外観 
 
 

 
 

図Ⅲ.2.1.2-9 温湿度サイクルパターンの例 
 
 

(b) 複合振動試験 
本試験は、対象ロボットを大型恒温恒湿槽内の加振機テーブル（図Ⅲ.2.1.2-10）上に設置し、

動作可能な状態（例えば車輪空走状態）で温湿度のストレスを与えながら、加振機を振動させる。

これにより、 悪環境下でロボットが走行して振動を受けている状況を作り出し、ロボットの動

作機能や構造が損なわれないかを調べることができる。 
走行振動は、ロボットを想定走行路上で実際に走行させて、ロボット本体が受ける実走行振動

波形を、加速度計により垂直および水平成分で記録する。この振動波形を加振機上で連続再現さ

せて、ロボットの振動耐性も併せて調べることができる。加振機は大型恒温恒湿槽をマスターと

してスレーブ制御され、任意の温湿度サイクルで加振を継続することができる。 
実際のロボットでは、 悪想定路（例えば点字パネルの連続路）を 高速度で走行した場合の

振動波形を記録し、高周波成分を除いて加振機で制御させた。基本的に、振動印加時間は対象ロ
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ボットのバッテリー寿命分とし、連続ではなく、10～30sec 程度の振動波形をインターバルをとり

ながら繰り返した。 
 
 

     
 

  図Ⅲ.2.1.2-10 大型加振機テーブル  図Ⅲ.2.1.2-11 200ch イベント 
  （垂直加振機用）外観   デテクタ外観 

 
 

また、ロボットの健全性確認では、温湿度サイクル試験時の手順に加えて、振動の影響を受け

やすいコネクタや接点等の導通性を常時モニタするため、イベントデテクタ（瞬断検出システム、

図Ⅲ.2.1.2-11）をロボットに接続して試験する。 
今後、新しいロボットに対しても、本試験を行って試験データを蓄積する予定である。そして、

複合のストレスの与え方（温湿度と振動の組み合わせ方）やイベントデテクタの検査ポイントの

標準化を検討する予定である。 
 

 (c) 表面温度試験 
本試験は、対象ロボットが動作後に高温部を持っていないか確認するための試験であり、ロ

ボットユーザや保守者が触ることができるロボット部位の温度分布を測定するものである。温度

の測定は非接触のサーモグラフィカメラ（図Ⅲ.2.1.2-12）を用い、高温部位を瞬時に知ることが

できる。使用したカメラは 320×240 画素を持ち、毎秒 60 フレームの転送速度で－40℃～+500℃
まで計測可能である。 
 実際の試験は、バッテリー駆動のロボットを連続動作させて、バッテリーが空もしくは警告

表示した時点の温度分布をロボットの各面（正面、背面、左右側面、上面、底面および開閉可能

なカバー内部）で測ることとした。そのため、本試験はバッテリーが空になる耐久性試験終了直

後に各面を撮影することで記録した。 
 なお、測定結果の判定基準は、一般に人がやけどの恐れがない温度を想定して、他の汎用規

格の値を参考にするが、子供の場合に厳しくする可能性や、逆に保守員の場合は保護具着用の条

件で緩和する等の検討を加える予定である。 
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図Ⅲ.2.1.2-12 赤外線サーモグラフィカメラ 
 
 
(d) 感電試験 

本試験は、ロボットの電気回路や電源周りの充電部が人体に対してリスクがないかを調べるも

のであり、人の指を模したテストフィンガー（図Ⅲ.2.1.2-13）を用いて、ロボットのカバー隙間

や手が届く範囲の内部に差し込んで、充電していないかを確認するものである。特に、保守員が

ロボット内部にアプローチできる場合、予期せぬ充電部への接触を想定し、テストフィンガーは

指と同様に関節を持って曲げることができ、なおかつ 10N 程度の押しつけ力で隙間へ侵入するこ

とを前提とする。さらに、ロボット内部のエンクロージャーにアプローチできる場合、直径 1mm
プローブも使用する。 
実際の試験は、予め充電可能性部位を調査して絶縁されているかを確認しておき、充電部位の

み人体皮膚等価抵抗に流れる電流を測定する。なお、バッテリー駆動のロボットの場合、充電電

位よりも充電部位から流れる電流に注意する必要があり、ほとんどの場合電流制限値を規定する。 
今後は、ロボットの電気回路が単一故障を生じた場合の充電部の発生（間接接触に対する保

護）を考慮した試験方法を検討する。 
 

 
 

図Ⅲ.2.1.2-13 テストフィンガー（左は子供指、右は成人指） 
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(e) 騒音試験 
本試験は、対象ロボットが人の近傍を通過する際に人が受ける騒音レベルを測定するものでり、

リスクの高い音圧レベルや周波数成分がないかを確認するものである。そのため、ロボット走行

路に複数のマイクロホンを設置し、ロボット通過時の音圧変化を記録する。マイクロホンは 1m
間隔で人の耳の位置（立位および寝ている姿勢）に合計 4 本設置（図Ⅲ.2.1.2-14）し、走行路か

ら 1m 離れていると想定した。騒音計の測定は、A 特性フラットの瞬時モードとし、等価騒音レ

ベルを測るものとした。 
実際の測定は、ロボット走行路上に簡易の防音テントを設置して、いくつかの走行路面上で往

復走行させ、記録データをオフライン分析した。また、搭乗型ロボットの場合は、搭乗者も騒音

に曝露されるため、ヘルメットに騒音計を取り付けて走行時の騒音変化を記録した。屋内走行ロ

ボットの場合は、不快に感じるほどの騒音は体感することがなかったが、今後、大型や屋外走行

型のロボットが対象となる場合、判断基準を環境騒音規制とするのがよいか、議論が必要となる。 
 

 
 

図Ⅲ.2.1.2-14 通過騒音測定用 4 マイクロホンの設置状況 
（1m 四方の頂点に配置、後方は吸音材） 

 
② 耐荷重・衝撃試験方法の開発（担当機関：日本自動車研究所） 
(a) 背景と目標 
1) 試験の必要性 

生活支援ロボットが人と共存するなかで、安全に関わる部品が破損して危害を及ぼさないかを

確認する必要がある。移動作業型ロボットや搭乗型ロボットに加わる積荷や搭乗者の荷重に関す

る「耐荷重試験」、およびロボットと他の物体との衝突に関する「耐衝撃試験」の方法を開発す

る。 
2) 参考となる試験規格・基準と開発の必要性 

搭乗型ロボットに類似した製品として、電動車いすの試験規格（JIS T9203）がある。同試験

法では、電動車いすに、静的な引っ張り・圧縮荷重を加えることにより耐荷重性能を評価、また、

衝撃を加えることにより耐衝撃性能の評価を行っている。 
本研究・開発では、上記試験法を参考に、生活支援ロボットの仕様（使用形態、環境、性能、

形状）に適した試験装置の導入に加えて、試験方法・手順および安全基準案を提案することを目

指す。 
 
(b) 試験装置の導入 
1) 仕様の検討 
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前記(1)「 機械・電気安全、機能安全性の総合評価試験方法の開発」における試験対象ロボッ

トの仕様調査結果より、ロボットの想定 大寸法は、幅 1.0 m×奥行き 2.0 m×高さ 2.5 m 以下、

重量は 250 kg 以下とした。本試験法に用いる試験装置は、移動作業型ロボットや搭乗型ロボッ

トを対象として、荷重がかかると想定される部位に想定される方向の荷重を加え負荷力とその時

の変位を測定するよう設計した。 
2) 装置の概要 

本装置は、ロボット固定用定盤、昇降装置、負荷装置、検出装置、表示装置、制御装置、デー

タ収録装置、安全装置、付属品で構成される。 
 
 

     
 

  図Ⅲ.2.1.2-15 耐荷重試験機の外観  図Ⅲ.2.1.2-16 耐衝撃試験機の外観 
 
 

(c) 基礎試験 
ロボット研究開発実施者から提供されたロボットを用いて、試験を試行した。 

 
 

  
 

(a) 耐荷重試験    (b) 耐衝撃試験 
図Ⅲ2.1.2-17 耐荷重・耐衝撃試験の状況（電動車いすを用いた予備試験） 

 
 
1) 垂直静荷重試験 
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ロボットを水平な試験平面上に置き、電源を切っている電動車いすのシートの中心に質量 20 
kg、300×300 mm の大きさの砂袋を置き、その上から中心部へ規定のシート荷重負荷力を 10
分間加えた後、評価用件を確認した。 

2) アームサポート下方耐荷重試験 
ロボットを水平な試験平面上に置き、使用状態にある車いすに対し、両アームサポートとも先

端から 50 mm の位置で、同時に上方 15±2°の角度から、規定の荷重負荷力を荷重負荷パッド

によって 5～10 秒間加えた後、評価用件を確認した。 
3) バックサポート斜め耐衝撃性試験 

電動車いすの試験法に準じて、バックサポート高 320 mm 以上の搭乗型ロボットには、本試験

を適用した。水平な試験平面上にダミーの大腿部を乗せたロボットを置き、バックサポート上端

から下方 30±10 mm の中心線上に、質量 25 kg のおもりを 30°±2°の衝突角度で衝突させた。

2 回衝突させた後、破損のないことを確認した。なお、電動車いすの試験法では、ピボット機構

のバックサポートの場合は、バックサポート軸の水平線上におもりの重心を衝突させることと

なっている。 
 

4) 試験の結果から抽出された課題 
基礎試験の結果、試験装置について、以下の課題が抽出された。 
・垂直静荷重試験において荷重負荷力の制御方法がストローク制御のため、クリープ現象に

より、規定時間内に規定負荷力が減ってしまう。 
・アームサポート下方耐荷重試験において荷重負荷力の制御方法が両アームサポート同時制

御のため、片方のアームサポートが規定負荷力に達してストロークが停止した際に、もう

一方のアームサポートが規定負荷力に達しない。 
・バックサポート斜め耐衝撃試験において、ロボットの仕様（使用形態、環境、性能、形

状）に沿った試験の開発が必要である。 
 

(d) 試験装置の改良点 
上記の課題を解決するために、今後、装置に以下の改良を加える。 

・荷重負荷力の制御方法を荷重制御に変更し規定負荷力を持続できるようにする。 
・荷重負荷力の制御方法をアームごとの制御に変更しそれぞれ規定負荷力に達せるようにす

る。 
・耐衝撃性試験においてロボットの仕様（使用形態、環境、性能、形状）に沿った衝撃子を

つくる。 
 

(e) 試験法の策定 
基礎試験の結果、電動車いすの試験方法に以下の変更を加えることで、生活支援ロボットの試

験が可能であるととがわかった。  
・電動車いすと異なり、生活支援ロボットに加わる積荷や搭乗者の荷重は、ロボットの仕様

により大きく異なる。そこで、対象ロボットのリスクアセスメントの中で想定される 大

の静的荷重や衝撃を加えることとする。 
・生活支援ロボットのリスクアセスメントでは、歩行者がロボットに衝突してロボットが破

損するリスクが想定される場合がある。この場合、人体ダミーを衝突させるまたは、ロ

ボットをダミーに衝突させる。 
・電動車いすと異なり、生活支援ロボットに加わる衝撃は、ロボットの仕様により大きく異

なる。そこで、部位ごとにリスクアセスメントで想定される衝撃を加えることとする。衝

突相手が壁の場合には衝突試験装置を使用する。 
 

(f) 評価基準の策定 
評価基準は、安全に関わる部位に危害につながる破損が生じてはならないことである。電動車

いすと異なり、生活支援ロボットの場合、どの部位の破損が危害につながるかは、ロボットの仕

様により大きく異なる。このため、破損してはならない部位は、事前の安全妥当性確認計画に

よって決定する必要がある。 
今後、パイロットスタディにおけるリスクアセスメントおよび安全妥当性確認計画に基づき、

改良した試験装置による試験を実施して、 終的な試験法案を策定する。 
 



Ⅲ－25 
 

 
(3) 動的性能試験 
① 走行安定性評価指標の導出に関する研究開発（担当機関：産業技術総合研究所） 
(a) 背景と目標 
1) 試験の必要性 

移動型生活支援ロボットの転倒に起因する周囲にいる人への危害を防ぐためには、使用想定環

境における静止時における安定性を確認することが必要である。さらに、人間の重心移動で動作

する搭乗型ロボットの転倒や衝突に起因する危害を防ぐための試験として、人による試験ではな

く機器により走行安定性を客観的に行うことが必要である。 
 

2) 参考となる試験規格・基準と開発の必要性 
参考となる試験規格は、電動車いすや自動車を対象にした下記のものがある。静的安定性に関

しては電動車いすの規格が参考となるが、それを移動型生活支援ロボット用の試験手順に落とす

必要がある。また、人間の重心移動で動作する搭乗型ロボットの走行安定性に関しては、類似の

規格が存在しないため、開発の必要がある。 
・JIS T 9203:2006 （電動車いす）（ISO 7176-1:1999、ISO 7176-2:2001、ISO 7176-

4:2008 、ISO 7176-5:2008 、ISO 7176-6:2001、ISO 7176-10:2008、ISO 7176-11:1992 、
ISO 7176-13:1989、ISO 7176-14:2008 ） 

・JIS D 1010（自動車走行試験方法通則） 
・JIS D 1014（自動車加速試験方法） 
・JIS D 1015（自動車―惰行試験方法） 
・JIS D 1070、ISO 4138（乗用車―定常円旋回試験方法） 

など。 
 

(b) 試験装置の導入 
1) 仕様の検討 

移動型生活支援ロボットの静止時の転倒危険性を試験するための静的安定性試験装置について、

車いすの試験で使用されている既存の試験装置を参考に仕様を決定した。人間の重心移動で動作

する搭乗型ロボットの走行安定性に関しては、類似の試験装置が存在しないため、人間の重心移

動を模擬するための錘を移動可能な装置（重心移動制御装置）を開発することにした。 
2) 試験装置の概要 
i) 静的安定性試験装置 

ロボットの搭載ステージが 30 度まで傾斜する装置。試験中の転倒や転落、ずり落ち等を防止

するため、ロープ、転倒防止治具等の安全装置も装備されている。 
 
 

 
テーブルサイズ：2500mm×2500mm 
装置外形サイズ：L3106mm×W2670mm×H1874mm 
大傾斜角度 ：30 度（ 少設定値 0.1 度） 

傾斜速度   ：0.1～1 度/秒 
大搭載重量 ：250kg 

 

 
図Ⅲ2.1.2-18 静的安定性試験装置 

 
 

ii) 重心移動制御装置 
装置の内部に搭載されている錘が前後左右に動くものであり、その効果で重心位置を制御可

能とする装置。 
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装置外形サイズ：L350mm×W350mm×H1000mm 
錘移動範囲  ：前後 200mm×左右 100mm 
稼働錘    ：5～10kg 
本体定格重量 ：80kg 
 

 
図Ⅲ2.1.2-19 重心移動制御装置 

 
 

(c) 基礎試験 
1) 静的安定性試験 

静止時の転倒安定性を評価するとともに、転倒限界角度を確認する試験を実施した。ロボット

を前後左右に方向を変えて設置し、転倒直前の傾斜角度を計測した。 
ロボットの使用想定環境での 大傾斜角度以上において、各ロボット共に問題なく安定性を

保っていることが検証できた。人間の重心移動で動作する搭乗型ロボットに関しては、人が搭乗

して実施したが、機器のみで実施可能かどうかについて、今後検討する。 
2) 重心移動制御装置による走行安定性試験 

重心移動制御装置を用いて、制動性能試験および制動時の転倒安定性試験を行った。重心制御

装置を人間の重心移動で動作する搭乗型ロボットに乗せ、安定倒立状態を保持させた。その後、

装置内の錘を動かすことで重心位置を変化させ、基礎データを取得した。 
装置が有線になっているため移動距離が稼げないことや、外部からの計測装置によりデータ取

得できないことなど、試験装置側の課題がいくつか発生したため、現在装置の改良に取り組んで

いる所である。 
 

(d) 装置の改良 
1) 静的安定性試験 

転倒限界角度の検出方法が課題である。 
2) 重心移動制御装置による走行安定性試験 

装置の無線制御化、外部計測装置の導入、転倒防止装置の使用方法が課題である。 
 

(e) 試験法の策定 
静的安定性試験に関しては、電動車いすの静的安定性試験を参考に、移動型生活支援ロボット

用に試験手順を策定する。重心移動制御装置による走行安定性試験については、次項の「②走行

安定性試験方法の開発」に試験結果をフィードバックする。 
 

(f) 評価基準の策定 
静的安定性試験に関しては、使用想定環境における 大傾斜に対して、どの程度の余裕を見て

基準を策定するのか、例えば周囲のいる人が押したりする力などを考慮しながら、今後基準案を

策定する。重心移動制御装置による走行安定性試験については、人の重心移動に関する解析等も

実施しながら、客観的な試験結果を解析するなど、「②走行安定性試験方法の開発」と連携を取り

ながら基準を策定する。 
 
 

② 走行安定性試験方法の開発（担当機関：日本自動車研究所） 
(a) 背景と目標 
1) 試験の必要性 

生活支援ロボットが人と共存するなかで、生活支援ロボットの走行不安定に関連したハザード
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が搭乗者や周辺の人などに危害を及ぼさないかを確認する必要がある。ハザードとして転倒が想

定されるため、転倒により搭乗者や周辺の人などに危害を及ぼさないかを確認する。 
2) 参考となる試験規格・基準と開発の必要性 

搭乗型ロボットに類似した製品として、電動車いすの試験規格（JIS T9203）がある。同試験

法では、電動車いすの典型的な使用条件における走行安定性等を試験することとなっている。 
本研究・開発では、上記試験法を参考に、生活支援ロボットの仕様（使用形態、環境、性能、

形状）に適した試験装置の導入に加えて、試験方法・手順および安全基準案を提案することを目

指す。 
 

(b) 試験装置の導入 
1) 仕様の検討 

前述の「(1) 機械・電気安全、機能安全性の総合評価試験方法の開発」における試験対象ロ

ボットの仕様調査結果より、ロボットの想定 大寸法は、幅 1.0 m×奥行き 2.0 m×高さ 2.5 m
以下、重量は 250 kg 以下、走行速度は 15 km/h 以下とした。本試験法に用いる試験装置は、移

動作業型ロボットや搭乗型ロボットを対象として、想定される路面の種類、条件（乾燥・湿潤）

を再現できるよう設計した。 
2) 装置の概要 
i) 平坦路走行性試験装置 

様々な床の上を、ロボットが安定して走行（走る、曲がる、止まる）できるかを確認するた

めの試験装置である。路面の種類は、フローリング床、P タイル床、タイルカーペット床とし

た。床材を 1 m 角の正方形のセグメントとすることで、ロボットの使用想定環境に合わせて変

更することができる。 
ii) 傾斜路走行性試験装置 

大設定 10 度の傾いた床の上を、ロボットが安定して走行（走る、曲がる、止まる）できる

かを確認するための試験装置である。路面の種類は、フローリング床、P タイル床、タイル

カーペット床、セーフティーウォーク貼付床とした。床材を 1 m 角の正方形のセグメントとす

ることで、ロボットの使用想定環境に合わせて変更することができる。 
 
 

 
 

図Ⅲ2.1.2-20 平坦路走行性試験装置 
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図Ⅲ2.1.2-21 傾斜路走行性試験装置 
 
 

 
 

図Ⅲ2.1.2-22 試験路面の床材セグメント 
（左から P タイル床、フローリング床、タイルカーペット床） 

 
 

 
(c) 基礎試験 

ロボット研究開発者から提供されたロボットを用いて、試験を試行した。 
1) 高速度試験 

多目的走行性試験路に、JIS T9203（電動車いす）の測定区間(10 m)と同じ測定区間を設定し

て、この区間の通過時間を測定し、 高速度を算出する。これにより、設計仕様を超えた速度が

発生しないことを確認した。 
2) 平たん路制動試験 

多目的走行性試験路において、平たん路を 高速度で走行中に制動を開始し安全に停止、停車

できるかを確認する。JIS T9203（電動車いす）では 1.5 m 以内で停止、基準線から左右変位

0.5 m 以内で走行できることを規定しているため、本基礎試験でも、この評価を試行した。 
3) 旋回試験 

傾斜走行性試験路において、降坂中に急旋回して安定性を確認した。JIS T9203（電動車い

す）では、速度・傾斜を指定しているが、本基礎試験では、ロボットの設計仕様で想定した 大

の傾斜を設定し、 高速度、 小旋回半径で走行した。 
4) 試験の結果から抽出された課題 
・ 高速度試験において、測定区間の 10 m は必要以上に長いことがわかった。今回試験した生活
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支援ロボットの 高速度は 6 km/h であるため、1 m 以内の走行距離で安定した 高速度に達

する。効率的な試験のためには、適切な長さの測定区間を設定する必要がある。 
・平たん路制動試験において、停止位置の変位計測はロボットの仕様・種類によっては困難で

あった。また、可能な場合にも計測装置の設定に時間がかかるために、効率化の検討が必要で

ある。 
・床材（1 m 角の正方形のセグメント）に反りが発生した。これを抑える工夫が必要。 
・基礎試験では全種類の路面について走行したが、効率的な試験のためには標準的な試験路面を

設定することが望ましい。検討が必要である。 
 
(d) 装置の改良 

平成 23 年度に、床材（1 m 角の正方形のセグメント）の反りを抑えるための改良を行う。 
 

(e) 試験法の策定 
基礎試験の結果、電動車いすの試験方法に以下の変更を加えることで、生活支援ロボットの試

験が可能であるととがわかった。  
i) 高速試験 

測定区間をロボットの性能にあわせて設定可能にする。しかし、計測精度を確保するために 2 
m 以上を確保する。 

ii) 平たん路制動試験 
効率化のために停止位置の変位計測は計測せずに、走行幅を規定し、その範囲内で転倒せず

に停止できるかを確認する。 
iii) 旋回試験 

ロボットの設計仕様で想定した 大の傾斜を設定し、 高速度、 小旋回半径で走行する。 
iv) 各試験における路面の選定 

想定される路面全てで試験することは非効率である。想定される中で も不安定となると考

えられる路面で試験をすることとする。 
 
(f) 評価基準の策定 

評価基準は、走行時の不安定により危害が発生しないかである。基本的には、想定されるすべ

ての走行条件で、転倒しないことを基準とする。基礎試験では、転倒しないが車輪等が浮く例が

見られたが、これが危害につながらない限り問題ないと評価することとする。また、転倒しても

安全を確保する仕様のロボットについては、別途、ダミーを用いた転倒時評価試験を行うことと

する。 
制動時に許容される逸脱幅は、本年度、複数のロボットの仕様を参考にして検討する必要があ

る。 
 
 

③ 耐久性試験方法の開発（担当機関：産業技術総合研究所） 
＜移動作業型・搭乗型ロボットの試験方法＞ 
(a) 背景と目標 

移動作業型や搭乗型ロボットが走行中に破損や損壊したときの、搭乗者および周囲の対人傷害

を防止するため、走行におけるシステムの耐久性能を試験する。 
 

(b) 試験装置の導入 
1) 仕様の検討 

車輪型のロボットのためのドラム式走行耐久性試験装置と、前方向移動用オムニホイールや脚

機構による移動ロボットのためのベルト式走行耐久性試験装置の 2 種類の仕様を揃える。 
2) 装置の概要 
i) ドラム式走行耐久性試験装置 

車輪を載せるドラムを 2 本備え、そのドラムを駆動する動力と、ドラムに負荷をかける負荷

印加装置を搭載する。 
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被評価ロボットサイズ：L2m×W1m×H2.5m 
装置外形サイズ：L2750mm×W1750mm×H1470mm 
ドラムサイズ ：φ250mm×1,200mm 
ドラムピッチ ：275mm～1100mm 
大搭載重量 ：250kg 

 
図Ⅲ2.1.2-23 ドラム式走行耐久性試験装置 

 
 

i) ベルト式走行耐久性試験装置 
前方向移動用オムニホイールや脚機構による移動ロボットをベルト上で走行させる。ベルト

上でロボットが一定の位置にとどまるために、センサによりロボットの位置を計測し、ベルト

の速度を制御する。 
 
 

 

 
ステージサイズ：L2.5m×W1.5mm  
装置外形サイズ：L4000mm×W2200mm×H1500mm 
走行速度   ：0～15km/h 
加速性能   ：2m/s2以上 
大搭載重量 ：250kg  

 
図Ⅲ2.1.2-24 ベルト式走行耐久性試験装置 

 
 

(c) 基礎試験 
ドラム式走行耐久性試験機に、試験対象とする車輪移動型ロボットを拘束冶具により固定し、

実際に作業する状態を模した状態でドラム上を走行する条件を解析する基礎試験を行った。 
ロボットに加わる走行抵抗により、ロボットの消費電力が大きく異なるため、適切な走行負荷

を設定する方法を定める必要がある。また、清掃など作業を行うロボットは、清掃装置なども稼

動した状態で、走行負荷抵抗を設定する必要がある。 
 

(d) 装置の改良 
試験対象ロボットの仕様に応じて、ロボット固定用冶具の取り付け部品を追加導入する必要が

ある。 
 

(e) 試験法の策定 
耐久性試験時の走行負荷を試験装置上で再現するための予備電流試験法の策定した。ロボット

の作業環境に即した平坦路において、通常動作時の走行速度での消費電流を予備電流として計測

し、ドラム式耐久性試験装置に搭載した走行負荷印加装置で計測した予備電流となるように走行

負荷値を決定する。 
 

(f) 評価基準の策定 
対人安全に係わる損傷や過熱の有無を確認する。 
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＜装着型ロボットの試験方法＞ 
(a) 背景と目標 
1) 試験の必要性 

装着型生活支援ロボットは、身体に装着して外力を加える機器であるため、使用者の安全を確

保すべく、耐久性に関する適切な試験評価を実施する必要がある。 
2) 参考となる試験規格・基準と開発の必要性 

装着型生活支援ロボットは、ようやく実用化の端緒を迎えた段階であるため、直接参照可能な

規格は少ない。そのため、JIS T 0111（義肢－義足の構造強度試験）等、義肢装具関連の規格等

を参照しつつ、装着型生活支援ロボットの耐久性に関する試験方法や基準等について検討を行う

必要がある。 
 

(b) 試験装置の導入 
1) 仕様の検討 

特に歩行支援を目的とした生活支援ロボットを対象として耐久性試験を行うため、人間の下肢

を模した形状の装着型ロボ耐久性試験機を製作することとした。義足の規格に定められた試験負

荷レベルを規範として、体重 60kg、80kg、100kg の 3 タイプとし、（独）製品評価技術基盤機構

の人間特性データベースを参照して各部寸法を定めた。 
 

2) 装置の概要 
装着型ロボ耐久性試験機は、人間の腰部および下肢を模した形状であり、股関節、膝関節、足

関節の屈曲・伸展の自由度を有する。試験装置自体はアクチュエータを持たず、試験対象とする

ロボットによって動作が実現されるものとする。 
 

 

 
体格（体重） ：60kg、80kg、100kg の 3 タイプ 
体格（身長） ：160mm～180mm（想定） 
転倒防止装置 ：平行ダブルリンクによる腰部固定 
動力     ：なし 

 
図Ⅲ2.1.2-25 装着型ロボ耐久性試験機 

 
 

(c) 基礎試験 
装着型ロボ耐久性試験機に試験対象とするロボットを装着し、バッテリーの持続時間分連続動

作をさせる基礎試験を行った。 
ロボットに加わる負荷の割合や歩行速度などによって、ロボットの挙動が大きく影響されるた

め、適切な設定方法を定める必要がある。また、安全性についてより適切に評価するため、バッ

テリー寿命を越えた長時間の耐久性を評価する方法について定める必要がある。 
 

(d) 装置の改良 
ロボットに加わる負荷や歩行速度を適切に設定する方法を試験方法に導入するため、トレッド

ミル型試験装置および関節の抵抗力等を制御的に再現可能な下肢型試験装置の製作を行っている。 
 

(e) 試験法の策定 
JIS T 0111 等を規範として、試験方法の素案を作成し、基礎試験を通じて、その妥当性につい
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て検討を行った。検討結果に基づき、試験方法の原案を作成し、作成した原案に基づいて検証試

験を試行し、試験方法・手順案を完成する計画である。 
 

(f) 評価基準の策定 
安全性に関わる不具合の有無について目視による判定を行うことを基本として検討を進めてい

る。JIS T 0111 等における評価方法を規範として、試験方法の素案における評価項目を設定した。 
上に述べた考え方に沿って、また基礎試験の結果等を踏まえて検討を行い、評価基準案を策定

する計画である。 
 
 

(4) 制御性能試験 
①環境認識(特に人検知)性能試験方法の開発（担当機関：産業技術総合研究所） 
(a) 背景と目標 

環境認識機能、特に人の検知機能は、人との共存を想定する生活支援ロボットの安全性を確保

する上で欠かせない機能であり、その性能試験方法の開発が必要である。特に外部から光の干渉

を与えた場合の性能の確認は、重要な試験方法である。 
参考とすべき試験規格・基準として、機械類の安全性－電気的検知保護設備－に関する規格

（JIS B 9704-3）がある。 
 

(b) 試験装置の導入 
環境認識性能試験として、光干渉試験を実施するための装置を導入した。JISB 9704-3 の 5.4.6

に準拠あるいは参照した光干渉試験を実施する。 
環境認識性能試験装置の外乱光源として、人工太陽灯、白熱電球、蛍光灯、ストロボ光、セン

サ自身の干渉を用いる。 
 

(c) 基礎試験 
基礎試験の結果は以下のとおりである。 

1) 試験内容 
産総研で開発した模擬 EPSE（電気的検知保護装置）を対象とした光干渉試験を実施する。試

験時のロボットの状態は、対象となるセンサコンポーネントの電源 ON として行い、センサコン

ポーネントは、ロボットから取り外した状態でも、ロボットに装着した状態でもよい。 
2) 試験対象 

模擬 EPSE のセンサとして Microsoft 社の Kinect を利用する。 
3) 検出区域 

センサの視野内で、かつセンサから 1m 以内の 3 次元領域とする。 
4) 模擬 EPSE の設定 

・有効画素（640-480）のうち、1m 以内の観測結果が得られた画素数が 10％を超えたらオフ状

態になる。 
・有効画素のうち、観測不能の画素数が 20％を超えたらロックアウト状態になる。 
・上記以外はオン状態となる。 
・ロックアウト状態からは、リセットをかけないとオンまたはオフ状態に復帰できない。 
・観測不能画素は、オクルージョン、サチュレーション、および、物体なし。 
・つまり、 大観測距離（実質 8m 程度）を超えた距離は観測不能扱いになる。 
・モニタ上に、観測画素を色分けで表示する。 

・黒  ：未検出 
・グレー ：検出（1m 以内）しかしオン状態。侵入物とみなさず無視 
・シアン ：検出かつオフ状態 
・黄  ：観測不能画素 
・赤  ：ロックアウト 
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図Ⅲ2.1.2-26 オン状態（モニタで黄色表示）  図Ⅲ2.1.2-27 ロックアウト状態 
      （モニタで赤色表示） 

 
5) 試験手順 

i) 模擬 EPSE を三脚に設置 
ii) 環境認識性能試験装置の白熱電球光源を三脚で設置 
  模擬 EPSE のセンサから約 1.5m の位置 
  模擬 EPSE の視野内 
  模擬 EPSE のセンサ方向に光照射 
iii) センサ位置で照度を測定 
iv) 模擬 EPSE を起動し、侵入物が存在しない状態で正常動作（オン状態）であることを確認 
v) 白熱電球光源を点灯し、照度を測定 
vi) 模擬 EPSE が正常動作（オン状態）であることを確認 
vii) 白色試験片を検出区域内に挿入し、模擬 EPSE の正常動作（オフ状態）を確認 
viii) 白色試験片を除去し、模擬 EPSE の正常動作（オン状態）を確認 
ix) 白熱電球光源を消灯し、模擬 EPSE の正常動作（オン状態）を確認 
x) センサ位置で照度を測定 

6) 実施結果 
試験手順の iii) ：照度約 50 ルクス 
試験手順の iv) ：OK 
試験手順の v) ：照度約 700 ルクス 
試験手順の vi) ：NG。ロックアウト状態を確認できた。以降の試験手順は実施しない。 
 

(d) 装置の改良 
外乱光源として、JIS B 9704-3 が規定していない人工太陽灯を用いる試験が課題である。 
 

(e) 試験法の策定 
試験は JIS B 9704-3 に準じた方法・手順で行う。 
 

(f) 評価基準の策定 
JIS B 9704-3 が規定していない人工太陽灯に関して、今後基準案を策定する。 

 

 
②軌道追従安定性試験方法の開発（担当機関：産業技術総合研究所） 
(a) 背景と目標 

移動ロボットは、設定された移動経路を正確に追従することは重要な機能である。しかしなが

ら、生活支援用途のロボットにおいては、産業用ロボットほど厳密な追従性は要求されることは

なく、ある程度の性能を有すれば、安全性は確保されると考えられる。本研究開発プロジェクト

では、移動を伴う安全性検証のための試験項目もあることから、軌道追従安定性単独での試験を

せず、次項目の障害物（移動・静止）検知・対応試験結果を踏まえて、評価をすることにした。

軌道追従に関連する既存規格としては、JISD6805（無人搬送車―特性・機能試験方法）があり、

産業用ロボットである無人搬送車の走行精度試験、正常停止試験、旋回試験が規定されている。 
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(b) 試験装置の導入 
次項目の害物（移動・静止）検知・対応試験で導入された三次元動作解析装置を利用して測定

を行った。 
 
(c) 基礎試験 

次項目の害物（移動・静止）検知・対応試験で行った基礎試験を共有した。 
 
(d) 装置の改良 

三次元動作解析装置と映像記録用カメラ装置との連携が望まれる。 
 
(e) 試験法の策定 

実際の試験は、障害物（移動・静止）検知・対応試験の中で行われる。この試験では障害物に

対しての対応動作が試験されるが、それに先立って障害物がない環境での予備走行が行われる。

この予備走行は自律で行われるが、この予備走行軌跡を三次元動作解析装置で測定する。この測

定結果を当初設定していた経路と比較することにより評価を行う。 
 

(f) 評価基準の策定 
評価項目として、設定経路からのずれ、停止位置の誤差、停止時の姿勢等を取り上げる。 
 
 

③障害物（移動・静止）検知・対応試験方法の開発（担当機関：産業技術総合研究所） 
(a) 背景と目標 
1) 試験の必要性 

生活を支援する移動ロボットは、人との共存空間での使用を想定しているため、特に周辺の人

や物、障害物等との接近における検知と対応の安全性に対する確認が必要となる。そのため、周

辺の障害物（移動・静止）の検知とその対応（減速・停止）能力に関する試験方法などの開発を

行う。 
2) 参考となる試験規格・基準と開発の必要性 

参考となる試験規格・基準は、以下のようなものがあげられる。 
無人搬送車の規格である JIS D6802、JIS D6803、JIS D6804、JIS D6805、人を検知する保

護設備に関する IEC/TS 62046（JIS TS B 62046）（PSPE）、そのほか、JIVAS A05、JIS 
B9707、JIS B9708、JIS Z9711 などが関連し、参考となる。 
対象となるロボットは、想定環境や想定障害物などが様々に考えられるため、その多様性に対

応する必要があるため、対象ロボットにあった試験方法や評価基準の開発が必須となる。 
 

(b) 試験装置の導入 
1) 仕様の検討 

試験装置として、図Ⅲ2.1.2-28 に示すような装置構成を検討し、想定される試験対象ロボット

と試験環境に応じて、それぞれの仕様の検討を行った。建屋内の走行関連試験エリアの内、三次

元動作解析装置の試験エリアは 15m 四方の広さとなっており、試験ロボットや対象障害物の移

動速度の想定に合わせて、各装置の仕様を定めている。仕様の詳細は以下の概要で示す。 
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ロボット走行状態模擬装置障害物接近再現装置

試験対象ロボットロボットモックアップ人間模型

シャーシダイ
ナモ改造

舵角センサ

３次元動作解析装置

映像記録用カメラ・装置

制御PC等

接近

接近

障害物検知
センサ

模擬装置の利用または３次元動作解析装置の試験エリアの走行  
 

図Ⅲ2.1.2-28 障害物（移動・静止）検知・対応試験環境の例 
 
 
2) 装置の概要 

障害物（移動・静止）検知・対応試験で用いる主たる装置の概要を以下に示す。 
i) 三次元動作解析装置 

この装置は、試験エリアの周囲に取り付けられたカメラから、マーカと呼ばれる光を反射す

る球体の動きを検知することによって、マーカを付けた試験対象ロボットの動作をはじめ、対

象障害物やその動きを数値化して記録し、解析をする装置である。  
装置仕様：幅 10m× 奥行 10m× 高 2m の範囲を cm 分解能で計測が可能である。幅 4m× 

奥行 4m× 高 2m の範囲を mm 分解能で計測である。同時計測点は 70 以上、12km/h の移動

体を捕捉可能である。 
 
 

 
 

図Ⅲ2.1.2-29 三次元動作解析装置カメラ(右上)、マーカを取り付けた対象障害物(右下)、 
試験エリアと計測の様子(左) 

 
 

ii) 障害物接近再現装置 
この装置は、様々な接近対象となるダミーの動きを模擬的に再現するもので、その接近動作

に対して移動ロボットが安全に対応できるかを三次元動作解析装置と共に試験する装置である。 
装置仕様：幅 544mm× 奥行 544mm× 高 261mm、車体 高速度：4m/sec（20kg 積載時）、

車体 高加速度：2m/sec2（20kg 積載時）、 大積載重量：80kg、軸数：8 軸（車輪 4 軸、操

舵軸 4 軸）。 
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図Ⅲ2.1.2-30 障害物接近再現装置(右)、対象障害物(大人)を取り付けた装置(左) 
 
 

iii) ロボット走行状態模擬装置 
試験対象ロボットが、移動障害物との共存を想定し、移動しながら衝突回避動作を行う場合

には、試験エリアの広さの制約から、双方を動かすことは移動速度によっては困難となる。そ

のため、この装置は、試験対象ロボットを台上に固定した状態で、走行状態の挙動を把握可能

であり、移動障害物に対する試験対象ロボットの挙動を障害物接近再現装置と連携して、動作

計測と再現を行うことが可能な装置である。 
装置仕様：被評価用ロボット 大値：外形 幅 1000mm×奥行 1700mm×高さ 2500mm

（テーブルサイズφ2000mm）、 大積載重量 250kg、ホイールベース： 大 1500mm、トレッ

ド： 大 800mm、走行速度：15km/h、制動トルク： 大 15N/m、車輪駆動動力：0.4kW／１

輪、加減速度： 大 4m/sec 等である。  
これらの装置のほか、対象となる障害物として、壁（布パーティション、フェルト布：黒、

鏡、ガラス：透明、柵：網目フェンス）、円柱（PV13、φ200、φ350）、人（マネキン：成人、

子供）などを用意し、それぞれに計測用マーカを装着している。 
 

 
 

図Ⅲ2.1.2-31 ロボット走行状態模擬装置(左)、電動車いすを搭載した状態(右) 
 
 
(c) 基礎試験 

基礎試験では、図Ⅲ2.1.2-32 のように三次元動作解析装置によるマーカセットの時系列キャプ

チャデータを用いて、対象ロボットと障害物との接近距離等のデータを整理している。 
 
 

 
 

図Ⅲ2.1.2-32 基礎試験の様子(左)、三次元動作解析装置画面(中央)、 
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接近距離と速度グラフ(右) 
 
 
基礎試験として、試験対象ロボットの想定する環境内での代表的な周辺障害物に対する接近状

態を再現し、相対的な距離や速度等を計測し、安全性を評価した。試験は想定に合わせて、対象

（壁、人、ロボット等）や動きを変えて、数パターン以上行った。 
試験対象ロボットには様々な形状があるため、三次元動作解析装置のマーカを装着して計測す

る位置は、対象となる障害物のマーカ位置や動作などを含めて、データの整理や分析がしやすく、

補正を考慮する必要がある。 
 

(d) 装置の改良 
それぞれの装置は単独での動作を確認し、基礎試験での使用は可能であるが、今後は連携した

動作を行うための改良、改修が必要である。 
 

(e) 試験法の策定 
表Ⅲ2.1.2-4 に示すような試験方法における確認項目で試験を実施することを提案している。 
 
 

表Ⅲ2.1.2-4 試験方法の原案 
 

壁（布パーティション

壁（フェルト布：黒）
壁（鏡）
壁（ガラス：透明）
壁（柵：網目フェンス
円柱（PV13）
円柱（φ200）
円柱（φ350）

人（マネキン：成
人）

人（マネキン：子供
７才）

その他（ロボット運
用環境内の想定に
よるもの）

ロボットの運用環境
内の想定

通路（パーティショ
ン）

低幅内：通過／
転回

通常運用の移動速度で直進走行，転回
する（選択できる場合には全ての速度）

通路に接触せずに停止することを確
認（ロボットが向きを変える時の接
触）

ドア（パーティション代通路半分

円柱（PV13）
円柱（φ200）
円柱（φ350）

人（マネキン：成人）

人（マネキン：子供
７才）

その他（ロボット運
用環境内の想定に
よるもの）

ロボットの運用環境
内の想定

JISD6805，
JIVAS A05

人（マネキン：成人）

人（マネキン：子供
７才）

車いす
他ロボット（モックアッ

その他（ロボット運
用環境内の想定に
よるもの）

人（マネキン：成
人）

人（マネキン：子供
７才）

人（マネキン：成人
男性）

人（マネキン：子供
７才）

車いす
他ロボット（モック
アップ）

その他（ロボット運
用環境内の想定に
よるもの）

回避

減速・停止までの一連動作、障害物
とロボットまでの距離を三次元動作
解析装置と実測で計測。

回避の一連動作、障害物とロボット
までの距離を三次元動作解析装置
と実測で計測。

各障害物に衝突せずに停止するこ
とを確認

各障害物に衝突せずに回避するこ
とを確認（回避時の通路幅は環境想
定に合せる）

正面/３０度／45度
／６０度／横／追
抜き

JISD6805，
JIVAS A05

JISD6805，
JIVAS A05

JISD6805，
JIVAS A05

JISD6805，
JIVAS A05

＋
JISB9707，
JISB9708，
JISZ9711

＋
JISB9707，
JISB9708，
JISZ9711

通常運用の移動速度で直進走行する
（選択できる場合には全ての速度）：５m
程度離れた位置からの接近

＋
JISB9707，
JISB9708，
JISZ9711

各障害物に衝突せずに停止するこ
とを確認

正面／真横／背面

＋
JISB9707，
JISB9708，
JISZ9711

JISD6805，
JIVAS A05

通常運用の移動速度で直進走行する
（選択できる場合には全ての速度）：５m
程度離れた位置からの接近，移動障害
物は対向条件により，想定される移動
速度で移動させる（例：人の場合：
0.3m/s，0.5m/s，1.0m/s，車いすの場
合：2km/h，4km/h，6km/hなど．障害物
接近再現装置を利用）

＋
JISB9707，
JISB9708，
JISZ9711

減速・停止までの一連動作、障害物
とロボットまでの距離を三次元動作
解析装置と実測で計測。

正面/45度

中央／ロボット幅境
界内

正面／真横／背面

障害物（移動）検知・
対応性能

正面/３０度／45度
／６０度／横／追
抜き

通常運用の移動速度で直進走行する
（選択できる場合には全ての速度）：５m
程度離れた位置からの接近

回避の一連動作、障害物とロボット
までの距離を三次元動作解析装置
と実測で計測。

減速・停止

移動再開

中央／ロボット幅境
界内

正面／真横／背面

移動ロボットが運用する範囲内にお
いて想定される障害物に対応する
対象物と項目のみを行う（ロボットの
移動機構により，斜めや横方向の移
動を行うことがある場合には走行方
法に追加する．）経路の移動方法に
ついては，ロボットの通常運用に合
せる（ガイドなど）．

減速・停止後に障害物が移動すること
を想定．障害物（人）の移動は，45度，
横，後方とする（例：人の場合：0.5m/s，
1.0m/sなど．障害物接近再現装置を利
用）

通常運用の移動速度で直進走行する
（選択できる場合には全ての速度）：５m
程度離れた位置からの接近，移動障害
物は対向条件により，想定される移動
速度で移動させる（例：人の場合：
0.3m/s，0.5m/s，1.0m/s，車いすの場
合：2km/h，4km/h，6km/hなど．障害物
接近再現装置を利用）

減速・停止

障害物（静止）検知・
対応性能

性能確認項目 ロボットの対応機能
障害対象物
（材質・想定）

対向条件
(想定内を選択)

参考規格 走行方法 計測方法

各障害物に衝突せずに回避するこ
とを確認（回避時の通路幅は環境想
定に合せる）

障害物が移動開始し，ロボットの移
動経路上の障害とならない状況と
なった後の移動の再開における一
連の動作を三次元動作解析装置で
計測。

障害物に接触せずに移動を再開す
ることを確認

備考評価内容

回避

 
 
 
(f) 評価基準の策定 

障害物（移動・静止）検知・対応の試験において、評価基準は、衝突せずに安全な距離を維持

可能であることであるが、人に対する対応に関しては、接近の恐怖感などを考慮した安全距離の

基準などを考えていく必要がある。 
試験対象となるロボット研究開発実施者との協議を行い、想定環境と試験項目に関する必要性

の整理などを行い、評価基準についても参考規格を考慮して、策定を進める。 
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④緊急停止性能試験方法の開発（担当機関：労働安全衛生総合研究所） 
(a) 試験方法の検討 

ロボットの緊急停止性能は、停止のトリガが入ってから制動がかかって、ロボットが物理的に

停止するまでの時間（距離）で表され、停止のトリガ信号を出力する接触・非接触式センサの特

性とロボットのブレーキ性能に大きく依存する。これらの特性評価試験は障害物検知試験や衝突

試験等において計測されるため、本試験の内容がこれらの試験と重複しないように整理した結果、

ロボットの接触式センサをトリガとする停止過程中の接触力変化を記録することとした。 
 

(b) 試験装置 
試験対象のロボットは、テープスイッチやバンパセンサ等を持つ移動型ロボットとし、これら

のセンサに人を含む障害物が接触してから停止するまでの間に、ロボットが障害物に及ぼす挟圧

力を 3 分力ロードセル（図Ⅲ2.1.2-33）により測定した（図Ⅲ2.1.2-34）。ロボットに接触するプ

ローブの裏側にこのロードセルが貼られており、押しつけ力としての進行方向成分以外に、上下、

左右方向の成分も測定できる。測定条件は、 
床面：鋼鉄板、カーペット 
プローブ材質：高力アルミ、ポリウレタン 

とし、ロボットを接触想定速度でプローブへ直進させて、プローブ接触後に挟圧状態をしばらく

維持することとした。 
 
 

レーザー変位計
接近速度確認，接触位置確認用

プローブ
ポリウレタン（ショアA30）

3分力
ロードセル

40

35

ポリウレタン

高力アルミ

上

下

右
左

進行

 
 

図Ⅲ2.1.2-33 緊急停止性能測定装置外観（挟圧力計測部） 
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図Ⅲ2.1.2-34 緊急停止性能試験装置による測定方法 

 
 

(c) 評価項目 
測定結果の判断基準は、機械ガードやエレベータ、自動回転ドアの規格を参照して、 

 ・動的挟圧力が 150N を 初に超えた時点から 0.5s 間のピーク値 
 ・静的挟圧力が上記後の 4.5s の間の挟圧力 

で評価することとした。接触式センサの検出感度にも依存するが、ロボットが完全停止後に人

を挟んで押しつぶしている状況を回避するためには、高速な接触検知と速やかな制動・停止が求

められることになり、一般に大型で重いロボットでは上記の評価値は、これらの参照規格の機械

と比較すると下回ることは困難と予想される。 
 

(d) 今後の予定 
ロボットが直進してプローブに押し当てるという試験方法は、接触状態の均一性を得ることが

難しく、測定値のバラツクを生じやすかった。そのため、接触方法の変更とそれに伴う装置の改

良を予定している。また、評価基準についても、既存の閾値が適用可能かを精査する必要がある。 
 
 

(5) 対人安全性能試験 
①衝突安全性能試験方法の開発（担当機関：日本自動車研究所） 
(a) 背景と目標 
1) 試験の必要性 

生活支援ロボットが人と共存するなかで、如何なる場合にも安全方向に機能し危害を及ぼさな

いかを確認する。対人安全性能試験では、生活支援ロボットが周辺の人に衝突した場合の安全性

能、さらに搭乗型においては、搭乗者に対する安全性能の評価できる試験方法の開発を行う。 
2) 参考となる試験規格・基準と開発の必要性 

道路運送車両の保安基準 別添 23「前面衝突時の乗員保護の技術基準（自動車の衝突試験） 
」を参考とする。 
生活支援ロボットが衝突した際の衝撃度合いを人体模型（ダミー）で測定し、そこで得られた

物理量を傷害基準値に変換してロボットの衝突安全性能を評価する。安全性能を評価するために

必要となる傷害基準値は、自動車の乗員保護に係わる法規などを参考として、生活支援ロボット

に適した値を提案する。 
 

(b) 試験装置の導入 
1) 仕様の検討 

生活支援ロボットとしては、高齢者、要介護者に対して移乗・移動支援、人間に装着して上肢

動作・下肢動作支援、搭乗支援に分類される。これらのロボットの想定 大寸法は、幅 1.0m×

奥行き 2.0m×高さ 2.5m 以下、重量は 250kg 以下とする。なお、衝突試験では移動型および搭

乗型ロボットを対象として、これらのロボットが出し得る 高速度は 20 km/h と設定した。 
衝突安全性能試験では、ロボットの衝突対象として、子供（6 歳相当）、小柄な大人、平均的な

大人を模擬した人体ダミーへの衝突試験を実施し、人体ダミーに加わる衝撃度合いを測定する。 
2) 装置の概要 

牽引装置、衝突用バリア装置、人体ダミー（大人）、人体ダミー（小柄な大人）、人体ダミー

（子供）、面圧測定装置、３次元測定装置、ダミー校正システム、ダミー測定装置で構成される。 
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図Ⅲ2.1.2-35 衝突安全性試験装置の全景 
 
 

(c) 基礎試験 
1) 事故再現試験 

自動車の衝突安全性評価に開発された人体ダミーをロボット評価として用いた場合の問

題点を洗い出すために、一般生活環境で発生する事故を再現した試験を実施し、事故での

傷害程度とダミーの応答を比較した。事故データは、国立成育医療センターで収集された

データで構築された身体地図情報検索システム（Bodygraphic Information System）から

引用した。同時に、剛体モデルによるコンピュータシミュレーションも行い、人体ダミー

による試験で不足する年齢や体格の差異による影響などのデータも収集した。 
 
 

    
 

図Ⅲ.2.1.2-36 人体ダミーによる事故再現試験の状況 
 
 

    
 

図Ⅲ.2.1.2-37 コンピュータシミュレーションの例 
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2) 生活支援ロボットを想定した衝突試験 

搭乗型ロボットの衝突時における乗員の安全性能を評価するために、搭乗型ロボットを想定し

た電動車いすに人体ダミーを搭乗させ、5、10 km/h の速度で固定壁に衝突させた。また、6 
km/h で走行してきた移動型ロボットと構造物（壁）の間に人が挟まれた状態を模擬した衝突試

験を行った。これらの試験では、人体ダミーの主要部位である頭部、胸部、頚部の衝撃量を測定

した。 
 

      
 

図Ⅲ.2.1.2-38 対人安全性能に関する基礎試験状況 
 
 
3) 試験の結果から抽出された課題 

事故の再現試験の結果から、自動車用人体ダミーは大きな速度変化を伴うような物理量（加速

度）の測定には適しているが、ロボットとの衝突で想定されるような挟まれによる押し潰しなど

の準静的に相当する事象の評価ではその測定能力が低いことがわかった。このため、自動車用人

体ダミーを改良し、圧迫などを感知できるセンサを顔面、胸部、腹部に装備することが必要と

なった。 
同一条件による試験を 5 回繰り返した際の反復性を壁面に生じた荷重で判断すると、荷重値の

変動係数は 3%と良好な値を示した。これに対し、人体ダミーで計測されたデータの例として脚

部の荷重をみると、試験毎で異なる値を示しており、バリア荷重に対して、ばらつきが大きくな

る結果となった。その要因としては、ロボットが衝突する瞬間の位置精度が挙げられる。具体的

にはロボットとダミーの衝突位置がずれることで、ロボットが衝突点を支点として回転する挙動

となり、ダミーに入力される衝撃が結果として緩和されたものと推察する。このため、試験結果

の信頼性を高めるためには、ロボットを精度良く衝突させる装置および手順が必要となる。 
 

(d) 試験装置の改良 
人体ダミーの頭部、腹部および腕などの部位において、圧迫による傷害を評価できるセンサを

追加する。 
ロボットの衝突位置の精度を向上させるために、牽引装置に付属する牽引台車に改良を加え、

衝突点まで牽引できるようにする。同時に左右方向のずれ防止策も講じる必要がある。 
 

(e) 試験法の策定 
ロボットの衝突速度は、カタログに記載される 高速度とする。 
衝突形態は、ロボットとの衝突によって人が受ける衝撃が も大きくなる、ロボットと壁の間

に人が挟まれるパターンを基本とする。なお、搭乗型ロボットでは、搭乗者として も質量の重

い人体ダミー（大人）を搭乗させ、挟まれるパターンに加えて、搭乗者の安全性を評価するため

に、壁面への衝突パターンも実施する。 
試験の評価は、人体ダミーで測定した物理量を傷害値に変換し、評価基準の策定において設定

した閾値との対比により安全性を評価するものとする。 
 

(f) 評価基準の策定 
生活支援ロボットが関与した事故によって人が被る怪我の程度が明確であれば、その怪我以下

となる評価基準とすることで、より高い安全性が確保できる。しかし、実際には生活支援ロボッ
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トが普及する前段階であり、事故例もほとんど無い状況下においては、すでに安全性評価で用い

られている基準を参考として、ロボットの評価用として変換することが有効と思われる。具体的

には、自動車の乗員保護で規定されている傷害基準値を参考とする。ただし、自動車の場合は傷

害の対象が重傷以上であるため、現在の基準値をそのままロボットの安全性評価に用いると相対

的に緩めの基準となり得る。ロボットは人の生活空間で共存することから、評価基準の設定には

高い安全性が要求されることが必至であり、軽傷以下の傷害についても基準値を設定する必要が

ある。 
具体例として、頭部傷害値（HIC：Head Injury Criteria）の自動車乗員保護基準では 700（頭

蓋骨の骨折確率は 30%）が閾値となるが、ロボットの安全性評価では、例えば骨折の確率が 5%以

下となる 270 が現実的な目安となり得る。いずれにしてもロボットの安全性評価の閾値について、

現在実施している試験や調査結果を踏まえて、より適切な値を設定することになる。傷害評価の

対象部位としては、頭部、頚部、胸部、腹部が必須となるが、部位によっては、耐性値や傷害の

発生メカニズムが解明されていない点もあり、特に子供の傷害については不明な点が多いことか

ら、関連機関が実施している 新の研究成果を参考に設定していくことになる。評価すべき傷害

については、骨折、関節や腱の傷害、脳の傷害に加え、裂傷とした。なお、これらは既知の文献

などを調査して再整理する予定であるが、実施が可能と判断できる場合には検証実験（代替実

験）も行うことでより適切な傷害基準値の選択の一助となる。 

270

0.05

700

0.3

ロボット 自動車  
 

図Ⅲ.2.1.2-39 HIC と頭蓋骨の骨折確率の関係（傷害程度 AIS２（中等症）以上） 
 

 
表Ⅲ.2.1.2-5 傷害基準の検討方法 

 
傷害の分類 骨折 関節の傷害 腱の傷害 脳の傷害 裂傷 

検討方法 
文献調査 

一部、代替実験 
文献調査 文献調査 自動車データ 文献調査 

 
 
 

②接触安全性能試験方法の開発（担当機関：名古屋大学） 
(a) 背景と目標 

人間装着型ロボット(以下、ロボット)は、障がい者の QOL (Quality of Life) の向上や労働者の

生産性の向上に貢献すると考えられ、その早期の実用化が期待されている。しかし、人体に装着

して使用するという性質から、その安全性には一般の機械類と比較して特別の注意が払われなく

てはならない。特に、装着者への影響を考慮した安全性の検証は不可欠である。 
しかし、装着型機器の安全性を検証する際に人間を被験者とした装着、動作試験を行う事こと

は、被験者の負傷の可能性があることから倫理的に許容されない。また、人間への装着によって

安全性を評価する場合には被験者の個人差による影響が避けられない上、被験者の主観が評価に

影響する可能性が排除できない。そのため、人間を被験者とした試験によってロボットの接触安
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全性を評価することは困難であると考えられる。 
本項目では、こうした問題を解決してロボットの安全性検証を可能とするため、装着試験用人

体ダミーの研究、開発を行う。さらに、これを用いて主に障がい者により使用されるロボットの

安全性に関する試験方法の創出を行う。 
(b) 人間装着型ロボットに生じるハザードの検討 

人間装着型ロボットは、装着者に密着して使用されることから様々なリスクを生じる。本研究

では、ロボットの安全性検証のため、ハザード同定を行った。表Ⅲ.2.1.2-6 にその結果を示す。な

お、本研究では実用化に向けた開発の進捗状況を考慮して歩行アシスト機器を対象とし、十分な

免荷や介助者によって転倒リスクは排除された条件を想定した。 
 
 

表Ⅲ.2.1.2-6 人間装着型ロボットのハザード同定表 (抜粋) 
 

危害に至るメ

カニズム 
危害事象(harmful events) 

備考：天吊りや平行棒等の転倒防止策が十分に行われていることとする 
分類(Type) 原因 結果 

機械要因 ジョイントが破損、噛みこみなどでロックし

たため 
正常回転しなくなり、使用者の意図

通りに動かず筋肉・関節を痛める 

人間工学要因 
人間の膝等関節の回転中心と設計した装置の

ジョイントの回転中心が（構造的に）異なっ

ているため 

使用者に無理な動作を強いることと

なり、筋肉・関節を痛める 

機械要因 電源が OFF になった際、ジョイントのバッ

クドライバビリティがないため 
使用者の意図通りに動かず筋肉・関

節を痛める 

機械要因 装具装着位置の締め付けが弱く、装着位置が

ずれたため 

使用者が意図しない動きまたは意図

通りに動かせないことにより筋肉・

関節を痛める 

電気要因 非常停止時に制御が行われなくなり、装置が

アシスト動作をしなくなったため 
持っていた重量物が落下して脚に直

撃し。打撲・骨折する 

機械要因 ジョイントに隙間があったため 指などを挟み込んでしまい、骨折・

切断する。 

熱要因 モータアンプ等のデバイスが高温状態になっ

たため（45℃程度） 
デバイスに長時間接触したことによ

り低温熱傷する 

人間工学要因 装置を装着していることにより自由度が制限

されているため 
急な回避動作が取れず、バランスを

崩し転倒する 
 
 

表Ⅲ.2.1.2-6 には接触に起因して様々なハザードが生じることが示されているが、一般的な機械

類と大きく異なるハザードとして、人間工学的な要因による装着者とロボットの間の不整合から

生じるハザードが存在することがわかる。中でも不整合を生じやすくリスクも比較的大きいと考

えられるのが、膝関節の屈曲動作である。図Ⅲ.2.1.2-40 に示すように、膝関節を屈曲すると関節

部は回転しながら並進運動を行い、関節中心の変位が発生する。これに対し、ロボットがこの関

節中心変位を考慮せずに設計されている場合には、膝の屈曲により両者の間に動作の不整合が生

じる可能性がある。また、関節の屈曲に伴い、筋肉の張りが変化して下肢部断面形状が変化する

ことや下腿部に回旋運動が発生することが知られている。 
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図Ⅲ.2.1.2-40 膝関節の屈曲に伴う回転中心の変位 

 
しかし、こうした生理学上の変化により生じる装着者とロボットの不整合の影響については、

十分に研究が行われていない。そのため本研究では、ハザード同定によって特定された人間工学

的原因によって生じるハザードの評価に焦点を絞り、装着者とロボットとの間に生じる不整合を

再現する試験装置 1 号機（以下、1 号機）の製作を行った。 
 

(c) 不整合の定量化を目的とする膝関節屈曲動作中の人体各部の測定 
膝関節の屈曲伸展動作によって生じる不整合をダミーを用いて再現するため、本研究ではまず

膝関節屈曲動作時の人体およびロボットの下腿部の座標をキャプチャシステム (MAC3DSystem、

Motion Analysis 社製) を用いて計測した。この実験では、大腿部を固定した上で膝関節の伸長動

作を行い、下腿部に装着したマーカの軌跡を追跡した。図Ⅲ.2.1.2-41 に、膝関節屈曲時の人体お

よびロボットの下腿部の軌跡を示す。 
 
 

 
 

図Ⅲ.2.1.2-41 膝関節の屈曲に伴う下腿部の不整合 
 

 
図Ⅲ.2.1.2-41 より、関節が伸長するにつれて人体下腿部のマーカが描く軌跡は回転中心を固定

した構造を持つアシスト装置が描く軌跡よりも外側に回っている事がわかる。これは、膝関節の

回転中心の変位によって人体下腿部の回転半径が増大したためと考えられる。この結果から、ロ

ボットを大腿部と下腿部に固定して膝の屈曲動作を行う場合、人間装着型ロボットと装着者の固

定部分に力が作用し、装着者に傷害を与える可能性がある事が示された。  
このように、装着者とロボットの不整合によって装着者に負担が生じる可能性が明らかとなっ

たが、実際のロボットの使用においてはこうした不整合はロボット装着部に集中する。これは、

装着部の摩擦力として装着者に作用し、 終的には装着部のずれによって吸収されていると考え

られる。その際に大きな影響を及ぼすと考えられるのが、ロボット装着部分の接触面積、装着部

の摩擦係数、装着部の粘弾性等の装着者の身体的特徴である。ロボットが装着者に及ぼす力を正

確に再現するためには、1 号機においてもこうした要素を考慮する必要がある。 



Ⅲ－45 
 

本研究では、装着者とロボットの接触面積を見積もるため、下肢形状計測器（Artec MHT 3D 
Scanner、Data Design 社製) を用いて人体の下腿部断面形状を計測した。計測された下腿部断面

形状および同形状を 4 つの円で近似した結果を図Ⅲ.2.1.2-42 に示す。本研究ではこの結果を 1 号

機下腿部の形状に反映させ、ロボット装着部における接触面積を再現した。 
次に、体組織の粘弾性による人体下腿部の変位を計測するため、下肢機械特性計測器（SV-52

型引張圧縮試験改良機、今田製作所製) を用いて、下腿部矢状面方向に働く力と皮膚表面の変位の

関係を計測した。計測結果を図Ⅲ.2.1.2-43 に示す。引張力に応じて皮膚の変位が増大する（機械

的剛性が増大する）傾向が捉えられた。 
 

    
 

図Ⅲ.2.1.2-42 人体の下腿部断面形状  図Ⅲ.2.1.2-43 下腿部矢状面方向に働く力と 
     皮膚の変位の関係 

 
 
(d) 試験装置 1 号機の製作 

本研究では、人体を計測した結果に基づいて人間装着型ロボットの安全性評価用の下肢ダミー

として試験装置 1 号機を製作した。図Ⅲ.2.1.2-44 に製作した 1 号機の外観を示す。1 号機は膝関

節部にエンコーダを持ち、大腿、下腿部にはモータによる矢状面方向の伸展機構および断面方向

の拡張機構を持つ。これらの動作のために、試験装置０号機において検証された制御プログラム

が組み込まれた。１号機は膝関節の屈曲に応じて下腿部を伸展させることが可能であり、膝関節

中心の変化による下腿部の変位を再現している。また、図Ⅲ.2.1.2-42 のデータに基づいて樹脂プ

レートを製作し、下肢断面形状を再現した。 
 

 
図Ⅲ.2.1.2-44 1 号機の外観 

 
(e) 試験と結果 

人間装着型ロボットの使用によって装着者に作用する力を測定するため、本研究では図Ⅲ.2.1.2-
45 に示す装置を作成し、試験を行っている。本装置では、ロボットの膝関節部にエンコーダを取
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り付けて角度を計測すると共に、装着部分に力覚センサ（力センサ 9602、KISTLER 社製) を取

り付けることでロボットから装着者に加えられる力の計測を行うことができる。 
本装置を用いて、ロボット装着時に膝関節屈曲運動を行った際に装着者に加わる力を測定し、

屈曲角の増大と共に装着部に作用する力が増加するという傾向が得られている。 
また、本研究で製作した 1 号機をロボットに装着して同様に力測定を行った結果、1 号機装着時

にも屈曲角の増大と共に装着部に作用する力が増加している傾向が見られる。 
このように、本研究で製作した 1 号機は、ロボット装着時に装着者に加わる力を再現する事が

できているが、装着部の摩擦や装着部の断面形状の変化、引張による皮膚の変位等は再現できて

いないことから、結果として作用力を完全に再現する事はできていない。この点については今後

のさらなる研究が必要である。 
 
 

 
  

図Ⅲ.2.1.2-45 人間装着型ロボットによって生じる力の測定 
 
 
(f) これまでの成果と今後の課題 

本研究では、膝関節屈曲による下腿部の伸展機構および人体の下腿部断面形状を再現した樹脂

プレートによって人体下肢を再現した 1 号機を製作した。そして、これを屈曲させるにつれ、人

間装着型ロボット装着時にカフ部に生じる相互作用力を計測し、人体にロボットを装着した場合

に発生する力との比較を行った。その結果、現時点の試験装置（1 号機）によれば、ロボットを人

体に装着した場合と同様の相互作用力の傾向が得られることが確認された。また、１号機構築に

先だって、試験装置０号機を用いて、トルク制御可能な電磁ブレーキおよび制御方法を開発した。 
今後は装着部の摩擦や装着部の断面形状の変化、引張による皮膚の変位等の要素を再現するこ

とで装着部の負担をより正確に再現し、ロボットの安全性検証に使用可能なダミーの製作を目指

す。また、膝関節屈曲時の内外旋等の影響も検討に加え、ロボットと装着者の不整合によって生

じるハザードについて、包括的な検討を行う。 
そして現時点では、 終的な試験方法を 1) 目視による試験として、各部位の位置姿勢調製用

自由度が、それぞれ以下の数以上であること大腿部＝2 自由度、膝部＝1 自由度、下腿部＝2 自由

度、2) 装置を用いた試験として、条件 1) が満たされない場合は、ダミーに装着し、装着時・歩

行時のダミーへの負担が過度に生じないことを安全評価システムの出力から評価することを考え

ている。この 1) の試験方法の妥当性も、試験装置 1 号機を用いて今後妥当性を確認して行くこと

を考えている。 
 
 

③操作・情報提示機能検証試験方法の開発（担当機関：産業技術総合研究所） 
(a) 背景と目標 
1) 試験の必要性 

生活を支援するロボットにおいては、操作を行うものや周辺の人に対する安全性を確保するた

め、HMI（ヒューマンマシンインターフェース）機能によるロボット動作や情報提示の安定性や

安全性を評価する必要がある。操作安全性検証としては、操作者とロボット、周辺との相対距離、
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軌跡から評価（例えば安全距離の維持、姿勢の安定性等）するための試験方法などの開発を行う。

情報提示機能検証としては、情報提示機能を有している場合にロボットの動作と事前動作提示の

タイミングや周辺者の視線データ等から評価する試験方法などの開発を行う。 
2) 参考となる試験規格・基準と開発の必要性 

参考となる試験規格・基準は、以下のようなものがあげられる。 
無人搬送車の規格である JIS D6805 のほか、JIVAS A05、JIS B9706、JIS B9707、JIS 

B9708、JIS Z9711、JIS Z8500、JIS C0447 などが関連し、参考となる。 
対象となるロボットは、想定環境や想定障害物などが様々に考えられるため、その多様性に対

応する必要があるため、対象ロボットにあった試験方法や評価基準の開発が必須となる。 
 
 

(b) 試験装置の導入 
1) 仕様の検討 

試験装置として、下図に示すような装置構成を検討し、想定される試験対象ロボットと試験環

境に応じて、それぞれの仕様の検討を行った。建屋内の走行関連試験エリアの内、三次元動作解

析装置の試験エリアは 15m 四方の広さとなっており、試験ロボットの移動速度の想定に合わせ

て、各装置の仕様を定めている。仕様の詳細は以下の概要で示す。既に障害物（移動・静止）検

知・対応試験で用いるための三次元動作解析装置と障害物接近再現装置を活用する。 
 

   
 

図Ⅲ2.1.2-46 操作安全性検証の例    図Ⅲ2.1.2-47 情報提示機能検証の例 
 
 

2) 装置の概要 
障害物（移動・静止）検知・対応試験においてすでに装置の概要を示しているが、説明を付加

して再掲する。 
i) 三次元動作解析装置  

この装置は、試験エリアの周囲に取り付けられたカメラから、マーカと呼ばれる光を反射する

球体の動きを検知することによって、マーカを付けた試験対象ロボットの動作をはじめ、操作す

る人や周辺の人の動きを数値化して記録し、解析をする装置である。さらに、人の視線を解析で

きる装置と共に、生活を支援するロボットの動作や操作が安全で、動作の提示などが有効である

かなどを検証・試験する装置である。 
装置仕様：幅 10m× 奥行 10m× 高 2m の範囲を cm 分解能で計測が可能である。幅 4m× 

奥行 4m× 高 2m の範囲を mm 分解能で計測が可能である。同時計測点は 70 以上、12km/h の
移動体を捕捉可能で、視線計測情報と連携可能である。 

 
 
 

アイマークレコーダ接近

三次元 動作解析 装置 

視線

被験者

情報提示装置

試験対象ロボット

教示等の操作 

人間模型 

接近

三次元動作解析 装置

障害物接近再現装置

試験対象ロボット
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図Ⅲ2.1.2-48 三次元動作解析装置カメラ(右上)、マーカを取り付けた対象障害物(右下)、 
試験エリアと計測の様子(左) 

 
 

ii) 障害物接近再現装置 
この装置は、様々な接近対象となるダミーの動きを模擬的に再現するもので、その接近動作に

対して移動ロボットを操作する人が安全に対応できるかを三次元動作解析装置と共に試験する装

置である。 
装置仕様：幅 544mm× 奥行 544mm× 高 261mm、車体 高速度：4m/sec（20kg 積載時）、

車体 高加速度：2m/sec2（20kg 積載時）、 大積載重量：80kg、軸数：8 軸（車輪 4 軸、操舵

軸 4 軸）。 
 

 
 

図Ⅲ2.1.2-49 障害物接近再現装置(右)、対象障害物(大人)を取り付けた装置(左) 
 
 
(c) 基礎試験 

操作安全性検証では、人との対向、追抜き、出会い頭等を実際に人または障害物接近再現装置

で再現し、相対的な距離や軌跡等を記録・分析して評価する。情報提示機能検証では、停止、左

右移動、右左折等の動作情報を提示する機能を、周辺者が存在する中で使用想定する動作を再現

し、相対的な距離や提示タイミング、周辺者の視線データ等を記録・分析して評価する。 
基礎試験では、図Ⅲ2.1.2-50 のように三次元動作解析装置によるマーカセットの時系列キャプ

チャデータを用いて、対象ロボットの操作と障害物との接近距離等のデータを整理している。 
試験対象ロボットには様々な形状があるため、三次元動作解析装置のマーカを装着して計測す

る位置は、対象となるもののマーカ位置や動作などを含めて、データの整理や分析がしやすく、

補正を考慮する必要がある。また、今回、操作の熟練度を要するものは、排除しているが、今後、

検討が必要である。また、情報提示機能を持っていないロボットが多く、試験を不実施にせざる

を得なかった。 
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図Ⅲ2.1.2-50 基礎試験の様子(左)、三次元動作解析装置画面(中央)、 
接近距離と速度グラフ(右) 

 
 

(d) 装置の改良 
それぞれの装置は単独での動作を確認し、基礎試験での使用は可能であるが、今後は連携した

動作を行うための改良、改修が必要である。 
 

(e) 試験法の策定 
表Ⅲ2.1.2-7 に示すような試験方法における確認項目で試験を実施することを提案している。 
 
 

表Ⅲ2.1.2-7 試験方法の原案 
 

HMIによる移動操
作（直進，右左折，
後進，停止）

狭通路（壁：マーカ
やパーティション代
用）

低幅内：通過／
転回

通常運用の移動速度で走行する（選択
できる場合には全ての速度）

移動の一連動作、通路とロボットま
での距離を三次元動作解析装置で
計測。

通路に接触せずに移動できることを
確認

人回避（マネキン：
成人）
人回避（マネキン：
子供７才）
その他（ロボット運
用環境内の想定に
よるもの）

ロボットの運用環境
内の想定

自動充電（充電器）
合体・分離（ロボッ
トの一部）
変形（自身の形状
変化）

通常走行
通常運用の移動速度で直進走行する
（選択できる場合には全ての速度）

減速（制動灯） 方向転換や障害物に対する減速
停止（制動灯） 方向転換や障害物に対する停止

発進
通常運用の移動速度で発進する（選択
できる場合には全ての速度）

右左折（方向指示器
通常運用の移動速度で右左折する（選
択できる場合には全ての速度）

回避
ロボットが回避機能を持つ場合に，想
定に合った場面設定で行う（障害物検
知・対応検証に従う）

緊急停止（警告灯
など）

通常運用時に緊急停止させる

自動動作（自動充
電，合体・分離な
ど）

通常の運用動作を行う

その他（ロボット運
用環境内の想定に
よるもの）

ロボットの通常運用で想定される制御
や走行における情報提示があるものに
対して行う．

正面／背面

正面／真横／背面
（計測方向）

ロボットの運用想定
内

JISD6805，
JIVAS A05
＋
JISB9707，
JISB9708，
JISZ9711
＋
JISZ8500，
JISC0447等

JISD6805，
JIVAS A05
＋JIS
B9706，
JISZ8500等

ロボットの通常運用の状況を再現して
行う．

通常運用の移動速度（選択できる場合
には全ての速度）：５m程度離れた位置
からの接近

走行・操作方法性能確認項目 ロボットの対応機能
想定場面
（対象）

対向条件
(想定内を選択)

参考規格 計測方法

音，音声，ランプ，
画面等による状態
情報の周囲への提
示

情報提示機能検証
移動の一連動作を三次元動作解析
装置，録画装置で計測。

状況による機能の有無，動作と情報
提示のタイミングと提示位置，内容
（評価指標についてはメーカとも協
議検討：音圧，音声，視認性，大き
さ，色，明るさ，表示内容など）

評価指標については，今後メーカと
ともに協議検討

HMIによる制御操
作（ボタン操作な
ど）

HMIによる移動操
作（＋回避動作）

操作機能検証
移動の一連動作、ロボットと対象ま
での距離を三次元動作解析装置で
計測。

対象に接触せずに移動できることを
確認

動作時に想定される周辺物に対して
衝突，接触，挟み込みが無く，動作
を完了できることを確認（危険性の
有無と箇所の抽出）

移動をともなう場合に，障害物への
対応機能を有する場合には，障害
物の検知・対応機能検証も行う

HMI機能によるロボットの動作（教示
走行やマニュアル移動を想定，操作
の熟練度等に関わり，一般的でない
と判断した場合には不実施，手押し
移動は除く）

備考評価内容

 
 

 
(f) 評価基準の策定 

操作・情報提示機能検証の試験において、評価基準は、常に安全な距離を維持可能であること

であるが、人の操作に対する対応に関しては、接近の恐怖感などを考慮した安全距離の基準など

を考えていく必要がある。情報提示機能を持っていないロボットが多く、基準に対しては、自動

車なども参考にし、新たなロボットの情報提示の規格を提案し、具現化する必要がある。 
試験対象となるロボットの製造メーカとの協議を行い、想定環境と試験項目に関する必要性の

整理などを行い、評価基準についても参考規格を考慮して、策定を進める。 
 
 

(6) 機能安全性能試験 
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①機能安全技術基準開発（担当機関：産業技術総合研究所） 
(a) 背景と現状 
1) 技術基準の必要性 

生活支援ロボットの機能は、コンピュータを用いた様々な制御システムによって実現されるの

が一般的である。こうした制御システムの多くは、相応の安全性が求められる安全関連システム

である。制御システムの誤動作や不作動によってそれが果たすべき機能が損なわれた場合、ロ

ボットの利用者や操作者、または周囲の人間に危害が及ぶ可能性があるためである。例えば、障

害物検知および回避機能や、速度制御および停止機能は、安全性が求めらる機能（安全機能）で

あるかもしれない。 
生活支援ロボットの安全機能は通常、ハードウェアおよびソフトウェアを含むコンピュータ技

術を用いた安全関連システムによって実現されると考えられる。しかしながら、具体的にどのよ

うな安全機能が必要となるかは、ロボットの機能や使用環境によって異なるため、安全関連シス

テムへの機能要件や試験方法を一般的に述べることはできない。そのため、機能安全においては、

安全関連システムの設計および開発プロセスとそこで使用すべき技術や、達成すべき故障率およ

び安全度等についての基準を設けることが重要となる。 
2) 機能安全に関する規格・基準について 

機能安全のための基準を含む規格として IEC 61508（電気・電子・プログラマブル電子安全関

連システムの機能安全）が制定されており、これに基づいていくつかの分野別規格が制定されて

いる。現在ドラフト審議が進められている ISO 13482（パーソナルケアロボットの安全）におい

ても、機能安全に関する要求事項が含まれているが、基本的に IEC 62061（機械類の安全：電

気・電子・プログラマブル電子安全関連制御システムの機能安全）を参照する形となっている。

IEC 62061 は、IEC 61508 の機械類に対する分野別規格であり、その要求事項は IEC 61508 に

準ずるものとなっている。 
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(b) 機能安全規格の咀嚼 
1) 機能安全規格の困難さ 

上記の状況および国際整合性の観点からすれば、生活支援ロボットの機能安全においても、

IEC 61508 に基づいた技術基準の導入が必要であると考えられる。しかしながら、IEC 61508 
は、一般に適合するのが難しい規格であり、技術的およびコスト的にも導入が難しい。そのおも

な理由としては、以下があげられる。 
・ リスクアセスメントを実施して、安全達成の目的と方針を明確にしなければならないこと。 
・ 安全関連システムのライフサイクル全範囲にわたる膨大な要求事項が述べられており、定

量的でない要求事項（weak criteria）も多いこと。 
・ ハードウェアについては、故障率の細かな計算が求められるとともに、安全度によっては

冗長化が必要となること。 
・ ソフトウェアについては、設計・開発・検証のすべての工程に対して様々な技法の適用が

求められること。 
実際、コンセプト自己チェックシートを用いたロボットメーカへの調査においても、機能安全

技術の導入が進んでいないことが明らかとなっている。 
2) 規格要求事項の技術資料作成 

こうした状況を踏まえて本研究開発項目においては、まず IEC 61508 の要求事項を解説した

技術資料を作成し、各ロボットメーカにおける機能安全技術の展開を図ることとした。そのため

に、ロボットメーカと合同で、技術検討会を開催した。技術資料は、以下の要求事項項目につい

て解説するものである。 
 
 

表Ⅲ2.1.2-8 IEC 61508 を解説する技術資料の構成 
 

章 内容 章 内容 
1 IEC 61508 の概要 11 ソフトウェア安全分析 
2 背景と定義 12 開発ツールおよびプログラミング言語

3 安全関連システムとは 13 ソフトウェア詳細設計および実装 
4 安全ライフサイクル（システムレ

ベル） 
14 ソフトウェア・ハードウェア統合テス

ト 
5 安全ライフサイクル（コンポーネ

ントレベル） 
15 安全妥当性確認テスト 

6 安全要求仕様 16 修正 
7 安全妥当性確認計画 17 安全ケース 
8 システムアーキテクチャ設計 18 文書化 
9 ハードウェア設計 19 機能安全マネジメント 
10 ソフトウェアアーキテクチャ   

 
 

3) 規格適合のためのガイドライン作成 
さらに主としてソフトウェア開発の側面から、規格に適合した開発マネジメント体制を整備す

るためのガイドラインを作成して、各ロボットメーカへ配布し、機能安全技術の展開を図った。

ガイドラインは以下の 3 部構成となっており、必要な作業や注意事項が細かく記してある。 
I. 安全ライフサイクルガイドライン：ソフトウェア安全ライフサイクルフェーズに沿って、

アクティビティ・作成文書・要求事項を解説する。 
II. 支援に関するガイドライン：ソフトウェア安全ライフサイクルを遂行するための、支援

プロセスについて解説する。 
III. 組織に関するガイドライン：必要となる組織体制と、コンピテンシ管理について解説す

る。 
それぞれが対象とするプロセスは、以下の通りである。 
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表Ⅲ2.1.2-9 各ガイドラインの対象プロセス 
 

ガイドライン 対象プロセス 
I. 安全ライフサイクルガイド

ライン 
安全計画・コンセプト、システム安全要求仕様、 
ソフトウェア安全要求仕様、 
ソフトウェアアーキテクチャ、 
ソフトウェアシステム設計、 
ソフトウェアモジュール設計、 
コード作成、ソフトウェアモジュールテスト、 
システム統合テスト、ソフトウェア安全妥当性確認、 
サポートツールとプログラミング言語、部分改修手順、 
ソフトウェア適合確認、ソフトウェア機能安全評価 

II. 支援に関するガイドライン 文書化、開発環境整備、トレーサビリティ管理、 
品質保証、構成管理 

III. 組織に関するガイドライン コンピテンシ評価、体制定義、 
教育研修基準設計 

 
 
(c) 技術基準の確立へ向けて 
1) 既存技術基準の展開 

これまでは、現在作成が進められる ISO 13482「パーソナルケアロボットの安全」の進捗状況

を踏まえて、IEC 62061 および IEC 61508 を参照基準として、生活支援ロボットへの適用方法

を検討してきた。本研究開発項目において作成した技術資料およびガイドラインは、規格適合の

困難さをある程度解決し、機能安全技術の導入を促すものである。 
2) 新規技術基準の導入 

しかしながら、生活支援ロボットにおいて利用される安全関連システムの性質によっては、他

の規格を基準とするほうが望ましい場合があり得る。例えば、移動型ロボットについては自動車

向けの機能安全規格 ISO 26262 が述べる要求事項が適切な場合があり得る。 
このような可能性を考慮しながら、技術基準の確立を進めていくことが今後必要である。これ

らの検討のため、以下の作業を実施しているところである。 
・生活支援ロボットが備える典型的な安全機能の模擬リスクアセスメントを通じた、機能安

全評価範囲および目標安全度基準の策定 
・開発中の各ロボットにおける機能安全規格への対応状況および機能安全技術の導入状況の

詳細な調査。 
 
 

②有線通信に関する安全性・信頼性試験（担当機関：産業技術総合研究所） 
(a) 背景と目標 
1) 試験の必要性 

生活支援ロボットの内部制御システムにおいて、複数の制御 CPU モジュールに分割されたモ

ジュール構成を取った場合、モジュール間の機能を統合しセンサやモータとの間でデータをやり

とりするための通信システムが必要となる。その際、これらの分散制御系を用いて安全機能を実

現した場合は、通信システムは安全関連系となり、機能安全を満たす必要が生じる。 
2) 有線通信に関する規格・基準について 

有線通信に関する規格として、工業用フィールドバスに関する IEC61784 があり、その中で

Part3 が機能安全通信プロファイルに関する規格となっている。これを示す図を IEC61784 から

引用して図Ⅲ2.1.2-51 に示す。 
本規格では、すでに商用化されている各種通信プロファイルが列挙される形となっており、そ

れぞれ規格に従った実装を行えばよいことになる。 
また特に安全関連系としての、一般的な有線通信に関する規格として、IEC61508 から引用さ

れている鉄道通信安全規格 IEC62280 がある。こちらの規格では安全性が保証できない通信路を

用いて安全関連データをやりとりする場合の概念的な方法について規定されている。 
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図Ⅲ2.1.2-51 有線通信に関する IEC61784 Part3 と他の規格の関係 

（IEC61784-3 から引用） 
 
 

(b) 安全要求仕様 
1) 安全関連系としての有線通信の利用形態 

本プロジェクトの対象となった生活支援ロボットにおいて、(a)で示したような有線通信が利用

されている例が見られた。それぞれ何らかの規格通信プロファイルを用いており、一般的に、そ

の規格に従った実装が行われる必要がある。 
その中で安全関連系として有線通信が用いられる場合が重要であるが、現時点で明確に安全関

連系と位置づけられる例はごくわずかであった。その場合の例では、(a)に述べたようにセンサや

モータとのデータのやりとりに有線通信が用いられていた。 
2) 有線通信ソフトウェアの機能安全 

安全関連系として有線通信を行う場合、通信ソフトウェアに関しては機能安全規格を満たす必

要がある。現時点では機能安全開発プロセスに従った開発、機能安全要求事項に基づいたソフト

ウェア実装が行われているかどうかについては、明確ではなかった。これらは前記「①機能安全

技術基準開発」の機能安全全般に関わる安全要求に従うべきと考えられる。 
3) 有線通信の電気的物理的安全性 

安全関連系としての有線通信において、電気的、物理的な障害に対する安全性が必要である。

これらは(a)で示した安全フィールドバス規格の場合には、それに従った安全要求に従えばよい。

それ以外の一般の通信プロファイルの場合でも通信障害挿入試験が行われており、それらの手法

を援用して試験を行い、生活支援ロボットの使用環境を考慮した基準を作ればよいと考えられる。  
 

(c) 試験方法 
1) 機能安全試験 

有線通信の安全性を確認するための試験のうち、ソフトウェアに関する試験、すなわち機能安

全試験については、前記「①機能安全技術基準開発」の機能安全全般に関わる試験手法に従うべ

きと考えられる。ソフトウェアのバグやエラーにより安全機能がどのように働くかの実証試験は

必要であると考えられる。 
2) 電気的物理的試験 

有線通信の安全性を確認するための試験のうち、電気的、物理的な障害に対する安全性ついて

の試験についても、安全要求仕様と同様に、安全フィールドバス規格や一般通信プロファイルの

通信障害試験などに従った試験を行えばよい。 
本研究では、例として CAN バスと TTP 通信を取り上げ、図Ⅲ2.1.2-52 の通信障害挿入試験装

置を導入した。  
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図Ⅲ2.1.2-52 通信障害挿入試験装置 
 
 

左は CAN バスの故障挿入とモニタリングのソフトウェア、右上は TTP 通信の電気マージン試

験装置、右下は TTP 通信のロジック故障挿入とモニタリング装置である。これらの機器を使っ

て有線通信の故障挿入、安全性試験が可能であることを確認した。 
また試験基準策定のためのテストベッドとして TTP 通信を開発した。これを図Ⅲ2.1.2-53 に

示す。4 ノードの分散制御通信が可能なシステムとなっており、各種アプリケーションソフト

ウェアを実装した上で、故障挿入などの影響をテストすることができる。 
 
 

 
 

図Ⅲ2.1.2-53 有線通信用テストベッドシステム 
 

 
(d) 有線通信の汎用基準の策定 

様々な有線通信システムに対する個別の試験方法に対して、(b)の要求仕様に対する汎用的な試

験方法および基準を策定する必要があると考えられる。すなわち安全フィールドバス、あるいは

一般通信プロファイルを含む、様々な通信規格ごとの試験方法、安全要求があるが、通常それら

が用いられている機器は生活支援ロボットと異なっており、使用されている機器に特化した安全

性を目指したものと言える。よってそれら各種通信に関わる安全目標を整理統合した上で、生活

支援ロボットの有線通信としての一般的な安全要求、試験方法、基準としてまとめる必要がある

と考えられる。 
(c)で示したテストベッドおよび導入した試験機器にて試験方法の開発を進めて基準策定を進め

る予定である。 
 
 

③無線通信に関する安全性・信頼性試験方法の開発（電磁環境試験を含む）（担当機関：労働安全衛

生総合研究所） 
(a) 研究開発の概要 
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機能安全に対する EMC の方法論を述べた IEC/TS61000-1-2 を基に、電磁環境下でのロボット

の安全性を評価する試験手法の開発を進めた。EMC 試験の基本方法は規格化されており、既に市

場に定着しているような製品（例えば、電動車いす）は、EMC 製品規格が存在し、それらの規格

では試験方法を具体的・定量的に規定している。しかし、これらの製品規格は必ずしも安全性を

検証する試験方法とはなっていない。本プロジェクトでは、EMC 分野において新しい製品群とし

て位置づけられるであろう自律移動型ロボットや関節型の装着ロボットをどのように安全性の観

点で試験すべきかを検討し、「試験系」「ロボットの動作モード」「ロボットのモニタ方法」につい

て研究した。 
 

(b) 研究開発の着目点 
EMC 試験では、以下の点が重視される。 

i) 製品としての実使用状態を考慮し、その典型的な系で試験をすること。 
ii) 試験が も厳しくなるような EUT の系の構成と動作条件を用いること。 
iii) 製品本来の姿で試験をし、試験の容易性を得るためにファームウェアや基幹ソフトウェア

に手を加えないこと。 
iv) 再現性のある試験方法であること。 
v) 試験結果に影響を与える試験治具を使用しないこと（金属製の支持台等）。 

これらの必要条件を満たした上で、試験の効率性や低コスト性が検討される。本プロジェクト

では、ロボットの安全性検証が目的であるため、上記の点に加えて、イミュニティ試験において

は「安全性を評価できる試験方法」であることを重視した。提案方式では、EUT 動作条件として

ロボットの安全関連系を作動させることを要求事項とし、センサ／コントローラ／アクチュエー

タの安全ループで入出力のテストを行い、電磁環境下においてもシステムが安全状態であること

を確認する。 
 

(c) 試験用治具の開発 
自律移動型ロボット、人間搭乗型ロボット、人間装着型ロボットといった異なるロボットタイ

プを評価するため、共用できる試験治具とロボット個別に必要な試験治具に分けて試験手法開発

の準備を行った。 
1) ロボットタイプに共用の試験治具 

先ず、共用の試験治具として、ロボット制御監視ユニットと監視プログラムを開発した。イ

ミュニティ試験でのロボットの監視系を図Ⅲ2.1.2-54 に示す。 
ロボット制御監視ユニットは、ロボットの車輪の回転速度を測るための光電センサからの信号

を処理する機能、ロボットの関節角度を測るためのエンコーダからの信号を処理する機能、ロ

ボットの停止ボタンを押したり外力を与えるためのデジタル出力機能、生体信号を制御に用いた

ロボットを試験するための疑似的な生体信号を生成する機能、モニタ PC との通信機能などが実

装されている。ロボット制御監視ユニットの基板を図Ⅲ2.1.2-55 に示す。 
モニタ PC は、ロボットの動作状態を記録したり誤動作を判定する機能やロボット制御監視ユ

ニットに試験制御コマンドを与える機能をもつプログラムが実装されている。ロボット制御監視

ユニットおよび監視プログラムは、ロボットを用いた実際のイミュニティ試験で正常に機能する

ことを確認した。 
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図Ⅲ2.1.2-54 イミュニティ試験におけるロボットの監視系 
 
 

 
 

図Ⅲ2.1.2-55 ロボット制御監視ユニットの基板 
 

 
2) ロボット個別の試験治具 
i) 緊急停止・復帰ボタンを備えたロボット用試験治具 

緊急停止・復帰ボタンを備えたロボットに用いる押ボタン用アクチュエータを図Ⅲ2.1.2-
56(a)に示す。緊急停止機能はロボットの安全関連系であり、ノイズ印加時に緊急停止ボタンを

押して、ロボットの車輪が停止することを光ファイバ式の回転センサで検出する。即ち、セン

サ（押ボタン）／コントローラ／アクチュエータ（車輪）の安全ループでテストを行い、シス

テムとして安全であることを確認している。 
押ボタン用アクチュエータは、電波試験に影響を与えないよう空気を媒体とした。放射イ

ミュニティ試験であれば、試験周波数毎に、緊急停止ボタンを押して、車輪の停止を確認し、

復帰ボタンを押してシステムを再稼働させる。ロボットを用いた実際のイミュニティ試験にて、

押ボタン用アクチュエータおよび制御コントローラの機能を確認し、試験手順案通りに試験を

完了した。 
ii) 倒立振子式搭乗型ロボット用試験治具 

倒立振子制御を採用した人間搭乗型ロボット用の支持台を図Ⅲ2.1.2-56(b)に示す。倒立振子

制御では、ジャイロセンサ等でロボットの傾きを検知し、転倒しないよう制御している。電動

車いすの EMC 製品規格では、車輪を一定速にした状態でイミュニティを測定する規定となっ

ているが、倒立振子制御型では、ジャイロセンサからコントローラに入力されるセンサ値が電

磁妨害で固定値にみえてしまう異常モードを想定すると一定速での動作モードによる試験では

不十分である。イミュニティ試験中は、ロボットの傾きに変化を与えて、センサ値に異常がな

いことを車輪の回転状態で確認する。 
支持台とエアシリンダは非導電性素材で作製した。ロボットを用いた実際のイミュニティ試

験にて、支持台および制御コントローラの機能を確認し、試験手順案通りに試験を完了した。

試験時間を短縮するため、空圧の制御周期を改善することが課題となった。 
iii) 自律移動型ロボット用試験治具 

自律移動型ロボット用のダミー移動装置を図Ⅲ2.1.2-56 (c)に示す。自律移動型ロボットは障

害物検知センサを有し、障害物を検知すると停止する。この安全機能が電気的妨害を受けた時

に安全が維持できるかを評価するため、ダミーをロボットに接近させて、光ファイバ式の回転

センサで車輪が停止することを確認する。即ち、センサ（距離センサ）／コントローラ／アク

チュエータ（車輪）の安全ループでテストを行い、システムとして安全であることを確認して

いる。ロボットを用いた実際のイミュニティ試験にて、ダミー移動装置および制御コントロー

ラの機能を確認し、試験手順案通りに試験を完了した。ノイズの無い通常時に、ダミーをロ

ボットに接近させてロボットが確実に停止するようダミーの形状や停止位置を検討することが
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今後の課題となった。 
iv) 装着型ロボット用試験治具 

人間装着型ロボット用の樹脂製ダミーを図Ⅲ2.1.2-56 (d)に示す。下肢に装着するロボットの

危険な動作を定量的に判定するため、ダミーの股関節と膝関節の左右 4 カ所に光ファイバ式エ

ンコーダを取り付け、ダミーの関節角度を検出する。ダミーの姿勢をどの程度の周期で検出す

るかを決めるのが今後の課題である。 
 

 

        
 

 (a) 押ボタン用アクチュエータ             (b) 倒立振子制御の搭乗型ロボット用支持台 
 

        
 

(c) ダミー移動装置                       (d) ロボット装着用樹脂製ダミー 
 

図Ⅲ2.1.2-56 ロボット個別の試験治具 
 
 
(d) これまでの成果と今後の課題 

生活支援ロボットの安全性検証に重点を置いたイミュニティ試験方法を考案した。そのための

試験治具を開発し、ロボットを用いた試験により実践可能であることを確認した。次のステップ

として、試験条件及び判定基準の定量化や試験の効率化を課題とし、試験治具の改良と基礎実験

を行っていく。 
 
 

④機能安全確認試験方法の開発（担当機関：日本自動車研究所） 
(a) 背景と目標 
1) 試験の必要性 

 機能安全規格 IEC 61508 および JIS C 0508 における全安全ライフサイクルでは、安全要求仕

様に対し、設計段階にて安全妥当性確認計画の作成が要求され、実現段階では、安全妥当性確認

計画に沿ったすべての安全妥当性確認が要求される。また、現在策定中であるサービスロボット

の機能安全規格ドラフト ISO/DIS 13482 においても同様に妥当性の確認が要求される。本来、
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安全妥当性確認は、設計者が計画を立案し、実施するものであるが、新規産業である生活支援ロ

ボッにおいてはその手法が確立されていない。 
 そのため、本プロジェクトにおいて、ロボット開発者の一助となる機能安全の確認試験手法を

提案する必要がある。 
2) 参考となる試験規格・基準と開発の必要性 
i) 参考となる試験規格 

機能安全規格 IEC 61508 および JIS C 0508、ISO/DIS 13482 
ii) 基準と開発の必要性 

安全妥当性確認は、設計段階で策定された安全妥当性確認計画に基づき実施するものである

が、その手法が確立されいないのが実情である。 
そのため、本開発項目では開発項目②から⑤の機能安全を搭載したロボットに対して妥当性

確認手法を試行し、ロボットタイプ別の安全妥当性確認の手法を提案する。 
 

(b) 試験手順の試行 
1) センサ非検知時の再現 

 安全妥当性確認計画に沿った機能安全の達成を確認するため、「設計者が意図した論理に基づ

き、安全機能が正常に作動すること」を確認する。ここで、設計者が意図した論理とは、二重系

における片側のセンサが検知しない場合、および両方のセンサが検知しない状況下での冗長化に

よるロボットの挙動とする。 
2) 架空の安全関連系の定義 

 本年度に提供されている既存ロボットには、明確な安全関連系が定義されていない。そのため、

提供されている移動作業型ロボットについて、図Ⅲ.2.1.2-57 に示す架空の安全関連系を定義し、

その機能安全の達成を確認する。架空の安全関連系は、論理部、駆動制御部、アクチュエータか

ら構成され、その安全機能は表Ⅲ.2.1.2-10 のとおりとする。 
 
 

 
 

図Ⅲ.2.1.2-57 対象とする架空の安全関連系 
 

 
表Ⅲ.2.1.2-10 センサと対応する安全機能(構成および数値は架空) 

 
番号 センサ種類 検知範囲 安全機能(意図した動作) 冗長性 

1 LRS 長距離 障害物に接触せず停止 
二重系 2 超音波センサ 近距離 障害物に接触せず停止 

3 バンパセンサ 接触 障害物に接触し停止 冗長化 
 
 
3) 架空の意図する動作 

本予備試験では、センサの非検知および故障のうち、前者の非検知時のロボットの意図した挙

動を確認する。 
・LRS が正常に作動しない場合でも、超音波センサにより障害物に接触せず停止すること 
・超音波センサが正常に作動しない場合でも、LRS により障害物に接触せず停止すること 
・LRS および超音波センサが正常に作動しない場合でも、バンパセンサへの接触により停止

すること 
・停止時に転倒しないこと 

4) センサ非検知の再現と安全機能の確認方法 
センサが検知しない状況を再現する方法、およびその際のロボットの安全機能作動の確認方法

を示す。なお、安全関連系に含まれないその他のセンサによって、安全機能を確認する前にロ

アクチュエータ 
(電磁ブレーキ) 

LRS 

超音波センサ 

バンパセンサ 

論理部 

論理部 

論理部 



Ⅲ－59 
 

ボットが停止することを防止するため、その他のセンサを作動させない方法も考慮した。 
・二重系に用いた LRS が正常作動しない状態の模擬 
  再現方法  ：LRS の正面に鏡を設置 
  確認方法  ：障害物への接触の有無 
・二重系に用いた超音波センサが正常に作動しない状態の模擬 
  再現方法  ：超音波センサの正面に吸音材(グラスウール)を設置 
  確認方法  ：障害物への接触の有無 
・二重系に用いた LRS および超音波センサが正常作動しない状態の模擬 

(冗長化に用いたバンパによる安全機能の確認) 
  再現方法  ：上記 i)、ii)のによるセンサ非検知の状況を同時に実施 
  確認方法  ：障害物に接触した際の停止の有無 
・その他のセンサ 
  安全関連系に含めないセンサ(近接センサ)が作動しないように、鏡で遮蔽 

5) 確認結果 
表Ⅲ.2.1.2-11 に確認結果を示す。表Ⅲ.2.1.2-10 に示すように、設計者が意図した安全機能の動

作を確認した。 
 
 

表Ⅲ.2.1.2-11 安全機能の確認結果 
 

番号 センサ種類 検知範囲 安全機能の動作結果 ロボットの転倒 冗長 
1 LRS 長距離 障害物に接触せず停止 なし 

二重系 2 超音波センサ 近距離 障害物に接触せず停止 なし 
3 バンパセンサ 接触 障害物に接触し停止 なし 冗長化 

 
 
(c) 今後の試験法策定手順 

今後の試験方法策定に際して、以下に課題をまとめる。 
1) 試験の実施順序 

ロボットの安全機能は、路面の振動や屋外での使用など、想定する環境下で機能する必要があ

る。そのため、機能安全確認試験の実施順序について、想定環境下での耐性試験の前後どちらに

すべきかを検討する必要がある。 
2) センサ故障時の安全機能 

今年度の試行では、二重系のセンサが検知しない状況を再現し、機能安全を確認した。しかし、

機能安全の設計には、センサの故障診断などのロジックが含まれ、その状況に対応したロボット

の制御が考えられる。今後は、意図的にセンサ入力を断線させるなど、センサの故障を再現した

状況下におけるロボットの挙動を試験する必要がある。 
3) 他の試験法開発項目との内容検討 

今年度の試行では、バンパセンサを冗長化として定義し、障害物への接触による停止の有無を

確認した。設計者の意図する動作として、「意図した接触時間以上の接触かつ意図した接触力を

下回り停止」といったように、定量的な基準を想定した場合、機能安全確認試験として時系列の

押付力の計測が必要と考えられる。そのため、緊急停止性能試験方法の開発項目における同種の

試験内容との実施内容の検討が必要となる。 
 
 

2.1.2.4 生活支援ロボットの安全性基準に関する適合性評価手法の研究開発 
(1) 認証モジュール設計に関する研究開発（担当機関：日本品質保証機構） 

国際ガイドや欧州指令における認証モジュール（国際ガイドでは認証スキームという）などを参

考とし、全タイプの生活支援ロボットを対象に安全性基準に関する適合性評価手法のうち、各タイ

プのロボットのリスクや用途に応じた製品試験と設計フェーズおよび製造フェーズにおける品質管

理体制の評価基準を検討し、各タイプ（使用条件、リスクの大きさなど）のロボットに対応した国

際ガイド ISO/IEC Guide67 に基づく認証システム要素を組み立て検討して、認証スキームを開発す

る。 
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認証スキームの開発のため、「認証スキーム検討 WG」を設置し、認証スキームの検討を行った。 
 

① 認証スキーム案の作成 
(a) 欧州指令における認証モジュールの調査および生活支援ロボットの相互承認に関するまとめ 

欧州指令（特に機械指令、医療機器指令、玩具指令等）における認証モジュールについて調査

を行い、生活支援ロボットにおける欧州機械指令と労働安全衛生法に関する係わりと相互承認に

ついてまとめた。 
 
 

  
 

図Ⅲ.2.1.2-58 欧州認証モジュールと相互承認に関する調査結果（一部） 
 
 

(b) 認証スキームに必要な評価項目等の検討 
全タイプのロボット研究開発実施者における生活支援ロボットの製品試験と設計フェーズおよ

び製造フェーズにおける品質管理体制についてヒアリング等により調査し、各ロボットにおける

適切な認証モジュールについて検討を行い、パイロットスタディ等を通じて、認証スキームに必

要な評価項目等を検討した。 
 

② 生活支援ロボットを対象とした認証スキーム（認証機関／適合性評価研究機関の位置づけを含

む）の策定 

①および②の活動で得られた結果をフィードバックしながら、4 タイプの生活支援ロボットにお

ける安全性評価基準と品質管理体制を組み合わせた検討を行い、認証モジュールへ反映させ、

終的な認証スキームの策定を行う。 
既に認証スキームのドラフト版は作成済みであり、平成 23 年 5 月末から開始したパイロットス

タディで得られた知見を反映させ、平成 24 年 2 月までに 終的な認証スキームを完成させる予定

である。 
併せて、評価基準の研究機関、試験機関の位置づけを踏まえた認証ビジネスモデルを提案する。 
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図Ⅲ.2.1.2-59 認証スキームの検討例 
 
 

(2) 安全性評価基準の規定化に関する研究開発（担当機関：日本品質保証機構） 
欧州指令等の必須安全要求事項などを参考とし、各タイプのロボットに対応したリスクに応じ

た認証モジュールの構成要素の一つである適合性評価基準の開発を行った。 
 

① 安全要求事項（グランドデザイン）案の作成 
ISO13482 を基にした、生活支援ロボットの認証のための安全要求事項（グランドデザイン）案

を作成した。 
 

 

 
 

図Ⅲ.2.1.2-60 生活支援ロボットの安全要求事項案（一部） 
 
 

②ロボットタイプに対応した安全要求事項の作成 
全タイプのロボット研究開発実施者と安全性試験評価方法の策定グループと連携しながら、開発

された安全対応ロボットを対象として、設計資料等によってリスク分析をし、リスク評価を行う設

計コンセプト検証を実施すると共に、提供される開発された安全対応ロボットの安全性についての

データ収集・分析を実施し、これまでに検討した結果をフィードバックしながら 4 タイプの生活支

援ロボットの特性に適した適合性評価方法を策定する。 
 
 

(3) 機能安全の規格適合性認証手順に関する研究開発（担当機関：日本品質保証機構、日本認証） 
① 規格適合性評価方法としてのコンセプト検証自己チェックシートの作成・検証 
(a) 目的 
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ロボット研究開発実施者の機能安全の取り組み状況を把握し、機能安全の取り組み状況を客観

的に自己チェックし、参加者間の考え方の統一を図る。 
 
(b) チェックシートの作成状況 

平成 22 年度 5 月より、コンセプト検証自己チェックシートのうち第 1 部(設計段階)の開発、作

成を開始し、平成 22 年度 5 月に作成が終了した。第 1 部(設計段階)は、設計開始段階で行われる

仕様づくりに大きな影響があるため、ロボット研究開発実施者に配布し、各グループ内で自己

チェックを依頼した。自己チェックの結果を回収して集計し、集計結果をロボット研究開発実施

者にフィードバックして、開発体制、組織、安全機能に関するコンセプト仕様の課題点をアドバ

イスした。このフィードバックにより、一部のロボット研究開発実施者では、開発体制、組織の

検討、各社の制御ハード・ソフトの見直しが行われた。 
次に第 2 部(ハードウェア編)および第 3 部(ソフトウェア編)のチェックシートを平成 22 年 5 月

から作成開始し、同年度 9 月に作成終了した。これらのチェックシートもロボット研究開発実施

者に配布し、各グループ内で自己チェックを依頼した。 
現在、第 2 部(ハードウェア編)、第 3 部(ソフトウェア編)のチェックシートは、ロボット研究開

発実施者が設計したハードウェア、ソフトウェアの安全機能の確認として使用されている。 
 
 

   
 

     図Ⅲ.2.1.2-61 チェックシート（一部）  図Ⅲ.2.1.2-62 チェックシート第 1 部 
      （設計段階）の集計結果例 

 
 

② 機能安全に関する技術検討会の開催 
(a) 目的 

本プロジェクトの参加機関で機能安全に関する技術検討会を実施し、ロボット研究開発実施者

の機能安全に関する取組み課題を抽出し、規格適合の理解向上を計る。 
 
(b) 技術検討会の実施状況 

技術検討会は、第 1 部(ハードウェア編) 第 2 部(ソフトウェア編) 第 3 部(認証編)の 3 回実施

した。 
第 1 部(ハードウェア編) は、平成 22 年 6 月 10,11 日：大阪、6 月 14,15 日：東京、6 月 24,25

日：名古屋の 3 か所で実施した。参加者は延べ 144 名であった。 
第 2 部(ソフトウェア編) は、東京にて平成 23 年 1 月 31 日より 2 月 4 日で実施した。参加者

は延べ 172 人であった。 
第 3 部(認証編)は、平成 22 年 12 月 20 日：東京、平成 22 年 12 月 22 日：大阪で実施し、参加

SIL2 SIL3

1

2

3

4

5

6

①

1 ソフトウェア
のライフサイ
クル適応に
ついて

ソフトウェアの開発
/設計工程が決め
られている。(例え
ば、IEC61508-3、
7.1.2.4項のVモデ
ル）　その工程の
中でソフトウェア仕
様書が作成されて
いる。

ソフトウェアの設計及び開発工程が規定さ
れ、文書化されている。

ソフトウェアの設計及び開発工程におけ
る、入力情報、出力情報が規定され、それ
らは文書化されている。

工程ごとに入力情報、出力情報と文書化
が決められている。ソフトウェア仕様書は、
工程に定められた入力情報によって作成
されている。

ソフトウェア仕様書は、手順どおり作成さ
れ、定められた形式になっている。

このソフトウェア仕様書は、定められた関
係者を入れ、デザインレビューが行われ、
責任者が承認している。

ソフトウェアライフサイクルで文書化される
文書には、すべて作成方法の規定、変更
方法の規定がある。

ソフトウェア
安全要求事
項仕様書の
記載内容

設計の目標、設計
方法は仕様書に記
載されている。（仕
様書記載内容が後
のソフトウェア設計
の成否を左右す
る）

1 仕様書の要件管理
安全要求事項がもれなくソフトウェア仕様
書に反映されているか？
（SIL3では、安全要求事項から安全機能を
行うソフトウェアへのトレーサビリティ（要件
から個別安全機能へ、また、個別安全機
能から安全要件への相互行き来）が必要）

イ 仕様書に記載された内容は、「安全
設計方針」（第1部Ⅰ-2項）に合致し
ているか。

安全設計方針を分析し、ハード
要求事項、ソフトウェア要求事項
に分類し、ソフトウェア仕様書に
関連付けを行っている

A.1．ソフトウェア安全要求仕様書

No 項目 主旨 設問 チェック 点
数

備考
（補足説明又は
当文書、関連文
書の番号）

初にSILを決めてくださ

い。✓を入れて下さい。
✓2か所はSIL2です。

No 項目 主旨

チェ
ック

点数 備考
（補足説明又は該当
文書、関連文書の番
号）

1
2

3
4
5
1 3

2 3
1 3

2 3

安全設計方

針

安全に配慮した設
計準備の確認

Ⅰ.　安全確保の方針

安全設計コンセプト又は方針を策定してい
る。

安全確保の主体の

確認（安全設計方
針として人とロボッ
トの役割分担の考
え方）

 3-1が"C"又は"-"
 の時、得点3で、3-
 2が"A"であれば、
 得点3となる。
基本は１と２は排

他的だが両者を考
慮する場合は1.5
点ずつ

自己チェック
 A：取り組み完了(設問をほぼ満足している)
 B：取り組み中(設問を一部満足している)
 C：未取り組み(設問はほとんど実現されていない)
－：関係なし

：Aの数によって他の項目の点数が影響する

3

移動作業型(自律中心)
移動作業型(操縦中心)

人とロボット
の役割

ロボット主体
危険事象への対応（検知、回避を含む）
は、多くはロボット側で対応する。

人主体
危険事象への対応（検知、回避を含む）

は、主に人で対応し、ロボット側は補足的
である。

2

：同No.項、又は他No.項目の点数に影響するチェック。

：同No.項内の項目の点数に影響するチェック。

回答方法
各設問毎に、主観にてA、B、C、－をチェック欄に記入して下さい。尚、備考欄への記入指定の項目は、記載がないと得点
りません。

補足説明や特記事項がある場合は、適時備考欄を拡張して記入して下さい。
別途、補足資料や該当文書を添付される場合は、その資料（文書）に番号付けして備考欄に番号のみ記入して下さい。な
以降の改良に資するため、設問に対する意見や過不足の項目がございましたら、備考欄にその旨記入いただければ幸いで

その他（ロボット型を記載してください）

ロボットの
形態

ロボットの型別の
確認

ロボットの型は以下のどれですか

1
搭乗型
人間装着型

-（関係なし）をいれても良いチェック

設問

安全仕様を決定している。
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者は延べ 47 名であった。 
 
(c) 実施結果 

第 1 部 (ハードウェア編) 第 2 部(ソフトウェア編)では、技術検討会前、後で知見のアンケー

ト調査を行った。第 3 部では、技術検討会後にアンケート調査を行い、知見状況を調べた。その

結果が図Ⅲ.2.1.2-x である。図のように、技術検討会の後には知見率の上昇がみられ、本技術検討

会の効果がわかる。 
 

 

 
 

図Ⅲ.2.1.2-63 機能安全に関する技術検討会第 3 部実施前後の知見度変化 
 
 

③ ハードウェア検証用評価ツールの開発 
(a) 目的 

機能安全に関する技術検討会の中で、ロボット研究開発実施者から、「IEC61508 の規格では

ハードウェア SIL の算出の方法がわかりにくいため、正しく計算することが難しい。ハードウェ

ア SIL の算出方法が知りたい」という要望あった。これらの要求を受け、ハードウェア SIL 算出

をわかり易く手順を示しながら求めるハードウェア検証用評価ツールを作成し、ハードウェア

SIL 計算を標準化する。 
 

(b) 実施状況 
1) 第 1 部 ランダム故障率をもとに SIL 値計算迄を系統的に算出 

平成 22 年度に FMEDA によるランダム故障率算出手順を織り込んだハードウェア検証評価

ツールを作成した。ハードウェアの SIL 評価は、FMEDA による部品故障解析手法で行うが、こ

の手法の手順が複雑である。この手順をソフトウェア化し、FMEDA に必要な部品故障率のデー

タベースも作成した。この故障率データベースには部品種類ごとの温度ストレス関数をデータ

ベース化し、実際の使用温度に則した故障率を選択できる。 
ハードウェア SIL 評価ソフトウェアと故障率データベースを組み合わせることで、従来多くの

時間を要していたハードウェア SIL 算出が省力化でき、手順が示されるので計算漏れがなくなっ

た。また、ハードウェア SIL 評価ソフトウェアにシミュレーション機能を設け、SIL 値が達成で

きなった時、どのパラメータを再検討すれば、目標 SIL が達成できるか、SIL 計算のパラメータ

値を変化させ、その時の SIL 値をグラフ表示することで、設計者に効率のよい変更点、再検討点

をわかり易く示すことができるようになった。 
開発したハードウェア SIL 評価ソフトウェアは、関係するロボット研究開発実施者に配布し、

要望のある実施者に対しては、個別に使用方法の説明を行っている。 
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 図Ⅲ.2.1.2-64 SIL 計算ソフトウェアの構成  図Ⅲ.2.1.2-65 シミュレーション結果画面の例 
 
 

2) 第 2 部 マルコフモデルによる故障率計算 
平成 23 年度は、上記のハードウェア SIL 評価ソフトウェアにマルコフモデルによる PFD、

PFH 値の算出を行うため、ソフトウェア仕様の検討を行っている。ソフトウェア仕様は、平成

23 年 12 月完成し、それに対応したソフトウェアは、24 年 3 月に完成予定である。 
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④ ソフトウェア検証用評価ツールの開発 
(a) 目的 

ソフトウェアの SIL 認定は形式手法である。開発工程での成果物の文書化が求められるが、規

格には具体的な例がない。また、SIL 値毎に規格で指定するソフトウェア開発手法や技法を採用

することが必要である。ソフトウェア開発手法は、ソフトウェアの仕様を決める段階から要求さ

れ、それらの手法を採用したことは文書化で証明することになる。また、技法は主に自己診断方

法が指示される。これらの具体例を実際のソフトウェア開発に合わせて雛型として作成する。こ

れによりソフトウェア機能安全手法や技法がわかり易くなり、ソフトウェアの機能安全が実施し

易くなる。 
ハードウェア SIL 評価ソフトウェアは、機能安全規格 IEC 61508 で定義するオフラインツール

の T2 に該当し、ソフトウェアの安全性に対し高い信頼性が要求される。このソフトウェアの開発

工程を見直し、規格で指定する文書化、技法を採用し、ソフトウェアの SIL 認定に必要な文書化

および技法の具体的実施例としてそれらを雛型として公開する。 
 

 

 
 

図Ⅲ.2.1.2-66 適合性評価手法の雛形作成の進め方 
 
 
(b) 実施状況 

FMEDA の SIL 計算のため開発した「ハードウェア機能安全に係わる評価ソフトウェア」をモ

デルに以下の日程計画で作業を進めている。 
・平成 23 年 4 月～8 月 
計画書の作成、全体仕様と安全要求の概要仕様書、日程計画の策定、組織、開発工程の定義、

変更手順等の文書化、リスクアセスメント、安全要件の抽出、安全要求仕様書、SIL 関連文書の

定義 、SIL 要求対応計画、教育訓練計画等  
・平成 23 年 9 月～12 月 
妥当性確認計画、ソフト構成、ソフトウェア安全要求仕様書、各工程検証仕様書 
・平成 24 年 1 月から 3 月 
検証結果報告書、インパクトテスト報告書、変更通知書等 、取り扱い説明書、 妥当性確認結

果報告書、検査機器リストのトレーサビリティ確認書  
・認証スキーム終了後、作成した文書および安全機能に関するソフトウェアのソースコードを

データベースに登録する。 
 

 

 文書化の必要なソフトウェア関連成果物 



Ⅲ－66 
 

 
 

図Ⅲ.2.1.2-68 機能安全工程に対応した日程計画 
 
 

2.1.2.4 生活支援ロボットの安全性に関する情報の蓄積・提供手法の研究開発 
① 安全性に関するデータの蓄積・提供手法に関する研究開発（担当機関：日本ロボット工業会） 
(a) 背景と目標 

生活支援ロボットの安全関連データシステムはサービスロボット事業の推進には欠かせない情

報源となる。我が国はこの情報システムが整備されていないためその構築を目標とする。 
また、安全基準や評価基準を基に得られる規格類について、現状では未整備であるためサービ

スロボット事業推進の妨げとなっている。本プロジェクトは検証試験をベースに基準類を整備す

ることを目標としている。また、これら規格類を国際標準化することにより、サービスロボット

事業をより一層発展させることが可能となるため ISO 規格化を目指した活動とも連携しながらプ

ロジェクト推進を行う。 
 

(b) データシステムの構築 
1) 蓄積・提供手法の検討と基本ソフトウェアの導入 

データベース検討 WG を設置し、収集すべきデータと提供手段について検討を行った。データ

には、①プロジェクト内で発生するデータと②プロジェクト外部の既存データがある。またデー

タの使途としては、①プロジェクト内部での利用と②プロジェクト外部への情報提供の区分があ

る。サービスロボット産業振興の観点からは使途②が期待されるが、データタイプ①ではロボッ

ト開発メーカの企業秘密に属するデータがあり、規格や試験基準等未確定のものも多い。そのた

め、使途②を念頭におきつつも、プロジェクト期間中は使途①に限定してシステムを構築するこ

ととした。データシステムの元となるソフトウェアとして、汎用性と導入が容易であることから

市販のコンテンツ管理システム（ECM）を利用することとし、マイクロソフト社の SharePoint
を選択して、データシステムのプロトタイプを構築した。ロボット研究開発実施者の機密情報を

扱うため、高い情報セキュリティが求められるが、多拠点に分散する研究開発項目①内各機関の

使用上の利便性も無視できない。このため、次の２系統のシステムを用意した。 
i) 機密性の高いデータ用：生活支援ロボット安全検証センター内の、外部とは独立した専用

ネットワーク上にデータシステム用サーバを設置。 
ii) 利便性優先可能なデータ用：インターネット経由で利用するクラウドサービスを利用した

システム。 
 

1 概 念

2 全般的適用範囲の定義

3 危険及びリスク解析

4 全般的安全要求事項

5 安全要求事項の割当て

6
全般的計画

全般的

運転及び

保守計画

7 全般的

安全有効性

確認計画

8 全般的

据付け及び

立ち上げ計画

9
安全関連

システム：

E/E/PES

10 実現

（ E/E/PES安全性

ライフサイクルを

参照）

11
外部のリスク

軽減設備

実現

12 全般的据付け及び立ち上げ

13 全般的安全妥当性確認

14 全般的運転、保守及び修理

16 廃止措置又は廃棄処理

15 全般的変更及びレトロフィット

適切な全般的安全性
ライフサイクルフェーズに戻る

全般的安全ライフサイクル（ IEC61508-1：1998より抜粋）

注：10と11は、IEC61508の適用範囲外

平成 23 年 4 月～8 月 

平成 23 年 9 月～12 月 

平成 24 年 1 月～3 月 
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2) データの蓄積 
以下のデータを入力した。 
 

i) プロジェクト内発生データ 
・コンセプト検証、リスクアセスメントに関連データ 
・安全評価法、評価装置関連データ、ロボットの試験データ（注） 
・次項「② 関連法規等を考慮した安全性に関する情報の蓄積・提供手法に関する研究開

発」の成果物としての報告書 
ii) 既存の安全関連データ 

・関連製品の公開された事故情報 
・日本ロボット工業会およびその他の機関作成の生活支援ロボットに関係する調査報告書

類 
・インターネット上の有用情報へのリンク（機関・団体、法律・規格、公開安全関連情報

データベース、教材等） 
（注）プロジェクトで実施するロボットに対する試験データは、ロボット研究開発実施者

の重要機密に該当するので、データシステムには入力せず、DVD 等の記録媒体に記録し

て保管し、データシステムには記録媒体の目録を入力している。データシステムに入力

する試験関連データは、原データを加工後、整理したものとなる。 
 

3) ロボットビジネス推進協議会に対しアンケート調査を実施 
サービスロボット事業育成の観点からデータシステムへの要望、問題点についてアンケート調

査を行った。まだ市場そのものが未発達な段階での調査であるが、以下のような結果が見られた。 
・情報提供への要望は高く、多くはロボット工業会がそれを行うことを妥当としている。 
・事故・インシデントデータ収集は、独立行政法人のようなより国に近い機関がすべきとの

意見もある。 
・事故・インシデントデータデータ、リスクアセスメントデータは企業秘ともからみ、収集

は困難との意見が少なくない。 
データシステムのプロジェクト外への公開、製品の安全に関するデータの収集については、引

き続き産業界、行政、その他多方面の意見を聞くとともに、社会的合意を形成してゆく必要があ

ると思われる。 
 

(c) 国際標準原案への関与 
プロジェクトの研究開発計画と ISO13482 規格原案（DIS）要件の整合性を確認した。具体的

には 2010 年 6 月にフランス・パリ、10 月にハンガリー・ブダペスト、平成 23 年 1 月にニュー

ジーランド・ウェリントンで開催された ISO/TC184/SC2/WG7 の国際会議にオブザーバとしてプ

ロジェクトメンバーが参加し、ISO13482 原案の検討に関する情報収集を行うとともに、国内対策

委員会（日本ロボット工業会が国内審議団体）にも出席しプロジェクト意見の反映を行った。 
 

(d) プロジェクト後の事業推進に関する活動 
別途推進されている「ロボットビジネス推進協議会」のプロジェクト対応・企画 WG を開催し、

本プロジェクトの進捗情報を提供し、プロジェクト参画以外のロボットメーカの意見を集約する

とともにプロジェクト終了後を睨んでサービスロボット事業推進のためにプロジェクト活動の宣

伝、普及に努めている。 
 
 

② 関連法規等を考慮した安全性に関する情報の蓄積・提供手法に関する研究開発（担当機関：製造

科学技術センター） 
(a) 概要 

生活支援ロボットを実用化するために考慮すべき法律、制度、安全規格の現状を、欧州と日本

を中心に国内外の公開情報を基に調査し、この現状調査の結果に基づいて法制度への提言をまと

めている。 
 

(b) 調査の内容 
1) 法制度の現状調査 
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国内の法制度の調査として、生活支援ロボットと関係が深い法律、制度（保険制度、導入助成

制度等）、安全規格の国内の状況を整理して、生活支援ロボット関係法令集を作成した。22 年度

からは、日本と米国や欧州との法制度比較調査を開始している。 
2) 法制度への提言 

生活支援ロボットの実用化に向けた法律、制度、安全規格を検討するための参考情報として、

まず、メーカや医療機関等の要望を調査して、その状況分析を行った。そして、前述の日本と米

国や欧州との法制度比較調査の結果から、生活支援ロボットに適した法制度を、各国の国情を配

慮しつつ、可能な部分は取り入れることを提言する。 
 

(c) 調査研究委員会における活動 
法律と制度、安全技術の有識者で構成される調査研究委員会を設置した。研究開発項目①の一

部メンバをオブザーバに加えて、コンソーシアムと一体化した運営を行っている。また、ロボッ

トビジネス推進協議会とも協力関係を持ちながら調査研究を実施している。 
 

(d) 国内の法制度の調査 
調査研究委員会では、まず、生活支援ロボットの実用化に向けた法律、制度、安全規格に対す

る要望を収集した。これらを参考情報として、生活支援ロボットと関係が深い法律、制度（保険

制度、導入助成制度等）、安全規格を調査して、生活支援ロボット関係法令集をまとめて、前項の

「① 安全性に関するデータの蓄積・提供手法に関する研究開発」で構築したデータベースに登録

した。さらに、ロボットビジネス推進協議会のホームページにも掲載した。生活支援ロボット関

連法の条文の選択と解釈にあたっては、誤りや誤解の無い様、ロボット関連法に詳しい弁護士の

委員から監修を受けた。 
法律や制度には、生活支援ロボットの安全性を確保するための規制や基準の他、医療機器の承

認審査制度、福祉機器の公的給付制度の対象種目にするための申請制度などがある。日本では、

自動車や車いす等の機械の安全を確保するために、JIS 規格を法律から引用したり、法施行規則や

告示等で数値条件を示して安全に関する法的拘束力を高めたり、福祉機械が障害者や高齢者向け

福祉制度の貸与種目に認定される条件を設定するなど、様々な方法で安全を確保することが行わ

れている。しかしながら、将来実用化される生活支援ロボットは、自動車の様に道路交通法施行

規則で仕様や基準等を具体的な数値で示されたり、車いすのように告示により福祉用具貸与種目

としての仕様を定めたりされていない。そこで、現行の法施行規則や告示等が、将来実用化され

る生活支援ロボットに与える影響を想定した前述の法令集を作成することにより、現行の法律や

制度を活用し易くした。この調査結果を第 28 回日本ロボット学会学術講演会で発表した。 
 

(e) 日本と米国や欧州の法制度比較調査 
現行の法律や制度は、将来実用化される生活支援ロボットを想定されていない。想定されてい

なくても、一番近い現行法で規制された場合に、規制の対象となる生活支援ロボットが出てくる。

このような法制度との関係が深いロボットの中で、海外で実用化に成功している事例を調査して、

日本の認証スキームを考えるときの参考にする。 
そこで、米国調査では、日本に先行して実用化に成功しているロボットを取り上げて調査した。

欧州調査については、EU の中でもデンマーク王国は、国策として生活支援ロボットの実用化に取

り組んでいるという情報を得て、訪問調査を行った。他の EU 諸国については、英国、ドイツ、

スウェーデンを典型例として取り上げて国内にて調査した。本調査の報告書は前項の「① 安全性

に関するデータの蓄積・提供手法に関する研究開発」で構築したデータベースに登録した。 
 

1) 米国訪問調査 
2010 年 12 月に米国を訪問し、パーソナルモビリティや家庭内生活支援ロボットを製品化して

いる米国メーカの成功事例を基にして、米国市場に生活支援ロボットを流通させる条件を調査し

た。 
成功事例として Segway 社の PT（Personal Transporter）と Gecko Systems 社の CareBot を

取り上げた。日本で規制の対象とされているのに、海外で実用化されている Segway のような

パーソナルモビリティ分野や、日本ではベンチャーによる参入が難しいと考えられている

CareBot のようなコミュニケーションロボット分野について、日本と比較検討することにより、

有益な情報を得ることができると考えて、海外渡航を実施した。Segway については、警官の志

気高揚、パトロールの質の向上の他、交通モラルと交通マナーの啓蒙教育などの社会的要請があ
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り、CareBot については、バイタルサイン（体温、血圧、脈拍）をモニタして、異常が認められ

たら、健康医療センタから服薬を指示したり、医師が来院もしくは往診を行うサービスなどの社

会的要請がある。 
米国には、CareBot の安全認証を義務付ける法制度は無いが、安全を十分に配慮して開発して

いる。安全なロボットに求められる基本的要件は、そのロボットが活用される状況やユーザ等に

応じた適切な自律性能を有する事である。これは、綿密なリスクアセスメントと、必要かつ十分

な安全試験を経て定まるものであろう。日本でも、その点を考慮して、ロボットの自律レベルに

応じた法制度が作られるべきである。 

安全確保の観点では、ロボットの安全認証制度と同様に、ユーザの適性を審査する法制度が大

切だと考える。例えば、自動車については、免許制度、事故発生時の保険制度、購入時のローン

制度などがあり、ドライバ（ユーザ）は、安全に運転するための技能と知識、個人情報、指紋、

顔写真、犯罪歴などを要求される。Gecko Systems Inc.では、CareBot 購入者の適性審査を行い、

所有者の追跡調査を行い、トレーニングを行っている。 
2) デンマーク王国訪問調査 

平成 23 年 1 月にデンマーク王国への訪問調査を行った。 
デンマーク政府は、高齢者福祉等の行政サービスを行う労働力の節約を重要課題としている。

この課題の解決に資する技術を Labor Saving Technology と呼び、ロボットを含む世界中の技術

を試験導入している。試験導入を通じて、国内向けの安全基準や利用プロトコルを開発して、デ

ンマーク国民に適したサービスシステムを構築する。これらの成果は、今後 2、3 年で公開され

ると言われている。デンマーク政府も成果を期待している。デンマーク政府は、ロボット産業振

興を主眼にしていないため、産業の主導権争いが起こり難いので、ロボットで新産業の創生を目

指す我が国にとり好適な連携相手となる。適当なタイミングで連携が実現すれば、この実績を

ベースに EU 展開を有利に進めることができる。 
今回の調査では、在デンマーク日本大使館の協力を得て、福祉向け Labor Saving Technology

を開発するための助成機関（ABT Fonden）、研究機関（Science Park Odense CareLab & 
Welfare Tech Region）、臨床試験機関（Copenhagen Municipality, Health and Elder Care 
Administration）、知識センタ（Danish Center for Assistive Technology）を訪問調査した。日

本で開発された食事支援ロボットや、アザラシ型ロボット、身体装着型パワースーツの他、小型

ヒューマノイドロボット、介護サービス労働力の削減に資する福祉住宅（モデルルーム）等の安

全基準や利用プロトコルが研究されていた。 
デンマーク王国においても、生活支援ロボットを実用化するために考慮すべき法律、社会制度、

安全規格を、ロボットの試験導入を積極的に実施しながら策定していた。策定中の安全基準や利

用プロトコルは、海外からは見え難いが、現地で話を聞いてみると、我が国同様に厳格な基準と

なることが想定された。同時に、100％福祉国家を支える公務員数は、全労働人口の 30％以上で

あり、その内の 25％が今後 10 年で退職することや、実質的な国民税負担率が 7 割に達するなど

の事情から、生活支援ロボットに対する強い社会的要請がある事もある程度推察できた。 
3) まとめ 

欧米の法制度を参考にしつつ、法律と、法律から参照される形で法的拘束力を持つ安全規格を

含めて、規制と緩和の両面を配慮して、法制度を生活支援ロボットに整合させる作業が必要にな

る。さらにその次の問題として、日本で実用化を認められた生活支援ロボットの認証スキームを、

欧米市場に通用させることも検討する必要がある。 

 

(f) 法制度への提言 

生活支援ロボット関係法令集に掲載した 13 の法律について、平成 23 年度末までに順次検討を

進めている。 
 

1) 道路運送車両法と道路交通法への提言 

つくば特区では、Segway タイプのパーソナルモバイルの運用方法が検討されている。特に

Segway の場合には、欧米における公道走行実績も考慮に入れると、Segway タイプのパーソナ

ルモバイルの公道（歩道、自転車道）走行を日本でも可能にするための法と制度の改訂が望まれ

る。 
Segway タイプのパーソナルモバイルの公道走行の是非を現行法で解釈すると、整備不良の車

両として規制対象となる。生活支援ロボット関係法令集では、「10. 道路運送車両法（P.71）」と、
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「12. 道路交通法（P.88）」に該当する。 
Segway は、現行法では、「整備不良の車両」とされるため、そのまま公道を走行する場合には、

道路交通法による「歩行者」でなければならない。「歩行者」は、「身体障害者用の車いす、歩行

補助車、二輪車等を押して歩いている者」と定義される。そこで、これらの「車両」と「歩行

者」の具体的な定義だが、これは、道路交通施行規則に記載されている。 
そこで、上記法令集の表「12-1 車両の定義（P.91）」に、道路交通法と対照させた形の表を作

成して掲載致した。 
一方、米国では、45 州／50 州が、Segway の公道（歩道と自転車道）走行を認めていた。例

えば、Alabama 州のわずか 4 条の簡単な条文だが、Segway タイプのパーソナルモバイル専用の

法律となっている。Segway タイプの定義は、Alabama 州法 Section 32-1-1.1 にある。さらに欧

州の状況を見てみると、英国以外の EU 諸国が公道（歩道と自転車道）走行を認めていた。 
日本の歩道と自転車道の整備状況や、交通混雑の状況が地域ごとに異なる事を鑑み、地域別に

認めることが望ましいと思われる。制度面においては、日本の安全認証制度が適用されると共に、

専用道の整備が行われる必要もあると思われる。関係府省との話し合いについては、電動アシス

ト自転車や、シニアカーが認可される経緯も参考になるのでないだろうか。 
2) 薬事法への提言 

ロボットスーツ HAL 福祉用の様に、厚生労働省が告示している福祉用具貸与種目や販売種目

に分類されないが、実用化し普及することを期待される生活支援ロボットが出現している。福祉

用具貸与種目は、3 年に 1 回、厚生労働省老健局が事務局を務める委員会で決定されるので、このよう

な機会の活用により、普及促進することが望まれる。また、これらの生活支援ロボットは、障害者自立

支援法に基づく日常生活用具として利用可能であっても、日常生活用具の利用者申請制度には、

メーカによる新しい機器の登録制度が無いため、障害者に認知されなければ、利用申請が行われ

難い場合もある。そこで、日常生活用具の対象種目を決める制度も望まれる。 

 

 

 

2.1.3 成果の意義 
本事業の成果により、日本の強みを活かし、弱み・脅威を、強み・好機に変 えることが可能となる。 
生活支援ロボットの分野における日本の強みは、製品に近いレベルで開発が進んでいることである。

この強みを活かし、さらに本事業で得られる知見を積極的に提案することにより、国際標準化を主導

していく。国際標準化に関しては、欧米および韓国が積極的な姿勢を示しており、環境としては脅威

であるが、標準化の力関係ではでは日本の弱みとはなっていない。標準化を主導することで、日本

メーカーにとって使い易い国際標準を作成することに貢献する。 
生活支援ロボットの安全技術については、日本の大手メーカーには、自動車や家電などの関連分野

でのノウハウ蓄積という強みがあるが、その検証手法は確立されていない点が脅威となる。本事業に

よって、日本のメーカーにとって使い易い共通な検証手法を確立することで、これを好機とするるこ

とが可能である。安全検証の分野で日本が後発であるという脅威・弱みも、本事業の成果によって、

世界に先駆けて、生活支援ロボットの安全検証技術と体制を整えることで、克服することが可能であ

る。 
日本のベンチャービジネス向け投資環境は、米国などに比べて弱いとされている。新たな技術分野

である生活支援ロボットにおいて、この点は脅威となる。このような環境で、利用者に向けて機能安

全を含めたシステムの安全を確保することが、資金・経験の少ない新規メーカーに大きな負担となり、

起業を阻害することが懸念される。この脅威に対して、本事業にの成果として、リスクアセスメント

雛形や機能安全検証ツールを提供することで、その負担を大幅に軽減することができる。また、共通

に利用できる試験設備を開発することで、個別のメーカーが設備投資するのに比べて、大幅にコスト

と経営リスクを軽減することが可能である。 
 結果として、安全なロボットを市場投入して、世界をリードするとともに、国民に安全な生活支援

ロボットを提供することが可能となる。 
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2.1.4 成果の普及 

2.1.4.1 特許、論文、外部発表等の件数 
 

表Ⅲ.2.1.4-1 特許、論文、外部発表等の件数（内訳：平成 23 年 8 月現在） 
 

  区分 
 
年度 

特許出願 論文 
その他外部発表 
（プレス発表等） 国内 外国 PCT※出

願 
査読付き その他 

H21FY 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 
H22FY 1 件 0 件 0 件 0 件 7 件(※1) 1 件(※3) 
H23FY 1 件 0 件 0 件 0 件 4 件(※2) 0 件 

（※Patent Cooperation Treaty :特許協力条約） 
    ※1： 日本ロボット学会学術講演会 
     計測自動制御学会システム・情報部門学術講演会 
    ※2： 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会 
     日本機械学会安全工学シンポジウム 
    ※3： 生活支援ロボット安全検証センター オープニングシンポジウム 
 
 

2.1.4.2 その他の関連報道および成果普及の努力 
(1) 本研究開発に関連する報道 

 
表Ⅲ.2.1.4-2 本研究開発に関する主な報道 

 
年月日 媒体 内容

2010.12.27 時事ドットコム 生活支援ロボの安全確保＝検証センターがオープン
2010.12.27 NHK ニュース 生活支援ロボットの実験施設
2010.12.28 朝日新聞 介護・家事支援ロボの安全性試験 茨城に検証センター
2010.12.28 毎日新聞 家庭用ロボット：安全の「お墨付き」 検証センターが

開所 
2010.12.28 東京新聞 生活支援ロボ 安全性を認証
2011.1.4 ロボナブル(日刊工業新

聞) 
特集 生活支援ロボット安全検証センター始動！ 設立
の背景と課題を探る 

2011.2.11 ワールドビジネスサテ
ライト（テレビ東京） 

新ロボット大国へ 「サービスロボットが拓く」

 
 

(2) ロボット関連業界等への成果普及 
 （社）日本ロボット工業会が運営するロボットビジネス協議会に設置された「プロジェクト対応・

企画ＷＧ」に参加して、本研究開発の概要及び得られた知見の一部を情報提供するとともに、ロボッ

ト業界、学識経験者、自治体など関連団体と意見交換を行った。 
 

表Ⅲ.2.1.4-3 プロジェクト対応・企画ＷＧへの参加実績 
 

開催日 主な意見交換議題
平成 21 年度第 1 回
（平成 21 年 12 月 15 日） 

・プロジェクトの概要
・プロジェクトに対する要望、期待 

平成 21 年度第 2 回
（平成 22 年 2 月 24 日） 

・研究開発の概要
・安全性検証に関するアンケート結果 
・試験装置仕様策定のためのロボット想定仕様調査結果 

平成 22 年度第 1 回
（平成 22 年 6 月 29 日） 

・研究開発の実施状況
・関連法規・規制の調査 

平成 22 年度第 2 回
（平成 22 年 9 月 7 日） 

・コンセプト検証
・国際標準化動向 

平成 22 年度第 3 回
（平成 23 年 2 月 9 日） 

・生活支援ロボット安全検証センター
・リスクアセスメントシートひな形 
・機能安全 
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2.1.5 終目標の達成可能性 

 
表Ⅲ.2.1.5-1 終目標に対する達成可能性 

 

研究開発課題 
終目標 

（平成 25 年度末） 
（※基本計画より） 

達成見通し 

安全性検

証手法 
リスクア

セスメン

ト手法の

開発  
 

各タイプのロボットの

リスクアセスメント手

法の確立 

手法の文書化（リスクアセスメントシート

ひな形・コンセプト自己チェックシート）

がほぼ完了しており、実際のロボットへの

適用試行を継続し、改良を加えることで達

成が可能 
確立した手法をロボッ

ト開発実施者に提供 
リスクアセスメントシートひな形・コンセ

プト自己チェックシートは、ロボット開発

実施者に提供済み。今後の改良版も随時提

供することで達成が可能 
対人安全性に関して取

得したデータに基づ

き、耐性指標等の国際

標準提案を行える 

評価試験方法開発の中で大人の耐性指標を

策定中であり、さらに子供に関する指標を

事故データ調査・シミュレーションにより

策定することにより、達成が可能 
安全性試

験評価方

法の開発  

各タイプの生活支援ロ

ボットの安全性試験評

価方法の確立 

試験方法の原案は策定済みであり、安全技

術を搭載したロボットの検証試験の試行を

経て改良を加えることにより、達成が可能 
策定した試験方法等に

ついて国際標準提案を

行える 

2013 年度以降の具体的要求の記述に向け

て、試験法・評価基準が策定されるため、

達成が可能 
安全基準に関する適

合性評価手法 
各タイプの生活支援ロ

ボットに関する安全性

基準適合性評価手法の

確立 

認証スキームの案に基づいて、ロボット開

発実施者の協力を得ながら適合性検証の試

行 を 開 始 し て お り 、 H25 年 度 ま で に

ISO13482に基づく第三者認証手法の確立を

達成可能 
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2.2 研究開発項目② 「安全技術を導入した移動作業型（操縦が中心）生活支援ロボ

ットの開発、安全技術を導入した移乗・移動支援ロボットシステムの開発」 

【実施者：パナソニック株式会社、国立障害者リハビリテーションセンター】 

2.2.1 中間目標の達成度 

本研究開発に関する中間目標・成果・達成度を表Ⅲ.2.2-1 に示す。 

 

表Ⅲ.2.2-1 本研究開発に関する中間目標・成果・達成度 

研究課題 目標 成果 達成度 今後の課題 

1）リスクアセスメ

ント、安全試験 

リスクアセスメントお

よび安全性試験実

施 

プロト機を用いてリスクアセ

スメントおよび安全試験を

実施し、改良型ロボット（安

全評価機）設計に反映、試

作完了 

○ 

安全評価機に

よる再リスクア

セスメント実施

と改善 

2）操縦 IF／操

縦支援 

操作系に関する基

本技術の確立、実

機搭載評価 

実証評価をベースに操作

性、安全性を備えた操縦系

を構築し、安全評価機に搭

載 

○ 

直感操作性向

上 

3）安全変形／

動作 

挟み込み検知セン

シング基本技術確

立、実機搭載評価 

柔軟体に高感度に反映す

る挟み込みセンサ基本技術

開発完了 

○ 

安定性、低コス

ト化 

4）ロボットシステ

ム自己診断 

安全ロボットコントロ

ーラ開発、実機搭載

評価 

安全ロボットコントローラ設

計／試作完了、安全評価

機に搭載 

◎ 

機能安全対応 

5）機能／システ

ムユーザビリティ 

ロボットの評価指標

の明確化 

プロト機を用いて国リハにて

専門職、当事者によるユー

ザビリティ評価実施 

○ 

模擬環境試験

対応 

6）安全環境セン

シング 

環境センシング基本

技術の確立、実機

搭載評価 

基本構想に基づき実証シス

テム構築完了 ○ 

安全性実証評

価 

7）動的動作経

路生成 

障害物回避のため

の基本技術の確

立、実機搭載評価 

基本アルゴリズム開発、実

機搭載評価実施 ○ 

現場実用性向

上 

◎大幅達成、○達成、△達成見込み、×未達 
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2.2.2 成果の意義 

2.2.2.1 取組み概要 

現在実用化を目指して開発している移乗・移動支援ロボットシステム「ロボティックベッド」

（図Ⅲ.2.2-1）を対象として、実用化に必要な下記７項目の安全技術開発を行った。また、ロボ

ティックベッドの改良に向けて実施したリスクアセスメントおよびコンセプト検証の結果をベース

に、上記安全技術の一部を導入した改良型ロボット（安全評価機）の設計／製作を行い、ロボ

ティックベッドの実用化に向けた取り組みを行った。 

 

1） リスクアセスメントに関する研究開発 

2） 操縦ＩＦ／操縦支援技術の研究開発 

3） 安全変形／動作技術の研究開発 

4） ロボットシステム自己診断技術の研究開発 

5） 機能／システムユーザビリティの研究開発 

6） 安全環境センシング技術の研究開発 

7） 動的動作経路生成技術の研究開発 

 

各安全技術の位置づけ／役割を図Ⅲ.2.2-2 に

示す。安全に関する要因を外部（環境）要因、搭乗

者（利用者）要因、内部（ロボット）要因に大別し、以

下に説明する各安全技術の対応領域を明確化するとともに、各安全技術により全領域を漏れ

なくカバーできる位置づけとしている。 

図Ⅲ.2.2-1 ロボティックベッド 

固定環境

変動環境

建物、障害物、通行者など 構造、動作、信頼性、劣化

内部（ロボット）要因搭乗者（利用者）要因外部（環境）要因

機能／システムユーザビリティー技術

安全変形／動作技術

自己診断技術

安全環境
センシング技術

搭乗者（要介護者）、介護者

段差、階段等

通行人、移動障害物など

操縦ＩＦ／操縦支援技術
動的動作経路生成技術

 

図Ⅲ.2.2-2 各安全技術の位置づけ／役割 
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2.2.2.2  各個別テーマの成果 

1) リスクアセスメントに関する研究開発 

■ 安全評価機開発に向けたリスクアセスメントの実施 

 既存のロボティックベッド（プロト機）のリスクアセスメントを行うとともに、その結果をベ

ースに、安全評価機の開発に向けたリスクアセスメントを行った。具体的には、使用条

件／設計要求事項の整理、システム構成の確定、ハザード抽出、許容リスク水準の決

定、リスク見積／評価、３ステップメソッドに基づく安全方策の検討を行った。また、これ

らの結果を開発中の各安全技術の仕様にフィードバックした。 

 また、ロボティックベッドは既存の電動ケアベッドと電動車いすを融合し、ロボット化し

たものである。そこで、安全方策としては、既存の電動ケアベッド／電動車いすの JIS

規格（JIS T 9254／JIS T 9203）の安全の考え方をベースに対策を行った。ただし、ロ

ボティックベッド特有の合体／分離動作は、既存の電動ケアベッドや電動車いすには

ない動作である。そこで、これらの動作から発生する可能性のあるリスクに対しては、

安全機能を設計し、リスク低減を行った。 

 実施したリスクアセスメントの概要を図Ⅲ.2.2-3 に示す。 

■ 安全評価機の開発 

 リスクアセスメント結果に基づき、安全評価機の仕様策定および開発を行った。安全

評価機には、「操縦 IF／操縦支援技術」や「ロボットシステム自己診断技術」、「動的動

作経路生成技術」の研究開発項目にて開発した安全関連技術の一部を導入した。 

 

ハザードチェックリスト

使用条件

システム構成

設計要求事項

リスクアセスメントシート

図Ⅲ.2.2-3：安全評価機開発に向けたリスクアセスメント（概要） 
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2） 操縦ＩＦ／操縦支援技術、動的動作経路生成技術の研究開発 

■ 自然な障害物回避手法の開発 （関連特許出願：国内１件） 

従来、障害物との衝突を回避する制御手法として、障害物までの距離と方向を検知し、

障害物から遠ざかる方向に、障害物までの距離に反比例した仮想的な斥力（以下、仮

想斥力と呼ぶ）を生成し、操作力に合成することにより、障害物との衝突を回避する制御

手法が提案されていた。しかしながら、全方向移動ロボットにこのような制御手法をその

まま適用した場合には、操作した方向と実際に動作する方向が異なるため、操作者によ

っては操作に違和感や不安感を抱いてしまう場合があった。そこで、本研究開発では、

操作した方向と実際に動作する方向の差異を小さくして、操作者の違和感や不安感を

軽減する制御手法を開発した。開発した制御手法の概要を図Ⅲ.2.2-4 に示す。 

■ 扉通過が可能な障害物回避手法の開発 （関連特許出願：国内１件） 

従来、上記で説明したような仮想斥力を用いた制御手法をベースにした障害物回避

を検討してきた。この制御手法では、車いすの全方向の障害物が検出できるようにセン

サを配置し、全方向からの障害物に対して障害物回避動作を行っていた。しかしながら、

このような制御手法をそのまま適用した場合には、車いすが通過可能な扉を通過しよう

としても、仮想斥力の影響で扉の通過ができなくなるという問題が発生した。そこで、本

研究開発では、操作した方向に細長く伸び、操作力の大きさに比例した長さのサーチ

領域を生成し、この領域に存在する障害物だけを回避すべき障害物と判断して回避動

作を行う障害物回避制御手法を開発した。この制御手法を用いることにより、仮想斥力

の影響で扉が通過できないといったことを防ぐことができる。開発した制御手法の概要を

図Ⅲ.2.2-5 に示す。 

障害物

（a）従来手法                    （b）提案手法 

図Ⅲ.2.2-4 自然な障害物回避手法の概要 
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3） 安全変形／動作技術の研究開発 

■ 挟み込み検知センサの試作評価 （関連特許出願：国内 2 件） 

柔軟導電体とメッシュ状の絶縁体からなる形状柔軟性を備えた挟み込みセンサの

評価試作を行った。開発した挟み込み検知センサの基本構成を図Ⅲ.2.2-6 に示す。

開発した挟み込み検知センサの基本性能評価を行った結果、試作したセンサは人体

等の柔軟体に対して高感度の特性を有し、指等の挟み込み検知に有効性が高いこと

が確認できた。 

 

 

 

（a）従来手法               （b）提案手法 

図Ⅲ.2.2-5 扉通過が可能な障害物回避手法の概要 

◆センサ構成

◆検知イメージ

メッシュ構造を変更し、曲面対応性を向上

導電布

メッシュ

導電スポンジ

指
硬い異物

指（柔軟物）による接触時 異物（硬質）による接触時
弾性体直列接続時の剛性
低下を応用し、指等の柔軟
物に対して感度が高いセン
サとして構成

導電布
メッシュ(絶縁体)

導電スポンジ

物体の接触によ
る導電布と導電
スポンジの短絡
を検知

図Ⅲ.2.2-6 挟み込み検知センサの概要 
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4） ロボットシステム自己診断技術の研究開発 

■ サービスロボット／機能安全規格調査 

サービスロボット安全規格 ISO13482 や機能安全規格 IEC61508、IEC62061、

ISO13849 等の安全規格動向の調査および、機能安全に関する技術検討会に参加し

て関連規格への具体的な対応を検討するとともに、体制構築に向けた準備を開始し

た。 

■ 自己診断ロボットコントローラの開発 

拡張性・省配線性に優れ、自己診断機能を有する安全性・信頼性の高い分散型ロ

ボットコントローラを開発した。開発したコントローラの単体機能評価を行うとともに、安

全評価機に搭載し、安定して動作することを確認した。 

■ 安全機能設計 

リスクアセスメント結果に基づき、安全評価機の安全関連部を決定し、安全機能の

具体設計を行った。 

 

5） 機能／システムユーザビリティの研究開発 

■ システム評価 

（１） 専門職を対象とした試用評価実験 

 ターゲットユーザを確定するために、医療／リハ専門職を対象として、ロボティック

ベッド（プロト機）を用いた試用評価実験及びインタビューを行った。エスノグラフィー

を基にした質的分析を行い、ターゲットユーザ像と機能要件を抽出し、安全評価機

の仕様に反映した。試用評価実験の様子を図Ⅲ.2.2-7 （a）に示す。 

 

       
      （a）専門職評価実験                  （b）ターゲットユーザ評価実験 

図Ⅲ.2.2-7 試用評価実験の様子 
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（２） ターゲットユーザを対象とした試用評価実験 

 上記評価実験から抽出されたユーザ像に基づいてロボティックベッドのターゲット

となりうる障害当事者を選定し、試用とインタビューから成る評価実験を実施した。試

用時の行動解析とインタビュー分析から、利用者の身体状況や実生活場面での利

用に関する問題点を抽出し、追加／改善すべき機能要件として整理した。試用評価

実験の様子を図Ⅲ.2.2-7（b）に示す。 

■ 安全性・ユーザビリティ向上 

（１） 姿勢ずれに関する研究 

 仰臥位－椅座位変形時の姿勢ずれを定量化し、変形動作最適化検討を行なった。

また、スライディングシートを用いた摩擦低減により、ロボティックベッドの変形時の姿

勢ずれを防止する方法を提案し、原理確認を行った。この方法により、ロボティック

ベッドの変形時に姿勢のずれを防止できることを確認するとともに、電動ベッドに応

用することで、腹圧上昇の防止にも効果があることを確認した。 

（２） うつ熱防止のための抜熱システムの開発 

 車いすに搭載可能な体温冷却システムを提案／設計／試作した。 過去の文献を

参考に仕様を策定し、普通型電動車いすに搭載可能なペルチェシステムの試作を

完了した。 

 

6） 安全環境センシング技術の研究開発 

■ 基本システム構想＆評価実験の実施 （関連特許／意匠出願：国内２件／３件） 

ロボット移動時にロボットの死角等から現れる人や障害物を事前に検知することで、

ロボット単体では困難な出会い頭衝突等の防止を支援するシステムを構想した。基本

システムの構想イメージを図Ⅲ.2.2.8 に示す。 

 

 

通知
人検知

通知
人検知

ロボットは検知
データ受信により
減速

利用者から見えな
い通行人との衝突
を事前に検知して
ロボットに通知

 

図Ⅲ.2.2.8 安全環境センシングの基本システム構想 
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3. 知的財産権、標準化および成果の普及 

 

本研究開発に関する特許・論文・研究発表／講演・展示会への出展状況を別添資料に示

す。 
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２．３ 研究開発項目③「安全技術を導入した移動作業型（自律が中心）生活

支援ロボットの開発、安全技術を導入した生活公共空間及びビルの移動作業型

ロボットシステムの開発」の成果 【富士重工業株式会社】 

 

１）研究開発の概要 

（１）事業目的 

①背景 

富士重工業は、オフィスビルの清掃ロボットシステム、連結式容器交換ロボット

の実用化と販売を進めており、数々のオフィスビル、空港、工場等に納入している。

これらのロボットは、人との共存を極力避けるような時間帯や、建物の共用部等の

限られた部分での運用としていた。   
しかし、作業者不足、セキュリティーの問題、清掃単価の上昇等により、事務所

内等の専用エリアの清掃作業や、ビル内で排出されるゴミの収集と分別課金、さら

にゴミの CO2 換算までもが自動化されることが求められている。また近年は、建物

の清掃品質が欧米並またはそれ以上であることが求められている。 
駅においては、従来の駅の概念と異なり、生活用品、食品を販売し、さらに銀行

等の社会インフラまでも含むショッピングセンターとなってきている。これは、空

港や高速道路のサービスエリアの有効活用法の１つでもある。富士重工業は、この

ような建物空間を「生活公共空間」と呼ぶ。この空間における清掃品質は、従来の

駅のレベルをはるかに超えており、清掃面積も広域である。そのため人と共存しつ

つ、昼間に清掃せざるを得ない。 
オフィスビルの事務所等の専用部は、廊下、エレベータホール等の共用部よりも

清掃面積が大きく、多大な労力を必要としている。しかしセキュリティーや作業者

の信用度の問題もあり、清掃単価は高い。共用エリアでも、夜間は作業者の確保が

難しく、同様にセキュリティーの問題もあるため、人と共存する昼間清掃に移行し

つつある。 
また、派遣切り等があるとは言え、日本は少子高齢化であり、一般清掃のような

機械化できる作業は機械化（ロボット化）し、人的資源を有効活用しなければなら

ない。現在、清掃作業員は不足しており、作業者の確保が非常に難しくなってきて

いる。そのため清掃品質の向上、清掃単価低減、ゴミの収集コスト低減等、夜間作

業だけでなく、人と共存した昼間における清掃、ゴミ収集等の機械化（ロボット化）

は必須の課題となる。 
 
 ②目的 

以上のような背景に対して、本プロジェクトでは、生活支援ロボットとして産業

化が期待される清掃ロボット等を対象に策定、技術開発、実環境での試験による実
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用化等を目的とする。 

・安全性検証手法研究開発実施者と連携し、リスクアセスメントの具体的検証方法

の策定及び安全性試験項目の策定 

・移動作業型ロボットシステムにおけるリスクアセスメントの具体的検証方法の策

定、リスク低減に必要な安全技術の具体的開発 

・開発した安全技術を既に実用化している清掃ロボットに搭載し、安全性試験項

目の策定とそれに基づいた検証、実環境での試験による実用化 
・人と共存する生活公共空間及びビルへの移動作業型ロボットシステム導入 

 
（２）事業概要 

①対象とするロボット 

(a)人と共存するオフィスビル清掃ロボットシステム（共用部、専用部等の閉鎖空間） 
（ア）使用目的 

オフィスビルにおいて各階のフロアは、廊下やエレベータホール等、利用者が

共用して使う共用部と、事務所や会議室等、特定の人が使う専用部に分けられる。

一般にオフィスビルにおいては、ビルの性質上、専用部の面積は共用部の面積よ

りも、はるかに広く作られている。そのため、ビルメンテナンス会社からは専用

部の清掃の自動化への要望は非常に高い。 

しかし、専用部においては、机やゴミ箱等の移動による環境変化が頻繁であ

り、未だに人手で清掃を行っている。その結果、深夜や早朝のオフィスが稼動す

る前の短い時間に大量の作業者が必要となっており、今後の少子高齢化により作

業者の確保が難しくなることが懸念されている。 
そのため、オフィスビルの専用部 500[m2]以下を無人で清掃するロボットシス

テムが求められている。また共用部においても同様に作業者不足の問題もあり、

昼間での人と共存する清掃ロボットシステムが求められている。ロボット清掃は

当面は夜間に行うが、セキュリティ等の関係上、早朝でのロボット清掃の要求も

多い。したがってある程度人との共存が必要となる。しかし、現行の清掃ロボッ

トは夜間清掃で人の往来が少ない環境で、かつ廊下やエレベータホールの固定物

の移動がない共用エリアでの環境下で運用を行っている。そのため昼間、人と共

存しオフィスビル専用部内で清掃を行うためには、より安全性の高いロボットと

する必要がある。そこで、リスクアセスメントの具体的な内容の策定と実施、リ

スク低減に必要な安全技術の開発と、安全性検証を行い、清掃ロボットシステム

を構築する。本ロボットは富士重工業が所有する専用部小型ロボットをベースに

安全技術を搭載していく。 
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実行目標を想定した応用例 

 
 
 

 
 

図Ⅲ.2.3-1 事務所（オフィスビル専用部） 

 
 
 
 
 
 
 
 

     共用部清掃ロボット        専用部小型清掃ロボット 
図Ⅲ.2.3-2 既存のオフィスビル清掃ロボット 

（イ）ロボットに要求される仕様 

オフィスビル専用部 
・机等を回避しながら床面の清掃を行う 
・物が置かれても回避しながら清掃する 
・経路変更への迅速な対応 
・清掃残しをなくすため、高精度かつ確実な走行 
・作業者と比べ遜色のない清掃品質 
・専用部を移動可能なサイズ 全長 450mm×全幅 450mm×全高 450mm 
・最大速度 30m/min 
・清掃吸気排気フィルタ搭載 

 
オフィスビル共用部 

・経路変更への迅速な対応 
・清掃残しをなくすため、高精度かつ確実な走行 
・作業者と比べ遜色のない清掃品質 
・人と共存してエレベータと自動的に乗降が可能 
・共用部を移動可能かつ、エレベータへの乗降が可能なサイズ 
全長 850mm×全幅 720mm×全高 1300mm 

・清掃排気フィルタ搭載 

※机、キャビネット、 
事務機器は移動しない 
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(b)人と共存する生活公共空間清掃ロボットシステム（駅、空港等の開放空間） 

（ア）使用目的 

近年、構内に飲食店，衣料品店，書店，コンビニエンスストア，銀行 ATM 等

が存在する駅が増えている。このような生活必需品を中心とした商業スペース

は駅中(生活公共空間)と呼ばれ、多くの人間が往来し、広大な面積を有し清掃

品質高レベルが要求される開放空間(生活公共空間)である。現在は人手によっ

て清掃が行われているが、更に作業時間は終電から始電までの間の２～３時間

程度しかとることが出来ず、このため多くの労働力を要する。さらに現在の都

心部では少子高齢化により作業者の確保が難しくなっており、今後さらに都心

部以外でも作業者の確保は困難となることが予想される。これらの解決のため

に駅構内の清掃を無人で行うロボットが求められている。しかし、現状の清掃

ロボットは、主として人の往来の少ない夜間のオフィスビルを対象としたもの

であり、駅中のような不特定多数の人が往来する場所には適さない。そこで、

人と共存する生活公共空間清掃ロボットシステムのリスクアセスメントを行い

既存の清掃ロボットに開発する安全技術を搭載し、安全性検証を行い、生活公

共空間清掃ロボットを構築する。 

 
実行目標を想定した応用例 

 
 
 
 
 
 

図Ⅲ.2.3-3 駅中（生活公共空間） 
 

 

 

 

 

 

図Ⅲ.2.3-4 既存の開放空間清掃ロボット 

（イ）ロボットに要求される仕様 

   本ロボットに要求される機能を以下に示す。 

・人と共存する環境において、人や固定物に接触することなく、安全に走行 
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・ハードフロアにおいて、清掃残しが無いよう、高精度かつ確実な走行 

・広範囲清掃を限られた時間で行うため昼間最大速度30m/min、 

・夜間最大速度 50m/min 
 

(c)人と共存する搬送ロボットシステム 

（ア）使用目的 

既存の連結式容器交換ロボットは、クリーンルームなど人と共存しない限定

されたエリアで使用されてきた。しかし、製薬会社、食品会社等は、製品の製

造工程の自動化は進んでいるものの、工程間の搬送等のハンドリングの自動化

は進んでいない場合が多い。 
そこで、安全技術の導入を行うことにより、人と共存する一般の製造ライン

への導入を実現する。 
これらのロボットは、すでに製薬会社で実用化している連結式容器交換ロボ

ットをベースとし、必要な機能を実現できるよう改造を施し、本研究の安全技

術開発、リスクアセスメント、安全性検証等に用いる。 
 
 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ.2.3-5 既存の搬送ロボット 

 

（イ）ロボットに要求される仕様 

 工場内搬送 

・最大 200kg の搬送重量 
  ・搬送台車を自動連結 
  ・人と共存するエレベータ自動乗降し、工程間を搬送 

    ・最大速度 30m/min 
 

 
②研究開発の概要 

既に実用化・販売している清掃ロボット、連結式容器搬送ロボットを参考に、安全 
性検証手法研究開発実施者と連携して、人と共存する清掃ロボットシステム及び人と 
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共存する搬送ロボットシステムについてリスクアセスメントを行う。リスク低減技術 
及び安全要素技術を開発する。安全性検証手法研究開発実施者と連携して、リスクア 
セスメントを行い、安全性試験方法、検査手順等を開発する。 
リスクアセスメント、安全技術は、ロボットだけではなく、建物側のロボットが利 

  用するインフラであるエレベータ、誘導マーカ等を含め、システム全体として開発す 
る。実証試験は、ロボットを納入している実環境にて行う。 
尚、安全性試験方法や検査手順は、第三者認証を視野に入れ、極力低コスト、効率 

的に実施できるような項目とする。 
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２）研究開発の成果 

（１）目標の達成度 

①基本計画中間目標 
 基本計画中間目標に対する成果と達成度を以下に示す。表中の達成度は、◎：大幅

達成、○:達成、△:達成見込み、×:未達を示す。 
 いずれの項目も達成以上であり、予定以上の成果を得ている。 
 

表Ⅲ.2.3-1 

（a）リスクアセスメント等 
目標 成果 達成度

ISO 12100-1：2003 

リスクアセスメント 

準備、制限の決定、危険源の同定、 

リスク見積、評価実施 
◎ 

安全性試験項目 リスクアセスメントに基づく安全性試験項目を策定 ◎ 

ISO 13849-1：2006 

安全性レベル 
PLｒ、PL による検証実施 ◎ 

 
 

表Ⅲ.2.3-2 

（ｂ）安全技術：リスク低減技術 

目標 成果 達成度

安定走行技術 
実証試験完了：誘導技術 ◎ 

安全コンポーネントによる制御回路開発 ○ 

人・障害物回避技術 衝突リスク決定、車体制御法の仕様確定 ○ 

自律走行技術 実証試験完了 ◎ 

自己診断技術 実証試験完了 ◎ 

危険予防技術 実証試験完了 ◎ 

人とﾛﾎﾞｯﾄが同乗する 

ｴﾚﾍﾞｰﾀ自動乗降技術 

指針制定(ﾛﾎﾞｯﾄﾋﾞｼﾞﾈｽ推進協議会 主査会社) ◎ 

社内模擬試験 ○ 
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表Ⅲ.2.3-3 

（c）安全技術：安全要素技術 

目標 成果 達成度

自己位置認識技術 実証試験完了 ◎ 

安全環境認識技術 
人と固定物の区別 

センサ確定 
○ 

環境地図生成技術 

走行プログラム自動生成システム監理手順確立 ◎ 

シミュレーションシステムの仕様、操作法決定 ○ 

 
 
 

表Ⅲ.2.3-4 

（ｄ）安全性検証 
目標 成果 達成度

安全性試験 
走行安定性試験、EMC 試験、耐環境試験等 

12 の試験項目を実施 
◎ 

実証試験 

予定より前倒し 

実フィールドで実施 

・安定走行技術 

・自律走行技術 

・自己位置認識技術 

◎ 
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②個別研究開発項目の実施計画目標と達成状況 
個別研究開発項目の実施計画目標に対する成果と達成度を以下に示す。表中の達成

度は、◎：大幅達成、○:達成、△:達成見込み、×:未達を示す。 
 

表Ⅲ.2.3-5 

（a）リスクアセスメント等 
 目標 成果 達成度

リ
ス
ク 

ア
セ
ス
メ
ン
ト 

ISO 12100-1：2003 

「リスクアセスメント」 

･準備、制限の決定 

･危険源の同定、リスク見積、

評価 

･文書 No.D7P-R001 

 「リスクアセスメント」  

（準備、制限の決定、主な危険源同定） 

 

･文書 No. D7P-R005 

 「リスクアセスメント」  

（危険源の同定、ﾘｽｸ見積、評価） 

◎ 

安
全
試
験

項
目 

清掃ロボットとしての 

安全性試験項目の策定 

リスクアセスメントに基づく 

安全性試験項目を策定 
◎ 

安
全
性
レ
ベ
ル 

ISO 13849-1：2006 

「機械類の安全確保をするた

めの設計の安全性ﾚﾍﾞﾙ検討の

一般原則」 

 

･PLｒ、PL による検証 

 

･妥当性確認 

･文書 No. D7P-R004 

「PLｒ：安全要求ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾚﾍﾞﾙ」 

 

･文書 No. D7P-R006 

「PL：安全性能ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾚﾍﾞﾙ」 

◎ 

IEC 61508 

｢電気安全関連システムの規

格による安全性レベルの検

討｣ 

 

・ SIL(安全度水準)による検

証 

 
・妥当性確認 

・SIL 計算による評価 ○ 
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表Ⅲ.2.3-6 

（b）安全技術：リスク低減技術 
 目標 成果 達成度

安
定
走
行
技
術 

床面の影響を受けない 

安全走行 

実証試験完了 

 

・天井誘導ライン、レーザ三角測量 

◎ 

安全ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄによる 

制御回路開発 

安全ﾘﾚｰ、安全非常停止 SW、 

安全ｺﾝﾀｸﾀ選定 
○ 

人
・
障
害
物

回
避
技
術 

レーザレンジファインダ

による人・固定物の回避 

衝突リスク決定 

 

車体制御法の仕様確定 

○ 

自
律
走
行 

技
術 

指定された走行経路をズ

レなく走行 

（ガラス戸、下り階段等の

危険箇所へ近づかない。）

実証試験完了 

･レーザ三角測量センサによる走行制御 

･凹凸、斜面のある路面で直進走行 

誤差±100mm 以下 

･磁気ピンによる危険箇所接近検知 

◎ 

自
己
診
断 

技
術 

･ロボットの異常を 

通知 

実証試験完了 

･異常検知回路、低電圧検出回路開発 

◎
 

･ｵﾍﾟﾚｰﾀへ異常通知無線装置仕様確定 

○
 

危
険
予
防

技
術 

･人にロボット走行 

方向を通知 

実証試験完了 

･進路変更時のｳｨﾝｶｰ機能開発 
◎ 

人
と
ロ
ボ
ッ
ト
が
同
乗
す
る

エ
レ
ベ
ー
タ
自
動
乗
降
技
術

・指針の制定 

「人と同乗するサービスロボットの運用

が可能なエレベータの検査指針」 

「実証試験ガイドライン」 

◎ 

･社内模擬試験 

エレベータによる 

ロボット異常検出機能 

ロボット駐車ブレーキ 

機能 

･社内実証試験用模擬エレベータ設計 

･システム仕様検討 

○ 
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表Ⅲ.2.3-7 

（c）安全技術：安全要素技術 
 目標 成果 達成度

自
己
位
置 

認
識
技
術 

自己位置と方向を正確に 

認識して安全な移動、作業 

移動 

実証試験完了 

・磁気ピンによる認識 

目立たない、設置容易、耐環境性

（水、油、汚れ）のある認識イン

フラの開発 

◎ 

実証試験完了 

・夜光塗料によるｶﾗｰﾗｲﾝﾄﾚｰｽ 

ﾃﾞｻﾞｲﾝ考慮した、目立たない、設

置容易、通行の影響を受けない、

認識ｲﾝﾌﾗの開発 
直進誤差±100mm 

◎ 

安
全
環
境

認
識
技
術

･人と固定物を判別可能 

･人と固定物の区別と距離計測が

可能なセンサ確定、プログラム

検討 

○ 

環
境
地
図 

生
成
技
術 

･走行プログラム自動生成 

システム監理手順 
･監理の運用、手順の確立 ◎ 

･プログラム適正確認 

シミュレーションシステム

･シミュレーションシステムの 

仕様、操作法の決定 
○ 

 
            表Ⅲ.2.3-8 

 
 

 
 
 

（d）安全性検証 

 目標 成果 達成度

安
全
性
試
験 

社内 
試験

･試験用プログラム開発
･試験用プログラム ◎ 

安全 
検証 
ｾﾝﾀｰ 

･既存清掃ロボットによ

る安全性試験項目実施 
･全 12 試験項目実施 

･効率化により日程を 75％削減 
◎ 

実
証
試
験 

H24 年度開始（前倒し） 

実フィールドで実施 

晴海トリトン Y棟、W棟、Z棟、

森タワー、神田和泉町ビル、 

デンソー本社、住友ビル本館

等 10 のビル 

･レーザ三角測量による安定走行 

･天井誘導ラインによる誘導法 

･磁気ピンによる危険箇所検知 

･磁気ピンによる自己位置認識 
◎ 
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④その他 

（a）セーフティサブアセッサの取得 

安全規格に関する知識と、安全設計の技術を高めるため、技術者及び事務要

員が、以下の 6 つのセーフティサブアセッサ資格認証取得講座を受けた。 

   ・基本安全規格(ISO-12100)に基づく安全構築技術 

   ・ガードとインタロックの構築技術 

   ・基礎電気／制御安全技術 

   ・災害事例の安全性査定 

   ・安全コンポーネントの構成原理とその適用 

   ・リスクアセスメント実践技術（１） 

  H23 年 2 月 10 日に、2010 年度(冬季)セーフティサブアセッサ(S1)を受験

し、8 名が合格した。H23 年度は、セーフティアセッサの取得を目指し、セ

ーフティアセッサ資格認証取得講座を受講している。 

   さらにテュフの開催している講習会（ISO13849 機能安全ワークショップ） 

  にも参加している。 

 

（b）リスクアセスメント調査、コンセプト検証 

３歳児ダミー人形を用いた衝突試験（富士重工単独実施）の結果を反映した

リスクアセスメント調査資料を、安全検証手法研究開発実施者に提出した。 

コンセプト検証自己チェックシート第１部、改訂版第１部（設計段階）、第２

部（HW 編）をコンセプト検証 WG に提出した。（改訂版第１部は A判定） 



 

Ⅲ－93 

（２）成果の意義 

  ①国際安全基準に準拠する清掃ロボットの開発 
    本プロジェクトで開発した安全技術は、国際安全基準を取り入れて開発を進めて

いる。本安全技術を搭載することにより、清掃ロボットの安全性が確保され、人と

共存する環境へと導入が可能となる。 
    その結果、清掃ロボットでは、専用部へ適用フィールドを広げることが可能とな

る。さらに、夜間清掃から昼間清掃への対応が可能となり、少子高齢化による労働

者不足にも対応ができる。清掃ロボットの市場を大きく拡大するものであり、大き

な意義がある。 
    搬送ロボットにおいては、人と共存する一般製造ラインへの適用が可能となり、

製薬会社や食品会社の工場内での様々な工程への導入が可能となる。 
   食品工場は、製薬会社よりも数十倍の数があるため、新たな市場の拡大が見込まれ、

大きな意義がある。 
 
  ②実用化しているサービスロボットとしての国際標準規格への提言 
    本プロジェクトにて開発した安全技術を搭載した実用化し販売しているサービス

ロボット（清掃ロボット）を基に策定される安全性基準は、世界でも恐らく初とな

るものである。これを基に国際標準規格へ提言し、我が国発の規格が制定されるこ

とが期待できる。 
    また、ハノーバメッセから本件について、講演依頼もされており、大変に意義が 

あると考える。 
 

  ③人と同乗するエレベータ自動乗降技術の標準化 
    平成 22年にロボットビジネス推進協議会エレベータワーキンググループの主査会 

社として取りまとめ、「人と同乗するサービスロボットの運用が可能なエレベータの 
検査指針」、並びに「実証試験ガイドライン」の制定を行った。 
 エレベータ自動乗降技術は、建物内のサービスロボットに不可欠なキラーテクノ 
ロジーであり、その標準化に大きく貢献したと考える。また、ハノーバメッセから 
本件について、講演依頼もされている。大きな意義があると考える。 
 

  ④安全性試験項目の策定 
    清掃ロボットの安全性試験項目について、安全性検証手法研究開発実施者と協議 

し、全 12 試験項目の内容を策定した。試験項目は、必要最低限とし、実施日程も効

率化をはかり、当初計画から 75%が削減された。 
これは、第三者認証取得のために多額の費用が必要となると、現状のロボットメ

ーカーの資金では、対応できなくなると考えたためである。 
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    効率化を行ったことにより、費用的にも第三者認証を現実的なものにでき、大き 
な意義があると考える。 

 
  ⑤メーカーとして安全性に基づいた開発・設計手法の確立（ルーチンワーク化） 
    機械設計においては、強度計算書、部品の確定等の設計根拠が明確でなければ、 

設計図面の点検・認可は受けられない（図Ⅲ.2.3-6）。 
 
 
 
 
 

図Ⅲ.2.3-6 機械設計における設計手順 
 
    同様にリスクアセスメント、リスク低減、機能安全の評価計算がなければ機械設

計、制御システムの設計図面の点検・認可も受けられない（図Ⅲ.2.3-7）。 
   （ルーチンワーク化とする。） 
 
 
 
 
 

図Ⅲ.2.3-7 機械設計における設計手順 
  

機能安全評価計算実例集（強度計算実例集に相当）の収集と作成を始めている。

これは、今後の機能安全評価計算を効率的に進めるために非常に有用なツールとな

る。大きな意義があると考える。 
 

強度計算 機械設計 
（計画図） 

・ 許容応力＞使用応力、降伏安全率＞基準安全率 図面 

点検
認可

（破壊安全率） 点検 
認可 

点検
認可

リスクアセスメント、リスク低減 
機械設計
（計画図） 
制御ｼｽﾃﾑ 
設計 ＰＬ≧ＰＬｒ

点検
認可 

点検 
認可 

図面 
（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、
電気・電子
 回路） 点検

認可 
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（３）知的財産権等の取得及び標準化の取組み 

  表Ⅲ.2.3-9 に平成 21 年から平成 23 年 8 月 1 日現在の知的財産権及び論文発表等の件

数を示す。（詳細については、添付資料を参照） 

知的財産権の取得については、現在までに 4 件出願をしている。そのうち 3 件は、人

と同乗するエレベータ自動乗降技術に関するものである。エレベータへの自動乗降は、

建物内で稼動するサービスロボットに必須の技術であり、本特許の出願の意義は大きい。 

  さらに、ロボットビジネス推進協議会エレベータワーキンググループの主査会社を努 

め、これまでに「人と同乗するサービスロボットの運用が可能なエレベータの検査指針」 

 及び「実証試験ガイドライン」の制定を行った。これにより、サービスロボット業界全

体のエレベータ自動乗降の標準化が促進された。 

  査読付き論文も 4件となっており、全てが本プロジェクトの成果に関するものである。

更にその他外部発表は 76 件となり、成果の普及に努めている。 

 

 

表Ⅲ.2.3-9 特許、論文、外部発表等の件数（内訳） 

（※Patent Cooperation Treaty :特許協力条約） 

    区分 

年度 

特許出願 論文 
その他外部発表 

（プレス発表等）
国内 外国 PCT※出

願 

査読付

き 

その他 

H21 年度 4 件 0 件 0 件 1 件 0 件 28 件 

H22 年度 0 件 0 件 0 件 1 件 0 件 32 件 

H23 年度 0 件 0 件 0 件 2 件 0 件 16 件 

合計 4 件 0 件 0 件 4 件 0 件 76 件 

（詳細は添付資料に示す） 
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（４）成果の普及 

表Ⅲ.2.3-10に平成 21年から平成 23年 8月 1日現在の知的財産権及び論文発表等の件

数を示す。（詳細については、添付資料を参照） 

研究発表・講演は、31 件であり、タイムリーに成果の公開に努めている。 

受賞実績は、 

・第 1回ロボット活用社会貢献賞【日本ロボット学会】 

・日本機械学会賞（技術）【日本機械学会】 

・日本機械学会ロボティクスメカトロニクス部門技術業績賞【日本機械学会】 

の 3件となっている。権威のある学会からの受賞により本プロジェクトの成果の重要性、

有用性を確認できたと考える。 

新聞・雑誌への掲載は、37 件であり、今後も専用部清掃ロボットのプレスリリースが

予定されており、成果の広報活動にも積極的に取り組む予定である。 

展示会については、8 件出展し、成果の普及に努めた。本年 11 月に開催される「2011

国際ロボット展」では、26 コマのブースで本プロジェクトの成果を大々的に発表する予

定である。現在のブースの内容について第 1案、第 2案で検討を進めている。図Ⅲ.2.3-8

～11 に展示案を示す。 

様々なメディアを通し、今後も成果の普及に取り組んでいく。 

 

 

表Ⅲ.2.3-10 研究発表・講演、受賞実績、新聞・雑誌、展示会の件数（内訳） 

    区分 

年度 

研究発表・講

演 
受賞実績 

新聞・雑誌 
への掲載 

展示会への 

出展 

H21 年度 3 件 1 件 24 件 1 件

H22 年度 14 件 2 件 13 件 5 件

H23 年度 14 件 0 件 0 件 2 件

合 計 31 件 3 件 37 件 8 件

※H23 年度の展示会への出展には、2011 国際ロボット展を含む。 

（詳細は添付資料に示す） 
 



 

Ⅲ－97 

 

 

図Ⅲ.2.3-8 富士重工業ブース（第 1案）パース図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ.2.3-9 富士重工業ブース（第 1案）平面図 

 

共用部ロボットデモスペース 
（オフィスビル廊下を再現） 

26 コマを予定 

富士重工業 住友商事 農業用ロボット 

講演 
ブース 

専用部ロボットデモスペース 
（オフィス内を再現） 
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図Ⅲ.2.3-10 富士重工業ブース（第 2案）パース図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ.2.3-11 富士重工業ブース（第 2案）平面図 

 

講演 
ブース 

共用部ロボット 
デモスペース 
（オフィスビル 
廊下を再現） 

専用部ロボットデモスペース
（オフィス内を再現） 
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（５）成果の最終目標の達成可能性 

        各個別研究開発項目における最終目標の達成可能性を以下に示す。 
   安定走行技術、自律走行技術、自己位置認識技術については、計画通り完了し、目

標達成している。 
人とロボットが同乗するエレベータ自動乗降技術は、「人と同乗するサービスロボ

ットの運用が可能なエレベータの検査指針」、「実証試験ガイドライン」を制定して

おり、計画以上の成果を出している。 

実証試験についても、平成 24 年度からの計画を前倒しして、実施しており、既に

10 のビルにて試験を行っている。 

他の研究開発項目についても計画通り進捗しており、全ての研究開発項目が最終 

目標を達成する見込みである。 

 

表Ⅲ.2.3-11 

①リスクアセスメント等 
 最終目標（平成 25 年度末） 達成見通し 

リ
ス
ク 

ア
セ
ス
メ
ン
ト

ISO 12100-1：2003 

「リスクアセスメント」 

･準備、制限の決定 

･危険源の同定、リスク見積、評価、

低減 

目標達成済 

 

実施済 

 

安
全
性 

試
験
項
目

清掃ロボットとしての安全性試験 

項目の策定 

 

目標達成済 

 

実施済 

安
全
性
レ
ベ
ル 

ISO 13849-1：2006 

「機械類の安全確保をするための設

計の安全性ﾚﾍﾞﾙ検討の一般原則」 

･PLｒ、PL による検証 

･妥当性確認 

目標達成可能 

 

PLｒ、PL による検証を実施しており、充

分達成可能 

IEC 61508 

｢電気安全関連システムの規格によ

る安全性レベルの検討｣ 

・SIL(安全度水準)による検証 

・妥当性確認 

目標達成可能 

 

H23 年 8 月より開始 

予定通り進捗 

 



 

Ⅲ－100 

表Ⅲ.2.3-12 

②安全技術：リスク低減技術 

 最終目標（平成 25 年度末） 達成見通し 

安
定
走
行 

技
術 

･床面の影響を受けない安全走行 
目標達成済 

実証試験完了 

･安全ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄによる制御回路 

設計 

目標達成可能 

安全ﾘﾚｰ、安全非常停止 SW、 

安全ｺﾝﾀｸﾀ選定 

人
・
障
害
物

回
避
技
術

･レーザレンジファインダによる 

 人・固定物の回避 

目標達成可能 

衝突リスク決定 

車体制御法の仕様確定 

自
律
走
行 

技
術 

・指定された走行経路をズレなく 

走行 

（ガラス戸、下り階段等の危険 

箇所へ近づかない） 

目標達成済 

 

実証試験完了 

自
己
診
断 

技
術 

ロボットの異常を通知 目標達成済 

実証試験完了 

目標達成可能 
オペレータへ異常通知も予定通り進捗 

危
険
予
防

技
術 

人にロボット走行方向を通知 目標達成済 

実証試験完了 

人
と
ロ
ボ
ッ
ト
が
同
乗

す
る
エ
レ
ベ
ー
タ 

自
動
乗
降
技
術 

指針の制定 目標達成済 

･指針
（※注記）

 、ガイドライン制定済 

実証試験 目標達成可能 

仕様確定、システム検討実施、 

予定通り進捗 

※注記 平成 19 年、「サービスロボットの運用が可能なエレベータの検査運用指針 

（人と同乗しない）」も制定済
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表Ⅲ.2.3-13 

③安全技術：安全要素技術 

 最終目標（平成 25 年度末） 達成見通し 

自
己
位
置 

認
識
技
術 

自己位置と方向を正確に認識し

て安全な移動、作業移動 

目標達成済 

実証試験完了 

安
全
環
境 

認
識
技
術 

人と固定物を判別可能 目標達成可能 

･人と固定物の区別と距離計測が可能な

センサ確定 

･プログラム検討は予定通り進捗 

環
境
地
図 

生
成
技
術 

･走行プログラム自動生成シス

テム監理手順 

目標達成済 

実証試験完了 

･プログラム適正確認シミュレ

ーションシステム 

目標達成可能 

･シミュレーションシステムも予定通り

進捗 

動
的
動
作

計
画
技
術

固定障害物は回避し経路に戻

り、動的障害物は停止 

目標達成可能 

･H24 年度より予定通り開始可能 
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表Ⅲ.2.3-14 

④安全性検証 

 最終目標（平成 25 年度末） 達成見通し 

安
全
性
試
験 

社
内
試
験 

 

･試験用プログラム開発 

目標達成済 

･社内試験完了 

･既存清掃ロボットで動作確認 

安
全
検
証 

セ
ン
タ
ー 

 

･安全性試験項目実施 

目標達成可能 

･清掃ロボットの全 12 試験項目実施済 

･新製ロボットでの試験達成可能 

実
証
試
験 

実フィールドで実施 

晴海トリトン Y 棟、W 棟、Z 棟、森

タワー、 

神田和泉町ビル、デンソー本社、 

住友ビル本館 等、10 のビル 

目標達成可能 

 

Ｈ23 年度より前倒しで実施 
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２．４ 研究開発項目③「安全技術を導入した移動作業型（自律が中心）生活支援ロ

ボットの開発、安全技術を導入した警備ロボットシステムの開発」の成果 

【綜合警備保障株式会社、北陽電機株式会社、三菱電機特機システム株式会社】 
 
(1)背景と目的 
警備業は機械警備、常駐警備、警備輸送などの業務により構成され、警備員や技術員がユーザ

ーにサービスを提供することにより成り立っているが、「労働集約性の高い常駐警備の効率化」「少

子高齢化社会に伴う労働力不足への対応」「警備員の受傷事故・負担軽減」等の課題あり、機械化

が求められている。 
警備用ロボットは大規模な商業施設、ショッピングセンター、空港、オフィスビルなどの施設

における常駐警備業務の中で「ロボットが得意とする繰り返しの作業」をロボットに担当させ、

逆に「人にしかできないこと」「人の判断が必要なこと」は警備員が担当し、人とロボットが協力

して働くことにより、警備水準を効率的に高めることを目的としている。警備ロボットの主たる

任務は、自律走行技術を用いた巡回業務、および定点監視を実施する立哨業務である。走行中、

周囲に人が近づいた場合は距離センサ人を感知し減速や停止処理を行っているが、商業施設など

多数の人が存在する環境ではロボットが頻繁に停止してしまい、決められた時間内での巡回実施

が困難となっている。 
本事業では、障害物回避技術の開発や対人安全技術の向上により、雑踏の中での自律走行が可

能となり、「動哨」や「移動しながらの能動的な案内」が実現され、警備ロボットの運用範囲が大

きく拡大されるなど、従来よりも幅広い環境への警備ロボット導入を可能とすることを目的とす

る。 
 
(2)概要 
本事業ではロボットが周囲の障害物や人間の位置や動きを検知することで衝突リスクを見積も

り、障害物回避や音声による注意喚起を行うことで、人が多数存在する環境中でも自律走行が可

能な技術の開発を行った。 
具体的には安全性検証手法研究開発実施者と連携し、安全性試験方法や検証手順を開発しなが

ら、リスクアセスメントを行った。また、その他に回避技術や危険予防技術の開発、測域センサ

や冗長性データバスなどの開発、および本質的安全設計等の安全技術の開発を行った。 
 
(3) 成果詳細 
① リスクアセスメントに関する研究開発 
 
ア 現行警備ロボットのリスクアセスメントについて 
現行の警備ロボット「リボーグＱ」は 2005 年にまとめられた愛知万博のロボット安全性

ガイドライン調査専門委員会の指針に基づき、ISO/IEC Guide51(JIS Z8051)、ISO14121
（JIS B9702） リスクアセスメントの原則、ISO 12100(JIS B9700) 安全の一般原則に沿

った安全設計を行っている。 
自律的な判断に基づいて巡回監視や案内を行う警備ロボットを開発するにあたり、ロボッ

トの使用目的、使用シーン及び運用シナリオ等を考慮し、安全性検証手法研究開発実施者と

連携し、リボーグＱのリスクアセスメントの見直しを行い、追加方策を決定した。また、当

初は本質安全設計を重視したコンセプトであったが、機能安全も考慮し、安全性検証手法研

究開発実施者と共に検討を進めることとした。 
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(ｱ) 安全関連系の定義について 
ロボット内部は走行関係を制御する駆動・制御系、案内を行うサービス機能系に分けら

れる。 
ロボットの走行制御に関し、緊急停止にかかる関連する系を定義し、安全関連系として

独立した系を定義した。安全関連系は機能安全を考慮し、IEC61508(JIS C0508)準拠を目

標とした。 
 

  
図 Ⅲ.2.4-１  安全関連系の対象範囲 

 
(ｲ) リスク分析方法の変更 
安全性検証手法研究開発実施者との協議の中でリスク評価方法を変更した。これまで採

用していたリスクグラフでは一度重大な危険側に倒れると全体的な危険度が上がる傾向に

あり、ロボットシステムでは過剰品質を求められる可能性があるため、リスクマトリック

スを用いたリスク分析を実施した。 
リスク許容の定義(ALARP) については、IEC61508 第５部付属書 B を参考とし、表

Ⅲ.2.4-１と表Ⅲ.2.4-2 に示すリスク許容定義とリスク等級を用いた。 
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表 Ⅲ.2.4-１ リスク許容定義 

結果 
頻度 

破局的な 
 

重大な 軽微な 無視できる 

頻繁に起きる Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 
かなり起きる Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 
たまに起きる Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅲ 
あまり起こらない Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅳ 
起こりそうに無い Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅳ 
信じられない Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ 

 
表 Ⅲ.2.4-2 リスク等級 

リスク等級 説明 
Ⅰ 許容できないリスク 

Ⅱ 
(ALARP 領域)

好ましくないリスク。 
リスク軽減にかかる費用対効果が著しく不均衡である場合の

み許容される。 
Ⅲ 

(ALARP 領域)
リスク軽減にかかる費用が、得られる改善効果を超える場合、

許容される。 
Ⅳ 無視できるリスク 

 
 
(ｳ) リスク分析の定義 
 リスク抽出について、危害の過酷度、潜在危険に人が曝される頻度・期間、危険事象の発

生確率、危害を回避又は危害を限定的にする確率を以下の(i)～(ⅵ)の通りとした。 
 
(i) 危害の過酷度(Se) 

表 Ⅲ.2.4-3 危害の過酷度 
被害者の状態 コンシクエンス(被害の程度) Se 
不可逆性 
(回復不能) 

死亡、眼球もしくは四肢の欠損 4 
四肢の損壊、指趾の欠損 3 

可逆性 
(回復可能) 

医療従事者(医師)の手当てを必要とするもの 2 
応急処置を要するもの 1 

 
表Ⅲ.2.4-4 コンシクエンス・リスク等級対応表 

コンシクエンス(被害の程度) リスク等級の「結果」 
死亡、眼球もしくは四肢の欠損 重大な 
四肢の損壊、指趾の欠損 重大な 
医療従事者(医師)の手当てを必要とするもの 軽微な 
応急処置を要するもの 無視できる 

リスク等級上の「破局的な」被害に該当する事象は存在しない。 
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(ii) 潜在危険に人が曝される頻度・期間(Fr) 
  曝露期間は 10 分以上曝された場合 

表 Ⅲ.2.4-5 潜在危険に人が曝される頻度・期間 
曝露頻度 Fr
1 時間以下 5
1 時間～1 日 5
1 日～2 週間 4
2 週間～1 年 3
1 年以上 2

 
(iii) 危険事象の発生確率(Pr) 

表 Ⅲ.2.4-6 危険事象の発生確率 
発生確率 Pr
非常に高い 5
起こりやすい 4
ありそうである 3
まれ 2
無視できる 1

 
     表 Ⅲ.2.4-7 発生確率・リスク等級対応表 

発生確率 リスク等級の「頻度」 
非常に高い 頻繁に起こる 
起こりやすい かなり起こる 
ありそうである たまに起こる 
まれ あまり起こらない 
無視できる 起こりそうに無い 

リスク等級上の「信じられない」事象は想定外なので存在しない。 
 

(iv) 危害を回避又は危害を限定的にする確率(Av) 
 表 Ⅲ.2.4-8 危害を回避又は危害を限定的にする確率 

回避可能性 Av
不可能 5
稀に可能 3
可能 1

 
(v) クラス(CL) 

 クラス(CL)は以下の項目の足し合わせた値とする。 
 ・潜在危険に人が曝される頻度・期間(Fr) 
 ・危険事象の発生確率(Pr) 
 ・危害を回避又は危害を限定的にする確率(Av) 
 

CL = Fr + Pr + Av 
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(vi) SIL の割り当て 

 
表 Ⅲ.2.4-9 SIL の割り当て表 

クラス(CL) 
過酷度(Se) 

3～4 5～7 8～10 11～13 14～15 

4 SIL2 SIL2 SIL2 SIL3 SIL3
3 - (OM) SIL1 SIL2 SIL3
2 - - (OM) SIL1 SIL2
1 - - - (OM) SIL1

※(OM)：他手段を使用 
 
 

(ｵ) リスク分析結果について 
分析にあたっては、ロボットと接触する人の分類として「一般大衆」、「幼児」、「保守要員」

の３種類についてそれぞれ検討した。 
 

表 Ⅲ.2.4-10 リスク分析の結果(一部抜粋) 

酷さ(Se) 根拠
暴露
頻度
(Fr)

根拠
発生確
率(Pr)

根拠
回避可
能性
(Av)

根拠
リスク
等級

クラス
(CL)

SIL

１．機械的危険源

１－１
押しつぶし危
険源

ロボット走行中、ロ
ボットと壁面の間に
入って押しつぶされ
る。

ロボットの筐体全部
医療従事者(医
師)の手当てを
必要とするもの

衝撃試
験より

1時間
以下

前提条
件より

ありそ
うであ
る

運用実績よ
り

稀に可
能

物体近接
時の速度、
押しの強さ

より

Ⅲ 11 SIL1
リスクは残留するが、許容可能な範囲内のリスクと
評価できる。
リスクアセスメント完了。

１－２
押しつぶし危
険源

ロボットが人に押さ
れて転倒し、地面と
の間で押しつぶされ
る。

ロボットの筐体全部
四肢の損壊、指

趾の欠損
衝撃試
験より

1時間
以下

前提条
件より

ありそ
うであ
る

運用実績よ
り

稀に可
能

倒れる速度
＞避ける速

度
Ⅱ 11 SIL2

リスクは残留し、SIL2の実現を条件に許容可能な
範囲内のリスクと評価できる。

１－３
押しつぶし危
険源

充電装置への自動
ドッキング時に充電
装置とロボットに挟
まれ、押しつぶされ
る。

ロボットの筐体背面
と充電装置

医療従事者(医
師)の手当てを
必要とするもの

衝撃試
験より

1時間
以下

前提条
件より

ありそ
うであ
る

運用実績よ
り

稀に可
能

物体近接
時の速度、
押しの強さ

より

Ⅲ 11 SIL1
リスクは残留するが、許容可能な範囲内のリスクと
評価できる。
リスクアセスメント完了。

１－４
押しつぶし危
険源

斜面でロボットが急
加速、急減速、また
は押されたことによ
り転倒し、ロボットに
押しつぶされる。

ロボットの筐体全部
四肢の損壊、指

趾の欠損
衝撃試
験より

1時間
以下

前提条
件より

ありそ
うであ
る

運用実績よ
り

不可能
倒れる速度
＞避ける速

度
Ⅱ 13 SIL2

リスクは残留し、SIL2の実現を条件に許容可能な
範囲内のリスクと評価できる。

No. ※１危険源 危険源の内容 リスク評価

リスク見積もり　・　評価　（安全方策前）

機械の危険区域

幼児
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イ 安全技術を搭載した警備ロボット 
 
 平成２２年度に安全技術を搭載した警備ロボットを製作した。主な仕様は表Ⅲ.2.4-11 の通り。

外観、基本スペックは現行型の警備ロボット「リボーグＱ」を踏襲したが、表にある搭載した

安全技術の他に走行制御系のプラットホームに IEC61508 準拠のリアルタイム OS を採用する

など、機能安全を考慮した構成となっている。 
 測域センサ、姿勢安定化台車、冗長通信データバスについては、後に詳しく説明する。 
 

 表 Ⅲ.2.4-11 主な仕様           

本体寸法 650mm(W)x700mm(D)x1422(H) 

重量 162kg 

速度 30cm/秒 

登坂角度 ±5度 

バッテリー 鉛蓄電池(ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾌﾘｰﾀｲﾌﾟ) 

大連続走行時間 1.5 時間 

大充電時間 1.5 時間 

車輪 4 輪(前輪駆動) 

充電方式 接点接触式自動充電 

監視装置との通信 無線 LAN 

搭載した主な安全技術

緊急停止機能を有した測域センサ 

姿勢安定化台車 

冗長通信データバス(TTP/C 通信) 

図 Ⅲ.2.4-2 
 
 

ウ 安全性検証手法研究開発実施者との連携 
 
（ｱ）安全検証センターでの試験 

安全性検証手法研究開発実施者が安全検証センターで実施する各種試験に現行警備ロボッ

トを提供し、試験の実施に協力した。試験は以下の表のとおり。平成 23 年度中に、平成 22
年度に製作した安全技術を搭載した警備ロボットについても同施設で試験を実施予定として

いる。 
 

表 Ⅲ.2.4-12 安全検証センターでの試験項目 
安全検証センターでの試験項目 

対環境試験 
（温湿度・振動） 感電試験 放射温度測定試験 

走行安定性試験 静的安定性試験 走行耐久性試験 
障害物検知・対応試験 緊急停止性能試験 衝突安全性試験 
有線・無線通信に関する

安全性・信頼性試験 機能安全確認試験  
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また、安全性検証手法研究開発実施者が試験手法の検討を行うための各種予備試験を実施

するにあたり、試験に必要な走行ルートやセンサ設定を容易に行えるよう、ロボットのタッ

チパネル画面を改良し、試験用設定メニューを作成した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
図 Ⅲ.2.4-3 作成した設定メニュー例 

 
 

(ｲ) パイロットスタディの実施 
平成 23 年度に安全性検証手法研究開発実施者によるパイロットスタディを受ける予定と

している。パイロットスタディでは、安全性検証手法研究開発実施者が検討している国際標

準規格に基づいた試験・文書確認を実際のロボット開発工程に適用することにより、認証ス

キームの設計に役立てるとともに、メーカ側は認証側の考え方を理解し、必要とされるマネ

ジメントの構築方法の経験を積むことを目的としている。 
本事業では警備ロボットの一部に機能安全を組み込みに取組んでおり、安全認証取得に目

指した体制、ドキュメント整備を実施している。 
 
＜整備したドキュメント＞ 
機能安全管理計画書、安全要求仕様書、安全要求事項チェックリスト結果、設定管理計画書 
妥当性確認試験仕様書、妥当性確認試験チェックリスト結果 など 

 
 
② 人・障害物回避技術および自律走行技術の研究開発 

警備ロボットの主な任務は、商業施設やオフィスビル等での案内業務および巡回監視業務で

ある。各業務は自律走行機能を用いて実施しており、ロボットの周囲に人が近づいた場合は距

離センサ人を感知し、減速や停止処理を行うことで衝突によるリスクレベルを低減している。 

しかし、多くの人が存在する環境ではロボットが頻繁に停止してしまい、案内業務において

は情報提供場所への移動が困難となったり、巡回監視業務では決められた時間内に巡回を終了

できない等の課題が発生する(巡回効率の低下)。 

そこで、ロボットが周囲の静止障害物の位置および人等の移動障害物の位置や動きを検知す

ることで衝突リスクを見積もり、回避する技術の開発を行う。これらの開発により衝突による

リスクレベルを低減すると共に巡回効率を向上させる。 

 
ア 自己位置推定について 
警備ロボットはあらかじめ登録された地図情報に基づき、決められたルートを自動巡回す

る。ジャイロセンサや車輪の回転により自己位置を認識しているが、走行路面状況等により、

ズレが生じることが多い。そのため、一定間隔で位置補正を行う必要がある。天井標識や壁

までの位置情報を用いた位置補正を行っているが、本事業では測域センサを用いて幾何特徴
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地図を作成し、特定のポイントで特徴地図とのマッチングを行うことにより位置補正を行う

手法について研究開発を行った。 
 
 

平面図（上方から見た図）

廊下

ロボット

幾何的特徴地図

A

B C A B

C

マッチング

 
 

図 Ⅲ.2.4-4 幾何的特長地図による位置補正手法の概念図 
 
模擬環境を用いて環境地図の作成を実施した。この環境地図を用いてマッチングによる位

置推定の実験を実施したところ、進行方向に対し、横向きに 85mm 以内、進行方向に対し、

85mm 以内の精度で位置推定が可能であることを確認した。 
 
 
イ 障害物の検出について 
障害物の定義として、ロボットに搭載した測域センサにより検出される物体全てを障害物

として扱うこととし、ロボット走行中に子供の足を検出できるよう、直径 4cm の円筒形の物

体を検出できることを条件とした。図Ⅲ.2.4-5 に示す環境で測域センサを用いた障害物検出

実験を行い、直径 4cm の円筒形の物体を検出可能なことを確認した。 
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図 Ⅲ.2.4-5 障害物検知基礎実験 

 
 
ウ 衝突リスクの見積もりについて 
ロボットの走行経路上に周辺に障害物が検出されたとき、障害物と相対位置(距離)により、

経路を変更するか速度を変更するかの選択を行い、実行する。経路変更と速度変更の選択は、

障害物の位置と衝突リスクの発生するエリアとの関係により決まる。衝突リスクの発生する

エリアとして、その後の対応の観点から、以下の３つのエリアを設定した。 
 

(ｱ) 危険なエリア 
経路や速度の変更で対応し切れなかった場合、ロボットを停止させると判断するため

のエリア。ロボットの近辺。ロボットの外周を一定の範囲分膨張させたエリアを設定。 
(ｲ) ロボットが進む可能性があるエリア 

ロボットの速度を変更し、危険を未然に防ぐためのエリア。ロボットの走行の条件か

ら、今後ロボットが物理的に進む可能性がある範囲。ロボットが数秒後に進む可能性

のある位置から、ロボット外周分だけ膨張させたエリアを設定。ロボットの速度に伴

い大きさが変化することとなる。 
(ｳ) ロボットが進む妥当性があるエリア 

ロボットの経路を変更し、危険を未然に防ぐためのエリア。ロボットの運用上、今後

ロボットが進むであろうことが考えられる範囲。ロボット正面方向に、ロボット横幅

以上の長方形状にエリアを設定。 
 

 
 

ロボット位置

9 通り 
 

障害物位置

9 通り 

2m 
0.5m 

0.5m

障害物：直径4cmの円柱
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エ 回避経路生成手法について 
 

(ｱ) 回避経路生成手法の検討 
 回避経路生成手法について、 適である経路を完全に導出する手法と、現在の位置か

ら次に進む経路のみを決定する手法がある。前者の手法は A*法が代表的であり、後者の

手法はポテンシャル法が代表的である。次の経路のみを決定する手法は計算速度に優れ

るという利点があるが、 終的に正しい経路が選択できるかは保障できない。今回は安

全の観点から経路を見通す必要があるため、 適である経路を完全に導出する手法を採

用することとした。 
(ｲ) 回避経路生成手法の概要 

回避経路生成手法は、まず環境をセルに区切り、グリッドマップを作成する。次にセ

ンサによる検出を行い、計測点をロボットの大きさだけ拡大した範囲のセルを障害物の

セルとする。そしてセルをノードとして現在のロボット位置から目的地までの 短経路

探索を行なったあと、 短系路上のセルのうちに障害物に当たらずに直線状に進める

も遠いセルを次の目標地点とする。この手法を連続的に行うことで障害物を回避できる。 
本手法による回避動作の検証試験は平成 23 年度中に行う予定である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 Ⅲ.2.4-6 回避経路生成手法の概要 

ロボット

壁
壁

障害物

既定の経路

経路を平滑化
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[通路平面図]

測域センサ
測定点
測域センサ
測定点
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図 Ⅲ.2.4-7 回避動作の基礎試験の様子 

 
 
③ 危険予防技術の研究開発 
警備ロボットを商業施設やオフィスビルで運用する場合、周囲の人々にロボットの存在を気

づかせることで衝突のリスクを低減することができる。例えば、ロボットの移動開始や移動方

向をあらかじめ周囲の人々に知らせることにより衝突のリスク低減を図れる。綜合警備保障の

警備ロボットは、移動開始や移動方向の音声をスピーカから出力することが可能であるが、ロ

ボットの走行地図上に技術担当者が発話場所をプログラムする必要があり、設定が容易ではな

かった。 
そこでロボットの走行地図を作成すると、走行経路の形状などに合わせて自動的に発話音声が

設定される機能の開発を行った。また、音声だけでなく自動車の方向指示器のように光で視覚的

に移動方向を認識できる機能の搭載を実施した。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 Ⅲ.2.4-8 ロボットの音声警告による危険予防動作 

 

間もなく右折します

ご注意ください
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!!
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④ 小型軽量な安全測域センサ研究開発 
生活空間で自律的に移動作業する警備ロボットの安全確保には安全水準の高い環境認識セン

サが不可欠である。測域センサはスキャナ式のレンジセンサでありロボットの周辺に存在する

物体の大きさや位置データを正確かつ瞬時に認識できる も優れた環境認識センサである。し

かし、従来の安全測域センサは環境設置型の大型で重量が重く頑強な構造なので、実用的な警

備ロボットには搭載できない。また、安全測域センサのコストが事業化における障害の一つと

なっている。生活空間内で自律的に移動作業する警備ロボットには、安全水準の高い 3台の環

境認識用測域センサが必要とされているが、それらの測域センサは機能安全IEC61508のSIL2、

機械安全の保護装置 IEC61496 の Type3、ISO13849 のカテゴリー3及び PLｄの安全水準が必要で

ある。 

そこで、警備ロボットをより安全に事業化するために必要な小型軽量で安価な安全測域セン

サの研究開発を行った。 

 

ア 安全測域センサの仕様検討 

まず警備ロボットの運用に必要な測域センサの性能と安全要求仕様を明確にして、シス

テム設計の検討と Safety Requirement Specification（SRS）を作成した。主な項目と

Reliability Block Diagram を次に示す。 

 

・ 測域センサの概要 
・ 基本設計仕様 
・ 機能仕様 
・ アーキテクチャ 
モーター回路、投受光ユニット、A/D コンバータ、ASIC、CPU 周辺回路 
汚れ検出回路、電源回路、通信回路 

・ソフトウェア構造 
通信プロトコル、計測ソフトウェア、自己診断ソフトウェア 

・ Reliability Block Diagram 
 

イ IEC61508 に基づく設計検証 

測域センサとして基本的な検出性能と機能および品質を実現するために、社内に保有し

ている測域センサや部品を使って、レーザー投光回路、APD 受光回路、ASIC を含む演算処

理回路、モーター制御回路、安全出力回路、故障検知回路などを設計、検証した。各回路

を制御するソフトウェアの開発プロセスは IEC61508 に基づいて管理した。 

 

ウ 監視エリア設定用アプリケーションソフトの製作 

安全測域センサが安全出力 OSSD 判定の監視エリア設定を行うためのアプリケーション

ソフトを製作した。また、このソフトには安全測域センサの研究開発を正確にかつスピー

ディに行うため、各部の状態をモニタリングおよびパラメータ設定が可能な機能も実装し

た。 

 

エ 安全測域センサの小型軽量化の検討 

安全測域センサを実用的な警備ロボットに実装するために測域センサの構造をヘッド分

離型とし、コントローラを共用化することで全体の体積を削減しようと試みたが EMC 試験

をクリアできず、この構造での開発は断念した。 

それに代わり、測域センサからのデータにより環境測定を行ってリスクを低減し、ロボ

ットが安全に走行するには 3台の測域センサとロボットコントローラ間のリアルタイム通

信が不可欠で、その通信の安全レベルも SIL2 以上の水準を要求される。これまでに安全通

信機能を持った 3台の測域センサを試作し、ロボットに搭載することができた。この構成

の実現により全体の小型化と省配線化を実現できた。 
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オ 作成した安全設計関連書類 

・ Safty Requirement Specification  for 複数台接続可能な Safety Sensor 
・ TTP 通信対応 URG 仕様書 

・ TTP_FPGA 安全センサ間プロトコル仕様書 

 
⑤ 姿勢安定化台車および冗長通信データバスの研究開発 

警備ロボットの運用範囲の拡大には、凹凸、段差、傾斜などの路面環境への対応能力の向

上、走行速度の向上、機敏な動作等が求められている。しかし、単純に速度や加速性能を向

上させることでこれらを実現した場合、ロボットがふらついたり、傾いたり、場合によって

はロボットが転倒して人を押し潰す危険性が増加する。これらのリスクを低減するため、ロ

ボットの姿勢を安定化させる技術の開発を行った。 
一方、ロボットの制御を行うためのコントローラと各種センサ及び駆動装置との指令/応答

の通信にはリアルタイム性が要求される。現状、良く使われている RS232C シリアル通信は

1対 1通信かつ低速であり、イーサネット通信や産業用ロボットで広く採用されているRS422、
CAN はイベントドリブンベースであるため周期安定性は保証されない。これらの課題を解決

して安定した制御を実現し、通信の不具合によるリスクレベルを低減するためには、リアル

タイム性及び周期安定性に優れた高速かつ信頼性の高い冗長性通信の実現が必要である。そ

こで、リアルタイム性や信頼性の要求水準が高く、安全性を有する通信プロトコルによるデ

ータバスの開発を行った。 
 
ア 姿勢安定化技術のトレードオフ 

まず、警備ロボットに適用する姿勢安定化の基本方式を決定するため、大学や研究機関

の研究開発事例及び国内特許の調査を実施し、以下の３方式を抽出した。次に、これらの

方式のトレードオフを行い、警備ロボットへの適性、実装の容易性、費用対効果などの面

からアクティブサスペンション方式を採用することにした。 
 

(ｱ) アクティブサスペンション方式 

原理：サスペンションをアクティブ化することで振動を吸収する。アクチュエータと

しては油圧、空気圧、リニアモータ、回転モータ(ボールネジ)などがある。 

特長：比較的実装が容易である。アクチュエータの能力によっては、低周波の外乱（傾

斜地）から高周波の外乱（段差、凹凸など）に対応が可能である。 

課題：高周波の外乱まで対応させると高コストかつエネルギー消費が大きい。ボール

ネジ方式は比較的安価。 

(ｲ) 倒立振子型車輪方式 

原理：2輪の駆動制御により、ロボット全体の重心バランスを調整して垂直姿勢を維

持することで、路面変化に対応する。車輪を駆動する回転モーターがアクチュ

エータを兼ねる。 

特長：移動の仕組みそのものが前後方向の姿勢安定化につながっているため、アクチ

ュエータの追加が不要。2輪であるためフットプリントを小さくできる。 

課題：倒立振子の原理上、急停止に追従するためには大きな駆動力が必要であるため、

重量のあるロボットには適さない。横方向の姿勢安定化機構が必要である。停

止時にもエネルギーを消費する。車輪の駆動トルクにより姿勢を安定させてい

るため、電源異常などにより車輪が駆動できない場合の転倒防止対策が必要で

ある。 

(ｳ) 重心スライド移動方式 

原理：レール機構などにより搭載物の重心を傾斜と反対方向に移動させることで姿勢

の安定化を図る。アクチュエータは回転モーターが一般的である。 

特長：傾斜地への対応能力が高い。比較的省エネルギーである。 

課題：全方向への姿勢安定を図るためには大掛かりな機構が必要であり、搭載物の可
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動領域を大きく取る必要がある。高応答速度を得るためには駆動方法に工夫が

必要である。 

 

イ 姿勢安定化台車の構想設計 
アクティブサスペンション方式をベースに姿勢安定化台車機構の構想設計を行った。警

備ロボットはバッテリー駆動型のロボットであるため消費電力量には限りがあり、重量は

安全性と直結するため、バッテリーはなるべく小型軽量化したい。坂などの低周波から点

字ブロックなどの高周波までのすべての路面変化をアクティブサスペンションで吸収させ

ると、高コストかつエネルギー消費が大きくなることから、高周波の外乱はパッシブサス

ペンションで吸収させ、低周波の外乱のみをアクティブサスペンションで吸収させること

にした。また、アクティブサスペンションを４輪すべてに適用すると同様の問題が生じる

ことから、台車をベース部と上体部に分離してこれらをユニバーサルジョイントで連結し、

２台のアクティブサスペンションのみで上体部のロール及びピッチ角を可動させる構造と

した。また、目標とする警備ロボットの運用環境及び動作条件等に基づき、アクティブサ

スペンションを実現するアクチュエータのトルク、動作速度、姿勢角可動範囲等の姿勢安

定化台車の仕様を決定し、姿勢センサ、アクチュエータ等の部品の選定を行った。 

 
    

ウ リスクアセスメント 
姿勢安定制御機構の追加により従来ロボットから変更される部位についてリスクアセス

メントを実施した。リスク分析には①ア(ｲ)と同様にリストマトリクスを用いた。 

 

エ 安全設計 

「①リスクアセスメントに関する研究開発」にて実施したリスクアセスメント結果と、

本開発で新たに追加する姿勢安定制御機構に対して実施した前述のリスクアセスメント結

果とに基づき、制御系の安全設計を実施した。新規開発する警備ロボットの重大リスクに

は衝突、転倒、落下がある。これらのリスクを軽減するための安全関連系は、高信頼性と

低コストとを両立させるためソフトウェアによる制御処理と分離している。下図のように

各種センサで上記危険事象を検出した際に走行制御装置及び姿勢制御装置の供給電源を遮

断してアクチュエータの電磁ブレーキを作動させ、これらの駆動系を緊急停止させる構成

とした。ここで、安全測域センサは、④で試作された機能安全要求事項に対応した測域セ

ンサである。感振センサ、段差センサ及び車速センサは２重冗長系とし電源遮断回路には

安全リレーを採用した。また、安全測域センサの有する自動復旧機能を利用し、緊急停止

エリアから障害物が無くなると、人が介在することなく自動で通常走行状態に復旧するこ

とができるようにした。また、測域センサのミューティング機能を利用し、充電のためロ

ボットが充電器と自動ドッキングするときには、同センサの緊急停止エリア検知を無効（ミ

ューティング）とする機能を備えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 Ⅲ.2.4-9 安全関連系 
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車速センサ暴走の検知

上体の傾き検知

人の異常接近
の検知

落下事象の検知

センサの故障
リスク 各センサへの

供給電圧監視 電圧監視回路

センサの冗長化

衝突リスク

転倒リスク

落下リスク

２重冗長系

安全リレーによる制御系
供給電源の遮断
（電磁ブレーキ作動による
緊急停止）

安全測域センサ
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上体の傾き検知

人の異常接近
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落下事象の検知

センサの故障
リスク 各センサへの

供給電圧監視 電圧監視回路

センサの冗長化
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   オ 姿勢安定化台車の詳細設計と試作 

     構想設計に基づき姿勢安定化台車の詳細設計と試作を行った。設計にあたっては、従

来ロボットのフットプリントサイズの維持が条件となっているため、ロボット全体の実

装設計も行った。姿勢制御機構の基本構成と試作した姿勢安定化台車の写真を図 

Ⅲ.2.4-10 および図 Ⅲ.2.4-11 に示す。 

姿勢可動部は、台車をベース部と上体部に分離してこれらをユニバーサルジョイント

で連結することで、上体部のロール及びピッチ角を可動させる構造とし、全方向に5[deg]

の傾斜角が取れるようにした。アクティブサスペンションはボールネジタイプの電動シ

リンダとした。２台の電動シリンダの伸縮軸の両端をそれぞれ台車のベース部と上体部

に固定し、電動シリンダの伸縮運動のバリエーションにより上体部の全方向の傾斜運動

を実現した。２台の電動シリンダの同相運動がピッチ角変動に対応し、逆相運動がロー

ル角変動に対応する。安全対策として、電動シリンダが暴走しても姿勢可動部の上体部

の傾斜が 7[deg]以上とならないよう、メカストッパを設けた。 

走行制御部は、姿勢制御部の追加により重心位置が高くなることを極力防ぐため、バ

ッテリーを台車ベース部に搭載する構造とした。また、台車ベース部から両サイドの前

後車輪の取り付け部を分離し、その中間に軸を通して連結する構造とし、路面の傾斜や

凸凹により生ずる軸回転運動をパッシブサスペンションで抑圧する機構とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 Ⅲ.2.4-10 姿勢制御機構の基本構成 

アクティブ
サスペンション

同相運動 → ピッチ角変動 逆相運動 → ロール角変動

アクティブ
サスペンション

ユニバーサル
ジョイント



Ⅲ－118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 Ⅲ.2.4-11 試作した姿勢安定化台車 

 

 

 

カ 姿勢制御ソフトウェアの設計と製作 
ロボット上体部の傾斜角と電動シリンダの伸縮量との幾何学的関係を導出し、走行台

車ベース部に搭載した姿勢センサで計測したベース部の姿勢角データをもとに、ロボッ

ト上体の姿勢を水平に保つように 2 本の電動シリンダの伸縮を制御する姿勢制御ソフト

ウェアを設計し製作した。姿勢制御は PID 制御を基本とし、操作量は電動シリンダの伸

縮速度とした。ここで、姿勢センサは３軸の加速度と角度を計測するセンサで、そのう

ち、ロール角とピッチ角の計測値を使用する。姿勢制御処理を実行する制御系 OS は機

能安全規格に準拠したリアルタイム OS とした。これに伴い従来 Linux で処理していた

走行制御ソフトウェアを同リアルタイム OS 環境に移植した。これにより制御処理の信

頼性が向上した。 
搭載した電動シリンダの速度応答性能の限界により、凸凹などの高周波の路面変化に

対しての追従性能が確保できないことから、走行経路計画とロボットの位置計測結果を

もとにロボットの走行を管理する管理プロセスからの指令により姿勢制御装置のサーボ

の ON/OFF を制御できるようにした。実際の運用では、坂道の直前で姿勢制御装置のサ

ーボを ON にして姿勢制御を有効にし、坂道走行が終了したらサーボを OFF にして電

磁ブレーキをかけて姿勢制御を無効にする。坂道走行での姿勢制御のイメージを図 

Ⅲ.2.x.x-13 に示す。また、姿勢センサのドリフト誤差は同センサの加速度計測値により

補正が可能であるため、管理プロセスからの指令により補正ができるようにした。なお、

本姿勢制御動作の評価試験は平成２３年度中に行う予定である。 

 
 
 
 
 

電動シリンダユニバーサル
ジョイント機構

パッシブサス
ペンション
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図 Ⅲ.2.4-12 姿勢制御プロセスと管理プロセスの連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 Ⅲ.2.4-13 坂道走行での姿勢制御のイメージ 

 

キ 安全基準導入ロボットに適した通信プロトコルの選定 

警備ロボットの制御に適した通信方式の開発の参考とするため、既存の通信規格の調

査を行った。その結果、高い通信性能に加えて、IEC61508, SIL4 の安全認証取得実績を

有する「TTP/C（Time Triggered Protocol class C）」を採用した。選定理由の詳細を以

下に示す。 

現在、様々な分野において使用されている通信規格が存在し、その一部が下表に示す

ものである。 

表 Ⅲ.2.4-13 各分野の通信規格 

伝送媒体 電線 光 

用途

分野

車載 LIN, CAN, FlexRay Byteflight, MOST 

車載、航空、鉄道 TTP/C   

AV 機器   IEEE1394 

ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ機器 IEEE1355 

軍事・航空 MIL-STD-1553B   

産業機械 PROFIBUS   

 

 

管理プロセス

姿勢制御プロセス姿勢センサ

電動シリンダ

動作／動作禁止指令 制御ステータス

位置指令

・姿勢角 → シリンダ位置 演算
・電動シリンダの制御
・異常監視／異常対応
（姿勢センサ，電動シリンダ）

台車の姿勢角／ステータス

リセット指令
(ドリフト誤差補正)

経路データ
（坂，段差，etc.）

現在位置／
ステータス

リアルタイムOS



Ⅲ－120 

安定したロボット制御の実現と、通信不良によるリスクの低減のためには、制御コン

トローラと各種センサ及び駆動制御系との指令（コマンド）/応答（レスポンス）の通信

において、以下に示す項目を満たす必要がある。 

 

・安全性、冗長構成 

通信ラインの不具合によるロボットの暴走、制御不能等のリスクの低減が求められてい

ることから、機能安全規格 IEC61508 の認証を取得可能な、もしくは取得実績のある通

信規格が望ましい。 

 

・信頼性の高い周期通信 

ロボットの走行制御や姿勢制御のアルゴリズムは等サンプリング時間間隔のデータを

前提に構築されていることから、周期安定性に優れた通信方式が望ましい。 

 

MOST 等の光による通信は高速であるが、特にマルチメディア系装置が主な用途であり、

信頼性が十分ではない。人に危害を加える恐れのあるロボットでは安全性や信頼性の要求

水準が高い通信規格が望ましいことから、自動車や宇宙航空分野の高度な制御システムで

採用されている、以下に示す 4 つの通信規格に調査を絞り込み、機能・性能の分析を行っ

た。これらの規格はいずれもノイズの影響を受けにくい差動信号を用いており、信頼性に

優れた方式として評価が高い。 

 

・FlexRay 

特徴：タイムトリガ（イベントトリガにも対応） 

利点：次世代の車載通信規格であり、CANよりも通信性能、安全性が高い規格となって

いる。通信速度は 大10Mbpsと高速である。 

課題：コスト高の傾向、国内での標準化が課題である。 

 

・CAN 

特徴：イベントトリガ、CSMA/CA 

利点：CAN インターフェースを搭載している汎用マイコンが安価に入手可能であり、

ハードウェア開発コストを抑えられる。現在、車載用通信のデファクトスタン

ダードとなっており、使用実績が豊富である。 

課題：データの衝突による遅延、リアルタイム性と通信速度に課題がある。 

 

・TTP/C 

特徴：タイムトリガ 

利点：航空機分野に採用実績を持ち、通信性能が高い。通信速度は 大5Mbps～25Mbps

（物理層の仕様による）である。また、機能安全認証取得実績があり、安全認

証に関してアドバンテージがある。 

課題：国内での採用実績なし、ノウハウの蓄積が課題である。 

 

・MIL-STD-1553B 

特徴：マスタ・スレーブ方式 

利点：シンプルなデータバスの管理形態を取ることができ、比較的データバスの構築

が容易である。防衛・航空等の分野で使用実績が豊富である。 

課題：マルチマスタ方式と比較すると、転送効率やオーバーヘッドに課題がある。 

 

イベントトリガ方式の通信は、送信が必要となるイベントが発生したときに各ノード

がデータの送信を行う。柔軟性が高いが、データの衝突による遅延が発生するため、非

決定論的であり遅延時間等の予測が困難である。一方、タイムトリガ方式の通信は、一
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定のスケジュールに沿った周期的なデータ転送を行うため、データの衝突が起こらずリ

アルタイム性が保障される。ただし、割り当てた時間幅を有効に通信に使用しなければ、

帯域を無駄に使用してしまうため、伝送速度や通信周期、各ノードが送信するデータ長

を考慮してスロット（ノードがバスを使用可能な時間）を割り当てる必要がある。   

タイムトリガ方式のメリットを以下にまとめる。 

 

・予測可能性： 

独自に設計したタイムスケジュールで通信可能なため、システムのアクションを予測

可能である。全ての通信は、既知のタイミングで時間通りに実施される。また、変動す

る外部のイベントに影響されず、通信の発生タイミングが一定であるため、設計時に構

築されたプロパティに則って効率的に試験および検証が可能である。 

 

・ 大負荷時の堅牢性： 

タイムトリガ方式の通信は、設計時に通信許容量を定義し、システム動作中は定義し

た 大負荷を超えることがない。よって、リソースを 大限に活用してもリスクがない。

TDMA（時分割多元接続）であるため、衝突がなく即時性がある。 

 

・耐障害性： 

「バス・ガーディアン」により、障害を抑制する機能がある。また、デュアルチャネ

ルによる２重冗長構成を取ることが可能である。 

 

以上の特徴から、周期的な処理とリアルタイム性を必要とする自律走行ロボットのネ

ットワークには、データの衝突がない確実な周期通信を保証できるタイムトリガ方式の

通信が適していると判断した。また、IEC61508, SIL4 の安全認証取得実績を有するこ

とも重要な要素と考えた。 

 

ク 警備ロボット制御部の TTP/C 通信データバス開発 

通信プロトコル「TTP/C」を使用して、警備ロボットに搭載する通信データバスの開発

を行った。開発した TTP/C 通信データバスの構成を図Ⅲ.2.4-14 に示す。適用範囲は高

い安全性と安定した動作が要求される走行制御部、姿勢制御部及びこれらの異常を検出

するためのセンサとした。リアルタイム性、安全性が要求される通信ラインを TTP/C 通

信データバスにすることにより、信頼性の向上、通信速度の高速化、CPU ボードに集中

していた通信ラインの省配線化を実現することができた。 
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図 Ⅲ.2.4-14 TTP/C を使用した通信データバス構成 

 

ケ TTP/C データバス インターフェースカードの設計・試作 

ロボットの制御ネットワークに TTP/C データバスを構築するにあたり、TTP/C コント

ローラと、ノード固有の動作制御を行うホスト CPU を搭載した TTP/C バスインターフェ

ースカードを設計・試作した。カードの FPGA には、TTP/C のプロトコル処理を行うロジ

ックコアと、FPGA 用ソフトコアプロセッサ「MicroBlaze」（Xilinx 社）を実装した。こ

の MicroBlaze には、TTP/C ドライバソフトウェアに加え、開発した各ノード固有の通信

処理を行うアプリケーションソフトウェアを組み込んでいる。TTP/C バスインターフェ

ースカードは、PC/104Plus サイズの CPU ボード用と、モーターやアクチュエータ等の末

端接続機器用の 2種類を試作した。CPU ボード用カードは PC/104Plus であるため、ロボ

ットコントローラとなる CPU ボードへのスタックが可能であり、エッジタイプの PCI カ

ードと比べて、ロボット動作時の振動による勘合不良のリスクが少なくなる利点がある。
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末端接続機器用カードは、モーターや電動シリンダ側に搭載する TTP/C バスインターフ

ェースカードである。TTP/C の物理層は、絶縁型 DC/DC コンバータ、絶縁型 RS485 トラ

ンシーバを実装し、システムとデータバス間のアイソレーションを取っている。通信ポ

ートには RJ45 コネクタを採用し STP ケーブルによる通信ラインのシールドを施した。下

表に TTP/C バスインターフェースカードの基本スペックを示す。 

 

表 Ⅲ.2.4-14 TTP/C バスインターフェースカード基本スペック 

通信ポート数 2ch 

通信速度 大 5Mbps 

通信周期 1ms～ 

ペイロード長(１スロット毎) 大 240byte 

接続トポロジー バス型 

物理層 RS－485 

冗長性 デュアルチャネル 

エラー検出 24bit CRC 保護 

接続ノード数 大 64 ノード 

電源 +5V DC 

RS232C 2 ポート 

拡張用 GPIO 86bit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コ リアルタイム OS 用 TTP/C ドライバソフトウェアの開発 

従来ロボットの RS232C シリアル通信ラインを、TTP/C データバスに置き換えた場合で

も、既存のアプリケーションソフトウェアの互換性を可能な限り保ち、開発効率を高め

ることが必要である。試作した TTP/C バスインターフェースカードと、CPU ボードに搭

載されているリアルタイム OS 間は、PCI バス経由でデータ転送を行う。そのため、リア

ルタイムOSとTTP/Cデータバス間のPCIメモリ領域を仮想的にTTP/Cのデバイスポート

として認識させるリアルタイム OS 用 TTP/C ドライバソフトウェアを開発した。TTP/C デ

ータバス上に存在するノード１つに対して、TTP/C ポートを１つ生成し、OS 側は PCI ア

クセス処理を意識せずに TTP/C データバスとのやり取りが可能となる構造とした。これ

により、TTP/C バスインターフェースカードへの通信データの書き込み／読み込み、ノ

ードの管理がより簡潔となり、ユーザは RS232C/422 で従来制御していた機器であれば

I/F の違いを意識することなく TTP/C に移行することができる。 

図Ⅲ.2.4-15 TTP/C バスインターフェース 

カード（PC/104Plus サイズ）

図Ⅲ.2.4-16 TTP/C バスインターフェース 

カード（末端接続機器用 65[mm]×80[mm]）
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サ TTP/C 通信スケジュールの設計 

タイムトリガ方式の TTP/C では、各ノードの送信データ量と時分割送受信パターンを

システム設計段階から明確にした上で、通信のタイムスケジュールを作成する必要があ

る。この通信スケジュールを各ノードが共有することにより、決定論的な通信動作が可

能となる。本開発では、警備ロボットの走行制御、姿勢制御で行う通信データ量を見積

もり、 大接続ノード数を４ノード、通信周期 1ms、１通信周期に送信可能な各ノード

のデータ量を 大25byte（3ノード）と75byte（1ノード）（各ノードの転送速度25Kbyte/s、

75Kbyte/s）に設定して通信スケジュールを作成した。この通信スケジュールをデータ化

して、試作した TTP/C インターフェースカードの FPGA に組み込み、姿勢安定化台車に

TTP/C データバスを構成することにより、走行制御・姿勢制御のデータ通信を実現した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 Ⅲ.2.4-17 タイムトリガ・スケジュール（試作） 
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(4) 目標の達成度 
基本計画における中間目標とその達成度については以下のとおり。 

（◎：大幅達成、○：達成、△：達成見込み、×：未達） 
 
 
基本計画における中間目標に基づき、研究開発項目毎に設定した中間目標とその達成度について

は、以下のとおり。 

中間目標 研究開発成果 達成度 

安全技術を導入した移動作業型（自律
が中心）生活支援ロボットについて 
 
(1) 開発されたロボットのリスクア
セスメントを終了し、安全性試験
項目がすべて示されていること。 

(2) 実施計画に予定されている安全
技術の開発が終了し、その一部ま
たはすべてが開発されたロボット
に搭載されていること。 

(3) (1)に該当する安全性試験のう
ち、研究開発項目①で策定済みの
安全性検証手法を用いて試験を完
了していること。 

 
 
 
(1) 警備ロボットの再リスクアセスメント
を実施。安全性検証手法検討グループと
ともにパイロットスタディを実施。 

(2) 小型軽量な安全測域センサ、姿勢安定
化台車および冗長通信データバスを搭載
した警備ロボットを製作。 

 
(3) 現行型警備ロボットおよび安全技術を
搭載したロボットを用いて評価試験を実
施。 

 

 

 

△ 

（2012年2月）

 

○ 

 

△ 

（2012年2月）

中間目標 研究開発成果 達成度 

 
①リスクアセスメントに関する研究
開発 
(1)警備ロボットのリスクアセスメ

ントを終了し、安全性試験項目を
すべて示す。 

(2)本項目以外の研究開発項目の成
果のうち、その一部またはすべて
を警備ロボットに搭載する。 

(3)「安全性検証手法の研究開発」グ
ループで策定済みの安全性検証
手法を用いて安全性試験を完了
する。 

 
 
 
(1)警備ロボットの再リスクアセスメント
を実施。安全性検証手法検討グループと
ともにパイロットスタディを実施。 

(2)小型軽量な安全測域センサ、姿勢安定化
台車および冗長通信データバスを搭載し
た警備ロボットを製作。 

(3) 現行型警備ロボットおよび安全技術を
搭載したロボットを用いて評価試験を実
施。 

 

 

 

△ 

（2012年2月）

 

○ 

 

△ 

（2012年2月）

 
②人・障害物回避技術および自律走行
技術の研究開発 
(1)測域センサを用いて周囲の環境

を認識し自己位置推定を連続的
に行うと共に、ロボット周囲の静
止障害物の位置を検出すること
で衝突リスクを見積り、回避のた
めの経路を動的に生成する。 

(2)子供の足を想定し直径4cmの静止
した円筒形状を検出し回避する。 

 
(1)測域センサを用いて環境地図を作成し、

自己位置推定についての基礎試験を実
施。測域センサを用いて検出した障害物
に対し、衝突リスクの見積り手法を検
討。衝突リスクに基づいた回避経路生成
については今年度実施予定。 

 
(2)直径 4cm の静止した円筒形状の検出性

能を確認。静的障害物回避経路生成手法
を開発。基礎試験で回避動作を確認。 

 
 

△ 
（2012年2月）
 
 
 
 

○ 
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（◎：大幅達成、○：達成、△：達成見込み、×：未達） 
 
 
(5) 成果の意義 

本事業の成果により、自律性を有する移動作業型ロボットの安全を実現するための要求仕様

や運用ルールが確立され、一定の安全基準のもとで開発や販売を行えるようになり、移動作業

型ロボットの本格的な産業化が期待できる。 

また、不特定多数の人が存在する環境中の対人安全技術が確立され、従来よりも幅広い環境

へロボットを導入することが可能となり、少子高齢化に伴う雇用問題の解決や、苦痛を伴う労

働のロボットによる代替を実現することができる。 

また、本事業で開発した安全測域センサ単体での展開も期待が出来る。市販されている安全

測域センサは労働安全を目的とした環境設置型であり、大型で重量が重く頑強な構造なので、

実用的な警備ロボットには搭載できない。研究開発している安全測域センサ小型は複数のセン

サをカスケード接続することができるので、サービスロボットだけではなく、産業用の材料搬

送ロボットや複雑で広範囲なエリア監視を必要とする労働現場の安全システムにも使用できる。 

 
③危険予防技術の研究開発 

ロボットの経路計画をもとに、移
動開始ならびに停止、左折、右折等
の発話音声が設定され、自律走行中
に周囲の人間に動作を予告できる。
また、光学式の方向指示器により、
周囲の人間に移動方向を認識させ
ることができる。 

 
 
走行制御プログラム側で音声および光学式
方向指示器の命令組み込みを実施。走行ル
ート作成時の設定漏れを無くす。 

 

○ 

 
④小型軽量な安全測域センサの研究
開発 
(1)安全水準SIL2相当の測域センサ

に必要な機能を調査する。また
IEC61496およびIEC61508に記さ
れた要求事項を調査する。 

(2)２ヘッド１コントローラのヘッ
ド分離型構成を実現するための
構造を設計検討する。 

(3)センサヘッドを 1000 立法センチ
メートルの大きさとした場合の
検出能力を見積もり、警備ロボッ
トの安全性確保のための妥当性
を検討する。 

 
 
 
安全測域センサに必要な性能と安全要求仕
様をまとめ SRS を作成した。 
IEC61508 に基づき各部のソフトウェア機
能を検証し改善した。 
IEC61496 に基づき各部のハードウェア機
能を検証し改善した。 
ヘッド分離型の構造による小型化はデメリ
ットが多く断念したが、TTP 通信の採用に
よりデータ通信部の省配線化と全体の小型
化を実現した。 
警備ロボットの安全要求仕様を満たす小型
の安全測域センサの製品化の目途が立っ
た。 

 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

△ 

(2011年 12月)

 
⑤姿勢安定化台車および冗長通信デ
ータバスの研究開発 
(1)凸凹や段差を走行する際に生じ
る振動を吸収する機能および傾
斜走行時の姿勢を安定化する機
能を有するアクティブ構造台車
の開発 

(2)高速（5Mbps）で信頼性向上のた
めの冗長系通信データバスの開
発 

 

 
 
 
(1) 高周波の外乱をパッシブサスペンショ
ン機構で吸収し、坂道などの低周波の外
乱をアクティブサスペンション機構によ
る制御動作で吸収する姿勢安定化台車の
試作を実施。 

(2) 機能安全規格の認証取得実績のある通
信プロトコル「TTP/C(Time Triggered 
Protocol class C)」に準拠したデータバ
ス通信基板の試作を実施。 

 

 

 

△ 

(2012 年 2 月)

 

 

△ 

(2012 年 2 月)
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(6) 成果普及について 
 

添付の特許論文リスト参照 
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２．５  研究開発項目④「安全技術を導入した人間装着(密着)型生活支援ロボットの

開発、安全技術を導入した人間装着型生活支援ロボットスーツ HAL の開発」

の成果 

【CYBERDYNE（株）、筑波大学】 
 
（１） 研究開発の目標 

 実施期間はこれまで、人に装着して身体機能の拡張・増幅・支援を行うロボットスーツ HAL（Hybrid 

Assistive Limb）の開発を行い，安全性に関する機器仕様や運用方法について、実証試験・フィールドテ

ストを通じて獲得してきた．本研究開発ではこれまでの安全性に関する知見を基に、人間装着型生活支援

ロボットの安全性に関する課題を更に深く抽出し，安全を実現するための要求仕様や運用ルールを整備し，

高齢者・障害者の生活を支援する装着型ロボットの安全技術の研究開発を実施することを目的とする。 

 本研究開発では，健常者，高齢者，障害者に対して，下肢動作支援（立ち座り・歩行支援）、全身

動作支援（重作業支援）、及び、上肢動作支援（食事支援、把持支援など）を実現するロボットスー

ツ HAL を対象として（図Ⅲ.2.5-1）、装着型生活支援ロボットの安全技術を開発する。 
 本研究開発の中間目標として、ロボットスーツ HAL の安全技術を開発すると共に、リスクアセスメン

トを行うことで、安全試験項目を抽出し、「生活支援ロボットの安全性検証手法の研究開発」によって策定

された安全性検証手法を用いて試験を実施する。最終目標として、安全技術を搭載したロボットスーツ

HAL に対して、安全性試験項目の評価基準値を示し、安全性試験によって評価すると共に、使用シナリオ

に従って、想定されるユーザ、並びに、実環境あるいは実環境を模擬した試験環境において、実証試験を

実施することで、当該ロボットの要求仕様や安全ルールを明確にした安全技術の開発を行う。 

 具体的には、以下の１）〜７）の項目：１）装着時機能安定技術、２）制御技術、３）安全管理技術、

４）自己判断技術、５）安全要素技術、６）安全性試験、７）実証試験 について研究開発、評価検討を

行う。 

 

    図Ⅲ.2.5-1 当該研究開発で対象とするロボットスーツ HAL 
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（２） 開発成果の要約 

 研究開発にあたって、CYBERDYNE 株式会社は主に安全要素に関わる技術開発を担当した。筑波大学は、

安全性評価に関わる方法の研究開発および、運用方法の研究を担当した。全体として国際安全規格への適

合を目指した改良を行った。 

 

 １）装着時機能安定技術：装着時の安全性向上を実現するために、床反力センサ系の改良、シューズの

改良、ロボット外装の改良を行った。さらに、装着者の身体パラメータの違いに対応するための調整方法

についても改良を行った。また、装着時の立位・歩行動作に伴う安定性向上を実現するための姿勢動作解

析と床反力の可視化技術を開発した。装着者の重心（床反力）を解析するための評価環境の準備を行い、

評価・解析用のモニタリング環境を準備した。これにより、医師や理学療法士、研究開発者が行う運用時

の利用者へのアドバイスを可能にした。 

 ２）制御技術：機能安全への対応を想定して、電装系の改良を行った。特にトルク発生部のパワーユ

ニットの安全制御性能を向上させるため、コンピュータ系／モータドライバ系／メカ系におけるトルク制

限の性能を向上させた。制御基板間での異常動作監視を行える設計とした。通信機能の評価のための環境

を整え、検証を行った。 

 ３）安全管理技術：電子基板への電気供給や信号通信を高信頼化させるため、センサ類の状態監視機能

および、高信頼の過電流遮断機能を改善した。またリスクアセスメント結果を改めて整理し、リスク低減

としての運用ルールの位置づけを明確化した。運用時転倒防止のための安全管理技術として、免加可能な

点吊り装置／HAL 用フック等を試作した。運用時に必要な転倒防止のための安全管理手順を作成した。 

 ４）自己診断技術：機器の信頼性をより高めるために、動作時に必要な自己診断項目について検討し、

各センサ類から得られた情報を用いて自己診断・異常検知・異常報知する仕組みを改善した。各種外乱を

加える検証実験ための計測系を整え、環境構築を行った。 

 ５）安全要素技術：電磁波低減／統括バッテリ部の電流制御の安定化を評価するための基礎実験を行っ

た。その結果を反映し、電装系の改良を行った。また安全性向上のために、国際安全規格対応の小型コン

ピュータと OS を導入した。国際安全規格対応のバッテリーパックの開発、電気的接点の高寿命化も行った。 

 ６）安全試験：下肢型、全身型、上肢型についてリスクアセスメント・リスク低減方法分析を行った。

リスクアセスメントの結果として、主に下肢型に採用した本質安全方策のうち、計算による保証が困難な

要素について、耐久性試験を設計した。そのための試験機を制作し、試験を実施した。電磁波試験も行っ

た。 

 ７）実証試験：筑波大学付属病院での 30〜40 名の実証試験を開始した。（臨床試験データベース登録番

号 UMIN000002969） 
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（３） 中間目標の達成度 
目  標 研究開発成果 達成度 

１） 装着時機能安定技術 

 

（１）駆動力制御に伴う安全技術

の開発 

 

（２）負荷変動・環境外乱に対する

自動的状態認知・安全動作支援

技術の開発 

 

（３）装着者の特性変動に対する

機能安定技術の開発 

 

（４）機能安定技術に関する評価 

 

 

 

（１）機構系、電装系、ソフトウェアによる駆動力制限

と安全化 

 

（２）床反力センサの自動補正と歩行判定 

 

 

 

（３）ソフトウェアによるパラメータ調整と機構系の調

整自由度 

 

（４）リスクアセスメントに基づく評価方法の開発 

 

 

 

（１）達成 

 

 

（２）達成 

 

 

 

（３）達成 

 

 

（４）達成 

 

２） 制御技術 

 

（１）制御技術に伴う安全技術 

 

 

 

（１）サイバニック随意制御則とサイバニック自律制

御、通信を用いた分散制御、歩行のフェーズ判定 

 

 

 

（１）達成 

３） 安全管理技術 

 

（１）環境認知によるリスク低減技

術 

 

（２）サイバニックカーネル 

 

 

（３）安全運用ルール 

 

 

（１）温度センサ、電極剥がれ推定、イベントログ機

能 

 

（２）安全コンポーネント化を目指した電装系の再設

計・試作 

 

（３）リスクアセスメントに基づく運用条件の明確化、

マニュアル整備 

 

 

 

（１）達成 

 

 

（２）達成 

 

 

（３）達成 

４） 自己診断技術 

 

（１）動作状況の自己診断機能 

 

 

（２）異常検知・報知 

 

 

（３）ログデータベース 

 

 

（１）機器の構成、設定、角度、実行周期、出力、床

反力の正しさを自己診断する機能 

 

（２）生体電位センサ、電流、電圧、温度の監視・診

断・異常検知と報知機能 

 

（３）イベントログ、エラーログのリモートサーバーへ

の自動アップロード機能 

 

 

 

（１）達成 

 

 

（２）達成 

 

 

（３）達成 

５） 安全要素技術 

 

（１）安全パワーユニット 

 

（２）安全バッテリ 

 

（３）EMC 対応 

 

 

 

 

（１）駆動時間、パラメータ、イベントの記録機能 

 

（２）安全規格対応 LiPo パッケージ、高寿命接点 

 

（３）電極の絶縁化、シールド外装・ケーブル、低ノイ

ズ素子 

 

 

 

（１）達成 

 

（２）達成 

 

（３）達成 
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６） 安全性試験 

 

（１）リスクアセスメント 

 

（２）EMC 試験 

 

（３）安全性試験 

 

 

 

（１）国際安全規格に従ったリスクアセスメントの実施

 

（２）CISPR 規格に従った試験の実施 

 

（３）国際安全規格に定められた試験、リスクアセス

メントから導かれた試験、研究開発項目①で開発さ

れた試験の実施 

 

 

 

（１）達成 

 

（２）達成 

 

（３）達成 

７） 実証試験 

 

（１）実証試験 

 

 

 

（１）実証試験の実施 

 

 

（１）前倒しにて実施中 

 
 
（４） 成果の意義 

 ロボットスーツ HAL は人体に密着して電気的に動作し、力学的な効果を人体に及ぼすシステムである。

このようなシステムは未だ一般的ではないため、安全技術の十分性を担保し、社会的な受容性を高めるこ

とが課題と言える。 
 本プロジェクトにおける中間評価までに、既に商品化した HAL 福祉用の知見を元に再度リスクアセス

メントを行い、かつ国際安全規格を参照することで、必要な安全技術を明らかにし、開発に取り組むこと

ができた。また HAL に固有のものを含め、安全試験項目を明らかにすることができた。 
 これらの成果は、より一般的な装着型ロボット全般に適用できる可能性がある。今後産業化が予想され

る生活支援ロボットに関して現在策定されている国際安全規格 ISO 13482 の次回改訂に向けて、本プロ

ジェクトの成果を日本発の知見として提言できると考えられる。 
 
 
（５） 最終目標達成の可能性 

 最終目標達成には、以下各項目が必要となる。 

・ これまでの開発成果により明らかとなった安全性試験の完了 

・ 安全性試験における評価基準値の明確化 

・ 安全性への要求仕様、安全ルールの明確化 

・ 実証試験を実施し、実証における安全性の評価 

 以上すべて項目について既に取り組んでおり、プロジェクト期間内の最終目標達成が確実に見込まれる。

さらに当初プロジェクト後に位置づけられていた予定を前倒しし、国際安全規格への適合可能性について

研究開発項目①のグループより評価を受ける予定であり、最終的には当初予定を大きく上回る成果が見込

まれる。 

 
 
<特許・論文など> 

 
特許、論文、外部発表などの件数（内訳） 

  区分 

 

年度 

特許出願 論文 その他外部発表 

（プレス発表

等） 

国内 外国 PCT※出願 査読付き その他 

H21FY ０件 ０件 ２件 １０件 ２４件 １９１件 

H22FY ３件 ０件 ０件  ７件 ３９件 １６９件 

合計 ３件 ０件 ２件 １７件 ６３件 ３６０件 

（H23.3.31 現在） 
 

詳細は添付特許論文リスト参照 
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２．６ 研究開発項目⑤「安全技術を導入した搭乗型生活支援ロボットの開発、搭乗型生

活支援ロボットにおけるリスクアセスメントと安全機構の開発」の成果」 

【トヨタ自動車株式会社、独立行政法人国立長寿医療研究センター、株式会社フォー・リ

ンク・システムズ】 

 

2.6.1 研究概要 

人間の行動の範囲及び自由度を拡大する移動手段として、現在、自動車から自転車まで各種移

動体が存在するが、少子高齢化の進展や CO2 ガス発生削減等の社会的課題を解決していくた

め、今後、高齢者や環境に配慮した移動体が求められてくる。本研究開発項目では、人や障害物

が混在する状況において、人を乗せて移動する機能を備えた搭乗型生活支援ロボットの安全に関

する課題を洗い出し、安全を実現するための要求仕様や安全ルールを明確にし、その課題を解決

する安全技術を開発することを目的としている。トヨタ自動車では、これまでにいくつかの自社関連

施設において、搭乗型生活支援ロボットの安全性についての実証トライ実験を行い、人と密接に動

作する搭乗型生活支援ロボットにおける、ハードウエア、ソフトウェアの安全機構についての開発を

進めてきた。今回の開発では、すでに基本機能については開発済みの搭乗型生活支援ロボットを

使用する。これらのロボットについては、事前に「本質安全」、「衝突安全」、「予防安全」の観点から

基本的な安全設計が織り込まれている。今回の研究開発では、医療施設での高齢者使用を想定

し、より実践的なリスクアセスメントを国立長寿医療研究センターと共同で行い、その結果をロボット

設計にフィードバックする。また安全ソフト開発については、機能安全の側面も考慮し、フォー・リン

ク・システムズと共同で個別課題の検討を進めた。そして「安全性検証手法研究開発実施者」で設

定された機関（日本自動車研究所、産業技術総合研究所、労働安全衛生総合研究所など）と協力

し搭乗型生活支援ロボットの認証基準・しくみ造り、および安全試験・評価法の検討を推進してきた。

平成２１～２３年度は特に、①ロボット安全技術の開発、②安全試験認証方法の開発、③安全ソフ

トの開発、④機能安全工程の開発、⑤安全ユースケースの開発、⑥人体損傷リスクの開発、をポイ

ントとして、事業計画を推進してきた。 

 

2.6.2 成果詳細 

（１）ロボット安全技術の開発 

（１）－① 立ち乗り搭乗型の技術開発 

＜概要＞ 

立ち乗り搭乗型生活支援ロボットは「安心して自由に移動を楽しめる社会の実現」に貢献すること

を目的に、誰もが快適に使える優れた使用性と、ユーザの行動範囲を拡大するような性能を、生活

空間で使いやすいコンパクトなサイズで実現する、次世代のモビリティツールである。具体的には、

A3 サイズ相当の投影面積のコンパクトで持ち運び可能なボディとし、センサーで常に姿勢を検出

しながら制御することで、安定した状態のまま電動で２輪走行することを可能としている。さらに、独

自の平行リンク機構を採用することで、乗員は体重移動のみにより前後進および旋回操作を行なう



Ⅲ－133 
 

ことができ、狭い場所や混雑した空間においても、安心かつ快適に使用することができる。 

 

（１）－② 座り乗り搭乗型の技術開発 

＜概要＞ 

座り乗り搭乗型生活支援ロボットは「近距離でのパーソナル移動支援」を主眼に開発されたもので

あり、座り乗りゆえに高齢者や患者などにとって、やさしい乗降姿勢が確保できる乗り物と位置づけ

ている。車体制御としては、上述の立ち乗り搭乗型生活支援ロボットと同じくセンサーで車体姿勢

を検出しながら倒立安定化する制御と、スイングアーム機構で車軸位置を独立に調整するサスペ

ンション制御を加えることで、段差や斜面でも安定した走行が可能である。更に目標地点を設定す

ればリアルタイムで経路計画や障害物回避を行う自律移動機能や、使用者の位置を特定し使用

者との距離を一定に保ちつつ追従する機能も備えている。 

 

（２）安全試験認証方法の開発 

（２）－① 安全試験方法の検討実施 

＜概要＞安全認証のための基準づくりに向けて、「安全性検証手法研究開発実施者」である日本

自動車研究所、産業技術総合研究所、労働安全衛生総合研究所などの研究者との協働活動も実

施してきた。具体的には、立ち乗り型生活支援ロボットの安全評価について、試験項目、試験内容、

評価基準などの実験計画の詳細を上記の研究者と密接に相談し試験準備を進めてきた。試験用

のロボット実機自体は２０１０年７月よりロボット安全性検証センターに貸与し、予備試験を開始した。

また予備試験において通常の倒立制御では試験が実施しにくいため、定速走行モードを可能に

する試験ソフトを準備し、試験用ロボットにて切り替え可能にした。搭乗試験の際には、運転技術が

必要となるため、上記の研究者に対して、搭乗ライセンス訓練を実施した。 

 

（２）－② コンセプト検証の検討実施 

＜概要＞認証方法の検討としては、安全性検証手法研究開発実施者の作成した設計コンセプト

検証チェックシートに対して、立ち乗り型生活支援ロボットの開発ステップ、マネージメント体制、作

成資料などのレビューを実施した。 

 

（３）安全ソフトの開発 

（３）－① ソフトウェアプラットフォームの仕様検討 

＜概要＞ 

人間の生活圏で稼働する生活支援ロボットには高い安全性が求められるが、現在、ロボットに関

する安全基準は明確に定められておらず、それを保証する形のありかたを模索する一環として IEC 

61508 などの機能安全認証取得を目指すという動きが見られる。生活支援ロボットの安全認証の取

得には、ハードウェアとソフトウェアの双方の観点から取り組む必要があるが、ソフトウェアの観点で

は、安全認証を取得できるソフトウェアプラットフォームを策定し、生活支援ロボットで共通に利用可
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能なプラットフォームとして仕様を部分公開することで、ロボット用の安全なソフトウェアが効率的に

開発できるようになると見込まれる。 

 

（３）－② 安全機能アプリケーションの実装 

＜概要＞ 

ソフトウェアプラットフォームの機能を検証するためのアプリケーションを作成する。このアプリケ

ーションの動作によってプラットフォームの機能の安全性を検証する。 

 

（４）機能安全工程の開発 

 

（４）-①機能安全ソフトウェア開発ガイドラインの構築 

＜概要＞ 

生活支援ロボットにおける安全認証を取得するためのソフトウェア開発手法やプロセスを一般の

技術者へ普及させることを目的として、ソフトウェア安全認証の評価手法、開発技法などの調査・検

討を行い、機能安全ソフトウェア開発ガイドラインを策定する。ガイドラインの内容としては、産業を

特定しない機能安全規格である IEC61508 を基盤として、生活支援ロボット向けのソフトウェア開発

の要素を盛り込む。具体的には、IEC61508 に規定される全安全ライフサイクルに適合した開発プ

ロセス・フェーズ・タスクの定義、認証用ドキュメントに求められる留意事項と記載事項の定義、開発

を支援するための要素と内容の定義、開発する組織に求められる要素と内容の定義などを実施す

る。また、開発現場の技術者が自発的に利用できるように、システムに求められる SIL と開発するソ

フトウェアの階層とデバイスから自身が採用すべき開発手法・技法を選定できる仕組みの構築や、

その開発技法・手法の解説リファレンスの策定、直感的な操作で参照できるユーザインターフェー

スをガイドラインに盛り込む、などを行う。更に、安全認証を取得するためのソフトウェア開発手法や

プロセスを広く普及させることを目的として、策定したガイドラインの内容に基づいたソフトウェア機

能安全セミナーを実施する。 

 

（４）-②構築した開発プロセスの実践 

＜概要＞ 

策定した機能安全ソフトウェア開発ガイドラインに定められた開発プロセスに則り、安全機能アプリ

ケーションの実装を行う。具体的には、IEC61508 に定められる全安全ライフサイクルプロセス及び

V 字プロセスを採用した開発プロセスの実践、及び SIL 値に応じて推奨された開発手法・技法を採

用した設計を実施する。 

 

（５）安全ユースケースの開発  

＜概要＞よく知られているように、高齢になるほど身体的機能低下を来す。立ち乗り搭乗

型生活支援ロボットの安全ユースケースをそのような高齢者において開発するため、高齢
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者医療を熟知した医師・看護師によって機能低下を考慮した予備実証試験を実施し、高齢

者が本ロボットを操作した場合の安全性評価を行った。高齢者の諸機能低下は高齢者体験

セットによって再現し、乗車、直進、U ターン、下車の操作を行い、乗車時、走行時、下

車時の危険度をアンケートで調査した。さらに、試乗体験から想定される本ロボット適応

となる身体条件も調査した。 
 

（６）人体損傷リスクの開発（長寿医療研究センター研究所） 

＜概要＞日常的生活空間の中でロボットと人が柵も無い状態で共存するという新しい状況が出現

してきた．中でも，搭乗型ロボットは，身体的能力の衰えて来た高齢者の移動手段として重要では

あるが，それだけに高齢者を念頭に置いた安心・安全性の検討が急務である．我々は，人が搭乗

したロボットに人が衝突し，その後，搭乗者がロボットから転倒・転落した折に受ける損傷を見積も

る指標を評価する手法を見出そうと試みた．このために，人体臓器組織の３D 座標，臓器別物性値

（ヤング率，粘性値なと）のデータベースを作成した．さらに，組織の破壊，断裂等に関する物性値

の動的情報を得る実験や推定手法を見出した．また，JARI の協力により大小ダミー人形と模擬ロ

ボット（制御のない台車）を用いて，先に述べた搭乗者・ロボットへの人の衝突実験を実施した．こ

の衝突実験は，搭乗者の転落・転倒の数理解析モデルの作成と精緻化，衝撃予測，さらには，今

後の個々人別，臓器・組織別の複合連結 FEM シミュレーションのための出発点とするためである．

現在，人の受傷程度には，個人差，年齢差，性差が大きいために，損傷の 大値と 小値，そし

て，通常の転倒や，自転車からの転倒などの日常的危険度との相対的比較に重点を置いて研究

した．これにより，搭乗者の転倒・転落は，自転車や自然転倒と大差が無い事，そして，転落・転倒

による人体損傷の物理的側面は，4 つの要因で規定される事が分かってきた．今後は，個人差，臓

器別など搭乗者本人が抱える問題（医学生物学的側面）を吟味した理論・実験等研究に徐々にシ

フトしてゆく予定である． 

 

2.6.3 知的財産権の普及  

特許、論文、外部発表等の件数（内訳） 

  区分 

 

年度 

特許出願 論文 
その他外部発表 

（プレス発表等） 
国内 外国 PCT※出

願 

査読付き その他 

H21 0 件 0 件 0 件 22 件 30 件 3 件 

H22 1 件 0 件 0 件 33 件 55 件 12 件 

H23 1 件 0 件 0 件 14 件 0 件 3 件 

（※Patent Cooperation Treaty :特許協力条約） 

 

添付特許論文リスト参照 
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Ⅳ．実用化の見通しについて 

 
１． 研究開発項目① 生活支援ロボットの安全性検証手法の研究開発 

１） 成果の実用化可能性 
① リスクアセスメント手法 

リスクアセスメント手法は機械の様々な分野で用いられており、多くの手法が提案されている

が、ロボットに特化した手法は決まっていない。また、産業用ロボットの設計時にもリスクアセ

スメントは必須であり、安全規格でポイントが述べられているが、その事例をそのまま生活支援

ロボットに適用することは難しい。産業用ロボッットとは、ロボット使用環境や求めるタスク、

関与する人の属性などが異なるからである。しかし、生活支援ロボットのリスクアセスメントが、

機械安全原則から全く外れた方法や手順で実施することはできない。 
そこで、機械安全原則を踏襲しつつ、リスク要素の見積もり評価や総合的なリスク低減判定の

際に参照できる標準的な判断基準を提供すれば、多くの生活支援ロボットの安全設計を促進し、

これらロボットの安全水準を高めることができる。本研究開発で作成したリスク要素の評価基準

やリスクアセスメントシート事例などは、ロボット開発者からのフィードバックを得ることによ

り、より洗練され使いやすいひな形として活用が期待される。また、標準的な指標は国際基準や

認証スキームにおける先駆的情報となり、我が国のアドバンテージとなり得る。 
一方、リスク低減手法の選択手法や分類表は、データベース化等と組み合わせることにより、

認証やコンサルタントの際に強力なツールとなり得る。 
 

② 機械・電気安全、機能安全等ロボットの安全性試験評価方法 
(a) 国際的に通用する検証の事業化を目指す。 

生活支援ロボットメーカは国際市場を見据えた事業を計画しており、これに応えるために、本

プロジェクトでは、国際的に通用する検証の事業化を目指している。これまで、試験法・評価基

準を開発し際して、国際標準化の国内委員会と連携してきた。今後、同委員会を通じて、

ISO13482 の試験法・要求事項具体化に開発成果を反映する。 
また、検証の事業化においては、合理的コストでの安全確保を可能にすることを目指す。この

ために、ISO13482 の試験法・要求事項具体化が実用的なものになるよう、同委員会を通じて提案

していく。 
 

 (b) 安全検証のワンストップサービスの実現を目指す。 
国際規格ベースの安全検証のための設備を導入し、ワンストップサービスを可能にすることで、

個別メーカでの安全検証実施に比べて、低コストで効率的なサービスを提供することを目指す。

本プロジェクトでは、試験法の検討に基づいて試験装置を開発し、産業技術総合研究所の生活支

援ロボット安全検証センターに集約、導入してきた。今後、設備の改良と総合的な手順確立によ

り事業化を目指す。 
 

 
 

図Ⅳ.1-1 生活支援ロボット安全検証センター 
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(c) 第 3 者認証のための試験機関の設立を目指す。 

第 3 者認証のためには客観的データを得る必要がある。このため、認証スキームの検討の中で、

ロボットメーカから独立した試験機関の設立を目指す必要があるとこを明らかにしてきた。今後、

その体制について明確にしていく。最終的には、客観的な評価により、消費者にとって安全なロ

ボットの普及を促進する。 
 
 

③ 生活支援ロボットの安全性基準に関する適合性評価手法 
WTO/TBT 協定を契機に、適合性評価手続構築の際に、国際規格およびガイドへの整合化を

図っていくことが国際的な潮流となっており、本プロジェクト終了後においても、国際的な評価

が得られる“安全認証拠点”の形成を目指している。 
国内外で運営されている製品認証スキームの多くは、国際ガイド ISO/IEC Guide671）の要素を

取り入れ構築されており、生活支援ロボットにおいても、同ガイドの認証システムの一つを採用

し、マネジメントシステム評価や国際規格 ISO/IEC 170252)に適合した試験機関における製品試験

など一連の適合性評価手続のスキーム（認証スキーム）の研究開発を行っている。 
同時に、生活支援ロボットに対する製品要求事項は、国際規格として検討が進んでいる

ISO/DIS 134823）をベースに、ロボットのタイプ別（移動作業型（操縦中心）、移動作業型（自律

中心）、人間装着（密着）型、搭乗型）の安全性基準に関する適合性評価手法（認証モジュール）

の研究開発を行っている。 
一方、生活支援ロボットの認証スキームを、一貫した信頼できる方法で第三者が認証すること

により、ユーザーに対して安全・安心を与え、またその他ステークホルダーにも信頼を得る“認

証”を運営していくため、認証機関の能力基準を定めた国際ガイド ISO/IEC Guide654）に適合す

る体制整備を進めている。  
 
本プロジェクトの成果として開発される認証スキームの実用化について、任意の第三者認証制

度として運用することについては、技術的には特段の問題はない。また、将来的に同様な制度や

基準を有した国と二国間もしくは国際認証制度において、試験結果や認証行為を活用することが

できるような相互承認を目指した場合、前述のように国際整合化した第三者認証制度を構築して

いれば、必要な場合には製品要求事項の見直しや認証機関の体制のアレンジなど比較的容易に対

応可能と考える。 
なお、生活支援ロボットを対象とした何らかの法的規制が後追いで制定された場合は、追加の

対応が考えられるので、前広な検討が必要である。 
 

1）ISO/IEC Guide67（JIS Q0067）「適合性評価－製品認証の基礎」 
2）ISO/IEC 17025（JIS Q17025）「試験所及び構成機関の能力に関する一般要求事項」 

3）ISO/DIS 13482（Robot and robotic devices – Safety requirements – Non-medical personal 
care robot） 

4）ISO/IEC Guide65（JIS Q0065）「製品認証機関に関する一般要求事項」 
* ISO（International Organization for Standardization）国際標準化機構 
* IEC（International Electrotechnical Commission）国際電気標準会議 

 
 

④ 生活支援ロボットの安全性に関する情報の蓄積・提供手法 
(a) 技術的位置づけ 

本プロジェクトで開発するデータシステムは、ネットワーク上からアクセスできる一般的なコ

ンテンツ管理システムを基礎としており、具体的なユーザタイプに合わせてインタフェースデザ

インを変更すれば十分実用可能である。 
 

(b) 実用化へのシナリオ 
本データシステムでは、安全性に関する広範囲のデータを対象としているが、恒常的運用時に

はデータ種別によって、公益機関・団体による情報提供サービス、試験・研究機関内業務支援な

ど、種々の利用法への分化が予想される。なお、企業秘密に該当するデータについては、利用は
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プロジェクト期間内に限定されるため、一般的な意味での実用化にはなじまない。 
生活支援ロボットの事例はまだ少ないが、インシデント・事故情報データベースへの潜在的要

求は極めて高い。しかし、企業秘密、個人情報保護等の理由から、制度的強制やなんらかのイン

センティブがないとデータ収集は困難とされる。また、データ収集を行う場合、既存の事故報告

制度（交通、労災、消費者事故等）との住み分け・調整も必要となろう。 
 

(c) 展望と課題 
本データシステムは、安全性に関する情報の発信・利用のためのデータシステムのひな型とし

て有効と考える。しかし、公共財として運用する場合には費用負担の問題があり、また②で述べ

たような課題もあるため、実際の運用にあたっては一機関や団体を超えた社会的議論と支援が必

要と考えられる。 
 
 

⑤ 国際標準化に向けた見通し 
国 際 標 準 機 関 （ ISO ） で 策 定 中 の ISO13482 （ Robots and robotic devices –  Safety 

requirements）については、プロジェクト終了前に FDIS が発行される。従ってプロジェクト成果

である安全基準や評価基準の反映については、ISO13482 の次回改訂時に盛り込むことを目標に活動

を推進していく。 
 

２） 事業化までのシナリオ 
2030 年以降労働人口は、それ以前と比べると急激な減少となることが予想され、様々な場面で生

活支援ロボットの活用のニーズは高まっている。一方で、生活支援ロボットは、産業用ロボットとは

異なり人との接触度が高いため、利用者に加えて周囲の一般人への一層の安全確保が必要となる。 
さらに、生活支援ロボットの安全性基準となる国際規格の制定が本格的になっているなかで、本プ

ロジェクトにおいても開始 5 年後（平成 25 年度末）には対人安全性検証のための手法が整う予定で

あり、その手法を用いて実際に様々な試験を一カ所（ワンストップ）で行う体制“生活支援ロボット

安全検証センター”が設置されたところである。 
他方、ロボットメーカにとって、開発されたばかりのロボットの安全性や信頼性をメーカ自身が一

般利用者に向けて理解を求めていくことは困難な場合もある。また現時点では法令等の安全規制によ

強制認証の対象となることは見込めない。このような状況から、一般利用者にロボットの安全・安心

を発信するツールとして第三者の“認証”を活用することがベストと考えられる。 
 生活支援ロボットに代表される日本独自の新規技術分野において認証・評価サービスを外国認証機

関に依存することは、最新技術のデータが外国の競合他社に流出するリスクが高まるとともに、当該

外国認証機関がそうして得た技術データを持って国際標準化の交渉を当該国にとって有利に展開しう

ることとなるなど、産業政策上の問題も指摘されている。 
 こうした問題を解消し、生活支援ロボットの海外を含めた市場展開を後押しするためには、我が国

認証機関による認証スキームを早急に立ち上げる必要がある。 
 
また、「標準を制するものが市場を制する」と言われているように、国際規格 ISO13482 の安全基

準に向け、安全研究拠点“生活支援ロボット安全検証センター”には、生活支援ロボットの対人安全

性確保のための人・技術・情報が集約されることから、新しいタイプの認証評価手法の R&D（評価

基準の規程化）がタイムリーに行える体制であり、本プロジェクトの開発した試験装置でなければ検

証できないような数値を盛り込むことなどで、国際標準化の舞台で先駆的な具体事案をもとに我が国

が国際的に優位性を保てるようにするなど国際標準化戦略の重要な役割を担うとともに今後の、国際

標準化政策に大いに有効である。 
 
認証スキームは、認証機関単独での運営も可能ではあるが、生活支援ロボットのような開発途上に

あって今後の市場ニーズが期待されるとともに、我が国の産業政策に少なからず影響を与えるような

分野であることから、学識経験者、病院・介護施設運営者などの利用者、一般ユーザーなど多方面の

専門家で構成した協議会を認証機関自らが設置し、認証機関が運営する認証スキーム全体を議論する

場（役割）が必要ではないかと考える。 
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表Ⅳ.1-1 認証スキームの事業化シナリオ 
 

年度 認証スキーム 国際標準化
ISO13482 

平成 23 年度 
(2011) 

 
↓認証スキーム(試行事業)作成 

 
 

平成 24 年度 
(2012) 

↓試行事業体制整備(認証ビジネスモデル) 
 ↓認証・製品要求事項決定し、ロボメーカに啓発

  ↓認証利用者への普及・啓蒙活動 

 
 
◆発行予定 

平成 25 年度 
(2013) 

↓試行事業開始(模擬認証) 
 ↓認証情報発信 
  ↓試行スキーム見直し(体制、要求事項など) 
×本プロジェクト終了 

 
 
 
 

平成 26 年度 
(2014) 

↓正式認証スキーム運用開始 
 ↓認証スキーム普及・啓発活動 
  ↓認証情報発信 

 
 
↓試験・評価方法や手順に
ついて、国際標準提案 

平成 27 年度 
(2015) 

↓製品要求事項見直し ◆改訂作業 

 
 

３） 波及効果 
生活支援ロボットの安全性検証手法を本プロジェクトにおいて確立し、試験事業、認証事業などを

事業化が行われると、以下のような波及効果が期待できるものと考える。 
 

① ロボット事業 
今までの生活支援ロボットを開発している日本企業が国内で事業を興そうとするときには、多く

の場合、他の事業を有する企業が多く、生活支援ロボットという新しい事業において、万が一、事

故が生じた際のリスクと社会責任の大きさを見積もることが非常に困難であり、事業化を阻害する

要因の一つとなっていた。 
今回の生活支援ロボットの安全性がある程度、第三者認証という方法で妥当性確認が行えること

は、企業の事業化の際の判断材料の一つとなり、事業化を躊躇している企業にとっては、事業化の

大きな要因となりうると考える。 
 

② 試験事業 
生活支援ロボットの安全性の試験評価を行う設備は、生活支援ロボットの持つその特性から、多

くの設備に関しては、類似する機械システムの安全性を試験することにも流用が可能であることが

多く、今回のように試験設備が集約化されていることは、類似システムの試験業務を誘引すること

が期待される。 
 

③ 認証事業 
生活支援ロボットの安全性認証事業については、生活支援ロボットの持つその特性から、特に機

能安全の認証の非常に良い事例であることから、機能安全評価・認証サービスとして、家電製品、

AV 機器、ロボット、自動車、産業機械、医療機器など、機能安全を導入した製品やシステムを対象

に、機能安全マネジメント評価・認証、設計コンセプト評価・認証、製品評価・認証などのサービ

ス事業への横展開が可能である。 

 

④ 研究開発 
生活支援ロボットの安全性を評価することは、生活支援ロボットを研究・開発してきた側も、研

究開発の仕方を大きく変える必要があると同時に、新たに作られた生活支援ロボットを解釈（コン

サル）し、試験方法を検討し、認証することが、今後も継続的に必要となることからも、今後のロ

ボット研究開発への波及効果は大きい。 
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⑤ 国際標準 
生活支援ロボットの国際標準化については、TC184/SC2 での議論をベースに、他の類似国際標

準などを見比べながら、それらの俯瞰的なバランスを維持しつつ、既存国際規格では網羅されてい

なかった生活支援ロボットの安全性について国際標準化を行ったことは、他の国際標準の関係を強

める意味でも波及効果は大きい。 
 

⑥ 人材育成 
今回の生活支援ロボットの安全性を、企業の持ち込んだ複数台のロボットを題材に、コンセプト

をロボット製造企業、試験機関、認証機関等が混在して議論しているパイロットスタディにおいて

検討したことにより、今まで日本が立ち遅れてきた機能安全に関しての知見を有する人材が、本プ

ロジェクトに関わった全ての機関でのレベルを底上げすることが可能となり、社会全体の人材育成

につながったと言える。 
 



Ⅳ－6 
 

２．研究開発項目② 「安全技術を導入した移動作業型（操縦が中心）生活支援ロボッ

トの開発、安全技術を導入した移乗・移動支援ロボットシステムの開発」 
【実施者：パナソニック株式会社、国立障害者リハビリテーションセンター】 

 

１）成果の実用化可能性 

「ロボティックベッド」を含む介護／自立支援ロボットの実用化・事業化に向けては、表Ⅳ.2-1 に

示すような３つの課題がある。１つ目の課題としては、「安全性の実現」が挙げられる。介護／自立

支援ロボットの実用化には、安全性の実現が必要となる。この課題解決には、安全基準を明確にする

必要があり、本プロジェクトにて推進している。 
２つ目の課題としては、「現場ユーザとの一体開発」が挙げられる。介護／自立支援ロボットの実

用化には、現場ユーザの協力を得て、一連の実生活で問題なく使用できるかどうかを評価し、問題が

あれば開発にフィードバックするという、現場ユーザと一体となった開発が必要である。しかしなが

ら、国内では実際の使用環境で評価を行うことが困難な場合が多い。この課題解決には、国による現

場実証のサポートや実証環境の整備が必要であり、国に働きかけを行うと共に、推進に積極的な海外

での実証試験も検討していく。 
３つ目の課題としては、「普及価格の実現」が挙げられる。介護／自立支援ロボットは、ユーザの

症例に合わせた個別対応が必要であり、また国内市場だけではユーザ数が少ないため、少量多品種生

産になり、開発／製造コストがどうしても高くなってしまう。この課題解決には、コストダウンが必

要であり、製品のモジュール化や部品の共通共用化を図ると共に、商品化当初からグローバル展開に

よる量産効果を狙っていく。また、介護／自立支援ロボット導入に際しては、補助や助成制度も必要

であると考える。 
以上の取組みにより、課題を解決し、成果の実用化を推進する。 

 

表Ⅳ.2-1 実用化・事業化に向けた課題及びその解決方針 

課題 解決方針 
安全性の実現 ◆本プロジェクトにて推進（安全性の第三者認証） 

 
現場ユーザ一体開発 ◆国による現場実証のサポート、実証環境の整備 

◆海外での実証試験 
普及価格の実現 ＜社会的な仕組みによる解決＞ 

◆導入時の補助／助成 
→ ロボティックベッドを含む介護／自立支援ロボットにも適

用すべきである 
＜企業側の努力による解決＞ 
◆量産効果によるコストダウン 
→ 国内市場だけでは生産台数が少なくコスト高 

グローバル展開も行い、量産効果を狙う 
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２）実用化・事業化までのシナリオ 

 商品化までのシナリオを図Ⅳ.2-1 に示す。本プロジェクト終了（2013 年度末）までに、安全試験、

メーカ主体の実証試験を行い、安全性および実用性に目処をつける。その後、ユーザ主体の実運用で

の試用評価（実用評価）／機能改良を行い、商品レベルまで実用性を向上させる。このような実用評

価を行うためには、メーカによる安全性評価／判断だけでは不十分であり、第三者機関による安全認

証（商品レベルの安全性実現）が必要である。そこで、本プロジェクトにて第三者認証による安全性

実現を行い、実用評価を含む実用化サイクルをまわし、早期商品化につなげていく予定である。 
 

３）波及効果 

 電動ケアベッドと電動車いすを融合・ロボット化したロボティックベッドを実用化することにより、

以下に示す３つの波及効果が期待できる。 
1） 介護・福祉ロボット事象の開拓、拡大（表Ⅳ.2-2Ⅳ.2-2） 
2） 従来の電動ケアベッド、電動車いすの RT 化促進による市場拡大 
3） ロボットを利用した自立支援普及による介護保険費用削減 

 

表Ⅳ.2-2 介護・福祉ロボットの市場予測 

介護・福祉 将来予測市場（億円） 
2015 年 2020 年 2025 年 2035 年 

自立支援 134 397 825 2,206
介護・介助支援 33 148 414 1,837

         出典：2035 年に向けたロボット産業の将来市場予測 
              経済産業省、新エネルギー・産業技術総合開発機構 

 

○実用評価

⇒ 機能改良

○事業ドメイン引継

・コストダウン設計

・マーケティング 等

○商品化検討

・市場調査

・商品性評価

・事業性評価 等

商品化開発

○安全試験

○模擬環境評価
（安全実証機）

○安全実証機開発○安全試験

○模擬環境評価
（安全評価機）

ＮＥＤＯ

プロジェクト

2014ＦＹ～2013ＦＹ2012ＦＹ2011ＦＹ

○実用評価

⇒ 機能改良

○事業ドメイン引継

・コストダウン設計

・マーケティング 等

○商品化検討

・市場調査

・商品性評価

・事業性評価 等

商品化開発

○安全試験

○模擬環境評価
（安全実証機）

○安全実証機開発○安全試験

○模擬環境評価
（安全評価機）

ＮＥＤＯ

プロジェクト

2014ＦＹ～2013ＦＹ2012ＦＹ2011ＦＹ

事業化判断★

★安全性確認

補助制度の制定★

安
全
認
証

商
品
化

実用
評価

試作
開発

機能
改良

安全
認証

商品化
実用化
サイクル

安全
試験

現在は第三者による安全性確認ができ
ていないため、実用評価が困難

実用
評価

試作
開発

機能
改良

安全
認証

商品化
実用化
サイクル

安全
試験

現在は第三者による安全性確認ができ
ていないため、実用評価が困難

実用評価には商品レベルの安全性が必要

図Ⅳ.2-1 商品化までのシナリオ 
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３．研究開発項目③「安全技術を導入した移動作業型（自律が中心）生活支援ロボット

の開発、安全技術を導入した生活公共空間及びビルの移動作業型ロボットシステムの開

発」 【富士重工業株式会社】 
 
１）成果の実用化可能性 
   我々の考える実用化のイメージを図Ⅳ.3-1 に示す。 

本プロジェクトの成果により、今まで夜間等、人のいない環境でしか運用が出来なかった清掃

ロボットが人と共存する空港や高速道路サービスエリアの大規模公共トイレ等の生活公共空間へ

の導入やオフィスビル専用部、共用部での昼間清掃が可能となる。さらに清掃だけでなくゴミ箱

搬送という新しい分野のロボットの実用化が見込まれる。また、工場内搬送においても、クリー

ンルーム等の人のいない空間ではなく、人と共存する一般製造ラインへの導入が可能となり、製

薬会社、食品会社への導入が可能となる。 
これらの実用化に向けて、開発した技術は、全て既存のロボットが導入されている実環境で実

証試験を行い、効果の確認、改良・改善を行っている。そのため、技術の実用性は高く、早期に

製品となるロボットへの導入が可能と考えている。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

図Ⅳ.3-1 実用化のイメージ 
 
 

２）事業化までのシナリオ 
（１）人と共存するオフィスビル清掃ロボットシステム（共用部、専用部等の閉鎖空間） 

  ①専用部清掃ロボット 

(a) 製品イメージ 

・机等を回避しながら清掃 

・人と共存する環境内 

・清掃残しが無い、高精度かつ確実な走行 

・作業者と比べ遜色のない清掃品質 

・専用部を移動可能なコンパクトなサイズ   全長 450mm×全幅 450mm×全高 450mm 

・清掃吸気排気フィルタ搭載 

機 能 

 

適
応
フ
ィ
ー
ル
ド
（作
業
面
積
） 

・安全技術
・階段転落防止技術 
・リスクアセスメント 
・エレベータ連動 
 （人と共存） 

 
駅・空港・サービスエリア
オフィスビル共用部、 
専用部（昼間清掃） 

生活公共空間 

 
・エレベータ連動 
 (インフラ改造) 

・エレベータ連動
 (ロボット対応) 

空港コンコース 
 &駅コンコース 

新築大型ビル 

既存大型ビル

・不整地対応
・対環境性向上 
・位置認識(三角測量レーザ) 
・協調制御 

 
準屋外＆屋外 

人と共存しない

遊園地・動物園・公園
 
愛知万博で実施 
工場（クリーンルーム）・プラン
ト・マンション外廊下に適用 

人と共存しない 

人と共存しない 

人と共存しない 

人と共存 

連結式搬送ロボット 

専用部
小型 
清掃 
ロボット

 
人と隔離された限定エリア 

医薬品製造 
ライン 
（クリーンルーム） 

人と共存しない

人と共存しない 
愛知万博 
ゴミ箱搬送ロボット 

製造ライン 

（一般製造 

ライン）

人と共存 
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図Ⅳ.3-2 事務所（オフィスビル専用部）     図Ⅳ.3-3 専用部小型清掃ロボット 

 

富士重工業と住友商事グループは、平成 21 年より専用部(事務所)内の清掃ロボット導入に向

けて検討会を行っており、ロボットの仕様検討、導入検討を進めている。 
専用部清掃ロボットは、Ｈ23 年 10 月、図Ⅳ.3-4 に示す東京都内の 10 階建てのオフィスビ

ルへの導入が決定した。実運用をしながら、改良改善を行っていく。10 階程度の中規模ビル

への導入案件も既に 2 件あり、実用化の見通しは、高いと考える。 

 
図Ⅳ.3-4 専用部清掃ロボット導入予定のオフィスビル 

 

 ②共用部清掃ロボット 

(b) 製品イメージ 

・清掃残しが無い、高精度かつ確実な走行 

・作業者と比べ遜色のない清掃品質 

・エレベータ内で人と共存して自動的に乗降可能  

・エレベータへ乗降が可能なサイズ  全長 850mm×全幅 720mm×全高 1300mm 

・清掃排気フィルタ搭載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅳ.3-5 共用部清掃ロボット 
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人と共存しない共用部の清掃ロボットはすでに販売している。この清掃ロボットに、本プロ

ジェクトで開発した技術等を搭載し、人と共存するオフィスビル清掃ロボットシステムを実用

化し、人が存在する専用部、共用部に導入フィールドを拡大する。 
人とロボットが同乗するロボットのエレベータ自動乗降システムについては、ロボットビジ

ネス推進協議会エレベータシステムの主査として、「人と同乗するサービスロボットの運用が

可能なエレベータの検査指針」、「実証試験ガイドライン」を策定した。今後、社内試験、実

証試験を行い、東京都庁建築指導部の認可を得て、人が存在する共用部への清掃ロボット導

入を図っていく。 
尚、人と同乗しないロボットのエレベータ自動乗降システムはすでに実用化しており、東京

都庁の認可も受け、ロボットも実用化済みである。 
 
 
（２）人と共存する生活公共空間清掃ロボットシステム（駅、空港等の開放空間） 

  ①駅、空港メインエリア向け清掃ロボット 

   (a)製品イメージ 

・500 ㎡以上の開放空間を清掃 
・人と共存する環境内 
・清掃残しが無い、高精度かつ確実な走行 
・作業者と比べ遜色のない清掃品質 
・走行場所を選ばす移動可能なサイズ 
全長 850mm×全幅 720mm×全高 1300mm 

 
 
 
 
 
 
 
 

図Ⅳ.3-6 中部国際空港         図Ⅳ.3-7 空港ﾒｲﾝｴﾘｱ向清掃ﾛﾎﾞｯﾄ 

 
空港のメインエリア向けの清掃ロボットはすでに販売している。開発した安全技 

術は、既存のロボットに搭載し、実環境での試験を進めている。 
そのため、確実な技術の蓄積が期待でき、実用化の可能性は高いと思われる。 
 

①トイレ用清掃ロボット 

   (a)製品イメージ 

・大規模公共トイレを清掃（高速道路サービスエリア内等） 
・人と共存する環境内 
・清掃残しが無い、高精度かつ確実な走行 
・作業者と比べ遜色のない清掃品質 
・トイレ内を移動可能なコンパクトなサイズ  

      全長 450mm×全幅 450mm×全高 450mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
図Ⅳ.3-8 高速道路サービスエリア内トイレ   図Ⅳ.3-9 トイレ用清掃ロボット 
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富士重工業と中日本高速道路は、パーキングエリアのトイレ用清掃ロボットについ 

て共同開発契約を締結している。H22 年 6 月に 2 台導入し、パーキングエリアのト 
イレにて試験運用を行っている。（図 21）ユーザと運用方法、使用状況等について詳 
細な検討を行い、実用化していく。 
また中日本高速道路は、東名高速、名神高速、中央道のサービスエリア等、30 ヶ 

所以上の大規模トイレを有しており、大きな市場がある。既に第二東名高速道路の 
掛川 PA での導入を前提に開発を進めており、実用化の見通しは高いと考える。 

  
図Ⅳ.3-10 トイレ用清掃ロボット試験運用 

 
（３）人と共存する搬送ロボットシステム 

  ①製品イメージ 
・工場内のライン設備と連動し、搬送 
・人と共存する環境内 
・高精度かつ確実な走行 
・工場内で小回りの利くサイズ   全長 680mm×全幅 740mm×全高 1440mm 
・200kg の搬送 
・24 時間連続稼動 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     図Ⅳ.3-11 人と共存する医薬品包装ライン     図Ⅳ.3-12 連結式搬送ロボット 
 
   医薬品工場内のクリーンルーム等、人と共存しない連結式搬送ロボットシステムは、 

既に販売をしており、搬送技術、設備との連動システムは既に確立している。本プロ 
ジェクトで開発した安全技術等を搭載し、人と共存する一般製造ラインへの導入を進 
めていく。 
また、一般製造ラインへの導入案件として製薬会社の包装工程及び食品会社の出荷 

工程、製品搬送工程への案件が既にきている。安全技術の導入によりこれらの市場へ 
の搬送ロボットシステムの導入が見込まれ、実用化の見込みは高いと考える。 
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３）波及効果 
（１）他のサービスロボットへの波及 

本プロジェクトで開発した技術、手法は、他のサービスロボットへの転用も可能である。ま

た、新規のロボットが実用化されるためには、安全性の確保は、絶対条件であり、様々なロ

ボットへの転用が見込まれる。 

その中でも実現性が高いと思われるものには、図Ⅳ.3-13 に示すような屋外清掃ロボット、

農業用薬液注入ロボットがあげられる。屋外清掃ロボットは 2015 年、農業用薬液注入ロボッ

トは 2017 年には、本プロジェクトで開発された安全技術が導入され、市場にでていく見込み

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図Ⅳ.3-13 波及が見込まれる分野と事業化スケジュール 
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５．研究開発項目④「安全技術を導入した人間装着(密着)型生活支援ロボットの開発、

安全技術を導入した人間装着型生活支援ロボットスーツ HAL の開発」 

【CYBERDYNE（株）、筑波大学】 
 
 下肢に障害を持つ方や脚力が弱くなった方の下肢運動や歩行をサポートする「ロボットスーツ HAL

福祉用」を昨年秋よりレンタル販売を開始しており、国内では既に約 70 施設において利用されてい

る。このような既存の導入施設では「介護する側」の作業支援を目的とした介護支援ロボットのニー

ズは非常に高い。 

 本プロジェクトで達成された、より安全化した HAL について HAL 福祉用の次期バージョンとして量

産し、現在急拡大している既存の販売ルートを大いに活用した販売を計画している。 

 本格的な普及にあたっては、市場からのフィードバックによる品質・ユーザビリティの向上、コス

トダウンが技術的な課題となる。全身型・上肢型についても安全技術を導入した製品を用意し、市場

へ投入する 
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６．研究開発項目⑥ 「安全技術を導入した搭乗型生活支援ロボットの開発、搭乗型生

活支援ロボットにおけるリスクアセスメントと安全機構の開発」 

【トヨタ自動車株式会社、株式会社フォー・リンク・システムズ、国立長寿医療研究セ

ンター】 
 
１．実用化の見通し 

１）成果の実用化可能性  
本プロジェクトで考えている実用化のイメージとしては、立ち乗り搭乗型ロボットは病院や介護施設

など医療機関での移動手段を病院のスタッフや患者さんに提供することである。これに対しての大き

な課題である安全性の確保については、特に国立長寿医療研究センターでのユースケース予備実験で

制約条件の明確化を実施してきた。上述したように、病院内でのスタッフの業務利用では十分に使用

可能であるが、段差、扉、通路での死角など病院環境面での改良や注意点の明確化などが更に必要で

ある。患者さんの利用については、使用可能な患者さんのレベルが明確化してきたので、そのレベル

（立位や歩行が基本的にできる人）を基本に慎重に実用の範囲を広げていく。座り乗り搭乗型ロボッ

トの実用化イメージは、病院内での患者さんの移動手段を幅広く提供することである。電動車いすの

ように、患者自身が運転して利用することも考えられるが、病院内でのニーズを考えると、ロボット

の自律移動機能を活用して、自動で病室から検査室などへ連れて行ってくれる機能や、自動での配車

してくれる機能が望まれていることがわかってきた。ただし自律移動機能については、本プロジェク

トでも安全・安心のための設計パラメータ（制動のための安心距離など）をサーベイ検討など実施し

ているが、まだまだ障害物検知や回避などで残存課題も多く、実用化までにはセンシングなどで更な

る検討が必要である。移乗型ロボットについては、実用目的は明確であり、ベットから車椅子等への

患者の移乗作業の負荷を軽減することである。しかし本ロボットについては、まだまだ要素検討レベ

ルであり、実用化に向けては、基本的な機構面での絞り込みがまずは必要である。 
 
２）実用化、事業化までのシナリオ 

本プロジェクトでは３つのタイプのロボットを登録しているが、前記の実用化可能性を鑑み、実用化

までのシナリオについては、立ち乗り搭乗型ロボットを主眼に説明する。立ち乗り搭乗型ロボットの

実用化に向けての主要課題であるロボット安全については、４つの観点からシナリオを作成している。

ロボット本体については、コンセプト、ハードウェア、ソフトウェアの観点から安全性の検証を進め、

プロダクト面だけでなく、マネージメント面でも安全性に関わる品質の向上をはかっていく。機能安

全については、最近の国際標準化活動の中でも重要な側面になってきており、ロボット設計面でも検

討をしていく必要がある。ソフトウェアのＶ字開発の各ステップにおけるドキュメントを充実させ、

かつＶ字開発を効率的に進めるための、ツール面での活用や、プラットフォーム化への検討も同時に

進めていく。ロボットの安全面での評価については、ロボット本体の機械的、電気的評価の側面と、

対人傷害評価の側面の２通りが必要である。対人評価は人と共存して活用するサービスロボットでは

大変重要であり、搭乗型ロボットの搭乗者や対向者の安全を最終評価するうえでのクライテリアとし

ても必要である。これに対しては、シミュレーションやダミーによる実機評価などでクライテリアを

絞り込み、ロボット評価に活用していく。またＪＡＲＩ、ＡＩＳＴ等とは評価試験や評価基準の共同

検討を進め、かつＪＱＡ等とはパイロットスタディを通じて、認証方法の枠組み作りを継続実施して

いく。この活動を通じて、搭乗型ロボット単体での実用化における社会貢献だけでなく、日本全体で

のサービスロボットの実用化拡大に協力できればと考えている。実用化における効果の算出について

は、ＮＥＤＯが２０１０年度に策定した「２０３５年に向けたロボット産業の将来市場予測」が参考

になる。搭乗型ロボットのサービス分野としては、①要介護者や高齢者の自立支援・介護支援、②健

常者の移動支援、③見回り・警備など業務用移動支援、④荷物の搬送支援などが考えられ、２０２０

年に２２３３億円、２０３５年に１４５１０億円の市場規模が予測されている。今後の高齢化社会に

おけるＱＯＬ向上という観点から、更に市場が広がる可能性もあると思われる。 
 
３）波及効果 

本プロジェクトの波及効果としては、ロボット分野、自動車分野、および関連する技術応用分野が考

えられる。 
ロボット分野については、今回のプロジェクトで取り組んできた安全技術（本質安全、衝突安全、予
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防安全等）を展開し、各種の生活支援ロボットへ応用していく。機能安全技術については、現在、自

動車の国際標準化活動でも重要なトピックスになっている。ロボットと自動車では、要求される安全

レベルも異なるが、機能安全の考え方やツール、プラットフォームなど応用可能な面での横展開をは

かっていく。また他分野としては、技術応用の側面から、本プロジェクトで検討してきた人体傷害評

価のノウハウが、人体シミュレーション解析などのＣＡＥ予測技術に応用可能と思われる。本成果は

クライテリアという面からも大変重要な数値であるため、標準化活動のグローバル基準に育てていけ

れば波及の意味合いは大変高い。 
 



平成２１・０３・２７産局第２号 
平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 

ロボット・新機械イノベーションプログラム基本計画

１．目的

我が国の製造業を支えてきたロボット技術・機械技術を基盤とし、ＩＴ技術・知

能化技術など先端的要素技術との融合を促進することにより、家庭、医療・福祉、

災害対応など幅広い分野で活躍する次世代ロボットや新機械技術の開発・実用化を

促進し、生産性の向上と人間生活の質の向上を実現するとともに、我が国経済社会

の基盤である製造業の競争力の維持・強化を目指す。 

２．政策的位置付け

○経済財政改革の基本方針２００８（２００８年６月閣議決定）

経済成長戦略の３本の柱、革新的技術創造戦略のうち、革新的技術戦略のひとつと

してロボット技術が位置付けられている。

○科学技術基本計画（２００６年３月閣議決定）

ロボット・新機械技術は、特に重点的に研究開発を推進すべき分野（重点推進４分

野）の一つである情報通信分野や、推進分野であるものづくり技術分野、社会基盤分

野に位置付けられている。

○「経済成長戦略大綱」（２００６年７月財政・経済一体改革会議。２００８年６月

改定版を経済財政諮問会議に報告）

国際競争力の強化の取組みのうち、世界の潜在需要を喚起する新産業群の創出にお

いて、我が国が特に優位性を有し、早期にその成果を社会に還元するため、積極的な

実証や環境整備を行うべき技術として、ロボットやＭＥＭＳ技術が位置付けられてい

る。 

○「新産業創造戦略」（２００５年６月経済産業省取りまとめ）

先端的新産業分野として、「ロボット」を戦略７分野の一つとして掲げ、２０１０

（平成２２年）までの市場規模、その成長に向けたアクションプログラムを盛り込ん

でいる。当該アクションプログラムには、ユーザ（施設、地域）を巻き込んだ実証試

験を中心としたモデル開発事業による先行用途開発、モデル事業と連携した重要な要

素技術や共通インフラ技術の開発支援、及び人間とロボットの共存に必要な安全性の

確保と、保険制度等の制度基盤の整備が提示されている。

新機械技術の重要分野であるＭＥＭＳ技術について、当該新産業群の創出を支える

重点四分野（「科学技術基本計画」による）の分野間の融合による推進が指摘されて

いる。

○「イノベーション２５」（２００７年６月閣議決定）

sadamotoats
テキストボックス
添付資料１



ロボット・新機械技術は、生涯健康な社会や多様な人生を送れる社会の実現に向け

て、中長期的に取り組むべき課題として、新たな走行車等の普及促進のための環境整

備、高度みまもり技術導入のためのルール作りなどの安全・安心な社会形成、また、

ユビキタスネットワークや民生用ロボットの本格普及に向けた環境整備、低侵襲診

断・治療技術の実現、安全・安心な社会のための将来デバイスの実現、さらに世界的

課題解決に貢献する社会のための新しいものづくり技術など、今後の研究開発の進展

等によって、その成果を社会に適用していく上で取組が必要であるとともに、随時見

直しをし、その取組を加速・拡充していくことが必要とされている。

○「ロボット産業政策研究会」報告書（２００９年３月とりまとめ）

近い将来に、次世代ロボットが実際に役立つものになるよう、特に技術開発・事業

開発、安全確保、社会ルールの整理・策定のための取組等についてまとめた。

３．達成目標

（１）我が国製造業の高度化に必要不可欠な基盤技術である機械分野においては、バイ

オ技術やＩＴ技術等の異分野技術を活用した従来の機械の概念を超えた新しい機械の

創造及びその計測技術の確立を図ることを目標とする。例えば、２０１５年頃に革新

的ＭＥＭＳの本格普及を目指すことにより、安全・安心な社会の構築に貢献する。

（２）安全・安心な社会、便利でゆとりある生活の実現のために必要不可欠なロボット

は、信頼性技術、高機能化・知能化技術、システム化技術が特に重要であり、これら

技術を開発することで、２０１５年頃には、自律的に多様な作業を行うロボットの実

用化を目指す。 

４．研究開発内容

［プロジェクト］

Ⅰ．ロボット技術開発

（１）生活支援ロボット実用化プロジェクト（運営費交付金）

①概要

介護者支援や移動支援等の生活支援にあたっては、人との接触度が高くなるため、

より一層の安全性の確保が必要。このため生活支援ロボットの対人安全性技術の開

発・実証と、安全基準設定等に向けた安全性・有効性データの集約・分析を実施する。

②技術目標及び達成時期

２０１３年度までに、生活支援ロボットのリスクアセスメント手法や、安全性基準

適合性評価手法・情報の蓄積提供手法を確立する。また、対人安全性に関する指標、

機械・電気安全、機能安全の試験・評価方法や手順について、国際標準提案を行える

ようにするとともに、実証試験を実施する。

③研究開発機関

２００９年度～２０１３年度

（２）基盤ロボット技術活用型オープンイノベーション促進プロジェクト（運営費交

付金）

①概要



これまでの研究開発プロジェクトの成果を活用し、生活環境やロボットで使用され

る各種要素部品をＲＴ(Ｒｏｂｏｔ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ)システムで利用しやすい

共通の接続方式、制御方式の下で利用可能な形で提供（ＲＴコンポーネント化）する

ための基盤を開発する。これにより既存の生活環境を簡単にＲＴシステム化し、それ

らを活用することにより様々な生活支援機能の提供、基盤ロボット技術の普及と標準

化を推進する。

②技術目標及び達成時期

２０１０年度までに、共通の通信インタフェースとＲＴミドルウェアで動作させる

基盤通信モジュール、既存の要素部品をＲＴコンポーネント化したＲＴ要素部品、そ

れらを用いたＲＴシステムを開発する。

③研究開発期間

２００８年度～２０１０年度

（３）次世代ロボット知能化技術開発プロジェクト（運営費交付金）

①概要

生活空間や多品種少量生産の製造現場など状況が変わりやすい環境下では、ロボッ

トの使用条件や用途は大きく限定されている。これを克服するため、ロボットが確実

性（ロバスト性）をもって稼動し、ロボットの環境・状況認識能力等の向上とともに、

ロボットの知能要素をモジュール化し、その蓄積管理及び組合せ等を可能とする技術

を開発する。

②技術目標及び達成時期

２０１１年度までに、次世代ロボットが高度な作業（タスク）を行う上で必要な効

率的で実用的な知能化技術を開発する。具体的には、魅力的でニーズが高いタスクを

設定し、知能化技術モジュールを開発し、高機能なロボットシステムの構築を実証す

る。

③研究開発期間

２００７年度～２０１１年度

（４）戦略的先端ロボット要素技術開発プロジェクト（運営費交付金）

①概要

市場ニーズ及び技術戦略マップに基づき、約１０年後にロボット技術の活用により

達成するミッションを設定した上で、これを達成するために必要なロボットシステム

及び要素技術開発を、関係府省の連携の下で実施する。

②技術目標及び達成時期

市場ニーズ及び技術戦略マップに基づき、約１０年後にロボットを活用して達成す

るミッションを設定した上で、これを達成するために必要なロボットシステム及び要

素技術の開発を実施する。具体的かつ先端的なＲＴ開発を支援することで、我が国の

ＲＴ競争力の維持・発展を図るとともに、研究開発成果の他分野（自動車、情報家電

等）への波及を図る。

③研究開発期間

２００６年度～２０１０年度



Ⅱ．ＭＥＭＳの技術開発・新機械産業の領域開拓

（１）異分野融合型次世代デバイス製造技術開発プロジェクト（運営費交付金）

①概要

高信頼性が必要な医療分野や特殊環境等で活用され、医療や安全・安心等の社会的

課題を解決する、小型・高性能・省エネルギーな次世代デバイスの基盤プロセス技術

を、ＭＥＭＳ製造技術とナノ・バイオ等の異分野技術の融合により開発する。

②技術目標及び達成時期

２０１２年度までに、次世代デバイス製造に必要不可欠な基盤プロセス技術群であ

る、バイオ・有機材料融合プロセス技術、３次元ナノ構造形成プロセス技術、マイク

ロ・ナノ構造大面積・連続製造プロセス技術を開発すると共に、得られた知見を系統

的に蓄積しデーターベス化し、従来の技術情報と統合的に取り扱える知識データベー

スシステム整備を行う。 
③研究開発期間

２００８年度～２０１２年度

５．政策目標の実現に向けた環境整備（成果の実用化、導入普及に向けた取組）

〔導入普及促進〕

ロボットやその関連部品等の見本市の開催等を支援することによって、システム

開発者、要素部品の開発者、ロボットユーザ等の間のマッチングを図り、中小・ベ

ンチャーや異業種企業のロボット産業への参入を促進する。

また、市場創出に貢献するロボットを表彰し、ロボットユーザ、メーカから一般の

方まで広くＰＲする表彰制度「今年のロボット」大賞を共催機関と協力して実施して

いる。

開発したソフトウェア等の成果については、広く一般に提供するなど積極的な普及

を図ることにより、より多くの開発主体がロボット技術開発に参加できる環境を創出

し、ロボット技術開発の裾野の拡大を図る。

将来のロボットは人に接する場面が多くなるであろう。したがって、ロボットの導

入・普及を促進するためには、安全に対する考え方を整理し、周知することが重要で

ある。平成１９年７月には人間と共存する次世代ロボットの安全性を確保するための

基本的な考え方をまとめた「次世代ロボット安全性確保ガイドライン」をとりまとめ

た。今後は、普及や具体化に向けた取組みが求められており、技術開発と並行して安

全に係るルールなどの整備を推進することで普及をより現実化させることが必要であ

る。

ＭＥＭＳの一層の実用化促進を図るため、異分野や製造設備を有していない企業で

も容易にＭＥＭＳビジネスに参入できるように、ＭＥＭＳ用設計・解析支援システム

を開発した。その成果を活用しつつ、実習を中心とした人材育成及び試作環境の充実、

製造拠点（ファンドリー）強化などＭＥＭＳ産業全体の競争力の維持・強化を図る。

〔標準化〕

各プロジェクトで得られた成果のうち、標準化すべきものについては適切な標準



化活動（国際規格（ＩＳＯ／ＩＥＣ）、日本工業規格（ＪＩＳ）、その他国際的に認

知された標準団体（ＯＭＧ等）への提案等）を実施する。

特に、ロボットの安全基準や性能の評価基準については、過去に実施した研究開

発プロジェクト等による実証データや「次世代ロボット安全性確保ガイドライン」

の活用を図りつつ我が国発の国際標準としての提案について検討し、拡大するロボ

ット市場における国際競争力の確保を目指す。

なお、これまでの研究施策の成果である、ロボット部分品の接続の共通化を目指し

たＲＴＭ（ロボット・テクノロジー・ミドルウェア）が、ＯＭＧ（ソフトウェア技術

の国際標準化団体）において、平成１９年１２月に標準仕様として採択されている。

ＭＥＭＳ技術・製品を世界市場に広く普及するために技術戦略マップに基づくＭＥ

ＭＳ標準化戦略の策定、国際規格案の開発、提案、推進等の標準化活動に継続的に取

り組む。 

６．研究開発の実施に当たっての留意事項

事業の全部又は一部について独立行政法人の運営費交付金により実施されるもの

（事業名に（運営費交付金）と記載したもの）は、中期目標、中期計画等に基づき、

運営費交付金の総額の範囲内で、当該独立行政法人の裁量によって実施されるもので

ある。

７．改訂履歴

（１）平成１４年２月２８日付け、２１世紀ロボットチャレンジプログラム基本計画制定。

（２）平成１５年３月１０日付け制定。２１世紀ロボットチャレンジプログラム基本計画

（平成１４・０２・２５産局第３号）は、廃止。

（３）平成１６年２月３日付け制定。２１世紀ロボットチャレンジプログラム基本計画

（平成１５・０３・０７産局第１１号）は、廃止。

（４）平成１７年３月３１日付け制定。２１世紀ロボットチャレンジプログラム基本計画

（平成１６・０２・０３産局第１６号）は、廃止。

（５）平成１８年３月３１日付け制定。２１世紀ロボットチャレンジプログラム基本計画

（平成１７・０３・２５産局第１８号）は、廃止。

（６）平成１９年４月２日付け制定。２１世紀ロボットチャレンジプログラム基本計画

（平成１８・０３・３１産局第７号）は、廃止。

（７）平成１４年２月２８日付け、新製造技術プログラム基本計画制定。

（８）平成１５年３月１０日付け制定。新製造技術プログラム基本計画（平成１４・０

２・２５産局第６号）は、廃止。

（９）平成１６年２月３日付け制定。新製造技術プログラム基本計画（平成１５・０３・

０７産局第９号）は、廃止。

（１０）平成１７年３月３１日付け制定。新製造技術プログラム基本計画（平成１６・０

２・０３産局第１１号）は廃止。

（１１）平成１８年３月３１日付け制定。新製造技術プログラム基本計画（平成１７・０

３・２５産局第５号）は、廃止。

（１２）平成１９年４月２日付け制定。新製造技術プログラム基本計画（平成１８・０

３・３１産局第６号）は、廃止。



（１３）平成２０年４月１日付け、ロボット・新機械イノベーションプログラム基本計画

制定。２１世紀ロボットチャレンジプログラム基本計画（平成１９・０３・１５

産局第２号）及び新製造技術プログラム基本計画（平成１９・０３・１９産局第

３号）は、本イノベーションプログラム基本計画に統合することとし、廃止。

（１４）平成２１年４月１日付け制定。ロボット・新機械イノベーションプログラム基本

計画（平成２０・０３・２７産局第３号）は、廃止。
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（ロボット・新機械イノベーションプログラム） 
「生活支援ロボット実用化プロジェクト」基本計画 

 

機械システム部 

 
１．研究開発の目的・目標・内容 

（１）研究開発の目的 

我が国では、少子高齢化が急速に進展しており、このままでは我が国の社会を支える人

材が不足することが懸念されている。 
一方、我が国は、産業用ロボットをはじめ、国際的にもトップレベルのロボット技術を

蓄積してきた。これらのロボット技術を活用して、製造業の生産工程やサービス業の作業

工程における一層の効率化・自動化の促進が必要となっている。 
また、ロボット技術は産業分野のみならず、介護・福祉、家事、安全・安心等の生活分

野においても、社会的課題の解決策の一つとして活用することが期待されており、生活支

援ロボットの活用により、生活の質や利便性向上が可能となる。 
しかしながら、不特定多数の人が関与する等、条件や状況が変化する実際の使用環境下

で稼働する生活支援ロボットは、対人安全技術が確立されておらず残留リスクの高いもの

が多く、民間企業の独自の取組のみに委ねていては本格的な産業化が期待できない。この

ため、国等の一定の関与により、安全性検証を行う認証機関・試験機関、安全性基準に関

する国際標準等を整備することが求められている。 

本プロジェクトは、生活支援ロボットとして産業化が期待されるロボットを対象に関係

者が密接に連携しながら安全に係る試験を行い、安全性等のデータを取得・蓄積・分析し、

具体的な安全性検証手法の研究開発を実施することを目的とする。 
また、これらの試験においてはロボット研究開発実施者と安全性検証手法の研究開発実

施者が連携し、リスクアセスメント技術、危険予防技術の検討や実際の使用環境下で幅広

い参加者による実証試験を集中的に実施する。さらに、生活支援ロボットの安全性基準等

の国際標準化を念頭に置きつつ研究開発を進める。 
なお、本プロジェクトは、経済産業省が推進する「ロボット・新機械イノベーションプ

ログラム」並びに内閣府が推進する「社会還元加速プロジェクト」の一環として実施する。 
 

（２）研究開発の目標 

（最終目標）平成２５年度 

生活支援ロボットのリスクアセスメント手法を確立し、生活支援ロボットの開発者に提

供可能となること。対人安全性に関する指標、機械・電気安全、機能安全の試験・評価

方法や手順について、国際標準提案を行えること。生活支援ロボットに関する安全性基準

適合性評価手法を確立すること。 

研究開発の対象とした生活支援ロボットに関して、安全性検証のための安全性試験を完

了し、ロボット安全性試験項目の評価基準値がすべて示され、実証試験が完了しているこ

と。 

 

（中間目標）平成２３年度 
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生活支援ロボットのリスクアセスメント手法を開発するとともに、人間工学実験等によ

る対人安全性に関するデータをロボット開発実施者に提供すること。研究開発の対象とし

た生活支援ロボットの機械・電気安全、機能安全等に必要な試験装置を開発し、ロボッ

ト安全性試験項目、各タイプのロボットの試験・評価方法や手順の策定を行うこと。これ

らに基づき，対象としたロボットの安全性検証を完了していること。 

 
最終目標及び中間目標の詳細は、別紙の研究開発計画に基づき研究開発を実施する。 
 

（３）研究開発の内容 

上記目標を達成するために、次の５つの研究開発項目について、別紙の研究開発計画に

基づき研究開発を実施する。 
[委託事業] 

研究開発項目① 生活支援ロボットの安全性検証手法の研究開発 
研究開発項目② 安全技術を導入した移動作業型（操縦が中心）生活支援ロボットの開

発 
研究開発項目③ 安全技術を導入した移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットの開

発 
研究開発項目④ 安全技術を導入した人間装着（密着）型生活支援ロボットの開発 
研究開発項目⑤ 安全技術を導入した搭乗型生活支援ロボットの開発 

 
２．研究開発の実施方式 

（１）研究開発の実施体制 

本研究開発は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、「ＮＥＤＯ」

という。）が、実施者を公募により選定し、委託により実施する。なお、研究開発項目①

を実施する体制は国際標準化を推進できるものとする。研究開発項目②～⑤を実施する

体制は、ロボットのハードウェアまたはソフトウェアの開発者、及び実証試験施設提供

者の参加を得るものとする。 
本研究開発の推進にあたっては、ＮＥＤＯが研究開発責任者（プロジェクトリーダー）

を指名する。 
 
（２）研究開発の段階的推進 

研究開発項目②～⑤の実施は、安全性に係る試験方法の検討段階であるプロジェクト

の初年度から参加する「グループⅠ」と、開発された安全性に係る試験手法を用いて２

年度目から試験を行う「グループⅡ」に分けて段階的に推進する。「グループⅡ」につい

ては、各タイプのロボットの試験・評価方法や手順が策定される２年度目に公募により

実施者を選定する。 
なお、「グループⅠ」については、実施者毎に、３年度目において実施計画の見直しを

行う。 
 

３．研究開発の実施期間 

本研究開発の実施期間は、平成２１年度から平成２５年度までの５年間とする。 
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４．評価に関する事項 

ＮＥＤＯは、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果の技術的意

義並びに将来の産業への波及効果等について、外部有識者による研究開発の中間評価を平成

２３年度、事後評価を平成２６年度に実施し、中間評価結果を踏まえ、必要に応じ、その結

果を後年度の研究開発に反映することとする。 
なお、平成２５年度までの各年度中に推進委員会等で各研究開発内容を内部評価し、必要

に応じ、プロジェクトの加速・縮小・中止等見直しを迅速に行う。評価の時期については、

当該研究開発に係る技術動向、政策動向や当該研究開発の進捗状況に応じて、前倒しする等、

適宜見直すものとする。 
 
５．その他の重要事項 

（１）成果の取扱い 

①成果の普及 

得られた研究開発成果については、ＮＥＤＯ及び実施者とも普及に努めるものとする。

共有可能なロボット安全要素技術に関しては、実施者間の成果の公開を必須としてオープ

ンイノベーションを促進するとともに、プロジェクト実施期間中または終了後に、適切な

知財戦略の下、成果の外部への提供を積極的に行うこととする。 
②成果の産業化 

ａ）研究開発項目①の実施者は、本研究開発から得られる安全性検証手法等に関する研究

開発成果の着実な実用化を図るため、本研究開発の終了後に実施すべき取組のあり方や

検証・認証機関の構築及びビジネスモデルについて立案する。また、開発した安全性基

準等の国際標準化を戦略的に推進する仕組を構築する。 
ｂ）研究開発項目①の実施者は、上記ａ）で立案した取組とビジネスモデルを本研究開発

の終了後、実行に移し、成果の産業面での活用に努めるものとする。また、研究開発項

目②～⑤の実施者においては、本研究開発の終了後も成果の保守管理及び安全技術の蓄

積・発展に努める。 
③知的財産権の帰属 
委託研究開発の成果に関わる知的財産権については、「独立行政法人新エネルギー・産業

技術総合開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書」第２５条の規定等に基づき、原則

として、すべて委託先に帰属させることとする。 
 
（２）基本計画の変更 

ＮＥＤＯは、研究開発内容の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、内外の研究開

発・標準化動向、産業技術政策動向、プログラム基本計画の変更、評価結果、研究開発費

の確保状況、当該研究開発の進捗状況等を総合的に勘案し、達成目標、実施期間、研究開

発体制等、基本計画の見直しを弾力的に行うものとする。 
 
（３）根拠法 

本プロジェクトは、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条第１

項第２号に基づき実施する。 
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６．基本計画の改訂履歴 

（１）平成２１年３月、制定。 
（２）平成２２年１２月、平成２２年補正予算（第１号）に伴い、研究開発の実施方式の 

一部内容を改訂。
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（別紙）研究開発計画 
研究開発項目①：生活支援ロボットの安全性検証手法の研究開発 

 

１． 研究開発の必要性 

生活支援ロボットは少子高齢化の課題に対して大きな支援力になると期待されている。し

かし、生活支援ロボットは不特定多数の人が関与する使用環境で稼働することが考えられ、

安全を保証する方式が確定していない。特に、対人安全技術が確立されていないため残留リ

スクの高いものが多く、早急にリスクを低減し安全性を保証する方式を策定することが求め

られている。このため、本研究開発項目では生活支援ロボットの安全性や信頼性等のデータ

の取得・蓄積・分析を行い、具体的な安全性基準を含む実務的な安全性検証手法の策定に必

要な技術を開発する。 
 

２．研究開発の具体的内容 

（１）生活支援ロボットの安全性検証方法の開発 

生活支援ロボットの安全性を検証するには、まずロボット開発実施者が自らリスクアセ

スメントを行った後、これに基づいて安全性検証を行う認証機関及び試験機関により客観

的に安全性を検証する手順となる。リスクアセスメントに関しては、我が国でいち早く策

定された「次世代ロボットのための安全確保ガイドライン」に則り、ISO-12100 に規定さ

れているリスクアセスメントを実行する方針とする。しかし、生活支援ロボットのリスク

アセスメントに関しては、本質安全設計のための定量指標等がほとんどなく、社会的にも

方法論が確立していない。このため、生活支援ロボットに関するリスクアセスメント手法

を開発する。 

他方、生活支援ロボットにおける安全性の評価試験方法については、生活支援ロボット

の普及のためにはその枠組みを早急に設定する必要がある。機械・電気・機能安全の側面

からの試験は既存の関連規格が存在するため、これらを参考に安全性・信頼性等に関する

データを取得・蓄積・分析することにより定める。 

 

①リスクアセスメント手法の開発 

生活支援ロボットに関する各応用分野、あるいは使用されるフィールドにおいて標

準となるリスクアセスメント手法を開発する。具体的には、まず自動車等の機械安全

分野を広く調査し、また必要に応じて適切な装置の開発及び試験体による耐性試験・

人間工学実験等を行って、安全性に係わる耐性値をはじめとした対人安全性に関するデ

ータを取得・蓄積・分析する。次に、これらのデータや類似機械の事故やトラブル履歴

等の情報の効率的フィードバックが可能なリスクアセスメント手法を開発する。 

 

②機械・電気安全、機能安全等ロボットの安全性試験評価方法の開発 

耐環境試験、電磁環境試験等、生活支援ロボットの機械・電気安全、機能安全の観

点における安全性試験評価方法を開発する。そのため、産業用ロボット等の類似機械

装置・コンポーネントに関する安全規格等を調査し、それらの試験基準や方法に関し

て、既存の試験装置を利用、あるいは必要に応じて新規に試験装置を開発して、安全

性・信頼性等に関する試験データを取得・蓄積・分析する。なお、対人安全に関する各

種試験・評価手順に関しては、現状では参照すべき規格等が確立されていないため、その
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試験装置の開発を含めた安全度水準の定量化等に関する研究開発を行う。 

これらの結果に基づいて、安全性能の定量化、評価指標等についての研究を行い、試

験・評価方法を開発する。 

以下に、安全性試験項目の例を挙げる。 

 

ａ）ロボット運動性能試験（制御安定性、加速・減速、変動負荷安定性及び各項目にお

ける耐久性・信頼性） 

ｂ）ロボット動作性能試験（動作安定性、操作性、及び各項目における耐久性・信頼性） 

ｃ）ロボット耐環境性試験（EMC特性、低・高温環境信頼性、防滴特性、防塵特性、振

動耐久性、感電防止、及び各項目における耐久性・信頼性） 

ｄ）安全停止特性（非常停止、故障検出時の安全停止）及び予期せぬ再起動防止 

 

（２）生活支援ロボットの安全性基準に関する適合性評価手法の研究開発 

安全技術を導入して開発された生活支援ロボットを対象として、コンセプト段階から製

品段階までについて、安全性基準に関する適合性評価手法の研究開発を実施する。 

 

３．達成目標 

（１）最終目標（平成２５年度） 

①各タイプのロボットのリスクアセスメント手法を確立すること。並びに、それを各タイ

プのロボット開発実施者に対して提供する。さらに対人安全性に関して取得したデータ

に基づき、耐性指標等の国際標準提案を行えること。 

②各タイプの生活支援ロボットの機械・電気安全、機能安全等に関し安全性試験評価方

法を確立すること。さらに策定した試験・評価方法や手順について、国際標準化提案

を行えること。 

③各タイプの生活支援ロボットに関する安全性基準適合性評価手法を確立する。 

 

（２）中間目標（平成２３年度） 

①リスクアセスメント手法を開発すること。さらに人間工学実験等による対人安全性に関

するデータをロボット開発実施者に提供すること。 

②各タイプの生活支援ロボットの機械・電気安全、機能安全等に必要な試験装置を開発

し、ロボット安全性試験項目、各タイプのロボット毎の試験・評価方法や手順の策定を

行うこと。 

 

４．特記事項 

（１）試験・認証方法については国際標準化の推進のため、必要な情報を提供しつつ、関係

機関と連携し、安全規格の確立に向け努力すること。特に、生活支援ロボットに関する

安全性・信頼性等のデータ取得・蓄積・分析に際しては、（社）日本ロボット工業会に

て審議中の ISO/TC 184/SC 2/WG 7 Robots in personal care (Robots and robotic 

devices – safety requirements – Non-medical personal care robot)の議論と連携

して進めること。 

（２）国際的な評価が得られる安全認証拠点が我が国に形成されるように、その中核を

なすべく、ISO/IEC Guide 65 （JIS Q 0065）「製品認証機関に関する一般要求事項」に、
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準拠した認証機関、ISO/IEC 17025（JIS Q 17025）「試験所及び校正機関の能力に関す

る一般要求事項」に準拠した試験機関が、本研究開発の実施期間終了後に設立・継続

できるような体制の構築を実施期間中から目指すこと。さらに、ＰＬ法を見据えた法

的責任の確認も行うこと。 

（３）制度設計の観点から、安全認証拠点基盤がより強固かつ広範に発展するように、

例えば事故情報の提供に関し保険機関の関与が、さらに、規格提案に向けて学会の関

与が、それぞれ提案に含まれることを目指すこと。また、様々な使用者の協力を得る

ことが可能な地域に根ざした施設を整備することを目指すこと。 

（４）各種試験装置は、プロジェクトの中間目標年度（平成２３年度）までに試験機関

候補場所に可能な限り集約することを目指す。 

7 



研究開発項目②：安全技術を導入した移動作業型（操縦が中心）生活支援ロボットの開発 

 

１．研究開発の必要性 

少子高齢化が急速に進展しており、介護を必要とする高齢者・障害者が増え、その人たち

を支える体制の整備が急務となっている。そのため、この分野への新しい技術であるロボッ

ト技術による支援の強化が求められている。しかし、このような介護・福祉分野へのロボッ

ト技術の活用は、利用者に加えて家族等の人との共存が必須となるため安全性の確保が必要

なこと、作業内容が多様であること等から困難となっている。 
このため、本研究開発項目では、人とロボットを積極的に連携させることで、これらの課

題を克服するための要求仕様や運用ルールを明確にし、多様な作業を、安全に行うことがで

きる移動作業型（操縦が中心）生活支援ロボットの安全技術を開発する。 
 

２．研究開発の具体的内容 

（１）移動作業型（操縦が中心）生活支援ロボットにおける安全技術の開発 

安全技術を導入した移動作業型（操縦が中心）生活支援ロボットを開発する。移動作業

型（操縦が中心）生活支援ロボットとは、人の生活環境下で、ユーザーの指示によって、

安全かつ効率よく生活に必要な作業を行う機能を実現するロボットである。 

ロボットの使用目的、使用環境及び運用シナリオ等を考慮してリスクアセスメントを行

い、その結果に基づき、リスク低減に必要な安全技術を開発する。リスクアセスメントは

研究開発項目①と連携して、安全性試験方法や検証手順を開発しながら進めるものとする。 

以下に安全な移動作業型（操縦が中心）生活支援ロボットを実現するための安全技術の

例を挙げる。 

 

ａ）移動・作業技術 

生活環境下において、ユーザーの指示より、移動や作業（マニピュレーション等）を

効率よく安全に行うための技術。 

ｂ）ユーザーインタフェース技術 

直感的に操作可能で、利用者の負担の少ないユーザーインタフェース技術により操縦

動作の安全性の確保、ユーザーに適切な情報を提示することによりロボットが周囲の

人を含む作業環境に対して安全性を確保する技術。 

ｃ）ユーザーへの適用(フィッティング)技術 

利用方法が簡便であり、様々な身体状況のユーザーが、安全に利用できる適用技術。 

ｄ）安全な退避技術 

ロボットへの供給電源（バッテリ等）が、突然遮断された場合でも、ロボット本体が

安全に停止、退避がなされる技術。 

ｅ）ユーザー拘束時の安全開放技術 

ロボットが故障等によって、ユーザーや第三者の身体を拘束するような状態に陥った

場合でも、安全かつ容易に開放できる技術。 

 

（２）移動作業型（操縦が中心）生活支援ロボットの安全性検証 

①安全性試験 

上記２．（１）に該当する安全技術をその用途、使用シーンに応じて一部、またはすべて
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を搭載した移動作業型（操縦が中心）生活支援ロボットの安全性試験を、研究開発項目①

において開発する安全性検証手法を用いて行う。この安全性試験の結果は、研究開発項目

①の開発に対してフィードバックしつつ実施する。 
 
②実証試験 
想定ユーザーによる、実環境あるいは模擬した環境において、上記２．（１）で開発され

たロボットの実証試験を行い、各安全性試験項目について検証を行う。 
 

３．達成目標 

（１）最終目標（平成２５年度） 

①上記２．（１）に該当する安全技術を一部またはすべて搭載した移動作業型（操縦が中心）

生活支援ロボットが２．（２）項の安全性検証のための安全性試験を完了していること。 

②上記２．（１）で開発されたロボットの安全性試験項目の評価基準値がすべて示されてい

ること。 

③２．（２）②項の実証試験が完了していること。 

 

（２）中間目標（平成２３年度） 

①上記２．（１）で開発されたロボットのリスクアセスメントを終了し、安全性試験項目が

すべて示されていること。 

②実施計画に予定されている安全技術の開発が終了し、その一部またはすべてが上記２．

（１）項で開発されたロボットに搭載されていること。 

③上記２．（２）①に該当する安全性試験のうち、研究開発項目①で策定済みの安全性検証

手法を用いて試験を完了していること。 

 

４．特記事項 

（１）安全技術として、共有可能なロボット安全要素部品の開発を含めることを推奨する。

これら要素部品は、生活支援ロボットに使用される構成部品であり、安全度水準（SIL）

等の標準規格に適合するものの取得を目指して開発されるものであり、本プロジェク

ト内外に提供することが望ましい。 

（２）安全性検証に用いるロボットは、安全技術も含め開発済みのロボットを用いても良い。

（３）実証試験を実施できる施設を有する機関を、協力機関として確保すること。 

（４）実証試験は、倫理問題に配慮して行うこと。 
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研究開発項目③：安全技術を導入した移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットの開発 

 

１．研究開発の必要性 

次世代ロボットの大きな特徴の一つは、自ら環境を認識してその情報に基づき、物理的移

動を伴う作業を行う「自律性」であり、これによって複雑な環境下においても人に代わって

様々な作業を行うことができる。我が国の社会が直面している少子高齢化社会に伴う労働力

不足や、家庭における高齢者の生活支援等の大きな問題を解決する鍵を握る。しかし、この

自律性を有する移動作業型のロボットは、従来の安全規格、概念への適合が難しく、また技

術的にも確立されていない部分がある。 
このため、本研究開発項目では、自律性を有する移動作業型ロボットの安全に関する課題

を洗い出し、安全を実現するための要求仕様や運用ルールを明確にし、その課題を解決する

安全技術を開発する。 
 

２．研究開発の具体的内容 

（１）移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットにおける安全技術の開発 

安全技術を導入した移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットを開発する。移動作業

型（自律が中心）生活支援ロボットとは、周囲の環境を認識し、自律的な判断に基づいて

安全かつ効率よく生活に必要な作業を行う機能を実現するロボットである。 

ロボットの使用目的、使用シーン及び運用シナリオ等を考慮してリスクアセスメントを

行い、その結果に基づき、リスク低減に必要な安全技術を開発する。リスクアセスメント

は、研究開発項目①と連携して、安全性試験方法や検証手順を開発しながら進めるものと

する。 

以下に安全な移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットを実現するための安全技術の

例を挙げる。 

 

①リスク低減技術 

ａ）安定走行技術 

自律での走行速度指令による駆動力制御に加え、走行加減速や外力、凹凸や斜面等が

ある路面環境に対して自律的に姿勢を安定化し、安全に走行する技術。 

ｂ）人・障害物回避技術 

静止障害物の位置及び人等の移動障害物の位置・動きを検知する機能、またこれらと

の衝突リスクを見積もり回避する等安全に走行する技術。 

ｃ）自律走行技術 

自己位置認識技術や地図情報生成技術、動的経路計画技術等の安全性要素技術を使い

安全に自律走行する技術。 

ｄ）自己診断技術 

ロボットの各機能が正常に動作していることを常時確認して、故障や異常を自動的に

検出して通報又は修復することにより、安全に運用する技術。 

ｅ）危険予防技術 

ロボットの動作や行動を人に事前に認識させることや人の行動を予測することにより

安全に運用する技術 
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②安全要素技術 

ａ）自己位置認識技術 

周囲環境のセンシングによる環境地図情報や、ロボットの移動及び動作の履歴情報を

活用し、正確な自己位置を推定する機能を持つことで安全な移動や作業動作を確保す

るためのセンサ、制御アルゴリズム・ソフトウェア等を含む要素技術。 

ｂ）安全環境認識技術 

ロボットやその作業環境に配置された各種センサを用い、人の移動、及び作業の障害

となる環境変化を検出する機能を持つことで、環境地図生成と動的動作計画機能を成

立させ、安全な移動や作業動作を確保するためのセンサ、制御アルゴリズム・ソフト

ウェア等を含む要素技術。 

ｃ）環境地図生成技術 

ロボットやその作業環境に配置された各種センサを用い、移動や作業に必要な地図等

の環境記述を生成する機能を持つことで、自己位置認識と動的動作計画機能を成立さ

せ、安全な移動や作業動作を確保するためのセンサ、制御アルゴリズム・ソフトウェ

ア等を含む要素技術。 

ｄ）動的動作計画技術 

目的地への移動や目的作業を実現するための動作を計画する技術において、人の移動、

及び作業の障害となる環境変化による動作変更の必要性があっても、補正、再計画を

自律的に行うことで安全な移動や作業動作を確保するためのセンサ、制御アルゴリズ

ム・ソフトウェア等を含む要素技術。 

 

（２）移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットの安全性検証 

①安全性試験 

上記２．（１）に該当する安全技術をその用途、使用シーンに応じて一部、またはすべて

を搭載した移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットの安全性試験を、研究開発項目①

において開発する安全性検証手法を用いて行う。この安全性試験の結果は、研究開発項目

①の開発に対してフィードバックしつつ実施する。 

 

②実証試験 
想定運営先を模擬した環境において、上記２．（１）で開発されたロボットの安全性の実

証試験を行い、各安全性試験項目について検証を行うこと。 
 

３．達成目標 

（１）最終目標（平成２５年度） 

①上記２．（１）に該当する①リスク低減技術及び②安全要素技術を一部またはすべて搭載

した移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットが２．（２）項の安全性検証のための安

全性試験を完了していること。 

②上記２．（１）で開発されたロボット安全性試験項目の評価基準値がすべて示されている

こと。 

③２．（２）②項の実証試験が完了していること。 
 

（２）中間目標（平成２３年度） 
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①上記２．（１）で開発されたロボットのリスクアセスメントを終了し、安全性試験項目が

すべて示されていること。 

②実施計画に予定されている安全技術の開発が終了し、その一部またはすべてが上記２．

（１）項で開発されたロボットに搭載されていること。 

③上記２．（２）①に該当する安全性試験のうち、研究開発項目①で策定済みの安全性検証

手法を用いて試験を完了していること。 

 

４．特記事項 

（１）安全技術として、共有可能なロボット安全要素部品の開発を含めることを推奨する。

これら要素部品は、生活支援ロボットに使用される構成部品であり、安全度水準（SIL）

等の標準規格に適合するものの取得を目指して開発されるものであり、本プロジェク

ト内外に提供することが望ましい。 

（２）安全性検証に用いるロボットは、安全技術も含め開発済みのロボットを用いても良い。

（３）実証試験を実施できる施設を有する機関を、協力機関として確保すること。 

（４）実証試験は、倫理問題に配慮して行うこと。 
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研究開発項目④：安全技術を導入した人間装着（密着）型生活支援ロボットの開発 

 

１．研究開発の必要性 

少子高齢化社会では、高齢者・障害者の自立と生き甲斐が重要な点であり、生活支援、活

動の質の向上が課題である。高齢者・障害者においては、身体機能が低下する傾向にあり、

それが高齢者・障害者の自立を制限している。さらに、一層の身体機能低下への悪循環を加

速している。また、要介護者の急増は介護者不足、介護労働負担を増加させている。これら

の課題を解決するために人間の身体機能を拡張・増幅・支援する技術の開発が必要である。 

このため、本研究開発項目では、人に装着して人間の身体機能を拡張・増幅・支援する人

間装着（密着）型生活支援ロボットの安全に関する課題を洗い出し、安全を実現するための

要求仕様や運用ルールを明確にし、その課題を解決する安全技術を開発する。 

 
２．研究開発の具体的内容 

（１）人間装着（密着）型生活支援ロボットにおける安全技術の開発 

安全技術を導入した人間装着（密着）型生活支援ロボットを開発する。人間装着（密着）

型生活支援ロボットとは、人間に装着し、装着者の意思を反映した随意的、自律的機能に

よって制御される実用的なロボットである。 

ロボットの使用目的、使用環境及び運用シナリオ等を考慮してリスクアセスメントを行

い、その結果に基づき、リスク低減に必要な安全技術を開発する。リスクアセスメントは

研究開発項目①と連携して、安全性試験方法や認証手順を開発しながら進めるものとする。 

以下に安全な人間装着（密着型）型生活支援ロボットを実現するための安全技術の例を

挙げる。 

 

ａ）装着時機能安定技術 

人に装着して人間の身体機能を拡張・増幅・支援するための駆動力制御に加え、歩行や

作業に付随して生じる負荷変動、外力、障害物衝突などに対して自律的に対処し安全に

人の動作を支援する技術 

ｂ）制御技術 

装着者の意思を反映し、随意的、自律的機能によって制御する技術 

ｃ）安全管理技術 

動作支援中の環境情報を取得し、この情報を用いて安全確保を行うための管理技術 

ｄ）自己診断技術 

ロボットの各機能が正常に動作していることを常時確認して、故障や異常を自動的に検

出して通報または対処することにより安全に運用する技術 

ｅ）安全要素技術 

モータ、バッテリ、センサ等の人間装着（密着型）型生活支援ロボットを構成する基盤

部品に関する安全技術・リスク低減技術 

 

（２）人間装着（密着）型生活支援ロボットの安全性検証 

①安全性試験 

上記２．（１）に該当する安全技術をその用途、使用シーンに応じて一部、またはすべて

を搭載した人間装着（密着）型生活支援ロボットの安全性試験を、研究開発項目①におい
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て開発する安全性検証手法を用いて行う。この安全性試験の結果は、研究開発項目①の開

発に対してフィードバックしつつ実施する。 

 

②実証試験 
想定ユーザーによる、実環境あるいは模擬した環境において、上記２．（１）で開発され

たロボットの実証試験を行い、各安全性試験項目について検証を行う。 
 
３．達成目標 

（１）最終目標（平成２５年度） 

①上記２．（１）に該当する安全技術を一部またはすべて搭載した人間装着（密着）型生活

支援ロボットが２．（２）項の安全性検証のための安全性試験を完了していること。 

②上記２．（１）で開発されたロボット安全性試験項目の評価基準値がすべて示されている

こと。 

③２．（２）②項の実証試験が完了していること。 
 

（２）中間目標（平成２３年度） 

①上記２．（１）で開発されたロボットのリスクアセスメントを終了し、安全性試験項目が

すべて示されていること。 

②実施計画に予定されている安全技術の開発が終了し、その一部またはすべてが上記２．

（１）項で開発されたロボットに搭載されていること。 

③上記２．（２）①に該当する安全性試験のうち、研究開発項目①で策定済みの安全性検証

手法を用いて試験を完了していること。 

 

４．特記事項 

（１）安全技術として、共有可能なロボット安全要素部品の開発を含めることを推奨する。

これら要素部品は、生活支援ロボットに使用される構成部品であり、安全度水準（SIL）

等の標準規格に適合するものの取得を目指して開発されるものであり、本プロジェク

ト内外に提供することが望ましい。 

（２）安全性検証に用いるロボットは、安全技術も含め開発済みのロボットを用いても良い。

（３）実証試験を実施できる施設を有する機関を、協力機関として確保すること。 

（４）実証試験は、倫理問題に配慮して行うこと。 
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研究開発項目⑤：安全技術を導入した搭乗型生活支援ロボットの開発 

 

１．研究開発の必要性 

人間の行動の範囲及び自由度を拡大する移動手段として、現在、自動車から自転車まで各

種移動体が存在するが、少子高齢化の進展や CO2 ガス発生削減等の社会的課題を解決して

いくため、今後、高齢者や環境に配慮した移動体が求められてくる。具体的には、商業施設、

駅・空港等の交通施設、オフィス、家庭に至るまで、不特定多数の歩行者や家族、他の移動

体や障害物と同一空間内に共存し、搭乗者による操作または自律走行が可能な搭乗型生活支

援ロボットが必要となる。 
このため、本研究開発項目では、人や障害物が混在する状況において、人を乗せて移動す

る機能を備えた搭乗型生活支援ロボットの安全に関する課題を洗い出し、安全を実現するた

めの要求仕様や運用ルールを明確にし、その課題を解決する安全技術を開発する。 
 
２．研究開発の具体的内容 

（１）搭乗型生活支援ロボットにおける安全技術の開発 

安全技術を導入した搭乗型生活支援ロボットを開発する。搭乗型生活支援ロボットとは、

人を乗せて、操縦者の指令により、または自律的に安全かつ自在に移動する機能を実現す

るロボットである。ロボットの使用目的、使用環境及び運用シナリオ等を考慮してリスク

アセスメントを行い、その結果に基づき、リスク低減に必要な安全技術を開発する。リス

クアセスメントは研究開発項目①と連携して、安全性試験方法や認証手順を開発しながら

進めるものとする。 
以下に安全な搭乗型生活支援ロボットを実現するための安全技術の例を挙げる。 
 

①リスク低減技術 

ａ）安定走行技術 

搭乗者または、自律での走行速度指令による駆動力制御に加え、走行加減速や外力、

凹凸や斜面等がある路面環境に対して自律的に姿勢を安定化し、安全に走行する技術。 

ｂ）人・障害物回避技術 

静止障害物の位置及び人等の移動障害物の位置・動きを検知する機能、またこれらと

の衝突リスクを見積もり回避する等安全に走行する技術。 

ｃ）自律走行技術 

操縦者不在時の自律走行及び操縦アシストを含めた半自律走行時、②に記述する自己

位置認識技術や地図情報生成技術、動的経路計画技術等の安全要素技術を使い安全に

自律・半自律走行する技術。 

ｄ）操縦者の意図推定、操縦支援技術 

広範囲な利用者にとって簡便に操縦できるものとするために、短時間での習熟により

操作できるような操縦者の意図推定、操縦支援技術を備え、安全に走行する技術。 

ｅ）協調走行技術 

ロボット間及びロボットと使用者間の相対位置・方位検出機能に基づき、追従制御等

による協調走行を安全に実施する技術。 

ｆ）自己診断技術 

ロボットの各機能が正常に動作していることを常時確認して、故障や異常を自動的に
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検出して通報または修復することにより安全に運用する技術。 

 

②安全要素技術 

ａ）自己位置認識技術 

周囲環境のセンシングによる環境地図情報や移動履歴情報を活用することで自己位置

を認識し安全な走行を確保するセンサ、制御アルゴリズム・ソフトウェア等を含む要

素技術。 

ｂ）地図情報生成技術 

ロボットに搭載されたセンサを用い、移動に必要な地図等の環境記述を生成する機能

を持つことで、自己位置認識と動的経路計画機能を成立させ、安全な走行を確保する

センサ、制御アルゴリズム・ソフトウェア等を含む要素技術。 

ｃ）動的経路計画技術 

目的地に到達するための経路を計画する技術において、動的障害物による経路変更等

があっても、補正、再計画を自律的に行い、安全な走行を確保するセンサ、制御アル

ゴリズム・ソフトウェア等を含む要素技術。 

ｄ）姿勢安定化技術 

ロボット自身の姿勢を検出し、外部環境から影響を受けても常に安定を保持し、安全

な走行を確保する機構、センサ、制御アルゴリズム・ソフトウェア等を含む要素技術。 

 

（２）搭乗型生活支援ロボットの安全性検証 

①安全性試験 

上記２．（１）に該当する安全技術をその用途、使用シーンに応じて一部、またはすべて

を搭載した搭乗型生活支援ロボットの安全性試験を、研究開発項目①において開発する安

全性検証手法を用いて行う。この安全性試験の結果は、研究開発項目①の開発に対してフ

ィードバックしつつ実施する。 

 
②実証試験 
想定運営先を模擬した環境において、上記２．（１）で開発されたロボットの安全性実証

試験を行い、各安全性試験項目について検証を行うこと。 
 
３．達成目標 

（１）最終目標（平成２５年度） 

①上記２．（１）に該当する安全技術を一部またはすべて搭載した搭乗型生活支援ロボット

が２．（２）項の安全性検証のための安全性試験を完了していること。 

②上記２．（１）で開発されたロボット安全性試験項目の評価基準値がすべて示されている

こと。 

③２．（２）②項の実証試験が完了していること。 
 

（２）中間目標（平成２３年度） 

①上記２．（１）で開発されたロボットのリスクアセスメントを終了し、安全性試験項目が

すべて示されていること。 

②実施計画に予定されている安全技術の開発が終了し、その一部またはすべてが上記２．
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（１）項で開発されたロボットに搭載されていること。 

③上記２．（２）①に該当する安全性試験のうち、研究開発項目①で策定済みの安全性検証

手法を用いて試験を完了していること。 

 

４．特記事項 

（１）安全技術として、共有可能なロボット安全要素部品の開発を含めることを推奨する。

これら要素部品は、生活支援ロボットに使用される構成部品であり、安全度水準（SIL）

等の標準規格に適合するものの取得を目指して開発されるものであり、本プロジェク

ト内外に提供することが望ましい。 

（２）安全性検証に用いるロボットは、安全技術も含め開発済みのロボットを用いても良い。

（３）実証試験を実施できる施設を有する機関を、協力機関として確保すること。 

（４）実証試験は、倫理問題に配慮して行うこと。 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ロボット分野 
 
 
 
 
 
我が国の社会が直面する課題の解決に向け、ロボットに対する期待は大きい。しかしな

がら、現状では市場に投入されている大半のロボットは産業用ロボットであり、いわゆる

サービスロボットの市場は確立したとは言えず、実用化の事例も少ないのが現状である。

我が国の社会ニーズへの対応及び我が国ロボット産業の競争力強化という観点から、今後、

次世代ロボット市場を創出、拡大していくことは重要であると言える。 
他方でロボットは、機械技術、エレクトロニクス技術、材料技術、情報通信技術等、幅

広い技術の統合システムであり、また、技術も市場も十分に成熟していない現時点では、

個々の製品ごとに技術の擦り合わせを要する典型的な垂直連携型産業である。したがって、

ロボット産業が発展するためには、我が国の「高度部材産業集積」は大きな強みとなる。

また、その発展は、中堅・中小企業などの裾野産業に対して大きな波及効果をもたらすこ

とが期待される。 
 今後は、実際の生活空間でロボットが活躍することを前提に、開発されたロボット技術

の他分野への応用、ロボットの高機能化など、一層のレベルアップを図る必要がある。ま

た、それと並行して事業化への支援、安全性確保等の制度整備、標準化等の環境整備のた

めの議論が必要である。 
 ロボット分野の導入シナリオでは、上記議論をはじめ、経済産業省の研究開発プロジェ

クト等を明示し、次世代ロボット普及への道筋を示している。また、技術マップでは、ロ

ボット分野の技術の特徴を捉え、様々なニーズのロボットに必要となる機能や環境を抽出

しその関係を整理するほか、技術ロードマップにおいて、その実現時期を示している。 
 

sadamotoats
テキストボックス
添付資料３



ロボット分野の技術戦略マップ 
 
Ⅰ. 導入シナリオ 

（１）ロボット分野の目標と将来実現する社会像 

少子高齢化への対応、労働力人口の減少、安全・安心な社会の実現、便利でゆとり

ある生活の実現のために、ロボットが生活、公共の場でより身近な存在として役立つ

ことが期待されている。我が国では、1980 年代以降、自動車や電機・電子産業等のユ

ーザ産業の成長や人手不足を背景に、産業用ロボットの本格的な導入が進んだ。ただ

し、1990 年代以降、産業用ロボットの市場規模は緩やかな成長にとどまり、用途も特

定の産業分野に限られていた【参考資料 図 1：世界の産業用ロボット稼働台数、図 2：

日本の産業用ロボットの出荷額及び輸出割合の推移】。また、先に挙げたような非産業

用の次世代ロボット、いわゆるサービスロボットの市場は確立したとは言えず、実用

化の事例も少ないのが現状である。 

しかし、ロボットを巡る状況は着実に変わりつつある。製造業においては、ロボッ

ト・セルのように、さらに高度化した産業用ロボットが生産現場に投入されつつある。

また、サービス業の分野においても、2005 年に開催された愛知万博では、サービスロ

ボットの実用化に向けた実証実験が行われたのを始め、実際のビジネスにおいても、

清掃ロボットや食事支援ロボット、災害復旧作業を行う遠隔操作型ロボット等の導入

が進んでいる。このように、我が国のロボット産業・技術は、次の成長段階に踏みだ

しているところである。 

他方、アジア諸国等の台頭を背景とした国際競争が激化しており、我が国ロボット

産業の競争力強化や、あるいは地震や水害等の大規模災害に対する不安といった社会

的課題の解決・社会ニーズへの対応に、我が国に蓄積された基盤的なロボット技術：

ロボットテクノロジー（以下、ロボテク（RT））を活用・高度化することで取組むとと

もに、次世代ロボット市場を創出、拡大していくことは重要である。現状、状況が変

わりやすい環境下ではロボットの認識能力や自律的な判断能力が低いため、使用条件

や用途が限定的となっている。それに対し、ロボットの環境・状況認識能力や自律的

な判断能力及び作業の遂行能力を向上させ、生活空間等の状況が変わりやすい環境下

においてもロボットが確実性をもって稼動する技術（＝知能化技術）も上記解決に求

められる最重要な技術課題の一つと言える。 

ロボットやロボテクの概念及び市場の捉え方は複雑である【参考資料 図 3：ロボッ

ト及びロボテク（RT）の概念整理、図 4：ロボット及びロボテク（RT）製品の市場の捉

え方】が､ロボテクとしての他分野への活用拡大は重要な視点である。また、今後のロ

ボットの導入に際しては、研究開発のみならず、安全課題への取り組み、ビジネス振

興のための制度整備、標準化の推進、事業化支援なども重要である。我が国製造業を

支えてきたロボット技術を基盤とし、知能化技術など先端的要素技術との融合を促進



することにより、家庭、医療、福祉、災害対応など幅広い分野で活躍する次世代ロボ

ットの開発・実用化を促進することが望まれている。 

さらに、ロボット単体での開発、実用化だけではなく、社会システムの中でどのよ

うに個々のロボットやロボットの要素技術、さらには統合システムの機能が位置づけ

られるかを、アプリケーションあるいはニーズの中で具体的に踏まえて開発するかと

いう視点も市場を創出していく上で重要である。今後、我が国が直面するとみられる

少子高齢化、労働力不足等の課題に、ロボテクが活躍し、より良い社会に貢献してい

くことが求められる【参考資料 図 5：（福祉介護分野）脳卒中患者の機能回復リハビリ

ロボット（人の支援のためのロボテク（RT））、図 6：（農業分野）次世代型施設生産シ

ステム（生産技術のためのロボテク（RT））】。 

（２）研究開発の取組 

研究開発の推進については、各種ロボットの普及を始めとしたロボット産業の裾野

拡大に向け、産学官・農工商連携などを通じて総合的に行うことが重要である。これ

まで、10 年後の市場ニーズ及び社会ニーズから導かれたミッションを設定し、これを

達成するために必要なロボットシステム等の開発を行うもの（戦略的先端ロボット要

素技術開発プロジェクト）、生活空間など状況が変わりやすい環境下においても、ロボ

ットが確実性（ロバスト性）をもって稼働できるようにするため、自律的に活躍する

ロボット開発の効率化を向上する再利用可能な知能化モジュール（ソフトウェア）の

研究開発（次世代ロボット知能化技術開発プロジェクト）等の推進や、過去に行った

国の研究開発プロジェクトの成果等を活用した RT要素デバイス開発や活用事例の創出

（基盤ロボット技術活用型オープンイノベーション促進プロジェクト）を実施してい

る。また、介護者支援や移動支援等の人との接触度が高い生活支援ロボットの実用化

のため、対人安全性基準及び基準適合性評価手法を確立し、さらに安全性基準の国際

標準化を目指した研究開発も開始された（生活支援ロボット実用化プロジェクト）。 

（３）関連施策の取組 

〔起業・事業支援〕 

ロボットやその関連部品等の見本市の開催等を支援することによって、システム開

発者、要素部品の開発者、ロボットユーザ等の間のマッチングを図り、中小・ベンチ

ャーや異業種企業のロボット産業への参入を促進する。また、市場創出に貢献するロ

ボットを表彰し、ロボットユーザ、メーカから一般の方まで広く PR する表彰制度「今

年のロボット」大賞を共催機関と協力して実施している。 

〔実用化促進〕 

開発したソフトウェア等の成果については、広く一般に提供するなど積極的な普及

を図ることにより、より多くの開発主体がロボット技術開発に参加できる環境を創出

し、ロボット技術開発の裾野の拡大を図る。 

また、ロボット産業政策研究会報告書（2009 年 3 月とりまとめ）において、近い将



来に次世代ロボットが実際に役立つものになるよう、特に技術開発・事業開発、安全

確保、社会ルールの整理・策定のための取組等についてまとめた。 

〔ガイドライン整備〕 

将来のロボットは人に接する場面が多くなると想定される。したがって、ロボット

の導入と普及を促進するためには、安全に対する考え方を整理し、周知することが重

要である。2007 年 7 月には人間と共存する次世代ロボットの安全性を確保するための

基本的な考え方をまとめた「次世代ロボット安全性確保ガイドライン」をとりまとめ

た。今後は、普及や具体化に向けた取組が求められており、技術開発と並行して安全

に係るルールなどの整備を推進することで普及をより現実化させることが必要である。

具体的には、安全設計ガイドライン及び運用ガイドラインの策定を関係機関と協調し

て進めることとする。 

〔規制・制度改革〕 

これまでロボットの導入が想定されていなかった分野においては、現行の各種規制

や制度との不整合によって導入が制約される可能性がある。そこではじめに、サービ

スロボットと連動したエレベータの検査項目について、導入実績がある“エレベータ

に人と同乗しないロボット”というケースについての業界自主検査基準作りの支援を

開始した。この結果、2007 年 11 月に業界自主基準として、ロボットビジネス推進協議

会において「サービスロボットの運用が可能なエレベータの検査運用指針」が策定さ

れた（検査内容等について規定）。今後、サービスロボットを導入する際に、以下に述

べる法規による規制が問題となることが予想される。まず第一に、シニアもしくは障

害者向け電動車いす等の移動ロボットが道路交通法の制約を受けることが予想される。

第二に、身体リハビリを支援する運動補助スーツや、介護福祉士等による介護作業を

支援するパワースーツや、手術支援ロボット等が医師法や医療法の制約を受けること

が予想される。第三に、全般として電波法の制約が考えられる。さらに、家庭用ロボ

ットのメーカに対しては、製造物責任問題がロボット普及を阻害しない様に PL 法に対

するリスクヘッジ（例えば、免責の特例措置）が重要になる。 

今後も、研究開発プロジェクトなどを通じた規制・制度改革課題の抽出を図ってい

く。 

〔基準・標準化〕 

各プロジェクトで得られた成果のうち、標準化すべきものについては適切な標準化

活動（国際規格（ISO/IEC）、日本工業規格（JIS）、その他国際的に認知された標準団

体（OMG 等）への提案等）を実施する。 

特に、ロボットの安全基準や性能の評価基準については、サービスロボットの標準

形態を考慮した上で上記ガイドラインを国際標準となるべく提案する。各種サービス

ロボットに共通の安全性技術要件や安全性能の評価手法及び評価基準については、過

去に実施した研究開発プロジェクト等による実証データの活用を図りつつ、我が国発



の国際標準として早急に提案することを検討し、拡大するロボット市場における国際

競争力の確保を目指す。 

なお、これまでの研究施策の成果である、ロボット部分品の接続の共通化を目指し

た RTM（ロボット・テクノロジー・ミドルウェア）が、OMG（ソフトウェア技術の国際

標準化団体）において、2007 年 12 月に標準仕様として採択されている。 

〔広報･啓発〕 

市場創出に貢献するロボットを表彰し、ロボットユーザ、メーカから一般の方まで

広く PR する表彰制度「今年のロボット」大賞を共催機関と協力して実施している。（再

掲） 

（４）海外での取組 

欧州では、特定の技術テーマに関する研究開発を促進させるための組織である欧州

テクノロジー・プラットフォーム（ETP：European Technology Platform）のもと、欧

州ロボット工学プラットフォーム（EUROP：European Robotics Platform）による産官

学共同の研究開発体制のベース作り、標準化への取組を加速させている。 

また、米国では、大手ソフトウェア会社がロボットソフトウェアの開発プラットフ

ォームの開発・販売を進めている。Willow Garage 社では研究、開発を進める中で、各

国共通となるロボット向けのオープンソースソフトウェアの発展とパーソナルロボッ

ト向けのオープンソースコミュニティを支援している。このように、システムインテ

グレーション技術や人材育成、知的基盤整備としてのロボット用オープンソースソフ

トウェア、ミドルウェアの集積も重要視されている。 

欧州の例、米国の例のいずれも、今後、ロボットが市場に投入されることを見越し

て、標準化、共通化のイニシアティブをとろうとする動きがあることを示唆している。 

（５）民間での取組 

サービスロボットはこれまでエンターテインメント中心であったが、実用的なサー

ビスロボットの本格参入を打ち出す企業も出るなど、人の役に立つサービスロボット

の実用化が視野に入ってきた。 

産業・研究分野の壁を越えて、事業者・研究者・技術者・政策決定者の連携と相互

理解を強め、実社会で活躍するロボテク（RT）の開発と、これを活用したソリューシ

ョンビジネスの開拓を促進することにより、ロボテク開発の成果を社会に還元し、も

って、豊かな生活とよりよい社会の実現を目指すことを目的として、2006 年 12 月、「ロ

ボットビジネス推進協議会」が発足した。同協議会では、ビジネスマッチング活動な

どの RT ソリューションビジネスの事業化支援や､共通規格検討及び RT ミドルウェアの

普及促進等の活動を行っている。ロボットビジネス推進協議会は、2009 年に組織改正

がなされ、部会を 3 つに再編し、その下に安全普及、移動型ロボット、医療福祉、エ

レベータ、通信、RT ミドルウェア、保険構築等々の 11 の WG・委員会を設置し、具体

的なミッション指向の活動を行うことを主眼に事業を実施している。 



（６）改訂のポイント 

 今回は改訂を行っていない。 

 

Ⅱ．技術マップ 

（１）技術マップ 

導入シナリオを踏まえ、市場ニーズ、社会ニーズ（それに対応した製品イメージ）を

実現する上で必要となる技術課題を抽出・俯瞰した技術マップを作成した。 

① 第一に、ロボットの種類として、少子・高齢化、労働力人口の減少、安心・安全な

社会の実現、便利でゆとりある生活の実現のために、ロボットの活躍が期待される

3 分野「次世代産業用ロボット」、「サービスロボット」、「フィールドロボット」を

設定し、その主な用途毎に分類した。例えば「次世代産業用ロボット」では、組立

てロボットと搬送ロボットに大きく分けて、“セル生産対応”など、今後求められる

機能を示している。 

② 第二に、ロボット技術の特徴を踏まえ、各々のロボットに求められるニーズやタス

クが異なる場合でも、分野を超えて共通に求められる機能を目的・必要機能として

整理した。これらロボットのすべての機能を 7 項目（環境構造化・標準化、コミュ

ニケーション、マニピュレーション、移動、エネルギー源・パワーマネージメント、

安全技術、運用技術）に整理している。 

③ 第三に、これらの目的・必要機能を実現するための技術を大きく 8項目（システム

化技術、環境構造化、認識処理、センシング、制御、機構、アクチュエータ、標準

化）に分類するとともに、今後各技術分類の中で求められる要素技術を抽出した。 

④ さらに、現在の技術動向から必要な要素技術の不足がないかを確認した。 

また、技術マップに示されている技術体系を読み解く一助として、シーズである要素

技術を組み合わせると、どのようにニーズである人への貢献を果たすことができるの

か、例示を試みた【添付資料 図 1：生活支援ロボット、図 2：農業用ロボット】。2 つ

の応用事例で共通するのは、ロボットは様々な要素技術の集合体であるということで

ある。また、同時に、これらの要素技術を高度化させて組み合わせることにより、将

来様々なシーンで人の役に立つロボットが登場しうることを示している。 

なお、添付資料 図 1､2 に示されている絵は、あくまでも機能や技術を集約して表現

した一例であり、ロボットや機能の形状を意図的に示すものではない。 

（２）重要技術の考え方 

抽出された重要技術は、それぞれにロボット分野の将来発展に大きな役割を果たすも

のと予想されている。その場合、重要性の軸としていくつかのものが考えられている。

それをここでは、以下の 7つの観点で評価を行った。 

①「日本の技術競争力優位」 

現在、研究レベル及び産業レベルでの技術力が優位な分野で、産業上、将来国際



的な優位性を実現するために重要と考えられる技術。 

②「共通基盤性」 

ロボット開発の時間短縮、低コスト化、ロボットの利便性向上、適用範囲拡大等

の観点で、ロボット用のカスタマイズ化や標準化が共通基盤的に整備されることが

必要となると考えられる技術・方式。 

③「ブレ－クスルー技術」 

次世代のロボット開発にあたり、必要度が高く、技術的難易度が高いと考えられ

る技術。 

④「市場のインパクト」 

次世代のロボット分野や自動車等の他分野への波及効果が大きく、市場インパク

トが大きいと考えられる技術。 

⑤「基礎技術の開発が必要」 

技術としては重要であるが、直ちに商品・市場化には結びつかない学術的研究段

階にある技術。 

⑥「安全・安心の確保のために必要」 

ロボットを活用する上でユーザや受益者の安全・安心を確保するために必要な技

術。 

⑦「標準化の検討が望まれる技術」 

今後、ロボット技術が普及する上で標準化の検討が望まれる技術、又は我が国が

イニシアティブをとる上で標準化の検討が望まれる技術。 

（３）改訂のポイント 

 委員会での検討に基づき、F＜安全技術＞の項目に、「ソフトウェアによる機能安全

技術」と「環境支援による安全システム技術」を追記した。 

 

Ⅲ．技術ロードマップ 

（１）技術ロードマップ 

技術マップにおいて分類した 3 分野のロボット「次世代産業用ロボット」、「サー

ビスロボット」、「フィールドロボット」について、10 年後以降の各ロボットの将来

像（ミッション）を想定し、要求される仕様や必要な技術開発等を技術マップに示

された重要技術から抽出し、時間軸に展開した。なお、必要に応じて分野毎に詳細

な設定を追加した。また、3分野のロボットに共通する技術や普及パターン等を共通

コンセプトとしてまとめた。 

（２）改訂のポイント 

 委員会及び WG での検討に基づき、産業用ロボット分野におけるキーワードとサー

ビスロボット分野における農業、医療、福祉介護分野のロボットを追加した。 

 



Ⅳ．その他の改訂のポイント 

○ アカデミック・ロードマップとの連携とアカデミアからの提言について 

 2006 年度に、日本ロボット学会、人工知能学会、日本人間工学会の 3学会が協力し

て、長期のロボットに関する学術的な研究領域・方向性を探索することを目的とす

るアカデミック・ロードマップを策定した。今回、技術戦略マップの改訂にあたり、

アカデミアから提言を伺ったところ、その一部は次のとおり。 

 ロボテク（RT）の要素技術は広範にある。各種産業へのロボテク（RT）の貢献も目

に見えない形で進んでいるとみられるが、現在は測定する手段がない。寄与を測定

することにより社会への貢献度が把握できる。 

 産業用ロボットは、成熟産業としてみられることもあるが、研究題材も多く残され

ている。今後は、産業界から大学等研究機関へ課題としていること等の要望を伝え、

若手研究者に取り組んでもらうような方策も望まれる。 

 アカデミアとしては、力制御の本格的な実用化に代表されるような、理論体系の構

築からはじまり、技術を成熟させていくことが必要である。 

 引き続きアカデミック・ロードマップとの連携を図りつつ、これら提言を受け、研

究開発プロジェクトの企画・立案、実施等を進めていく。 

 

○ロボット産業の将来市場の予測について 

 導入シナリオと並行して検討したロボット産業の将来市場の予測を示した【図 7：

ロボット産業の市場推移の予測】。社会構造の変化、ロボットの潜在的な導入ニーズ

を踏まえ、ロボット市場創出に向けて産学官が総合的かつ戦略的な取組を行うこと

で、ロボット産業の将来市場は、2035 年には最大 9.7 兆円へ拡大することが期待さ

れる。 
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（万博）ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

〈04～05〉

掃除・警備・接客ロボ

2005
愛・地球博

生活支援ﾛﾎ ｯﾄ実用化
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 〈09～13〉

介護者・移動支援等で役立
つ生活支援ロボットの対人
安全技術の開発・検証方法
の確立と 安全基準策定等

ク
に
よ
り
人
間

補
正
、
補
助
さ

要

用
途
開
発

人間支援型ﾛﾎ ｯﾄ実用化ﾌ ﾛｼ ｪｸﾄ 〈05～07〉

人間の活動等を支援するロボットのモデル開発と実証実験
等の実環境での実証
試験、モデル開発

技
術

の確立と、安全基準策定等
に向けた安全性試験データ
の収集・蓄積・分析を実施

間
の
一
部
の
機

さ
れ
る
社
会
の

戦略的先端ﾛﾎﾞｯﾄ要素技術開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 〈06～10〉

技術戦略マップに沿ったミッション型「本格実用ロボット」実現
基盤ﾛﾎﾞｯﾄ技術活用型
ｵ ﾟ ｲ ﾞ 促進 ﾟ要

素
技
術
・基

［
モ
ジ
ュ
ー
ル
化
、
シ
ス

ＲＴﾐﾄﾞﾙｳｪｱ開発
〈02～04〉

ﾛﾎﾞｯﾄ用の共通

次世代ﾛﾎﾞｯﾄ共通基盤開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 〈05～07〉

RTMを実装した重要ｲﾝﾀ ﾌｪ ｽ（目・耳・駆動制御）の開発

術
開
発

機
能
が
代
行
さ

の
構
築

技術戦略マップに沿ったミッション型「本格実用ロボット」実現

に向けた先端技術開発（産業用、サービス、特殊環境用）
ｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ促進ﾌﾟ
ﾛｼﾞｪｸﾄ 〈08～10〉

ロボットの基盤技術の普及
と標準化・活用事例の創出

盤
技
術
開
発

ス
テ
ム
共
通
化
等
］

ﾛﾎ ｯﾄ用の共通
ﾐﾄﾞﾙｳｪｱ（RTM）

開発

RTMを実装した重要ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ（目・耳・駆動制御）の開発

次世代ロボット知能化技術開発プロジェクト 〈07～11〉

生活環境など状況変化の激しい環境下で、確実に作業するための知能化技術の開発

さ
れ
る



（注）重点化の評価：　　 1.日本の技術競争力優位

2.共通基盤性

3.ブレークスルー技術

4.市場のインパクト

5.基礎技術の開発が必要

6.安全・安心の確保のために必要

７.標準化の検討が望まれる技術

1 2 3 4 5 6 7

＜システム化技術＞ サービス開発ツール ○ ○ ○
A,B,C,D,E,F,G *② 作業教示ツール ○ ○ ○ *①

・総合デザイン技術 モデリング・分析 ○
*① ・インテグレーション技術 インターオペラビリティ ○ ○

A B C F (耐環境性、小型軽量） *③ 開発環境・ツール ○ ○ ○ ○
・サービス科学 *② ＲＴミドルウェア組込デバイス ○ ○ ○

A ハンドリングデータベース利用技術 ○ ○ ○ *①
・RTプロセッサ

*③ ・RTミドルウェア RFIDタグ（RT用） ○ ○ ○ ○ *②
*③ センサーネットワーク（短期設置・高速通信） ○ ○ ○ *③
*③ ＜環境構造化＞ ユビキタスセンサ融合 ○ ○ ○

*① A,G *② 自動地図・軌道生成 ○ ○
A C D E F ・ユビキタスセンサ ３D自動地図・軌道生成（SLAM) ○ ○ *②,*③

重点化の評価
要素技術

【次世代産業用ロボット分野】
Ａ＜環境構造化・標準化＞
・ロボット用コンテンツサービス
・他のＲＴ機器と通信できる
・情報家電と通信できる
・他のロボット要素と互換性がとれる
・迅速な開発ができる
・再利用性を高める
・他標準規格と連携する（ex.医療情
報交換規約）
・施工情報連携（設計、施工対象、
施工結果など）
・施工工程間の施工情報交換

組立てロボット

搬送ロボット

セル生産対応
人との共同作業

工具操作
簡単教示

柔軟物ハンドリング

ロボット分野の技術マップと重要技術

ロボットの種類 目的・必要機能 技術分類

A C D E F ユビキタスセンサ ３D自動地図 軌道生成（SLAM) ○ ○ *②,*③
・個人対応サービス CAD情報利用目標生成 ○ ○ *③
・ロボット同士の連携
・機器シンプル化
・外部情報連携（施工情報） *③
・移動体高速通信インフラ *③ 音声認識アルゴリズム ○ ○ ○
・アドホック通信とUWB通信ｲﾝﾌﾗ *③ 対話アルゴリズム ○ ○

ジェスチャ認識・生成アルゴリズム ○ ○
＜認識処理＞ 身体モデル・姿勢推定アルゴリズム ○ ○

B 状況推定アルゴリズム ○ ○
*② *③ ・音声処理、対話処理 メンタルモデル・意図推定アルゴリズム ○ ○

*③ ・ジェスチャ、姿勢認識 五感融合技術 *②
*③ ・状況・意図推定/理解 熟練者スキルの学習アルゴリズム ○ ○ *③
*③ ・学習/適応技術 作業対象状態・作業状況認識 ○ ○ *③

A B Ｄ E F G *③ ・作業対象物状態認識 *③ 作業指示理解 ○ ○ *③
*③ ・作業指示理解 *③ 視覚･力覚・触覚・聴覚融合型情報提示 ○ ○ *③
*③ ・最適情報提示 *③ 屋内GPS、アドホック設置GPS ○ ○ ○ *③

・対話、動作の学習・生成 表現動作生成 ○
・脳活動状態センシング 筋電位計測技術 ○ ○ ○ ○

＜センシング＞
B 音源分離（アレイマイク） ○ ○

*② ・話者方向センサ 多自由度アクティブビジョン ○
A B D E F G ・ビジョンセンサ フレキシブル2次元触覚センサ ○ ○ ○

C 3次元位置検出センサ ○
・触覚センサ 高精度角度･方位センシング ○ ○ ○ *③
・ビジョンセンサ 土質センシング(リアルタイム） ○ ○ *③

Ｂ＜コミュニケーション＞
・話者の方向を向く
・対話できる
・ジェスチャを理解できる
・データベース情報を提供できる
・人の状況が理解できる
・人の意図が理解できる
・人について学習し、適応できる
・人にとって好ましいインターフェイス
・メディアとして働く
・オペレータ操作の補助、補完
・オペレータ操作への情報提示
・作業対象物の状況提示（視覚、
力覚・・・）
・複雑な作業装置（アーム等）の
簡便な操作系
・タスク的な作業指示

メディアサービスロボット

教育支援

【サービスロボット分野】

警備（安全・安心），お供（見守り）
ロボット

セル間を移動

搬送，案内ロボット

セルからの製品回収

清掃ロボット

サービスプロバイダ経由の個人サービス

エンタテインメント

情報支援

セルへの部品供給

Ｃ＜マニピュレーション＞
・複数のアーム等でいろいろな形
状のものを掴める
・安全な軽量化
組 立 分解作業が きる

ビジョンセンサ 土質センシング(リアルタイム） ○ ○ *③
大型構造物姿勢位置センシング *③ スマートセンサの小型化 ○
作業対象性質（土質）センシング *③ 広帯域・高解像度・高感度ビジョンセンサ ○ ○ ○ *②

A B C Ｄ E F G センサの小型化 *③ 感度自律調整ビジョンセンサ ○ ○
*③ D 高速画像処理アルゴリズム・チップ ○ ○ ○ *②
*③ ・ビジョンセンサ 距離画像センサ ○ ○ ○ ○
*③ ・測位センサ 屋内測位センサ(スードライト、ビーコンなど) ○ ○

A B C Ｄ E F G *③ ・環境認識センサ 足場センシング・認識 ○ ○ *③
*③ ・挙動検出センサ 材質センシング・認識 ○ *③
*③
*③ ＜制御＞

C
・マニピュレータ制御 多自由度協調制御 ○ ○ ○ *②
・大型重量マニプレータ制御 *③ 力制御 ○ ○ *③
・作業計画 *③ 大型重量物ハンドリング制御 ○ ○ *③

D 作業計画（簡単指示で掘削－積込等） ○ ○ *③
・経路計画 テレオペレーション ○ ○ *③
・自律移動制御 人間との協働 ○ ○ ○ *③
・全天候自律移動 環境対応移動機構・制御 ○ ○ ○ *②
多数ロボットの協調制御 人追従移動制御 ○ ○

*③ ・人とロボットのハイブリッド制御 省電力制御 ○ ○ ○ ○ *②
A B C Ｄ E F E,G 瞬間充放電・回生制御 ○ ○ ○ *②

*③ ・自己エネルギー管理 バッテリー制御 ○ ○ *②
*③ F コンプライアンス調整制御 ○ ○
*③ ・安全予測制御 五感フィードバック制御 ○ ○ *②

・接触安全制御 階層・重畳制御 ○ ○
・機能安全技術 転倒・荷崩れ防止制御 ○ ○ ○ *③

検査支援

教育支援

リハビリ支援

日常生活支援ロボット

構造物解体，廃棄物処理　　

建設ロボット

土木建築施工

構造物組立

介護・福祉従事者支援ロボット

対個人サービス

無人化施工

・組み立て分解作業ができる。
・道具を使って作業ができる。
・多様な形状のものを迅速かつ高精
度・高信頼度でハンドリングできる
・人間の動作をスケールアップし
た作業装置（大きさ、力・・・）
・重い（大きい）対象物を安全に
思い通りにハンドリング
・土などのように性質の変化にも安
定した掘削に思い通りにハンドリン
グ

Ｄ＜移動＞
・障害物の識別
・オープンエリアでの測位
・人の動きの検出
・動的歩行・走行・跳躍動作
・環境認識と把握
・衝突の回避
・行動の学習と計画
・自分の位置が解る
・必要に応じて高精度で停止できる
・ラフロード・ラフロード，瓦礫上で
の安定な姿勢での作業、瓦礫上
での効率よい移動

移動･移乗支援

【フィールドロボット分野】

機能安全技術 転倒 荷崩れ防止制御 ○ ○ ○ ③
*③ ・環境安全技術

A C D E F
＜機構＞ 軽量マニピュレータ ○ ○ ○ ○ ○

C テザーマニピュレーション ○ ○ ○ *③
・アーム 多機能ハンド ○ ○

*③ ・ハンド 教示用ハンド ○ *①
*③ *③ D 小型独立関節機構 ○

A B C Ｄ E F ・２足～多足 不整地・段差・狭隘地・狭窄空間等でのモビリティ ○ ○ ○ *③
・脚車輪 冗長可変剛性機構（人の関節） ○

*③
*③ 一体型小型プラグインアクチュエータ ○ ○ ○

負荷予測過負荷適合制御 ○
*③ ＜アクチュエータ＞ 大容量アクチュエータ（電動･油圧動力系） ○ ○ ○ *③

A B C Ｄ E F A,C,D,E,F
・ロボット適合ｱｸﾁｭｴｰﾀ コンポーネント ○ ○ ○
・過負荷適合制御 プロファイリング ○ ○ ○ ○

*③ 技術要素流出監視システム ○ ○ ○ ○ *①

*③ *③ RTプラットフォーム ○ ○ ○ ○
A C Ｄ E F G 無線技術（超音波通信、アドホック通信を含む） ○ ○ *③

＜標準化＞ 単純動作利用方法蓄積技術 ○ ○ ○ *①
A ネットプラグイン(ex.UPnP拡張） ○ ○ ○

・要素互換性 スーパーキャパシタ ○ ○ ○
・標準規格互換 小型・軽量電池 ○ ○ ○ *③

E 燃料電池 ○ ○ ○ 　
・エネルギー供給 軽量機構 ○ ○ ○

FG フェイルセーフ ○ ○

農作業支援

被害軽減

環境計測

防災ロボット

漁業資源保全

・不整地，段差，狭隘地，
狭窄空間でのモビリティ

Ｆ＜安全技術＞
・衝突や挟圧時の本質安全技術
・健全性診断、及び修復技術
・人検知機能に基づく自律回避と制
動
・リスク評価を反映した安全方策
・安全防護階層構造の適用
・事故事例ＤＢ
・確実なインタロック制御
・ソフトウェアによる機能安全技術
・環境支援による安全システム技術

情報収集
救出支援

・重量物可搬アクチュ
エータ、動力系農業用ロボット

補修作業

水中作業ロボット

G＜運用技術＞
・リスクアセスメントに基づく運用
・マンマシンＩＦ（安全情報提示）
・保守点検計画の策定

Ｅ＜エネルギー源・パワーマネジ
メント＞
・長寿命・省電力
・電源コードが不要
・重量物可搬なアクチュエータ
・重量物可搬な動力系

プラント保全ロボット

点検作業

F,G フェイルセーフ ○ ○
*①：特に「次世代産業用ロボット分野」に必要な項目 ・事故原因解析 ログ蓄積・解析 ○ ○ ○ ○ ○ ○
*②：特に「サービスロボット分野」に必要な項目 性能評価法・評価基準・オントロジー ○ ○ ○ *③
*③：特に「フィールドロボット分野」に必要な項目

本技術マップは平成１７年度検討項目を中心に作成している。



添付資料 
図１：生活支援ロボット 

 



 



図２：農業用ロボット 
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図１ 世界の産業用ロボット稼動台数 

 

 
                          ものづくり白書２００９より引用 

図２ 日本の産業用ロボットの出荷額及び輸出割合の推移 
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図３ ロボット及びロボテク（RT）の概念整理 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４ ロボット及びロボテク（RT）製品の市場の捉え方 

  【 RT 要素技術】＝ロボットを構成する個別要素技術  

○センサー技術  ○知能・制御系技術  ○駆動系技術  

【 RT】＝ RT 要素を組み合わせたシステム  
○自動操縦 ○遠隔操作 ○バイラテラル ○環境認識 (位置等認識・障害物回避等 )   
○画像処理・認識  ○音声認識   等々  

【 R T 応用製品】＝ RT を利用した製品で、少なくともセンサ－と知能・制御系の要素を持つ

もの  
○画像処理・認識技術を利用したセキュリティシステム 等  

【 RT 製品－ 1】＝ RT を利用した製品で、センサ－､知能 ･制御系､駆動系の 3 つの技術要

素を持つもの  
        ＋製品の主たる役割を果たすために必要な行為のうち一部を自律的に

行うもの (O N -O F F 時を除く ) 
○自動車 ○建機 等  

【 RT 製品－ 2】＝ R T を利用した製品で、センサ－､知能 ･制御系､駆動系の 3 つの

技術要素を持つもの  
        ＋製品の主たる役割を果たすために必要な行為のうち全部を自

律的に行うもの (O N -O F F 時を除く ) 
○エアコン ○航空機 等 

【ロボット】  
＝ RT 製品のうち、以下の条件を満たすもの  

・センサー、知能・制御系、駆動系の 3 技術要素を全て持つ  
・それ自体が完結した機械システムとして、ある目的を達成するために

開発・製作されたもの  
(既存製品に RT を付加することで既存機器を高機能化したものではな
い ) 

○産業用マニピュレーションロボット ○清掃ロボット         
○警備ロボット           ○接客ロボット  
○ペットロボット 等  

ロボット ＲＴ製品 

ライン構築・人件費 
産業用ロボット(業務分野) 

汎用機 
特注ロボット 
内製ロボット 

自動機械(業務分野) 
 自動搬送車・製造装置 無人建機 

無人農機 荷役的補助 

次世代ロボット 
 業務ロボット 

 
 
 

<荷役労働型> 
非破壊検査・点検・補修 
電力・ガス管内検査 
栽培・畜産・酪農 

<サービス型> 
巡回警備 
ご案内 

見守り・癒し 

コンスーマロボット 
 
 
 

<荷役労働型> 

<白物家電型> 

<家族・友達型> 

<ペット・おもちゃ型> 

既存の機械製品のRT活用 

・センサー、知能・制御系、駆動系 

・自律的 

具体的には… 
 

自動車 
(例)ASV 

(自律検知・通信利用) 

家電・住宅設備 
(例)エアコン…自動気流制御

ﾌｨﾙﾀー 掃除 

鉄道 
(例)デジタル方式ATC 

建機 
(例)自動ブレード制御 

領域制限掘削制御 

飛行機 
(例)自動操縦 

船舶 
(例)ﾄﾗｯｸｺﾝﾄﾛ ﾙーｼｽﾃﾑ 

 

上記のような機能を搭載している機種、 
及びその機種の中のＲＴ部分を抽出 

※括弧内の数字は2005年度の市場規模推計額（億円）

（14,130）
（3,895）(内数)

（3,433）

（229） （44）

（540） （60）

（2） （220）

（8） （0）



 ニーズ・社会背景
脳卒中患者は多い

 脳卒中患者は、147万人とされる（市場としても大きい）

 QOL向上のための支援が必要

 半身マヒ、しびれ等の機能回復により、自尊心を守る

支える側の支援が必要

 機能回復を支援するのに伴う、肉体的、精神的苦労からの開放

 関係者の合意形成
 医療・福祉施設

 受け入れ協力、教育

 支援者・家族

 支援者・家族の理解、教育

 利用者

 利用者の理解、教育

 医工連携、福祉と工学の連携
 橋渡し研究の必要性

 支援・周辺産業
 保守・管理

 RT機器の保守・管理（アフ
ターサービス網の構築）

 リース・レンタル

 RT機器のリース・レンタルに
よる導入コストの低減

 保険

 RT機器利用時に補助金の支
払い

 規則、制度への対応
 介護保険の適用

 安全性の確保

 国際的な規制を踏まえた制度の統一

 医療用具への進展も踏まえた制度設計

 臨床試験への対応

障害の発生

回復

自立

リハビリ

＜ロボテク（RT）＞

・センサ
・モニタリング

・リハビリロボット
・回復データ分析

・測定

 歩行機能、手足の動
きの機能等を回復す
るためのリハビリ訓
練がロボットの導入
により在宅でも可能
に。

診察・診断

出所：兵庫医科大学

＜フロー＞

 
図５ （福祉介護分野）脳卒中患者の機能回復リハビリロボット 

（人の支援のためのロボテク（RT）） 

 
 

 ニーズ・社会背景
新規就農者の減少

農業従事者の減少に伴う1人あたりの作業量の増加

企業体等による大規模農業

効率的な農作業による生産効率の向上

食の安心・安全ニーズ

消費者の信頼を得るための透明性の高い農業システム

 流通・物流での対応

 品質管理

 トレーサビリティによる信頼性担保

 鮮度維持

 時期に応じた生産を柔軟にする仕
組み（収穫時期の分散・集中化）

 金融サービスでの対応
 農業の装置型産業への、金融サービ

スの強化

 支援・周辺産業
 保守・管理

 RT機器の保守・管理（アフターサービ
ス網の構築）

 サービス代行

 RT機器を使用した、専門要員による
作業代替

 リース・レンタル

 RT機器のリース・レンタルによる導入
コストの低減

 規則、制度への対応
 農地法

農地面積の拡大時の取得・賃貸方法の検討

 道路交通法

（施設から施設への）ロボット移動時の運送

方法の検討

生産基盤の整備

生産管理
モニタリング等

選果、選別

箱詰

収穫

＜ロボテク（RT）＞

・防除ロボット、
・作業履歴取得・
管理

出所：RT（ロボットテクノロジー）による産業波及効果と市場分析

・運搬ロボット

・品質評価

・データモニタリン
グ
・環境制御自動化

・仕分け

 生育情報、品質等の
情報に基づき、出荷
後の品質管理までも
想定した大量生産基
盤をRTにより実現

＜フロー＞

 

図６ （農業分野）次世代型施設生産システム（生産技術のためのロボテク（RT）） 



 

図７ ロボット産業の市場推移の予測 
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● 特許論文リスト 
 
研究開発項目① 「生活支援ロボットの安全性検証手法の研究開発」 
【日本自動車研究所、産業技術総合研究所、労働安全衛生総合研究所、国立大学法人名

古屋大学、日本品質保証機構、日本認証、日本ロボット工業会、財団法人製造科学技術

センター】 
 
【特許】 
番

号 出願者 出願番号 
国内

外国

PCT
出願日 状態 名 称 発明者 

1 名古屋大学 特願 2011-54873 国内 2011.3.12 出願 電磁ブレーキおよび制御

方法 
山田陽滋、橋口

賢 
2 日本認証・ 

山田陽滋 
特願 2011-147706 国内 2011.7.1 出願 安全度水準評価支援装置 丹羽邦幸 

（※Patent Cooperation Treaty :特許協力条約） 
 
【論文】 
番

号 発表者（所属） タイトル 発表先、掲載誌名等 査読 発表年月

1 尾暮拓也 (産業技術総合研究

所)、山田陽滋(名古屋大学) 
生活支援ロボットの安全性

に関する国際標準化活動 
第 28 回日本ロボット学会学

術講演会予稿集 DVD-ROM 

発表番号 1B2-2 

無 2010.9 
 

2 池田博康(労働安全衛生総合研

究所)、丹羽邦幸(日本認証)、清

水雄一郎(日本品質保証機構) 

生活支援ロボットの安全設

計コンセプト検証の試み 
第 28 回日本ロボット学会学

術講演会予稿集 DVD-ROM 

発表番号 1B2-3 

無 2010.9 
 

3 水口大知(産業技術総合研究所) 生活支援ロボットの機能安

全対応について 
第 28 回日本ロボット学会学

術講演会予稿集 DVD-ROM 

発表番号 1B2-4 

無 2010.9 
 

4 藤川達夫(日本自動車研究所)、
松本治(産業技術総合研究所)、
山田陽滋(名古屋大学)、池田博

康(労働安全衛生総合研究所) 

生活支援ロボットの安全性

検証試験方法の開発 
第 28 回日本ロボット学会学

術講演会予稿集 DVD-ROM 

発表番号 1B2-5 

無 2010.9 
 

5 清水雄一郎、浅田純男、櫛山哲

郎、神賀誠(日本品質保証機構) 
製品の適合性評価の概要 第 28 回日本ロボット学会学

術講演会予稿集 DVD-ROM 

発表番号 1B2-6 

無 2010.9 
 

6 加藤雅弘、間野隆久、宮下朋子

(製造科学技術センター)、松下

俊夫(日本ロボット工業会) 

生活支援ロボット関連の法

律と制度の調査 
第 28 回日本ロボット学会学

術講演会予稿集 DVD-ROM 

発表番号 1B2-7 

無 2010.9 
 

7 岡部康平、池田博康(労働安全衛

生総合研究所) 
人間共存型ロボットにおけ

る安全設計課題の論理解析 
計測自動制御学会システ

ム・情報部門学術講演会 講

演番号 3D2-4 

無 2010.11
 

8 伊藤浩治、山田陽滋、大西惟史、

小田士朗、原 進、岡本正吾(名
古屋大学) 

下肢用人間装着型ロボット

の安全性評価試験方法に関

する研究 第 1 報：膝ジョイ

ント連動並進機構を有する

ダミーの提案 

日本機械学会ロボティク

ス・メカトロニクス講演会

2011 講演番号 2A1-A04 

無 2011.5 

9 丹羽邦幸(日本認証) FMEDA によるハードウェ

ア機能安全の SIL 評価支援

ソフトウェアの研究開発 

日本機械学会安全工学シン

ポジウム 2011 
無 2011.7 

10 清水雄一郎、浅田純男、櫛山哲

郎、神賀誠(日本品質保証機構) 
生活支援ロボットの開発に

おけるマネジメントシステ

ムの構築と第三者評価の意

義と有効性 

日本機械学会安全工学シン

ポジウム 2011 
無 2011.7 

11 岡部康平、池田博康、齋藤剛、 リスクアセスメントに基づ 日本機械学会安全工学シン 無 2011.7 

sadamotoats
テキストボックス
添付資料４
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村上真之(労働安全衛生総合研

究所) 
く生活支援ロボットの安全

設計に関する考察 
ポジウム 2011 
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研究開発項目② 「安全技術を導入した移動作業型（操縦が中心）生活支援ロボットの

開発、安全技術を導入した移乗・移動支援ロボットシステムの開発」 

【実施者：パナソニック株式会社、国立障害者リハビリテーションセンター】 
 
1) 特許 
番

号 出願者 出願番号 国内外 出願日 状態 名    称 発明者 

1 パナソニッ

ク株式会社 
特願 
2010-234308 

国内 2010/10/19 出願 電動車両およびその制御

方法 
久米洋平 他 

2 パナソニッ

ク株式会社 
特願 
2010-234309 

国内 2010/10/19 出願 全方向移動型電動車両お

よびその制御方法 
久米洋平 他 

3 パナソニッ

ク株式会社 
特願 
2010-234325 

国内 2010/10/19 出願 接触検知センサおよび駆

動装置および介護用ベッ

ド 

塚田将平 他 

4 パナソニッ

ク株式会社 
特願 
2010-256560 

国内 2010/11/17 出願 接触検知センサ、可動部

およびベッド 
塚田将平 他 

5 パナソニッ

ク株式会社 
意願 
2011-006649 

国内 2011/3/24 出願 信号表示機 岡本球夫 他 

6 パナソニッ

ク株式会社 
意願 
2011-006650 

国内 2011/3/24 出願 信号表示機 岡本球夫 他 

7 パナソニッ

ク株式会社 
意願 
2011-006651 

国内 2011/3/24 出願 信号表示機 岡本球夫 他 

8 パナソニッ

ク 
株式会社 

- 国内 出願申請中

（2011） 
出願 衝突防止システム 岡本球夫 他 

9 パナソニッ

ク 
株式会社 

- 国内 出願申請中

（2011） 
出願 衝突防止システム 岡本球夫 他 

 
2） 論文 
番

号 発表者 タイトル 発表誌名、ページ番号 査

読 
発表

年 
1 久米洋平、河上日

出生、塚田将平、

中村徹（パナソニ

ック株式会社） 

ロボティックベッドの開発 自 動 車 技 術 、 Vol.64, No.5, 
p.31-34 

無 2010

2 久米洋平、河上日

出生（パナソニッ

ク株式会社） 

自立した生活を支援するロボティ

ックベッドの制御技術 
パナソニックテクニカルジャー

ナル、Vol.56 No.3, p.32-34 
無 2010

 
3） 研究発表・講演 
番

号 発表者 所属 タイトル 発表先 発表年 

1 本田幸夫 パナソニック株式会

社 
高齢化社会を支える

生活支援ロボット 
パワーエレクトロニ

クスアプリケーショ

ンフォーラム２００

９基調講演 

2009/10/30

2 本田幸夫 パナソニック株式会

社 
パナソニックにおけ

るロボット事業の取

り組み 

ロボット産業創出 

国際ワークショップ 
2009/11/6

3 本田幸夫 パナソニック株式会

社 
生活支援ロボット

（健康、リハビリ、

医療、高齢者支援）

への取り組み 

２００９国際ロボッ

ト展 併催特別セミ

ナー 

2009/11/26

4 河上日出生 パナソニック株式会

社 
自立／介護支援ロボ

ット「ロボティック

東大阪福祉用具展示

会 オープニング講

2010/1/27
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ベッド」の紹介 演 
5 河上日出生 パナソニック株式会

社 
自立／介護支援ロボ

ット「ロボティック

ベッド」の開発取組

み 

第２回人間支援ロボ

ットの開発プロセス

に関する勉強会」講

演 

2010/1/31

6 小林昌市 パナソニック株式会

社 
ロボット技術が支え

る少子高齢化社会 
ロボティクスフォー

ラム２０１０ 
2010/3/14

7 本田幸夫 パナソニック株式会

社 
高齢化社会に挑戦す

るパナソニックのロ

ボット事業 

組み込み総合技術展 
関西 

2010/6/18

8 本田幸夫 パナソニック株式会

社 
超高齢社会に挑戦す

るパナソニックのロ

ボット事業 

介護・福祉ロボット

開発・普及支援プロ

ジェクト検討会 

2010/9 

9 本田幸夫、河上日

出生、久米洋平 
パナソニック株式会

社 
The Proposal of 
Bed-Shaped Robot 
Transformable into 
Wheelchair to 
Support People 
with Limited 
Mobility to Lead 
Independent Life 

第 49 回日本生体医

工学会大会 
2010 

1
0 

中村美緒、崎山美

和、硯川 潤、井

上剛伸（国リハ）、

塚田将平、久米洋

平、岡本球夫、河

上日出生（パナソ

ニック） 

国立障害者リハビリ

テーションセンター

研究所、パナソニッ

ク株式会社 

リハ専門職を対象と

した試用試験による

「ロボティックベッ

ド」の実用可能性評

価 

第 25 回リハ工カン

ファレンス講演会 
2010 

1
1 

久米洋平、河上日

出生、塚田将平、

中村徹 

パナソニック株式会

社 
ロボティックベッド

の自動合体制御 
(社)計測自動制御学

会 システムインテ

グレーション部門講

演会 

2010/12/24

1
2 

本田幸夫 パナソニック株式会

社 
パナソニックの医療

福祉分野での戦略 
ロボラボトークセッ

ション 
2011/2/23

1
3 

Tamao Okamoto Panasonic 
Corporation 

Analysis of Human 
Behavior and 
Collision Risks at 
An Indoor 
Crossroad to 
Prevent Broadside 
Collisions 

IARP Workshop on 
The Role of Robotics 
in Assisted Living, 
Seoul, Korea 

2011/6/7 

1
4 

岡本球夫（パナソ

ニック）、山田陽滋

（名古屋大） 

パナソニック株式会

社、名古屋大学 
屋内交差通路におけ

る出会い頭の事故防

止に向けた人の行動

特性と衝突リスクの

分析 

安全工学シンポジウ

ム 2011 
2011/7/7 

1
5 

中村美緒、硯川 

潤（国リハ）、塚田

将平、久米洋平、

河上日出生（パナ

ソニック）、井上 

剛伸（国リハ） 

国立障害者リハビリ

テーションセンター

研究所、パナソニッ

ク株式会社 

福祉機器開発におけ

る臨床評価手法の提

案 

バイオメカニズム学

会 
2011/7/27

4） 新聞・雑誌等への掲載 
番

号 発表先／タイトル 備考 発表年 

1 パナソニックニュースリリース／「ロボテ

ィックベッドを開発」 
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.d
ata/data.dir/jn090918-1/jn090918-1 

2009/9/18 

2 パナソニックＨＰ「くらし発見マガジンｉ

ｓｍ（イズム）」 
http://panasonic.co.jp/ism/robot/index.htm
l 
 

- 
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3 パナソニックＨＰ「Human File～開発ス

トーリー」 
http://panasonic.co.jp/humanfile/200911ro
botic/ 
 

- 

4 読売新聞 2009/12/3 夕刊 7 面に掲載 
 2009/12/3 

5 経済産業ジャーナル 2010/1-2 月号 
 2010/1 

6 福祉介護機器テクノプラス 2010/1 月号 58 頁に掲載 
 2010/1 

7 Tomoniile 2010/1-2 月号 19 頁に掲載 
 2010/1 

8 どーも 2010/1 月号 16 頁に掲載 
 2010/1 

9 プレジデント 2010/2/1 号 110 頁に掲載 
 2010/2/1 

10 日経ビジネス 2010/3/29 号 24,25 頁に掲載 
 2010/3/29 

11 「ニュースアンカー」特集「ターゲットは

シルバー」～シルバー層向け生活支援ロボ

ットの開発が進む 

関西テレビ 
2010/4/13 

12 介護/ヒューマン・インタラクティブ/アシス

トロボットの取組み 
オランダ国営放送ＮＯＳ 

2010/7 

13 ニュースフライデー「介護ロボットの可能

性」 
テレビ神奈川 
 2010/7/2 

14 時事潮流：「サービスロボ、介護・福祉現場

支援～官民連携」 
日刊工業新聞 

2010/7/15 

15 ワールドビジネスサテライト 
特集「”民”主導の新成長戦略～高齢化社

会」 

テレビ東京 
2010/7/22 

16 ズームインスーパー 特集「福祉・医療の最

先端」 
読売テレビ 
 2010/12/6 

17 ＮＨＫニュースウオッチ９ 特集「ジャパン

シンドローム」～ロボット技術実用化に壁 
NHK 

2011/1/11 

18 ＮＨＫクローズアップ現代「高齢化先進国

の強みを生かせ」 
NHK

2011/6/8 

 

5） 展示会への出展 
番

号 発表先／タイトル 備考 発表年 

1 国際福祉機器展出展 H.C.R.2009  
 

パナソニックブース出展 2009/9/29 
-2009/10/1

2 APEC／JAPAN EXPERIENCE 
 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apec/2
010/japan_experience/index.html 

2010/11/6-
2010/11/14

3 日豪国際フォーラム in KOBE 
 

http://www.nolift.jp/forum/index2011.php 2011/2/5 

4 第 28 回日本医学会総会（WEB 展示） 
 

http://www.isoukai2011.jp/ 2011/6- 
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研究開発項目③「安全技術を導入した移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットの開

発、安全技術を導入した生活公共空間及びビルの移動作業型ロボットシステムの開発」

【富士重工業株式会社】 
 
【特許】                       （※Patent Cooperation Treaty :特許協力条約） 

番号 出願番号 

国内

外国

PCT

※ 

出願日 状態 名    称 発明者 

1 特願 2009-220354 国内 H21 年 9 月 25 日 公開
自律走行ロボット及び自律走行 

ロボットの制御システム 

青山元 

石川和良 

2 特願 2009-223828 国内 H21 年 9 月 29 日 公開
自律走行ロボット及び自律走行 

ロボットの制御システム 

青山元 

石田真吾 

3 特開 2009-244107 国内 
H21 年 10 月 23

日 
公開

サイドブラシ装置を備えた自走

式清掃ロボット 

青山元 

石川和良  

西原逸夫 

4 特願 2009-244108 国内 
H21 年 10 月 23

日 
公開

自律走行ロボット及び自律走行 

ロボットの制御システム 
青山元 

 
 
 
【論文（査読付）】 

番

号 
発表者 タイトル 発表誌名 査読 発表年月日 

1 

関淳也 青山元 石川和良  

石村左緒里 和田迫鉄矢  

足立佳儀 薩見雄一 横田和

隆  

尾崎功一 山本純雄 

視覚によるライントレースと 

磁気タグの併用による走行

制御を用いた搬送ロボット  

開発 

日本ロボット学会誌 

Vol．27 No．2 
有 H21 年 10 月 

2 

足立佳儀 青山元 石川和良 

石村左緒里 薩見雄一 

横田和隆 尾崎功一 

農業用薬液注入ロボットの 

開発 

日本ロボット学会誌 

Vol．28 No．7 
有 H22 年 9 月 

3 

足立佳儀 青山元 石川和良  

関淳也 石村左緒里 薩見雄

一 

高橋朝美 横田和隆 

農業用薬液注入ロボットの 

開発 【第2報】 試作2号機

の開発と圃場を傷めない走

行手法の実現 

日本ロボット学会誌 

Vol．29 No．7 or 8  

（掲載予定） 

有 
H23 年 

9 月 or10 月 

4 

薩見雄一 青山元 石川和良  

関淳也 足立佳儀 石村左緒

里 

高橋朝美 横田和隆 

トイレ用小型清掃ロボットの

開発 

日本ロボット学会誌 

Vol．29 No．7 or 8  

（掲載予定） 

有 
H23 年 

9 月 or10 月 

 
 
 
【研究発表・講演】 

番号 発表者 タイトル 講演会名称 発表年月日 

1 

青山元 石川和良 

足立佳儀 石村左緒

里 関淳也 薩見雄

一 

富士重工業のロボット 

開発のついて 

第 27 回日本ロボット 

学会学術講演会 

H21 年 

9 月 15 日 

2 

青山元 石川和良  

足立佳儀 石村左緒

里 関淳也 薩見雄

一  

近藤雅人 

清掃ロボットにおける 

安全設計 

第 27 回日本ロボット 

学会学術講演会 

H21 年 

9 月 15 日 
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3 青山元 サービスロボットの事業化 

日本大学  

学生企業家育成プログラム 

第４回学生ビジネスプラン 

コンテスト記念講演会 

H21 年 

11 月 4 日 

4 

青山元 山崎諒  

鳥取祐太郎 斉藤要 

石川和良 足立佳儀 

関淳也 石村左緒里  

薩見雄一 高橋朝美 

富士重工業のロボット安全 
第 28 回日本ロボット 

学会学術講演会 

H22 年 

9 月 22 日 

5 

青山元 石川和良  

足立佳儀 関淳也 

石村左緒里 薩見雄

一  

高橋朝美 西原逸夫  

雫貞雄 高藤宏一 

伊澤祥一 

サービスロボットの 

事業化 

第 28 回日本ロボット 

学会学術講演会 

H22 年 

9 月 22 日 

6 

石川和良 足立佳儀  

関淳也 石村左緒里  

薩見雄一 高橋朝美 

西原逸夫 雫貞雄 

高藤宏一 伊澤祥一 

富士重工業のロボット開発に

ついて 

第 28 回日本ロボット 

学会学術講演会 

H22 年 

9 月 23 日 

7 

足立佳儀 石川和良  

青山元 関淳也  

石村左緒里 薩見雄

一 

高橋朝美 西原逸夫 

雫貞雄 伊澤祥一 

岩永隆弥 

ロボットによる 

土壌消毒システムの研究 

第 28 回日本ロボット 

学会学術講演会 

H22 年 

9 月 23 日 

8 

足立佳儀 石川和良  

青山元 関淳也  

石村左緒里 薩見雄

一 

高橋朝美 西原逸夫 

雫貞雄 高藤宏一 

伊澤祥一 岩永隆弥  

山崎諒 

農業用薬液注入 

ロボット 2号機の開発 

第 28 回日本ロボット 

学会学術講演会 

H22 年 

9 月 23 日 

9 

石村左緒里 石川和

良 青山元 足立佳

儀  

関淳也 薩見雄一   

雫貞雄 伊澤祥一 

井上弘毅 岩永隆弥 

安藤伸樹 櫻内昌雄  

矢野健太郎 三井禎

浩  

伊澤勇八 津々木敬

二  

山口将也 舟津新一  

石川信弘 宮田敏紀  

手塚博康 

専用部小型清掃ロボットの 

開発 

第 28 回日本ロボット 

学会学術講演会 

H22 年 

9 月 24 日 

10 

薩見雄一 石川和良  

足立佳儀 関淳也 

石村左緒里 西原逸

夫 

雫貞雄 伊澤祥一  

猪熊康夫 相馬隆治 

新宅昭文 左藤元彦 

梶田大介 青山元 

鳥取祐太郎 

お手洗い用 

小型清掃ロボットの開発 

第 28 回日本ロボット 

学会学術講演会 

H22 年 

9 月 24 日 

11 関淳也 石川和良  複数の連結式搬送ロボットに 第 28 回日本ロボット H22 年 
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石村左緒里 足立佳

儀 

薩見雄一 西原逸夫  

雫貞雄 伊澤祥一 

間野日出男 熊谷昇

一  

吉森環 川上亨  

箕輪義男 青山元 

石橋達也 

よる医薬品搬送システムの 

開発 

学会学術講演会 9 月 24 日 

12 

石川和良 西原逸夫  

関淳也 足立佳儀  

石村左緒里 薩見雄

一 

雫貞雄 伊澤祥一  

青山元 

ビルのロボット 

清掃システムの展開 

第28回日本ロボット学会学術

講演会 

H22 年 

9 月 24 日 

13 

青山元 山崎諒  

鳥取裕太郎 齋藤要  

石川和良 石村左緒

里 

関淳也 薩見雄一  

足立佳儀 高橋朝美 

富士重工業のロボット安全 
第28回日本ロボット学会学術

講演会 

H22 年 

9 月 24 日 

14 青山元 石川和良 

サービスロボットの市場の 

動向と今後のロボット開発 

～お客様目線の“役に立つ”

サービスロボット開発史～ 

農業 RT 研究セミナー 
H22 年 

10 月 25 日 

15 青山元 ビルの清掃ロボットシステム 先端科学研究所協会講演会 
H23 年 

1 月 19 日 

16 青山元 石川和良 

農業ロボットの 

ビジネスモデル 

(薬液注入ロボットの開発と 

 生産現場への導入) 

平成22年度園芸用ロボット実

用化推進事業実用化 

検討会 

H23 年 

2 月 24 日 

17 

足立佳儀 青山元  

石川和良 関淳也  

石村左緒里 薩見雄

一 

高橋朝美 横田和隆 

土壌消毒ロボットシステムの

実用化 

第 16 回ロボティクス・シンポ

ジア 

H23 年 

3 月 15 日 

18 

青山元 石川和良  

関淳也 足立佳儀  

石村左緒里 薩見雄

一 

高橋朝美 

農業用薬液注入ロボットの 

実用化 

ロボティクス・メカトロニク

ス講演会 2011 

H23 年 

5 月 27 日 

19 

青山元 石川和良 

関淳也 足立佳儀 

石村左緒里 薩見雄

一 

高橋朝美 

専用部小型清掃ロボットの 

実用化 

ロボティクス・メカトロニク

ス講演会 2011 

H23 年 

5 月 27 日 

20 

青山元 石川和良 

関淳也 足立佳儀  

石村左緒里 薩見雄

一 

高橋朝美 

トイレ用小型清掃ロボットの

実用化 

ロボティクス・メカトロニク

ス講演会 2011 

H23 年 

5 月 27 日 

21 

青山元 石川和良  

関淳也 足立佳儀  

石村左緒里 薩見雄

一 

高橋朝美 

自動車運搬船清掃ロボットの

開発 

ロボティクス・メカトロニク

ス講演会 2011 

H23 年 

5 月 27 日 

22 
青山元 石川和良  

関淳也 足立佳儀 

ロボットによるビルの清掃 

システムと安全 

ロボティクス・メカトロニク

ス講演会 2011 

H23 年 

5 月 28 日 
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石村左緒里 薩見雄

一 

高橋朝美 

23 

青山元 石川和良  

矢内重章 濱田彰一 

向殿政男  

ロボットのエレベータ乗降の

検査方針 

第 29 回日本ロボット 

学会学術講演会（講演予定） 

H23 年 

9 月 7 日 

24 

石村左緒里 青山元 

石川和良 関淳也 

薩見雄一 足立佳儀  

高橋朝美 西原逸男 

高藤宏一 伊澤祥一 

雫貞夫 岩永隆弥 

荒井浩二 

富士重工業のロボット 
第 29 回日本ロボット 

学会学術講演会（講演予定） 

H23 年 

9 月 7 日 

25 

薩見雄一 青山元  

石川和良 関淳也 

足立佳儀 石村左緒

里  

高橋朝美 

小型清掃ロボットの 

中規模オフィスビルへの導入

第 29 回日本ロボット 

学会学術講演会（講演予定） 

H23 年 

9 月 7 日 

26 

石村左緒里 青山元 

石川和良 関淳也 

足立佳儀 薩見雄一 

高橋朝美 

自動車運搬船内用 

清掃ロボットの開発 

第 29 回日本ロボット 

学会学術講演会（講演予定） 

H23 年 

9 月 7 日 

27 

足立佳儀 青山元 

石川和良 関淳也 

石村左緒里 薩見雄

一 

土壌消毒ロボットシステムの

実用化 

第 29 回日本ロボット 

学会学術講演会（講演予定） 

H23 年 

9 月 7 日 

28 

青山元 石川和良  

関淳也 足立佳儀 

石村左緒里 薩見雄

一 

高橋朝美 

生活支援ロボット実用化 

プロジェクト―安全技術を導

入した生活公共空間及びビル

の移動作業型ロボットシステ

ム― 

第 29 回日本ロボット 

学会学術講演会（講演予定） 

H23 年 

9 月 7 日 

29 

青山元 石川和良  

関淳也 足立佳儀 

石村左緒里 薩見雄

一 

高橋朝美 

生活支援ロボット実用化 

プロジェクト―リスクアセス

メントの開発成果― 

第 29 回日本ロボット 

学会学術講演会（講演予定） 

H23 年 

9 月 7 日 

30 

関淳也 青山元 

石川和良 足立佳儀 

石村左緒里 薩見雄

一 

高橋朝美 

生活支援ロボット実用化 

プロジェクト  

清掃ロボットの安全性検証試

験 

第 29 回日本ロボット 

学会学術講演会（講演予定） 

H23 年 

9 月 7 日 

31 

関淳也 青山元 

石川和良 足立佳儀 

石村左緒里 薩見雄

一 

高橋朝美 

生活支援ロボット実用化 

プロジェクト  

清掃ロボットの安全性検証試

験 

第 2報（機械系） 

第 29 回日本ロボット 

学会学術講演会（講演予定） 

H23 年 

9 月 7 日 

 

【受賞実績】 
番

号 
受賞名 

受賞題名 
主催者 受賞年月 

1 
第１回 

ロボット活用社会貢献賞 

サービスロボットの事業化 

およびビジネスモデルの確立 

日本ロボット学

会 
H21 年 9 月 

2 日本機械学会賞(技術) ロボットによるビルの清掃システム 日本機械学会 H22 年 4 月 

3 

日本機械学会  

ﾛﾎﾞﾃｨｸｽﾒｶﾄﾛﾆｸｽ部門 

技術業績賞 

専用部小型清掃ロボット 日本機械学会 H22 年 6 月 
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【プレス発表等】 
番号 内容 発行 発表年月日 

1 生活支援ロボット実用化プロジェクト 日刊工業新聞社 H21 年 7 月 6日 

2 経産省と NEDO  生活支援ロボに安全基準づくり 日本経済産業新聞 H21 年 8 月 4日 

3 生活支援ロボ製品化後押し フジサンケイビジネスアイ H21 年 8 月 4日 

4 ロボット大国 日本アピール 毎日新聞 H21 年 8 月 4日 

5 生活支援ロボ実用化へ安全基準づくり 産経新聞 H21 年 8 月 4日 

6 生活支援ロボの安全性 検証プロジェクト始動 日刊工業新聞 H21 年 8 月 4日 

7 富士重工における｢ロボットの安全｣の考え方 日本経済産業新聞 H21 年 9 月 25 日 

8 梱包向け搬送ロボットシステム 日本経済新聞 H21 年 10 月 21 日

9 梱包向け搬送ロボットシステム 日刊工業新聞 H21 年 10 月 26 日

10 走行プログラム自動生成システム 日刊工業新聞 H21 年 11 月 23 日

11 オフィスビル向け清掃ロボット 日刊工業新聞 H21 年 11 月 25 日

12 オフィスビル向け清掃ロボット 日経産業新聞 H21 年 11 月 25 日

13 オフィスビル向け清掃ロボット 日本経済新聞 H21 年 11 月 26 日

14 オフィスビル向け清掃ロボット フジサンケイビジメスアイ H21 年 11 月 26 日

15 オフィスビル向け清掃ロボット 日刊自動車新聞 H21 年 11 月 30 日

16 ﾄｲﾚ施設用清掃ロボットシステム プレスリリース H22 年 3 月 30 日 

17 ﾄｲﾚ施設用清掃ロボットシステム 日本経済新聞 H22 年 3 月 31 日 

18 ﾄｲﾚ施設用清掃ロボットシステム 日本経済産業新聞 H22 年 3 月 31 日 

19 ﾄｲﾚ施設用清掃ロボットシステム 読売新聞 H22 年 3 月 31 日 

20 ﾄｲﾚ施設用清掃ロボットシステム 日刊工業新聞 H22 年 3 月 31 日 

21 ﾄｲﾚ施設用清掃ロボットシステム 朝日新聞 H22 年 3 月 31 日 

22 ﾄｲﾚ施設用清掃ロボットシステム 産経新聞 H22 年 3 月 31 日 

23 ﾄｲﾚ施設用清掃ロボットシステム 上毛新聞 H22 年 3 月 31 日 

24 ﾄｲﾚ施設用清掃ロボットシステム フジサンケイビジネスアイ H22 年 3 月 31 日 

25 
お手洗い自動清掃ロボットの上海万博出展 

及びプレス発表について 
プレスリリース H22 年 4 月 21 日 

26 上海万博「暮らしを豊かにするロボットたち」 NEDO プレスリリース H22 年 4 月 26 日 

27 上海万博でアピール 日刊工業新聞 H22 年 4 月 28 日 

28 安全安心な清掃ロボットと EMC 科学技術出版「EMC」 H22 年 7 月 5日 

29 オフィスをきれいにする「清掃ロボットシステム」 経済産業新報 H22 年 8 月 10 日 

30 富士重が清掃ロボ オフィスの複雑な経路走行 日刊工業新聞 H22 年 9 月 21 日 

31 サービスロボ市場 専用部向け 新成長に道 日刊工業新聞 H22 年 10 月 7 日 

32 日本のロボ研究、岐路に ヒト型より実用重視を 日経産業新聞 H22 年 10 月 13 日

33 農業用薬液注入ロボット試作 2号機の開発 
(社)フルードパワー工業会 

機関誌「フルードパワー」 
H22 年 10 月 19 日

34 清掃ロボで事業拡大 日刊工業新聞 H22 年 10 月 21 日

35 ロボットを通して考える科学技術と私のつき合い方
ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 

「高２ 受験 Challenge」 
H22 年 12 月 1 日 

36 安全性試験 朝日新聞 H22 年 12 月 28 日

37 
生活支援ロボットの安全技術の展望 

－上海国際博覧会への展示を通して－ 

日本機械学会関東支部 

「メカトップ関東」 
H23 年 1 月 5日 

 
 
【展示会】 

番号 内容 展示会名 年月日 

1 

オフィスビル共用部清掃ロボット、 

専用部清掃ロボット、連結式搬送ロボッ

ト、 

薬液注入ロボットの展示及びデモ走行 

2009 国際ロボット展 
H21 年 11 月 25 日 

      ～28 日 

2 

オフィスビル共用部清掃ロボット、 

専用部清掃ロボット、トイレ用清掃ロボッ

ト 

の展示及びデモ走行 

上海万博 
H22 年 5 月 19 日 

      ～23 日 

3 オフィスビル共用部清掃ロボットの展示 
日本の先端科学技術の紹介 

－日本機械学会賞（技術）、 

H22 年 7 月 27 日 

     ～8 月 9日 



11 
 

 優秀製品賞、認定機械遺産の紹介

－  

4 薬液注入ロボットの展示 深谷市産業祭 
H22 年 10 月 9 日 

      ～10 日 

5 
トイレ用清掃ロボットの展示及びデモ走

行 
リブライトフェア 2010 

H22 年 10 月 20 日 

      ～21 日 

6 
トイレ用清掃ロボットの展示及びデモ走

行 
ハイウェイテクノフェア 2010 

H22 年 11 月 11 日 

      ～12 日 

7 
オフィスビル共用部清掃ロボット、 

専用部清掃ロボットの展示 

先端技術館@TEPIA 

平成 23 年度展示 

H23 年 4 月 8日 

     ～9月 30日

8 

オフィスビル共用部清掃ロボット、 

専用部清掃ロボット、 

薬液注入ロボットの展示及びデモ走行 

2011 国際ロボット展 

（出展予定） 

H23 年 11 月 9 日 

      ～12 日 

 
 
 
 



12 
 

研究開発項目③「安全技術を導入した移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットの開

発、安全技術を導入した警備ロボットシステムの開発」 

【綜合警備保障株式会社、北陽電機株式会社、三菱電機特機システム株式会社】 
 
＜対外発表＞ 
NO 年月日 講演会名 タイトル 

1 平成２２年１１月１２日 
サービスロボットの安全性に関
するセミナー 

ＡＬＳＯＫにおける警備・
案内ロボットのご紹介 

2 平成２２年１２月２０日 
機能安全に関する技術交流会・後
期 

コンポーネント機器の機能
安全認証について 

3 平成２３年 ４月２５日 
サービスロボットの安全性に関
するセミナー 

ＡＬＳＯＫにおける警備・
案内ロボットのご紹介 

 
＜文献掲載＞ 
自動車技術 vol.64/2010 年 05 月号/特集「ロボットのある暮らし」 
(株)オーム社 ロボコンマガジン 2010 年 7 月号 （P12～13：サービスロボットの安全に迫る） 

 
 
 
 
研究開発項目④「安全技術を導入した人間装着(密着)型生活支援ロボットの開発、安全

技術を導入した人間装着型生活支援ロボットスーツ HAL の開発」 

【CYBERDYNE（株）、筑波大学】 
 
【特許】 
番

号 
出願者 出願番号 

国内

外国

PCT 

出願日 状態 名    称 発明者 

１ 筑波大学 PCT/JP2009/66364 PCT 2009/09/18 出願 装着式動作補助装置のフ

レーム構造 

山海嘉之 

２ 筑波大学 PCT/JP2009/65825 PCT 2009/09/10 出願 生体信号計測装着具及び

装着式動作補助装置 

山海嘉之 

３ 筑波大学 特願 2010-181601 国内 2010/08/16 出願 装着式動作補助装置のキ

ャリブレーション装置、及び

キャリブレーション用プログ

ラム 

山海嘉之 

４ CYBERDYNE

（株） 

特願 2010-290769 国内 2010/12/27 出願 装着式動作補助装置、そ

のインターフェース装置お

よびプログラム 

田中博志 

５ 筑 波 大 学 ／

CYBERDYNE

（株） 

特願 2011-045318 国内 2011/03/02 出願 歩行訓練装置及び歩行訓

練システム 

山海嘉之／林

知広 

（H23.3.31 現在） 
 
【論文】 
番

号 
発表者 所属 タイトル 

発表誌名、ページ番

号 
査読 発表年 

1 Tomoyoshi 

Kawabata, 

Hozumi Satoh 

and Yoshiyuki 

Sankai 

University 

of Tsukuba 

Working Posture Control 

of Robot Suit HAL for 

Reducing Structural 

Stress 

Proc. of the 2009 

IEEE International 

Conference on 

Robotics and 

Biomimetics, 

Guilin, 

China,pp.2013-2018 

有 2009 
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2 

 

Takeru 

Sakurai and 

Yoshiyuki 

Sankai 

University 

of Tsukuba 

Development of Motion 

Instruction System with 

Interactive Robot Suit 

HAL（Finalist for Best 

Student Paper Award 受

賞） 

Proc. of the 2009 

IEEE International 

Conference on 

Robotics and 

Biomimetics, 

Guilin, China, 

pp.1141-1147 

有 2009 

3 Masahiro 

Shingu, 

Kiyoshi 

Eguchi, and 

Yoshiyuki 

Sankai 

University 

of Tsukuba 

Substitution of Motor 

Function of Polio 

Survivors Who Have 

Permanent Paralysis of 

Limbs by Using Cybernic 

Voluntary Control, 

Proc. of IEEE 

International 

Conference on 

Robotics and 

Biomimetics (ROBIO 

2009) ,Guilin, 

Guangxi, China, 

pp.504-509 

有 2009 

4 

 

Masahiro 

Shingu, and 

Yoshiyuki 

Sankai 

University 

of Tsukuba 

Development of Foot 

Pressure Feedback System 

with Functional 

Electrical Stimulation 

for Robot Suit HAL 

Proc. of 14th Annual 

Conference of the 

International FES 

Society, Seoul, 

Korea, pp.76-77 

有 2009 

5 Hozumi Satoh, 

Tomoyoshi 

Kawabata and 

Yoshiyuki 

Sankai 

University 

of Tsukuba 

Bathing care assistance 

with Robot Suit HAL”, 

Robotics and Biomimetics

Proc. of the 2009 

IEEE International 

Conference on 

Robotics and 

Biomimetics, 

Guilin, China, 

pp.498-503 

有 2009 

6 Eguchi K, 

Kawamoto H, 

Hayashi T, 

Sankai Y, 

Yoshida T, 

Shimizu T, 

Ochiai N: 

University 

of Tsukuba 

Use of a wearable robot — 

the hybrid assistive 

Limb — to assist walking 

in a stroke patient”: a 

case report 

Proceedings of the 

5th world congress 

of the ISPRM, 

pp.27-29 

有 2009 

7 Hiroaki 

Kawamoto, 

Tomohiro 

Hayashi, 

Takeru 

Sakurai, 

Kiyoshi 

Eguchi and 

Yoshiyuki 

Sankai 

University 

of Tsukuba 

Development of Single 

Leg Version of HAL for 

Hemiplegia 

Proc. of 31st Annual 

International 

Conference of the 

IEEE EMBS, 

Minneapolis, 

Minnesota, USA, 

1-6, Sept., 2009, 

pp. 5038-5043 

有 2009 

8 Atsushi 

Tsukahara, 

Yasuhisa 

Hasegawa and 

Yoshiyuki 

Sankai 

Univesity of 

Tsukuba 

Standing-Up Motion 

Support for Paraplegic 

Patient with Robot Suit 

HAL 

Proc. of the 2009 

IEEE 11th Int'l 

Conf. on 

Rehabilitation 

Robotics (ICORR 

2009), pp. 211-217 

有 2009 

9 新宮正弘,江

口清，山海嘉

之 

筑波大学 バイオフィードバックを

用いたポリオ経験者の筋

神経系制御能力の改善と

ロボットスーツ HAL によ

る麻痺肢動作支援 

日本機械学会誌(C

編), 76 巻, 772 号, 

pp. 3630-3639 

有 2010 
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10 Atsushi 

Tsukahara, 

Ryota 

Kawanishi, 

Yasuhisa 

Hasegawa and 

Yoshiyuki 

Sankai 

University 

of Tsukuba 

Sit-To-Stand and 

Stand-To-Sit Transfer 

Support for Complete 

Paraplegic Patients with 

Robot Suit HAL 

Advanced Robotics, 

Vol.24, No. 11, pp. 

1615-1638, 2010 

有 2010 

 

11 佐藤帆紡, 川

畑共良，田中

文英，山海嘉

之 

筑波大学 ロボットスーツ HAL によ

る移乗介助動作の支援 

日本機械学会誌(C

編)76 巻, 762 号, 

pp.227-235, 2010 

有 2010 

12 Hiromasa Hara 

and Yoshiyuki 

Sankai 

University 

of Tsukuba 

Development of HAL for 

Lumber Support 

Proc. of Joint 5th 

International 

Conference on Soft 

Computing and 

Intelligent Systems 

and 11th 

International 

Symposium on 

Advanced 

Intelligent Systems 

(SCIS&ISIS2010), 

pp.416-421 

有 2010 

13 Kousuke 

Hiramatsu and 

Yoshiyuki 

Sankai 

University 

of Tsukuba 

Development of 

Manipulation System with 

Cybernic Master Arm 

based on BES 

Proc. of Joint 5th 

International 

Conference on Soft 

Computing and 

Intelligent Systems 

and 11th 

International 

Symposium on 

Advanced 

Intelligent Systems 

(SCIS&ISIS2010), 

pp.422-427 

有 2010 

14 Hiroaki 

Kawamoto, 

Stefan Taal, 

Hafid Niniss, 

Tomohiro 

Hayashi, 

Kiyotaka 

Kamibayashi, 

Kiyoshi 

Eguchi, and 

Yoshiyuki 

Sankai 

University 

of Tsukuba, 

CYBERDYNE 

Voluntary Motion Support 

Control of Robot Suit HAL 

Triggered by 

Bioelectrical Signal for 

Hemiplegia 

Proc. of 32nd Annual 

International 

Conference of the 

IEEE EMBS, 

Minneapolis, Buenos 

Aires, Argentina, 

31 Aug.- 4 Sept., 

2010, pp. 462-466 

有 2010 

15 Stefan Taal 

and Yoshiyuki 

Sankai 

University 

of Tsukuba 

Practical Design of Full 

Body Exoskeletons 

International 

Conference on 

Biomedical 

Electronics and 

Devices (BIODEVICES 

2010) January 

20-23, 2010, 

Valencia, Spain 

有 2010 

16 長谷部浩二，

河本浩明，上

林清孝，松下

明，山海嘉之 

筑波大学 段階的な臨床試験プロセ

スによる人支援型ロボッ

ト開発の提案 

日本ロボット学会

誌 ， vol.29 (3) ，

pp.14-18 

有 2011 
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17 山田 陽滋，山

海嘉之，河本

浩明，李秀雄，

鍋嶌厚太 

筑波大学,サ

イバーダイ

ン 

パワーアシスト機器の安

全 

日本機械学会誌，114

巻 1106 号，pp.45-48

有 2011 

18 林 知広,岩月

幸一,山海嘉

之 

CYBERYNE 株

式会社 

神経・筋活動の制御に支障

がある重度対麻痺患者の

脚上げ意思推定と歩行ア

シスト 

日本機械学会論文集

Ｃ編, Vol. 77, No. 

774, pp.439-449 

有 2011 

19 Stefan Taal 

and Yoshiyuki 

Sankai 

University 

of Tsukuba 

Exoskeletal Spine and 

Shoulder Girdle for Full 

Body Exoskeletons with 

Human Versatility 

International 

Conference on 

Robotics and 

Automation 

ICRA2011, Shanghai, 

China, May 9-13 

有 2011 

（H23.3.31 現在） 
 

【口頭発表】 
番

号 
発表者 所属 タイトル 発表誌名、ページ番号 査読 発表年 

1 長谷部浩二, 

河本浩明,松

下明,上林清

孝,山海嘉之 

筑波大学 治験のプロセスを基にした

人支援技術開発のための実

験プロトコルの策定法 

第７回生活支援工学

系 学 会 連 合 大 会 , 

pp.132-133 

無 2009 

2 松下明,長谷

部浩二,河本

浩明,上林清

孝 , 山 海 嘉

之,松村明 

筑波大学 医工連携による機器開発の

ための実験プロトコルの策

定法 -ロボットによる人支

援技術を中心に- 

社団法人日本脳神経

外科学会 第68回学術

総会 

無 2009 

3 河本浩明，長

谷部浩二，上

林清孝，松下

明，山海嘉之 

筑波大学 人支援型ロボットの開発に

おける段階的な臨床試験プ

ロセスの提案 

第 28 回日本ロボット

学会学術講演会 

無 2010 

4 塚原淳,長谷

川泰久,山海

嘉之 

筑波大学 意思推定機能を有する HAL

による完全脊髄損傷患者の

ための歩行支援 -マネキン

による歩行実験- 

第11回 計測自動制御

学会 システムインテ

グレーション部門講

演会 (SI2010), pp. 

291-294 

無 2010 

5 佐藤帆紡,山

海嘉之 

筑波大学 ロボットスーツ HAL による

移乗介助動作支援時の装着

者と介助動作対象者に関す

る基礎的主観評価 

第 28 回日本ロボット

学会学術講演会 

無 2010 

6 山海嘉之 筑波大学 ロボットスーツ HAL 最前線 ロボットスーツHAL導

入実践セミナー 

無 2010 

7 山海嘉之 筑波大学 健康長寿社会を支える最先

端人支援技術 ～サイバニ

クスを駆使したロボットス

ーツＨＡＬ最前線～」 

第１回筑波大学研究

成果発表フォーラム

2010 

無 2010 

8 山海嘉之 筑波大学 ロボットスーツのある未来

ー活力ある「健康長寿」社

会へ 

International Forum 

on Cybernics/サイバ

ニクス国際フォーラ

ム 2011 

無 2011 

9 山海嘉之 筑波大学 ロボットスーツのある未

来！最先端人支援・技術が

創る健康長寿社会 

FIRST 最先端サイバ

ニクス 一般シンポジ

ウム 

無 2011 

（H23.3.31 現在） 
 
【招待講演・特別講演・基調講演】 
番

号 
発表者 所属 タイトル 発表誌名、ページ番号 査読 発表年 
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１ 山海嘉之 筑波大学,サ

イバーダイン 

 

ロボットスーツにかける夢・

情熱・人を思いやる心〜人

間を幸せにする未来技術

へ〜 

第 26 回全国都市おかやま

フェア花だより 2009〜みら

いへ〜 

招待講演 2009.4.29 

２ Yoshiyuki 

Sankai 

University of 

Tsukuba, 

Cyberdyne 

Cybernics and The latest 

technology for promoting 

ambulation:Experience with 

the Hybrid Assistive Limb 

the 5th World Congress of 

the ISPRM 

Plenary 

talk 

2009.6.15 

3 山海嘉之 筑波大学 Cybernics：その現状と未来 第 23 回 人工知能学会 

全国大会 

招待講演 2009.6.18 

4 山海嘉之 筑波大学 人体密着型ロボットスーツ

「HAL」 

動力エネルギー技術シン

ポジウム 

特別講演 2009.6.29 

5 山海嘉之 筑波大学,サ

イバーダイン 

HAL 事業化の取り組み つくばロボットフォーラム 基調講演 2009.7.9 

6 山海嘉之 筑波大学 サイバニクスを駆使したロ

ボットフォーラム HAL 

第 25 回ファジィシステムシ

ンポジウム 

招待講演 2009.7.15 

 

7 山海嘉之 筑波大学 ロボットスーツ HAL ポリオの会定例会 招待講演 2009.7.18 

8 Yoshiyuki 

Sankai 

University of 

Tsukuba, 

Cyberdyne 

Robot Suit HAL based on 

Cybernics and Future 

challenges 

The International 

Conference on Intelligent 

Robotic Technology and 

Business Taipei 

International Robot Show 

Invited 

Speech 

2009.8.6 

9 山海嘉之 筑波大学,サ

イバーダイン 

ロボットスーツ「HAL 福祉

用」について 

平成 21 年度第 2 回 ロボッ

トテクノロジービジネス講

演会 

招待講演 2009.9.4 

10 山海嘉之 筑波大学 夢を現実に〜ロボットスー

ツ HAL の開発とこれからの

医療介護への展開 

第４回岩手県立中央病院 

総合学会 

特別講演 2009.9.5 

11 山海嘉之 筑波大学,サ

イバーダイン 

ロボットデザイン考現学２ ジャパンロボットフェスティ

バル 2009 in TOYAMA 

招待講演 2009.9.26 

12 Yoshiyuki 

Sankai 

University of 

Tsukuba 

Robotics and Humans The Science and 

Technology in Society 

(STS) forum 2009 Sixth 

Annual Meeting 

Invited 

speech 

2009.10.5 

13 Yoshiyuki 

Sankai 

University of 

Tsukuba, 

Cyberdyne 

Cybernics- based Solutions 

for the Ageing Society 

Ageing in Place & Age 

Friendly Cities 

Keynote 

Speech 

2009.10.10 

14 山海嘉之 筑波大学 ロボットスーツ「HAL」による

リハビリテーション 

社団法人日本脳神経外科

学会 第 68 回学術総会 

招待講演 2009.10.15 

 

15 山海嘉之 筑波大学,サ

イバーダイン 

ロボットスーツ HAL にかけ

る思い 

第４２回 VE 全国大会 特別講演 2009.10.27 

16 山海嘉之 筑波大学 サイバニクスを駆使した未

来開拓最前線 

国際人工知能およびロボ

ットシンポジウム2009名古

屋 

招待講演 2009.10.30 

17 Yoshiyuki 

Sankai 

University of 

Tsukuba 

Recent advances of 

Cybernics and collaboration

WSK-TNg Summer School 

in Autumn 2009 

Invited 

talk 

2009.11.3 

18 山海嘉之 筑波大学,サ

イバーダイン 

HAL 事業化の取り組み 産業交流展 2009 招待講演 2009.11.4 

19 山海嘉之 筑波大学 ロボットスーツの基礎研究

と臨床応用 

第 24 回日本整形外科学

会 基礎学術集会 

教育研修

講演 

2009.11.5 

20 山海嘉之 筑波大学,サ

イバーダイン 

HAL 事業化への取り組みと

未来開拓への挑戦 

コラボさいたま 2009 特別講演 2009.11.6 

21 山海嘉之 筑波大学 保健医療福祉分野におけ

るサイバニクスの最前線と

その展開 

第 48 回全国自治体病院

学会 

特別講演 2009.11.13 

22 山海嘉之 筑波大学 健康長寿社会を支えるサイ

バニクス人支援技術 

第 47 回日本人工臓器学

会大会 

教育講演 2009.11.14 
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23 Yoshiyuki 

Sankai 

University of 

Tsukuba, 

Cyberdyne 

Robot Suit HAL Futuro Remoto 2009 - 

Robot e altre Storie 

Invited 

Talk 

2009.11.29 

24 山海嘉之 University of 

Tsukuba, 

Cyberdyne 

人に寄り添うロボットテクノ

ロジー 

第 17 回 サイエンスカフェ

岡山 2009 

招待講演 2010.1.9 

25 山海嘉之 University of 

Tsukuba, 

Cyberdyne 

人に寄り添うロボットテクノ

ロジー 

科学講演会 招待講演 2010.1.10 

26 山海嘉之 筑波大学 HAL の運動失調への応用 厚生労働省 運動失調症

班 ミニシンポジウム「小脳

の機能と，その評価法を

探る」 

招待講演 2010.1.15 

27 山海嘉之 筑波大学 未来の介護への提案〜ロ

ボットスーツのある時代へ

〜 

社団法人岡山県介護福祉

士会 

招待講演 2010.5.8 

28 Yoshiyuki 

Sankai 

University of 

Tsukuba, 

Cyberdyne 

Robotics to suit you TEDx Tokyo 招待講演 2010.5.15 

29 山海嘉之 筑波大学 高齢化への多角的アプロ

ーチ 

筑波大学ボン事務所開設

記念ワークショップ 

特別講演 2010.5.20 

30 山海嘉之 筑波大学 HAL の開発を通じたライフ

イノベーションに向けた提

言 

平成 22 年度 産学官連携

推進会議 科学・技術フェ

スタ in 京都 

招待講演 2010.6.5 

31 Yoshiyuki 

Sankai 

University of 

Tsukuba, 

Cyberdyne 

empower human 

capabilities 

Orange Institute Tokyo 

international 

Invited 

speech 

2010.6.9 

32 山海嘉之 筑波大学 「ロボットスーツ HAL」〜 脊

髄外科患 者 への展開 " 

Robot Suit HAL "〜 

第 25 回日本脊髄外科学

会 

特別講演 2010.6.10 

33 山海嘉之 筑波大学,サ

イバーダイン 

福祉介護ロボットの未来を

語る 

つくばロボットフォーラム２

０１０／ロボット研究会地

域討論会ｉｎつくば 

招待講演 2010.7.6 

34 山海嘉之 筑波大学 ロボットスーツ HAL の開発

と運動器リハビリテーション

への挑戦 

第２２回日本運動器リハビ

リテーション学会大会 

特別講演 2010.7.10 

35 Yoshiyuki 

Sankai 

University of 

Tsukuba,  

Leading edge of Cybernics: 

Robotics to suit you 

ISFA2010 (International 

Symposium on Flexible 

Automation) 

Plenary 

Speech 

2010.7.14 

36 山海嘉之 筑波大学 サイバニクス最前線：ロボ

ットスーツの医療福祉への

応用と未来医療展開 

広島記念病院創立 60 周

年記念事業 

招待講演 2010.8.7 

37 山海嘉之 筑波大学 ひとにやさしいロボットテク

ノロジーの最先端 

第１０回レスキューロボット

コンテスト 

招待講演 2010.8.8 

38 Yoshiyuki  

Sankai 

University of 

Tsukuba 

Cybernics – fusion of 

human ， machine and 

information systems 

JSPS-NRCT seminar at 

Thailand research expo 

2010 

Invited 

Speech 

2010.8.29 

39 Yoshiyuki 

Sankai 

University of 

Tsukuba 

Leading edge of Cybernics : 

Robotics that suit you 

第 11 回国際自動制御連

盟 IFAC Human-Machine 

Systems シンポジウム 

Plenary 

Speech 

2010.8.31 

40 山海嘉之 筑波大学 リハビリ支援ロボット 日本臨床医療福祉学会 招待講演 2010.9.4 

41 Yoshiyuki 

Sankai 

University of 

Tsukuba 

Leading Edge of Cybernics: 

Robotics to suit you 

International Conference 

on Playware and Robotics 

Invited 

talk 

2010.9.9 

42 山海嘉之 筑波大学,サ

イバーダイン 

ロボットスーツにかける思

い 

第５回 尾花沢市中学生企

業ふれあい学習会 

招待講演 2010.10.8 

43 山海嘉之 筑波大学,サ

イバーダイン 

ロボット開発への情熱 -未

来を担う子どもたちへのメッ

セージ- 

第 20 回全国産業教育フェ

ア茨城大会 

招待講演 2010.10.16 
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44 Yoshiyuki 

Sankai 

University of 

Tsukuba 

Robot Suit HAL (Hybrid 

Assistive Limb) and 

Cybernics Medicare 

System 

IEEE IROS 2010 Plenary 

Speech 

2010.10.21 

45 山海嘉之 筑波大学 サイバニクスを駆使したロ

ボットスーツ HAL 最前線 

第 40 回日本臨床神経生

理学会学術大会 

特別講演 2010.11.2 

46 山海嘉之 筑波大学 医療・労働安全・災害医療

におけるサイバニックメディ

ケアの貢献 ー現在と将来

ー 

第 58 回日本職業・災害医

学会学術大会 

招待講演 2010.11.6 

47 山海嘉之 筑波大学 サイバニクス最前線：ロボ

ットスーツ HAL の医療福祉

への応用と未来医療への

展開 

第 56 回大分神経カンファ

レンス 冬期特別講演会 

特別講演 2010.11.23 

48 山海嘉之 筑波大学,サ

イバーダイン 

福祉におけるロボット技術

の 活 用 — ロ ボ ッ ト ス ー ツ

HAL の現状と未来— 

デンマーク福祉産業フォー

ラム 

基調講演 2010.11.26 

49 山海嘉之 筑波大学,サ

イバーダイン 

「ロボット“未来”シンポジウ

ム」 ～人を支援するロボッ

トスーツ HAL～ 

第 4 回ロボット大賞 招待講演 2010.11.27 

50 Yoshiyuki 

Sankai 

筑波大学 Leading Edge of Cybernics 

and Promotion of 

Tsukuba-Edinburgh Project 

for the Future Challenges 

筑波大学‐エジンバラ大学

合同シンポジウム 

招待講演 2010.12.7 

51 山海嘉之 筑波大学 サイバニクスを駆使したロ

ボットスーツ HAL～高齢社

会への応用～ 

筑波大学ボン事務所第 2

回ワークショップ 

招待講演 2010.12.10 

52 山海嘉之 筑波大学 〜「夢」「情熱」「人を思いや

る心」が未来開拓を加速す

る〜 

茗渓学園父母会 招待講演 2011.1.14 

53 山海嘉之 筑波大学,サ

イバーダイン 

ロボットスーツ HAL®の現状

と将来展望〜健康長寿社

会を支える最先端人支援

〜 

福祉系ロボットシンポジウ

ム２０１０ 

基調講演 2011.1.28 

54 山海嘉之 筑波大学,サ

イバーダイン 

ロボットスーツのある未来

ーリハビリテーションへの

貢献 

「先進リハビリテーション・

ケアセンターゆふいん」開

設記念講演会 

招待講演 2011.2.12 

55 山海嘉之 筑波大学,サ

イバーダイン 

ロボットスーツ HAL の現状

と未来について 

第２回健康ビジネスセミナ

ー 

招待講演 2011.3.23 

（H23.3.31 現在） 
 
【その他：メディア】 
番号 所属 タイトル 発表誌名、ページ番号 発表年 

1 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

 

ロボットスーツ HAL To be yourself（手塚芳晴・手塚美和

子著／有限会社ヴィーナスアソシエ

イション）, p.107 

2009.4.1 

2 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

Robotic limbs may let the disabled walk Exoskeleton The Morning Call, pp.1 

〜2 

2009.4.14 

3 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

介護ロボット本格普及へ 重要性増す「人

づくり」，  

日刊工業新聞, p.23,  2009.4.23 

4 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

今月の表紙 筑波大学大学院・サイバー

ダイン株式会社， 

月刊ニューメディア,表紙および p.4  2009 年 4 月号 

 

5 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

筑波大学大学院 山海嘉之 教授 ロボッ

トスーツ「HAL」  

Focus NEDO No.32, pp.6〜8 2009 年 5 月 
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6 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

In Japan findet die Zukunft fruher statt  Swiss Economic Forum Magazin, p.24  2009 年 5 月 

7 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

ロボットスーツ，世の中が見えてくる  大

人の科学 110 

 

永岡書店, pp.248〜249  2009.5.10 

8 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

筑波大学特別講義 —大学と学問—，HAL

開発 山海教授が講義  

筑波大学新聞, p.1  

 

2009.5.11 

9 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

科学のふしぎたんけん なんでも調べ隊，

最新のロボットについて調べちゃおう 

学研サイエンスキッズ 2009.5.18  

10 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

Ritual way to human development : Shinto 

and Human   Development in Japan 

Religion and Human Development, 

p.8, p.25 

2009 年 6 月 

11 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

高齢化等に対応した科学技術，平成 21 年

度版 科学技術白書，世界の大転換期を

乗り越える日本発の革新的科学技術を目

指して 

文部科学省, p.48 2009.6.1  

12 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

装着すれば誰でもパワーUP！ 世界初の

ロボットスーツ，大学受験講座エンカレッジ

物理 

株式会社ベネッセコーポレーション p. 

52 

2009 年 6 月号 

13 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

装着型ロボット HAL が描く未来図，  すごいぞ日本（産経新聞）, pp.58〜

60 

2009.6.20 

14 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

ロボットスーツ短期レンタル 日本経済新聞, p.15 2009.6.24 

15 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

監督とサイバーダイン社代表が激論！ コ

ンピューターが反乱する日はやってくるの

か！？ 

月刊シネコンウォーカー, p.21 2009 年 6 月号 

16 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

総合科学技術会議 web サイト「5 分でわか

る最新の科学技術」 

総合科学技術会議,web 2009 年 6 月 

17 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン  

自立支援ロボットスーツ HAL そよ風サロン夏号, p.16 2009 年 6 月 

18 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

Japan's future: robots in retirement 

homes ? 

JETRO Geneva Newsletter (Issue 4) 2009 年 7 月 

19 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

特別インタビュー 橋本昌氏 茨城県知事 2010 上海 EXPO, p.41 2009 年 7 月号 

20 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

イノベーションの芽 育てられぬ日本 装

着型ロボ 普及のハードル高く 

日経ネット Plus, web 2009.7.6 

21 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

サイバーダイン ロボスーツ 初の輸出

福祉用をデンマークに 

日本経済新聞, web 2009.7.8 

22 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

サイバーダイン、ロボスーツを初輸出 福

祉用をデンマークに 

 

NIKKEI NET,web 2009.7.8 

23 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

高齢者の歩行支援用ロボスーツ 地元で

普及めざす 

日本経済新聞, 茨城版 2009.7.9 

24 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

サイバーダイン ロボスーツ病院に登場

阿見、県内導入第１号「足が楽に上がる」 

日本経済新聞, p.41 2009.7.11 
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25 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

Research Projects for Promoting 

University-Industry Cooperation 

ILC（筑波大学産学リエゾン共同研究

センター広報誌英語版, p.2, p.5 

2009 年 7 月 

26 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

日本のハイテク技術を宇宙服に！ 大人の科学マガジン別冊 決定版 

ロケットと宇宙開発, p.105 

2009.7.14 

27 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

21 世紀発明賞 サイボーグ型ロボット技術

の発明 

平成21年度全国発明表彰受賞者功

績概要, pp.51〜53  

2009 年 7 月 

28 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

ロボット大国ニッポン，日本の未来はのぞ

みにおまかせ！ 

マンガで分かる新経済成長戦略, 経

済産業省, pp.120〜121 

2009.7.31 

29 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン筑波大学,

サ イ バ ー ダ

イン 

つくばちびっ子博士 2009 月刊 ezpress ideal, p.28 2009 年 8 月号 

30 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

生活支援ロボットの実用化を目指したプロ

ジェクトをスタート（記者説明会を開催） 

NEDO：独立行政法人 新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構 Web サイ

ト 

2009.8.3  

31 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

生活支援ロボット実用化へ安全基準づくり YAHOO JAPAN ニュース （産経新

聞） 

2009.8.3  

32 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

生活支援ロボット 大国日本 PR 25 年市場

10 倍と予想 

YAHOO JAPAN ニュース （毎日新

聞） 

2009.8.3 

33 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

ロボットスーツ県内初 始動サイバーダイン

社の福祉用ロボットスーツ 阿見第一クリ

ニックに県内初導入 

常陽リビング,p1 2009.8.3 

34 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

ロボットスーツ都内で歩行実験 サイバー

ダイン 

日本経済新聞, 茨城版 2009.8.4 

35 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

生活支援ロボ 実用化へ安全基準づくり 産経新聞 2009.8.4 

36 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

ロボット大国日本アピール 毎日新聞 2009.8.4 

37 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

EKITOPI 研究学園駅 未来テクノロジーの

開発・発信拠点に大注目 

TX かわら版（首都圏新都市鉄道株

式会社発行） 

2009 年 8 月 

38 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

基調講演 HAL事業化の取り組み，サイバ

ーダイン CEO 筑波大学大学院システム情

報工学研究科教授 山海嘉之氏 

日経産業新聞 2009.8.5 

39 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

企業協賛ステージ，山海嘉之（筑波大学大

学 院 教 授 ） 教授 講 演 ＆ ロ ボッ ト ス ー ツ

「HAL」デモンストレーション 

第 26 回全国都市緑化おかやまフェ

ア公式記録, p.30 

2009 年 8 月発行

40 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

ひと劇場  山海嘉之氏 ［筑波大学大学

院］ 

日経ビジネス 2009 年 8 月 31 日

号 

41 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

「Vascular Lab」対談 ロボットスーツと血管

診療の未来 

バスキュラー・ラボ 第 6 巻 4 号 pp.2

〜9 

2009.9.1 

42 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

Exoskeletons Are on the March  IEEE Spectrum 2009.8.17  

43 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

特集 平成 21 年度 全国発明表彰，21 世

紀発明賞 受賞者にきく 

発明, pp.14〜17 2009 年 9 月号 
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44 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

先端研究、政府が 2700 億円助成 万能細

胞の山中氏ら 30 人 

日本経済新聞 2009.9.5 

 

45 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

50 代中心 30 人に 研究費 2700 億円 毎日新聞, p.21 

 

2009.9.15 

46 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

生活支援ロボ実用化 三洋電・独バイエル

参加 筑波大が国際研究拠点 

日刊工業新聞 2009.9.16 

 

47 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

１日ぶらり散策レポート 研究学園 葛城

科学体験 

 

UR 都市機構 Web サイト 2009 年 9 月 

48 筑波大学,サ

イバーダイン 

ロボットスーツ、医療機関に リハビリ支援

県が 18 体貸与へ 

読売新聞, p.30（地域版） 2009.10.3 

49 筑波大学,サ

イバーダイン 

サイバーダイン「ロボットスーツ」普及へ 日経産業新聞, p.17 

 

2009.10.8 

50 筑波大学,サ

イバーダイン 

山海先生と HAL そして私の希望（著者：

稲村敦子）,山海先生の講演を拝聴して（著

者：白根真理子）, 山海先生御講演をうか

がって（著者：白崎, 小山） 

ポリオの会ニュース, pp.15〜18 2009.9.21 

51 筑波大学,サ

イバーダイン 

製品安全の政策体系 精密工学会誌, p.1037 2009 年 9 月号 

52 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

Development of "Robot Suit HAL" Attractive Sectors Medical Care 

(Jetro 発行), p.11 

2009 年 9 月 

53 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

安全な生活支援ロボットを 朝日小学生新聞, p.1 2009.10.9 

54 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

歩行補助ロボットや着るエアバッグ 高齢

者らをハイテクで支援 

常陽新聞, p.7 2009.10.20 

55 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

パワーアシストスーツのレンタル 年内、北

欧に現地法人 

日刊工業新聞, p.6 2009.10.20 

56 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

高い技術力誇るデンマーク サービスロ

ボ、日本と提携 

日刊工業新聞, p.24, 2009.10.22 

57 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

歩行補助スーツ体験「歩けた」 事故で障

害、ブラジル男性 昭和病院 

山口新聞, pp.17, 2009.10.23 

58 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

自立動作支援ロボット 図 2.22 HAL ／

pp.37 第 4 章 次世代ロボット産業の注目

技術，4.1 要素技術 4.1.1 ロボット要素（２）

生体電位解析 

 

中部産業レポート Vol.6「次世代ロ

ボット産業」,p.88 

2009 年 10 月 

59 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

HAL with つくばスタイル 

 

TSUKUBA STYLE つくばスタイル協

議会 Blog 

2009.11.4 

60 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

A glimpse of the future: Robots aiding the 

elderly / A challenge for tech firms: 

Convincing people they can trust robots  

USA TODAY, p.1, p.2 2009.11.5 

61 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

本学サイバニクス拠点 デンマーク工科大

学と提携／サイバーダインスタジオ１周年

イベント HAL 披露に子供達喜ぶ 山海教

授が講演 

筑波大学新聞 p.1, p.5 2009.11.9 

62 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

SUPER VISION ロボット社会への第一歩，

公共の場ではじめてロボットスーツの歩行

実験が行なわれた 

 

Newton, pp.16〜17 2009 年 11 月号 
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63 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

「サイバニクス」に１行言及  1.3.2 文部科学省,p.9  2009 年 

64 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

厚生科研プロジェクト「人間・機械・情報系

の融合複合新技術サイバニクスを駆使し

たロボットスーツ HAL の開発」に１行言及 

1.3.6 厚生労働省,p.13 2009 年 

65 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

ロボットスーツ着て動こう 介護の日にちな

みイベント 

読売新聞, p.31, 2009.11.12 

66 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

ロボスーツの背に乗り鞍馬山を散策 車い

すの男性「未来へ第一歩」 

京都新聞 2009.11.15 

67 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

【京都】介護でロボットスーツ 毎日 jp 2009.11.16 

68 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

Japansk robotfirma abner dansk kontor，

（英訳：Japanese robot company opens 

Danish office）， 

Borsen（デンマークの経済紙）, p.14

（写真掲載のみ）- p.15,  

2009.11.26 

69 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

Japanese Robotics Firm Cyberdyne to 

Establish Presence in Denmark, 

Invest In Denmark（デンマーク外務

省運営サイト） 

2009.11.30 

70 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

研究から「ものづくり」へ Campus （筑波大学全学学類・専門

学群代表者会議 広報委員会発

行）, p.9 

2009 年 11 月号 

71 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

“ロボットの街"PR 国際展示会、つくばか

ら 3 社 

茨城新聞, p.11 2009.11.26 

72 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

明日の日本を創るリーダー！ 第 5 回

CYBERDYNE 株式会社 代表取締役 CEO

山海嘉之 

STEP（サイバーコム株式会社社内

報） , pp.6〜7 

2009 年 10 月号 

73 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

国際福祉機器展 ロボット 「ロボットスー

ツ HAL」 

月刊福祉, p.93 2009 年 12 月号 

74 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

（各分野で使われている先端技術） 介護

サイボーグ型ロボット「ロボットスーツ

HAL」，日本と世界のしくみがわかる！ よ

のなかマップ 

日能研+日本経済新聞出版社編）, 

p.41 

2009.12.4 

75 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

HAL 実演イベント リハビリ中の人が体験

全国で貸与も進む 

筑波大学新聞, p.2 2009.12.7 

76 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

自立支援ロボットスーツ「HAL」で歩ける感

動 

コミュニケーションデザイン 1 いのち

を守るデザイン（株式会社遊子館） , 

p.41 

2009.11.20 

77 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

第 V 章 医療とコンピュータ 1.3 感覚機

能と運動機能の補助 図 V-10 ロボットス

ーツ HAL 

臨床ライブラリーシリーズ 7 医療系

スタッフのための情報システム入門

（秀潤社／嶋津秀昭監修） ,p.147 

2009.12.21 

78 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

民生・産業分野の展開図 パワーアカデミーWeb サイト, web 2009.12.25 

79 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

NEDO プロジェクトの上市事例 自立動作

を支援する「ロボットスーツ HAL」リース開

始 

独立行政法人 新エネルギー・産業

技術総合開発機構 2011 年度入構

案内, p.10 

2009 年 12 月 

80 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

ロボット技術と医療・介護・福祉 最終回

【インタビュー】人とサイバニクス 山海嘉

之 

病院（医学書院発行）, pp.986〜988 2009 年 12 月号 

81 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

こち亀トラベル 3 人を助ける最新技術！

ロボット研究所 仰天体験ツアー  

こちら葛飾区亀有公園前派出所（集

英社） , pp.148〜151 

2009 年 12 月号 
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82 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

歩行がラクになる福祉用ロボットスーツ 月刊ビジネスアスキー, p.24 2010 年 1 月号 

83 筑波大学,

サイバーダ

イン 

ロボットスーツ実演 県、段階的に導入 YOMIURI ONLINE, web 2010.3.30 

84 筑波大学,

サイバーダ

イン 

INNOVATIVE PRODUCTS The Voice of FOD, India’s first 

magazine on disability,JAN-MAR 

2010 

2010 年 3 月 

85 筑波大学,

サイバーダ

イン 

New Members Cyberdyne NCCJ The Netherlands Chamber of 

Commerce in Japan 

2010.4.2 

86 筑波大学,

サイバーダ

イン 

ニッポンの科学技術力 開発時にビジ

ネス視野 国際標準を狙え 

日本経済新聞, p.11 2010.4.5 

87 筑波大学,

サイバーダ

イン 

ロボスーツ単関節型を年内事業化 サ

イバーダイン 介護現場で実証 

読売新聞千葉版, p.24 2010.4.8 

88 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

ロボットスーツ福祉機器を実演 甲州

の障害者支援施設 

山梨日日新聞,p.21 2010.4.9 

89 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

最先端研究支援プログラム 筑波大 41

億円で 2課題 

読売新聞, p.31 2010.4.23 

90 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

国の最先端研究２課題 筑波大が支援

拠点に  

日本経済新聞, p.37  2010.4.23 

91 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

最先端研究支援 補助ロボット 精神

活動解明 筑波大が 2研究内容発表 

茨城新聞, p.20  2010.4.23 

92 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

『健康長寿』を支援 ロボット実用化を

筑波大院・山海教授 国の支援制度で 

東京新聞 TOKYO Web, web 2010.4.23 

 

93 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

筑波大 41 億円で 2 課題 最先端研究支

援プログラム, 

 

YOMIURI ONLINE, web 2010.4.23 

94 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

動作支援装着型ロボ 腕力160キロに倍

増 筑波大が試作 上海万博に出展 

日本経済新聞, p.11  2010.4.26 

95 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

チェンジメーカーズ・研究者部門 筑波

大学大学院山海教授が受賞 

常陽新聞,p.2 2010.5.13 

96 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

チェンジメーカー賞 筑波大・山海教授

を表彰 

茨城新聞 2010.5.12 

97 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

頭で考えただけでロボットを動かせ

る！  

中 ２ マ イ ス タ イ ル （ ベ ネ ッ

セ）,pp.23  

2010 年 5 月号 

98 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

茨城が歩む医療・健康の最先端 日本経済新聞,p.31  2010.5.11 

99 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

国の援助で世界トップ目指す 上海万

博に HAL 出展 

筑波大学新聞,p.2  2010.5.10 

100 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

福祉分野で期待！長野市でロボットス

ーツの実演会, 

SBC 信越放送, 2010.5.20 
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101 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

2 件の支援拠点に選出 最先端研究開発

支援プログラム 国の援助で世界トッ

プ目指す, 

常陽新聞,p.3 2010.5.27 

102 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

上海万博でお披露目「ロボットスーツ

HAL」、 改良で腕力増強 

ケアマネジメントオンライン,web 2010.5.31 

103 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

最先端の人支援技術 筑波大学：新学問

領域サイバニクス 

 

ＴＥＰＩＡビデオライブラリー  2010 年 

104 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

筋肉への電気信号感知して歩行支援

福祉用機器「ロボットスーツ・ＨＡＬ」

中日新聞 CHUNICHI Web 2010.6.1 

105 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

装着すれば誰でもパワーUP！世界初の

「ロボットスーツ」 

大 学 受 験 講 座 【 エ ン カ レ ッ

ジ】,p.52 

2010.6.1 

106 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

体の運動機能を拡張するロボットスー

ツがすでに実用段階に 

中３ My Style ,pp.24〜28  2010.6.1 

107 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

日本再生なるか 経産省「産業構造ビジ

ョン」の舞台裏 医療・介護でも日本の

最先端ロボット技術に期待が高まる 

日本経済新聞, p.11 2010.6.6 

108 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

足が不自由でも自分で歩ける夢の技術

を開発！『ロボットスーツで世界じゅう

の人を救いたい』 

健康３６５ ８月号, pp.8〜10  2010.6.16 

109 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

動作支援ロボット 身体機能を増幅する

パワーユニット 

モノの最新テクノロジーがわかる

本（成美堂出版）pp.142〜143  

2010.7.20 

110 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

一流研究者が出前授業 「負担過大」懸

念の声も 

日本経済新聞,p.42  2010.6.23 

111 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

インドの青少年来県 ２６人、２５〜２

９日に各地で交流, 

常陽新聞,p.2   2010.6.25 

112 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

進めロボ産業！次の柱に育て 日本経済新聞,p.33   2010.6.19 

113 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

ノーベル賞の益川さんが講演、サイボー

グ型ロボットも！, 「科学・技術フェス

タ」で公開のハイテク機器 

日経トレンディネット, web 2010.6.25 

 

114 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

第１章 未来を切り拓き課題解決に貢

献する科学・技術, 2）生活を支えるサ

ービスロボット 

平成２２年版 科学技術白書 価値

創造人材が拓く新たなフロンティ

ア,〜日本再出発のための科学・技

術の在り方〜  文部科学省出

版,pp.24-25 

 

2010 年 

115 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

茨城県つくば市、「ロボットの街」づくり  日刊工業新聞，p.3 2010.6.28 

116 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

医療・介護最前線リポート 装着ロボで歩

き回れる 

日経産業新聞,pp.12 2010.7.2 

117 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

茨城県つくば市、「ロボットの街」づくり 日刊工業新聞, p.3 2010.6.28 

118 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

サイバーダイン、専用シューズの取付け方

向を調整できる HAL 福祉用と新ソフトを披

露 

ロボナブル, web 2010.7.9 
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119 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

装着ロボ開発のサイバーダイン 情報拠

点、体験型に改装 

日本経済新聞 茨城版, p.35 2010.7.31 

120 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

ロボットを活用したトレーニング施設が開

所−茨城・つくば市 

Yahoo! JAPAN, web 2010.8.4 

121 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

タッチパネル、多数操作 サイバーダイン 

ゲームなどに開発 

日経産業新聞, p. 12 2010.8.5 

122 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

タッチパネル一緒に操作 サイバーダイン 

反応数、無制限に 

日本経済新聞 茨城, p. 35  2010.8.5 

123 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

補助ロボで機能訓練 サイバーダイン つく

ばに施設 

日刊工業新聞, p. 20 2010.8.5 

124 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

ロボットスーツ体験 障害者らの歩行練習

向け 

読売新聞 茨城, p. 25 2010.8.5 

125 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

体験スタジオを改装 ロボスーツで歩行訓

練 

茨城新聞, p. 11 2010.8.5 

126 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

ロボットスーツの体験施設 NHK ニュース 2008.8.14 

127 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

「ロボスーツ」 リハビリ支え 読売新聞, p. 33 2010.8.20 

128 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

新しい技術が「バリア」をなくす！ Z 会 ZigZag time ４・５・６年生, p. 11 2010 年 9 月号 

129 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

ロボットと触れ合い 子どもたちが体験学

習 

常陽新聞, p. 1 2010.8.22 

130 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

介護ロボの安全性検証 １１年度、モデル

事業推進 厚労省 

日刊工業新聞, p. 3 2010.8.25 

131 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

「科学万博」の感動 今も胸に 産経新聞, p.22 2010.9.1 

132 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

ロボットが結ぶ旧交 科学万博技術者ら同

窓会 

茨城新聞, p.19 2010.8.29 

133 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

ロボットスーツ HAL を使って体と心をトレー

ニング 

常陽リビング, web 2010.8.26 

134 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

介護ロボット普及へ アザラシ、サイボーグ

型…神奈川県が無償貸与 

産経ニュース,web 2010.9.16 

135 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

自分の意思で歩く。世界初の自立支援ロ

ボット「ロボットスーツ HALxA」 

メディセオ ジャーナル/ pp.26-27 2010 年 9 月 

136 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

TX かわら版 開業５周年記念号 つくばエクスプレス広報誌 2010 年 10 月号 

137 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

”頭脳の街”つくば ベンチャー企業が集積 茨城新聞, p.14 2010.9.28 
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138 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

一橋ビジネスレビュー創刊 10 周年記念フ

ォーラム 

週刊 東洋経済 2010.10.16 

139 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

福祉ロボットの未来 知財フロントライン, p.19 2010 年 11 月号 

140 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

従来のイメージを覆す医療・介護現場のロ

ボット最前線！ 

医療タイムス, pp.34-35 2010.11.１ 

141 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

ロボットスーツで歩きたい（オピニオン・声） 朝日新聞, p.16 2010.11.10 

142 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

特別功労賞 HAL の研究開発・山海嘉之氏 

J リーグチェアマン・大東和美氏 

常陽新聞, p.7 2010.11.6 

143 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

妹島さんに県民栄誉賞：特別功労賞に山

海さんと大東さん 県の名声高める 

茨城新聞, p.18 2010.11.6 

144 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

県民栄誉賞妹島和世さん：特別功労賞山

海嘉之さん、大東和美さん 

産経新聞, p.22 2010.11.7 

145 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

県、35 人 15 団体たたえる・山海教授表彰 茨城新聞, p.20 2010.11.13 

146 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

見聞録 2010・頑張れロボット４ 動き先回り

黒子スーツ 

読売新聞夕刊, p.2 2010.11.10 

147 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

見聞録 2010・頑張れロボット５ 未来の脚

でかっこ良く 

読売新聞夕刊, p.2 2010.11.12 

148 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

世界の先端技術 ロボットスーツ HAL 高校受験ガイドブック2010(12)サクセ

ス 15, p.35 

2010.1115.日 

149 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

Spotlight on Tsukuba/Cybernics: 

enhancing human function 

Nature, p.6 2010.11.11 

150 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

未来案内人・未来の夢物語ではなくなった

人を助けるロボットスーツ 

サクラサク, p.12 2010 年 11 月号 

151 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

「サービスロボット市場」最前線 Fole/pp.9-10  2010.12.１ 

152 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

ロボットスーツが未来を変える 日本経済新聞２部/ A3 2010.11.30 

153 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

ベンチャー５社支援 １月の米 IT 展示会 茨城新聞, p.8 2010.11.19 

154 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

Recharging the batteries The Economist, p.15 2010.11.20 

155 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

関彰商事 「ロボスーツ」取次店に サイバ

ーダインと契約 医療機関にレンタル 

日本経済新聞, p.35 2010.12.1 

156 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

ロボスーツ HAL 関彰商事が貸し出し 茨城新聞, p.9 2010.12.1 
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157 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

いばらきデザイン推奨「知事選定」 サイバ

ーダインなど２５件 

日刊工業新聞, p.26 2010.12.7 

158 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

商工農なう HAL レンタル開始 朝日新聞, p.26 2010.12.7 

159 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

Japan’s robot suit to bring hope to the 

disabled 

AFP 通信発信, web  

160 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

Robot suit to bring hope to disabled The Straits Times (Singapore), web  

161 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

The Hindu :  

International : Right out of science fiction 

 

The Hindu(India), web  

162 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

Japan’s robot suit to bring hope to the 

disabled 

Space Daily, web  

163 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

Japan’s robot suit offers hope to disabled Channel NewsAsia, web  

164 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

Japan’s robot suit to bring hope to the 

disabled 

channelnewsasia.com, web  

165 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

NEDO のエネルギー・環境技術・産業技術

の歴史 

NEDO 30 年史, p.34 pp.170-171 2010.11.30 

166 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

NIKKEI Japan Report・タッチパネル企画 日本経済新聞, web 2011.1.1～6.30 頃

まで 

167 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

サービスロボ、握れ覇権 基準策定大詰

め、官民連携カギ 

YAHOO Japan, web 2010.12.8 

168 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

Japan Video Topics Web Japan（外務省）,web 2010.12.9 

169 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

福祉用ロボットをレンタル販売 関彰商事

が取り次ぎ開始 

常陽新聞, p.2 2010.12.16 

170 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

ロボットスーツ HAL で世界に進出 JOYO ARC , pp.28-29 2011.1.1 

171 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

平成２２年度 茨城県表彰 フォトいばらき, pp.18-19 2011.1.1 

172 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

こだま ロボ普及へ動き出す安全検証 日本経済新聞, p.31 2011.1.1 

173 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

米ラスベガス国際家電市 つくばのロボット

PR 

茨城新聞, p. 18 2011.1.9 

174 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

筑波大発ベンチャー ロボスーツで２社が

共同開発 

日本経済新聞, p.35 2011.1.14 

175 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

Forum Report 「揺るぎない日本の未来」 週刊東洋経済 2011.1.15 
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176 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

少子高齢化とロボット 日刊工業新聞, p.23 2011.1.18 

177 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

人口問題 弱者を支える／浄水装置・福祉

ロボ開発 

日刊工業新聞, p.26 2011.1.20 

178 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

未来へ向かって人助けロボットぞくぞく登

場！ 

チャレンジ 4 年生わくわく発見 BOOK, 

p.16 

2011.2.1 

179 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

一望千里・ロボットスーツHALが切り開く未

来 

医療経営情報, p.3 2011 年 2 月号 

180 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

Robotic Recovery CNN Interactive English Magazine

（台湾）, pp.26-30 

2011 年 2 月号 

181 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

世界のロボ競演 つくばで見本市 産経新聞, p.20 2011.2.2 

182 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

「ロボットの街」を PR 国際家電市 出展報

告会始まる 

常陽新聞, p.7  2011.2.2 

183 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

岡山に PR 拠点 県 量産工場誘致目指す 岡山日日新聞, p.1 2011.2.4 

184 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

ロボットスーツ「HAL」開発・実用化への舞

台裏 

中央公論, pp.78-85 2011.2.10 

185 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

HAL 普及後押し 岡山県 11 年から無償貸

与や研究 

山陽新聞, p.28 2011.2.9 

186 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

筑波大の山海教授らがサイバニクス研究

を語る、サイバニ クス国際フォーラム 

日刊工業新聞社ロボナブル, web 2011.2.10 

187 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

蒲島知事が病院で使用のロボットスーツを

視察 

YOMIURI ONLINE, web 2011.2.15 

188 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

Part 4 ルールを作る／受け身の姿勢で不

利な立場に身内で閉じず仲間を集める 

日経ものづくり 3 月号,pp.58-59 2011.3.1 

189 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

ロボットスーツ「HAL」石川の病院が導入 

北陸で初 

日経産業新聞, p.11 2011.2.18 

190 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

装着ロボ「HAL」研究の進捗状況説明 日本経済新聞, p.31 2011.2.11 

191 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

長寿社会支える研究の状況説明 読売新聞, p.29  2011.2.11 

192 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

人体の機能を補助「人支援技術産業」めざ

す筑波大の挑戦 

日本経済新聞, web  2011.3.4 

193 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

ロボットスーツ：無料貸与 歩行リハビリに

活用ーー岡山 

毎日ｊｐ, web 2011.2.28 

194 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

難病治療ロボット活用 国立病院機構と

VB、12 年にも治験 

日本経済新聞, p.3 2011.3.9 
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195 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

Japan’s Robot Suit Venture Cyberdyne India Times, web 2011.3.8 

196 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

Un ‘casco’ que lee actividad cerebral, 

último complemento para el traje-robot 

EL MUND.es (スペイン エル・ムンド

紙), web 

2011.3.9 

197 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

パワフル 未来の助っ人 読売経済新聞, p.24  2011.3.10 

198 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

2台連動型のロボットスーツ＝リハビリに応

用期待ー筑波大学 

時事ドットコム, web 2011.3.10 

199 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

社会の新たな課題解決への挑戦~科学・技

術への期待 

首 相 官 邸 ブ ロ グ （ KUN-FULL 

BLOG）,web 

2011.3.10 

200 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

現代の発明家から次世代へのリレーメッセ

ージ「健康長寿社会を支える最先端人支

援ロボット ロボットスーツ HAL」 

特許庁, web 2011.3.15 

201 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

Cyberdyne demos lower-body HAL  

exoskeleton for helping the disabled, not 

eradicating mankind 

Engadget, web 2011.3.15 

202 筑波大学,サ

イ バ ー ダ イ

ン 

「変化＝チェンジ」は、ヒトと科学が共生す

る新しい未来を創る。 

日経ビジネス No.1584 2011.3.28 

（H23.3.31 現在） 
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 研究開発項目⑤「安全技術を導入した搭乗型生活支援ロボットの開発、搭乗型生活支援ロボットに

おけるリスクアセスメントと安全機構の開発」の成果」 

【トヨタ自動車株式会社、独立行政法人国立長寿医療研究センター、株式会社フォー・リンク・シス

テムズ】 

 
【特許】 

番

号 
出願者 出願番号 

国内

外国

PCT 

出願日 状態 名    称 発明者 

１ 産業医科大

学 

特願 

2005-27836

3 

国内 2011/04/2 取得 ユニバーサ

ルアダプタ 

中野正
博 

２ 財団法人ヒ

ューマンサ

イ エ ン ス 振

興財団 

２００９－２２

６４５４ 

国内 
 

2009/09/30 2011.4.14 

公開 

歩 行 支 援 装

置 

松井康

素 

 

（※Patent Cooperation Treaty :特許協力条約） 

 

【論文】  
番号 発表者 所属 タイトル 発表誌名、ページ番号 査読 発表年 

1 

 
中野 他 

Nakano 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

Theo re t i c a l  S t ud i e s  f o r  

Remova l  Dev i c e s  o f  Bad  

Sme l l   

J r .  o f  B i omed i c a l  

Fuzzy  Sy s t ems  

As soc i a t i on s ,  

Vo l . 15 ( 2 ) ,  17-20  

有 2010 

 

2 

 
松浦 他 

Matsuura 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

Quan tum  C i r cu i t s  and  I t s  

App l i c a t i on  f o r  Neu ro-  

Junc t i on  

J r  o f  B i omed i c a l  

Fuzzy  Sy s t ems  

As soc i a t i on s ,  

Vo l . 15 ( 2 ) , 33-40  

有 2010 

3 

 
松浦 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

Soc i a l  Fac to r s '  Ana l y s i s  

o f  J apane se  D i vo r ce  

J r  o f  B i omed i c a l  

Fuzzy  

Sy s t emsAssoc i a t i

on s , 41-47  

有 2010 

 

 

 

4 松浦 他 

Matsuura 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

Quan tum Neu ro-Sys t em  I n t e rna t i ona l  

Con f e r ence  o f  

BMSFA,  299-300

有 2010 

5 中野 他 

Nakano 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

Theo re t i c a l  Ana l y s i s  on  

Head  I n j u r y  Cr i t e r i on  

I n t e rna t i ona l  

Con f e r ence  o f  

BMSFA,  299-300  

 有 2010 
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6 

 
伊藤 他 

Ito 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

Investigation on Shock Response 

of Magnesium Alloy Honeycomb 

Sandwich Panels under Low 

Velocity Impact Loading 

Materials Science 

Forum, 675-677, 

547-550 

有 2010 

7 行正 

Yukimasa 

 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

The relationship between Fractal 

Dimension of Brain CT Image and 

the Scores on the MMSE in 

Senile Dementia of Alzheimer 

Type 

23rd Biomedical Fuzzy 

Systems 

Association,suppl. 

無 2010 

8 玉川 

Tamagawa 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

Simulation of thrombus formation 

process using Lattice Boltzmann 

Method with consideration of 

adhesion force to wall 

Proceedings of the 

ASME 2010 

International 

Mechanical Engineering 

Congress & 

Exposition  .40859-2 

有 2010 

9 玉川 

Tamagawa 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

Analysis of a Bubble Deformation 

Process in a Microcapsule for 

Developing Drug Delivery 

Systems using Underwater Shock 

Waves 

Proc. of ASME 2010 

3rd Joint US-European 

Fluids Engineering 

Summer Meeting and 

8th International 

Conference on 

Nanochannels, 

Microchannels, and 

Minichannels 

(FEDSM2010-ICNMM

2010),pp.31242 

有 2010 

10 行正 

Yukimasa 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

Fractal Analysis of Brain CT 

Image in Senile Dementia of the 

Alzheimer Type 

J r  o f  B i omed i c a l  

Fuzzy  

Sy s t emsAssoc i a t i

on s     ( i n  

p r e s s )  

有 2011 

予定 

11 Atsushi 

Harada,et., et 

al. 

 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

Nat i onw ide  su r vey  o f  

cu r r en t  med i c a l  p r a c t i c e s  

f o r  ho sp i t a l i z ed  e l de r l y  

w i t h  sp i ne  f r a c tu r e s  i n  

J apan .  

J Orthop Sci, 79-85 有 2010 

12 Hiroshi 

Hagino, 

Atsushi 

Harada., et al. 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

Nat i onw i de  One-Decade  

Su rvey  o f  H i p  F r ac tu r es  

i n  J apan  

J Orthop Sci, 737-745 有 2010 

13 Chikako Kato, 

Atsushi 

Harada., et al. 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

Does self-efficacy to falls in 

hip-protector users affect 

Wuality of Life (QOL) and 

physical activity in nursing homes 

in Japan? 

J Am Geriatr Soc, 

1810-1812 

有 2010 

14 Arahata Y., et 

al. 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

Cor t i c a l  h ypome tabo l i sm  

and  hypope r f u s i on  i n  

p a rk i n son ' s  d i s e a se  i s  

e x t en s i v e :  P robab l y  even  

a t  e a r l y  d i s e a se  s t a ge s .  

Brain Struct Funct, 

214, 303-317 

有 2010 
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15 Takeyama M, 

Isogai Z., et al. 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

Inc rea se  i n  ma t r i x  

me t a l l op ro t e i n a se-2  l e ve l  

i n  t he  ch i cken  r e t i na  

a f t e r  l a s e r  

pho tocoagu l a t i on .  

Lasers Surg Med. 

2010 ; 42:433-41 

有 2010 

16 Kobayashi N, 

Isogai Z., et al. 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

Hya l u ronan  de f i c i ency  i n  

t umor  s t r oma  impa i r s  

mac rophage  t r a f f i c k i ng  

and  t umor  

neova scu l a r i z a t i on .  

Cancer Res. 

2010;70:7073-83. 

有 2010 

17 Takahashi Y, 

Isogai Z., et al. 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

Ver s i c an  G1  and  G3  

doma i n s  a r e  up regu l a t ed  

and  l a t en t  t r an s f o rm ing  

g row th  f a c to r-β b i nd i ng  

p ro t e i n-4  i s  

down regu l a t ed  i n  b r e a s t  

c ance r  s t r oma .  

Breast Cancer in press 有 2011 

18 Wasa J, Isogai 

Z., et al. 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

Ver s i c an  Regu l a t e s  

Ce l l - a s soc i a t ed  Ma t r i x  

Fo rma t i on  and  Ce l l  

Behav i o r  D i f f e r en t i a l l y  

f r om  Agg recan  i n  Swa rm  

Ra t  Chond ro sa r coma  

Ce l l s .  

Int J Cancer. 2011 in 

press 

有 2011 

19 Yasumoto 

Matsui,  

Atsushi 

Harada., et al. 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

Effects of Knee Extensor Muscle 

Strength on the Incidence of 

Osteopenia and Osteoporosis 

after Six Years 

Journal of Bone and 

Mineral Research in 

submission 

有 2011 

20 Yasuhito 

Terabe, 

Atsushi 

Harada., et al. 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

Vitamin D deficiency in elderly 

women in nursing 

homes—Investigation with 

consideration of decreased 

activation function from the 

kidneys 

J Am Geriatr Soc, in 

submission 

有 

 

2011 

21 Fumihiro 

Mizokami, 

Zenzo Isogai., 

et al 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

Iodoform gauze removes necrotic 

tissue from pressure ulcer 

wounds by reduction of type I 

collagen aggregates 

In submission  2011 

22 Fumihiro 

Mizokami, 

Zenzo Isogai., 

et al. 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

Definition of Physical Properties 

of Pressure Ulcer Wounds and 

Characterization of their 

Regional Variance. 

In submission  2011 
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23 Sonoko 

Hatano, Zenzo 

Isogai., et al. 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

Versican/PG-M and hyaluronan 

proteoglycan aggregates are 

essential for cardiac 

atrioventricular cushion 

development and subsequent 

ventricular septal development. 

In submission  2011 

 

24 山中 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

施設設計図から見た動線別リス

ク要因 

バイオメディカル・ファ

ジ ィ ・ シ ス テ ム 学

会,89-92 

有 

 

2011 

25 中野 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

頭 部 損 傷 基 準 値 （ＨＩＣ）の

理 論 的 分 析  

バイオメディカル・ファ

ジ ィ ・ シ ス テ ム 学

会,57-64 

有 2010 

26 伊藤 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

ドライブシミュレータ検査におけ

る高齢者への事前インストラクシ

ョンの影響 

自 動 車 技 術 会 ，

102(10), 27-29 

有 2010 

27 伊藤 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

有効視野低下によるハイリスク高

齢者ドライバー在宅検査手法の

検討 

数 理 科 学 会 ， 12(1), 

27-32 

有 2010 

28 山中 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

図からみた動線別リスク因子 バイオメディカル・ファ

ジ ィ ・ シ ス テ ム 学 会 ，

147-148 

無 2010 

29 松浦 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

鞭毛モータのコヒーレント理論と

その量子状態 

第 2 回ナノ・バイオメデ

ィ カ ル学 会講演 要 旨

集，32 

無 2010 

30 伊藤 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

高齢者ドライブシミュレータ適応

課題の開発 

第 29 回数理科学講演

会，125-126 

無 2010 

31 根本 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

減歪ひずみゲージによる皮膚表

面変形の計測 

第 29 回数理科学講演

会，127-128 

無 2010 
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32 根本 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

相関次元解析によるクマムシの

歩行軌道分類 

第 29 回数理科学講演

会，131-132 

無 2010 

33 松浦 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

神経伝達の量子論 バイ オメデ ィカ ル ・フ

ァ ジ ー ・ シ ス テ ム 学

会 ，5-6  

無 2010 

34 松浦 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

転 倒 と 衝 突 に 関 す る 力 学

的 損 傷  

バイ オメディカル・フ

ァ ジ ー ・ シ ス テ ム 学

会 ，73-74  

無 2010 

35 山中 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

医 療 者 の リ ス ク 認 知 と 事 故

予 防 の考 察  

バイ オメディカル・フ

ァ ジ ー ・ シ ス テ ム 学

会 ，97-102  

無 2010 

36 根本 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

二 点 弁 別 の自 発 的 回 答 の

信 頼 性 評 価 手 法 の開 発  

バイ オメディカル・フ

ァ ジ ー ・ シ ス テ ム 学

会 ，105-108  

無 2010 

37 松浦 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

神経回路と量子論 ナノ・バイオメディカル

学会，第３回大会講演

予稿集，15 

無 2010 

38 松浦 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

神経伝達の量子干渉理論 人工知能学会大会，45 無 2010 

39 西井 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

防水・透湿性カバー素材が臥床

時の皮膚表面水分率にもたらす

効果について 

第 41 回応力・ひずみ

測定と強度評価シンポ

ジウム 

無 2010 

40 西井 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

防水・透湿性マットレスカバーが

臥床時の皮膚表面水分率にもた

らす効果について 

第 6 回日本褥瘡学会

中部地方会学術集会 

無 2010 
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所 

41 西井 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

成人女性における電動アシスト

自転車走行時の運動強度 

第 14 回日本体力医学

会東海地方会学術大

会 

無 2010 

42 西井 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

電動アシスト自転車利用時にお

ける脚の筋活動量 

第 65 回日本体力医学

会大会 

無 2010 

43 西井 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

中高齢自転車愛好者の血液正

常，体力および走行時の運動強

度 

第 65 回日本体力医学

会大会 

無 2010 

44 西井 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

高齢者の転倒リスク低減を目的

とした握力測定装置の開発 

第 15 回日本体力医学

会東海地方学術集会 

無 2010 

45 中野 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

ソフトなサイエンスで学ぶ先端科

学 

日本理工出版会,東京, 

1-399 

(著作) 

有 2010 

 

 

 

46 中野 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

一般病棟におけるがん患者の家

族に対する看護ケアの実践評価

指標の作成に向 

けた基礎的研究 

産 業 医 科 大 学 雑 誌 

31(1),37-49 

有 2010 

47 久保田 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

極低温環境下における CFRP 複

合材料の高速衝突特性につい

て 

実 験 力 学 ，

Vol.10,No.1，110-115 

有 2010 

48 久保田 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

マグネシウム合金の極低温下に

おける高速衝突特性 

日本機械学会論文集

A 編， Vol.76, No.765, 

573-580 

有 2010 

49 久保田 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

リアルタイム皮膚ひずみ測定法

を用いた皮膚特性の評価方法の

検討 

実験力学, 11, 1, 30-34 有 2010 

50 伊藤 他 独立行政

法人国立

長寿医療

高齢者ドライバーの安全運転対

策におけるドライビングシミュレー

タの活用と課題 

交通科学, 41, 2, 18-23 有 2010 
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研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

51 久保田 他 

 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

長期間使用時におけるマットレス

性能評価手法の検討 

日本実験力学会 20106

年度年次講演会, 日

本実験力学会講演論

文集, 10, 195-196 

無 2010 

52 根本 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

一様接合材の減歪作用を利用し

た大変形ひずみ挙動の計測 

日本実験力学会 2010

年度年次講演会, 日

本実験力学会講演論

文集，10, 201-202 

無 2010 

53 久保田 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

経時筋力計による高齢者の体力

測定評価 

第 29 回数理科学講演

会 講 演 論 文 集 , 29, 

131-132 

無 2010 

54 伊藤 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

生体軟組織の厚さが骨折リスク

に及ぼす影響 

日本実験力学会 20106

年度年次講演会, 日

本実験力学会講演論

文集, 10, 197-200 

無 2010 

55 伊藤 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

生体軟組織の衝撃吸収特性－

軟組織の厚さが骨折リスクに及

ぼす影響 

日本法科学技術学会

第 16 回学術集会講演

要旨集, 日本法科学

技 術 学 会 誌 , 15 

Supplement, 127 

無 2010 

56 伊藤 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

人体損傷からみた介護・福祉ロ

ボットの安全性評価法の検討 

The 10th Conference 

on Biomechanics in 

Sendai, 日本実験力学

会講演論文集 

無 2010 

57 根本 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

皮膚の動揺を簡便に計測・評価

する手法の開発 

第 42 回応力・ひずみ

測定と強度評価シンポ

ジウム講演論文集, 5-8

無 2010 

58 久保田 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

マットレスの体荷重による変形が

皮膚表面の温湿度におよぼす影

響 

第 42 回応力・ひずみ

測定と強度評価シンポ

ジ ウ ム 講 演 論 文 集 , 

21-24 

無 2010 

59 押本 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

リアルタイム皮膚ひずみ測定法

を用いた褥瘡周辺部のひずみ分

布 

第 41 回応力・ひずみ

測定と強度評価シンポ

ジ ウ ム 講 演 論 文 集 , 

151-156 

無 2010 

60 伊藤 他 独立行政 簡易型 DS 操作中の脳波測定お 第 41 回応力・ひずみ 無 2010 
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法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

よび高齢者安全運転評価に関

する研究 

測定と強度評価シンポ

ジ ウ ム 講 演 論 文 集 , 

81-86 

61 根本 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

被接触物の機械的性質がおよぼ

す人体損傷への影響 

第 41 回応力・ひずみ

測定と強度評価シンポ

ジ ウ ム 講 演 論 文 集 , 

67-70 

無 2010 

62 押本 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

リアルタイム皮膚ひずみ測定法

を用いた褥瘡周辺部のひずみ分

布 

第 6 回日本褥瘡学会

中部地方会学術集会

抄録集, 46 

無 2010 

63 根本 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

被接触物の影響による皮膚変形

エネルギーの評価 

第 6 回日本褥瘡学会

中部地方会学術集会

抄録集, 47 

無 2010 

64 伊藤 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

簡易型 DS 操作中の脳波測定お

よび安全運転評価に関する研

究, 

第 24 回人工知能学会

全国大会, 論文集, In 

CD-ROM 

無 2010 

65 伊藤 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

鈍器による打撃力計測 日本実験力学会 2010

年度年次講演会, 日

本実験力学会講演論

文集, 10, 49-51 

無 2010 

66 伊藤 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

福祉ロボットリスクアセスメントの

ための生体軟組織衝撃特性評

価 

第 41 回応力・ひずみ

測定と強度評価シンポ

ジ ウ ム 講 演 論 文 集 , 

7-12 

無 2010 

67 伊藤 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

力学的人体損傷評価技術の開

発－生体軟組織の衝撃特性評

価 

第 6 回日本褥瘡学会

中部地方会学術集会

抄録集, 47 

無 2010 

68 伊藤 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

生体軟組織の厚さが骨折リスク

に及ぼす影響 

日本実験力学会 20106

年度年次講演会, 日

本実験力学会講演論

文集, 10, 197-200 

無 2010 

69 伊藤 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

ドライブシミュレータ操縦におけ

る視点移動測定アルゴリズムに

関する研究 

第 42 回応力・ひずみ

測定と強度評価シンポ

ジ ウ ム 講 演 論 文 集 , 

29-34 

無 2010 
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所 

70 伊藤 

招待講演 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

高齢・認知症ドライバーに対する

医療工学からのアプローチ 

第 19 回日本交通医学

工学研究会学術総会

（シンポジウム「ドライバ

ー へ の 安 全 支 援 対

策」）, 抄録集，9 

招聘 2010 

71 伊藤 

招待講演 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

人体損傷から見た介護・福祉ロ

ボットの安全性評価, ロボットシ

ンポジウム 2010 

「期待される介護・福祉

ロボットの研究・開発の

現状と将来」講演要旨

集，特別講演 1-16 

招聘 2010 

72 伊藤 

招待講演 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

福祉機器リスクアセスメントのた

めの生体軟組織衝撃特性評価 

第 58 回応用物理学関

係連合講演会（シンポ

ジウム「衝撃の科学とそ

の利用」）, 講演予稿

集, 250 

招聘 2010 

73 伊藤 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

第 42 回応力・ひずみ測定と強度

評価シンポジウム報告 

非破壊検査, 60, 3, 183 依頼 2010 

74 伊藤 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

高齢者ドライバーの安全運転

を、長期間継続可能にするため

の支援事業 

人と車, 45, 9, 10-15 依頼 2010 

75 伊藤 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

回避行動の評価における模擬走

行の装置と検査課題の設計の検

討 

自動車技術会論文集，

41, 2, 221-226 

有 2010 

76 伊藤 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

衝撃力に対する筋肉および皮下

脂肪の緩衝性能 

実験力学, 11, 1, 18-21 有 2010 

77 行正 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

量子論の観測の問題と精神現象

との共通性について 

バイオメディカル・ファ

ジ ィ ・ シ ス テ ム 学

会,12(2),37-42 

有 2010 

78 中野 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

NIRSを使用した音声波の振幅包

絡の変更と影響 

バイオメディカル・ファ

ジ ィ ・ シ ス テ ム 学

会,12(2),1-10 

有 2010 

79 中野 他 独立行政

法人国立

長寿医療

音声波の時間領域での情報局

在性 

バイオメディカル・ファ

ジ ィ ・ シ ス テ ム 学

会,12(2),11-20 

有 2010 
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研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

80 行正 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

平行電流間の作用は必ず引力

か？ 

第 23 回バイオメディカ

ル・ファジィ・システム学

会要項集 

無 2010 

81 行正 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

高頻度 rTMS の治療抵抗性うつ

病に対する治療効果 

第 32 回日本生物学的

精神医学会要項集 

無 2010 

82 玉川他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

サイトカイン濃度勾配下における

好中球運動の解明―濃度輸送

の可視化観察と数値解析 

日本機械学会第 22 回

バイオエンジニアリング

講演会論文集,78-79 

無 2010 

83 玉川他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

格子ボルツマン法によるせん断

血液流れ場での血栓形成予測と

検証 

日本機械学会第 22 回

バイオエンジニアリング

講 演 会 論 文

集,120-121 

無 2010 

84 玉川他 

Tamagawa 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

Prediction of thrombus formation 

process in blood flow with 

separation using 

Lattice boltzmann method 

第４9 回日本生体医工

学 会 大 会 抄 録 集

(CD-ROM), 

48-1,FC-25-1 

無 2010 

85 玉川他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

各種オリフィス管内せん断流れ

場における血栓形成の可視化 

日本機械学会年次大

会 講 演 論 文 集 , 

Vol.1,No.10-1,123-12

4 

無 2010 

86 玉川他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

各種せん断流れ場での血栓形

成の可視化 

生活支援工学系学会

連合会(WWLS2010)講

演会講演論文集,25 

無 2010 

87 玉川他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

付着力を考慮した格子ボルツマ

ン法を用いた血栓形成流れのシ

ミュレーション 

日本機械学会流体工

学講演会 2010 講演論

文 集 , 

No.10-16,325-326 

無 2010 

88 玉川他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

各種オリフィス管内せん断流れ

場における血栓形成の可視化と

PIV による速度場計測 

日本機械学会流体工

学講演会 2010 講演論

文 集 , 

No.10-16,321-322 

無 2010 

89 玉川他 独立行政 せん断血流場における血栓形成 日本機械学会第２3 回 無 2010 
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法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

の可視化と速度場計測 バイオエンジニアリング

講 演 会 論 文

集,No.10-74, 115-116

90 玉川 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

衝撃波 DDS 用マイクロカプセル

の開発と内部気泡変形挙動 

第５０回日本生体医工

学 会 大 会 講 演 論 集

CD-ROM, 1016 

無 2010 

91 玉川 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

衝撃波を利用した気泡内包マイ

クロカプセルの破壊 

日本ソノケミストリー学

会，第３回超音波とマイ

クロバブルの相互作用

に関するシンポジウム

講演論文集,13-14 

招聘 2010 

92 根本 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

在宅人工呼吸装置装着者の電

源確保の重要性 

難 病 と 在 宅 ケ ア ，

21-24, 16(10) 

有 2011 

93 松浦 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

力学的人体損傷に関する基礎

的研究―１ 

バイオメディカル・ファ

ジィ・システム学会（投

稿中） 

有 2011 中 

94 松浦 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

力学的人体損傷に関する基礎

的研究―２ 

バイオメディカル・ファ

ジィ・システム学会（投

稿中） 

有 2011 中 

95 松浦 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

力学的人体損傷に関する基礎

的研究―３ 

バイオメディカル・ファ

ジィ・システム学会（投

稿中） 

有 2011 中 

96 行正 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

経頭蓋磁気刺激療法の原理とう

つ病治療への応用 

日本生物学的精神医

学会誌,22(3)（印刷中）

有 2011 

予定 

97 玉川 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

キャビテーション微小気泡群

放電を用いた水処理 

電気学会論文誌Ａ，

122-B 

有 2011 

印刷中 

98 原田敦 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

サルコペニアに対する臨床的ア

プローチ 

Geriatric Medicine, 

217-229 

無 2010 
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99 鈴木隆雄、原

田敦 他 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

サルコペニア－研究の現状と臨

床への応用－ 

Geriatric Medicine, 

241-259 

無 2010 

100 奥泉宏康、原

田敦 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

大腿骨近位部骨折の予防－ヒッ

ププロテクタ－ 

骨粗鬆症治療,47-51 無 2010 

101 竹村真里枝、

原田敦 他 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

一般住民における動脈硬化と骨

粗鬆症の関連 

Osteoporosis Japan 

22-25 

有 2010 

102 伊東学、原田

敦 他 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

骨粗鬆症性脊椎骨折の日本に

おける現状 

関節外科,544-548 無 2010 

103 原田敦 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

骨折患者の管理 骨粗鬆症のマネジメン

ト、１９３−１９９ 

無 2010 

104 原田敦 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

身体診察のすすめ方、身体所見

のとり方  

骨粗鬆症のトータルマ

ネージメント、36-43 

無 2010 

105 飛田哲朗、原

田敦 他 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

経皮的椎体形成術を施行した骨

粗鬆症性椎体骨折 59 例におけ

る ADL および疼痛の変化と合併

症の検討 

骨折、737-740 有 2010 

106 松井康素、原

田敦 他 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

一般住民における膝関節痛 日

常生活動作による痛みと関節変

形との関連 

JOSKAS 35 巻 1 号 

Page136-137 

無 2010 

107 加藤隆司、新

畑豊 他 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

健常脳画像の加齢性変化－認

知症との関係を中心に－ 

分子精神医学, 10(2) : 

35-41 

無 2010 

108 溝神文博、磯

貝善蔵  他 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

高齢者褥瘡に対する薬剤師主

導型の褥瘡対策チームの有用

性 

日本病院薬剤師会雑

誌 46(12), 1643-1646, 

2010 

有 2010 
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109 磯貝善蔵 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

外用薬 看 護 技 術  56(1), 

81-86, 2010 

無 2010 

110 磯貝善蔵 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

多彩な褥瘡病変と褥瘡と間違い

やすい皮膚病変 

薬局 61(3), 353-357 有 2010 

111 長屋政博 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

認知症に対する運動および身体

活動の効果 

Jpn J Rehabil Med 

47:637-645. 

有 2010 

112 長屋政博 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

認知症の症状を活かしたケアの

方法 

小長谷陽子編：本人・

家族のための若年性

認知症サポートブック、

中央法規出版株式会

社,pp209-225 

無 2010 

113 長屋政博 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

環境要因に応じた対応 小長谷陽子編：本人・

家族のための若年性

認知症サポートブック、

中央法規出版株式会

社,pp226-230 

無 2010 

114 長屋政博 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

嚥下障害について教えてくださ

い 

遠藤英俊編：高齢者へ

の服薬指導 Q&A 医

薬 ジ ャ ー ナ ル , 大

阪,p42-44 

無 2010 

115 長屋政博 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

転倒・骨折が起こりやすい状況と

その予防について教えてくださ

い 

遠藤英俊編：高齢者へ

の服薬指導 Q&A 医

薬 ジ ャ ー ナ ル , 大

阪,p42-44 

無 2010 

116 長屋政博 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

筋萎縮は、どのように起こります

か？ 

遠藤英俊編：高齢者へ

の服薬指導 Q&A 医

薬 ジ ャ ー ナ ル , 大

阪,p86-87 

無 2010 

117 長屋政博 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

筋力低下への対応について教え

てください 

遠藤英俊編：高齢者へ

の服薬指導 Q&A 医

薬 ジ ャ ー ナ ル , 大

阪,p88-90 

無 2010 

118 三浦久幸 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

1.   高齢在宅医療の新しい展開

１．在宅医療の制度・システム・

教育 ２）在宅医療・地域連携・

在宅医療支援病棟 

Geriatr. Med. 

1481-1484. 

無 2010 
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119 三浦久幸 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

特集 死生学 高齢者の気持ち

に即した医療 

MEDICO 11-14. 無 2010 

120 遠藤英俊、三

浦久幸 他 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

特集 エビデンスに基づいた運

動療法・運動処方－健康支援・

疾病予防に対するアプローチ

［各論］認知症 

臨 床 ス ポ ー ツ 医 学

1247-1249. 

無 2010 

121 遠藤英俊、三

浦久幸 他 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

認知症の新しい治療（非薬物療

法） ２．音楽療法 

Modern Physician 

1169-1172. 

無 2010 

122 遠藤英俊、三

浦久幸 他 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

特集 認知症治療の今後を予測

する １．認知症治療の現状と今

後 

医 薬 ジ ャ ー ナ ル .  

1365-1369. 

無 2010 

123 原田敦 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

高齢者の転倒と骨折－プロテク

タの効用－ 

日本実験力学会,9-11 有 2011 

124 原田敦 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

臨床におけるサルコペニアの診

断 

サルコペニアの基礎と

臨床、64-71 

無 2011 

125 新畑豊 他 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

パーキンソン病の核医学診断 Rad Fan 無 2011 

126 飛 田  哲 朗 、

原田 敦 他 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

大腿骨頚部骨折患者におけるサ

ルコペニア(加齢性筋肉減少症)

の現状および精神機能、血液生

化学的評価  

未 病 と 抗 老 化   in 

press 

有 2011 

127 長屋政博 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

若年性認知症に対する達成感

療法プログラム 

月刊デイ出版予定 無 2011 

 

【その他外部発表】 

 
番

号 
発表者 所属 タイトル 新聞、テレビ、特別講演 発表年 

1 

 

伊藤安海 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

高齢ドライバーは安全運転？ テレビ東京、トコトンハテナ 

2011.1.16 （18：30～19：00） 

2011 
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2 島本聡，伊藤

安海，南晶煥 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

二軸サーボ疲労試験機の開発と

応用 

検査機器ニュース，産報出版株

式 会 社 , 第 1190 号 , 12-15 

2010.7.20. 

2010 

3 根本哲也, 伊

藤安海, 久保

田怜, 松浦弘

幸, 桜井亨 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

災害時の電源供給装置, せんねん村 10 周年記念シンポ

ジウム, 西尾市（西尾市総合福

祉センター）, 2010.9.12. 

2010 

4 伊藤安海 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

参加しよう！高齢者ドライバー講

習 

富士河口湖町高齢者交通安全

フォーラム, 富士河口湖町（勝山

ふれあいセンター）, 2010.7.27 

2010 

5 伊藤安海, 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

安全・安心な社会作りのための

人体損傷評価技術 

日本実験力学会人体損傷評価

分科会第 1 回研究会, 名古屋

（ウインクあいち）, 2010.2.22 

2010 

6 伊藤安海（監

修・出演） 

独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

タ ー 研 究

所 

林家たい平の高齢ドライバーの

交通安全（DVD） 

東映株式会社，テレビ朝日映像

株式会社, 2011. 

2011 

7 原田敦 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

介護施設女性のビタミン D 不足 神奈川新聞 2010 

8 原田敦 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

介護施設女性のビタミン D 不足 信濃毎日新聞夕刊 2010 

9 原田敦 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

介護施設女性のビタミン D 不足 日本経済新聞夕刊 2010 

10 原田敦 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

介護施設女性のビタミン D 不足 東京新聞夕刊 2010 
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11 原田敦 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

介護施設女性のビタミン D 不足 中日新聞夕刊 2010 

12 松井康素 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

ロ コ モ を と め よ う 。 お 元 気 で

すか 

東京新聞読者向け情報誌「暮ら

すめいと」 

2010.1～2010.12 計１２回 

2010 

13 松井康素 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

ロコモをとめよう 中日新聞読者向け情報誌「ＲＯ

ＯＳ」 

2010.7～2010.12  

2011.1～2011.5 計１１回 

2010 

14 原田敦 独立行政

法人国立

長寿医療

研 究 セ ン

ター病院 

骨 粗 鬆 症 関 連 の 転 倒  骨

折 、その予 防 と治 療 (DVD)

第 138 回日本医学会シンポジウ

ム  骨 粗 鬆 症 の 診 断 と 治 療 

2010.7.29 日本医師会配布 

2010 

 



 

2-2 

２．分科会における説明資料 
次ページより、プロジェクト推進・実施者が、分科会においてプロジェクト

を説明する際に使用した資料を示す。 
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参考資料１ 評価の実施方法 
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本評価は、「技術評価実施規程」（平成 15 年 10 月制定）に基づいて研究評価

を実施する。 
 
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）における研究

評価の手順は、以下のように被評価プロジェクトごとに分科会を設置し、同分

科会にて研究評価を行い、評価報告書（案）を策定の上、研究評価委員会にお

いて確定している。 
● 「NEDO 技術委員・技術委員会等規程」に基づき研究評価委員会を設置 
● 研究評価委員会はその下に分科会を設置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＮＥＤＯ

評価報告書（案）審議・確定

理事長

評価書報告

評価報告書（案）作成

実施者 プロジェクトの説明

評価結果公開

推進部署 

分科会Ｂ 分科会Ｄ

分科会Ａ 分科会Ｃ

事務局

研究評価部 

研究評価委員会

推進部署
評価結果の事業等への反映

ＮＥＤＯ

評価報告書（案）審議・確定

理事長

評価書報告

評価報告書（案）作成

実施者 プロジェクトの説明

推進部署

分科会Ｂ 分科会Ｄ

分科会Ａ 分科会Ｃ

事務局

評価部 

研究評価委員会

推進部署 
評価結果の事業等への反映

国 民
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１．評価の目的 
 
評価の目的は「技術評価実施規程」において。 
● 業務の高度化等の自己改革を促進する 
● 社会に対する説明責任を履行するとともに、 

経済・社会ニーズを取り込む 
● 評価結果を資源配分に反映させ、資源の重点化及び業務の効率化を 

促進する 
としている。 
本評価においては、この趣旨を踏まえ、本事業の意義、研究開発目標・計画

の妥当性、計画を比較した達成度、成果の意義、成果の実用化の可能性等につ

いて検討・評価した。 
 
２．評価者 
 
技術評価実施規程に基づき、事業の目的や態様に即した外部の専門家、有識

者からなる委員会方式により評価を行う。分科会委員選定に当たっては以下の

事項に配慮して行う。 
● 科学技術全般に知見のある専門家、有識者 
● 当該研究開発の分野の知見を有する専門家 
● 研究開発マネジメントの専門家、経済学、環境問題、その他社会的ニー

ズ関連の専門家、有識者 
● 産業界の専門家、有識者 
● ジャーナリスト 

また、評価に対する中立性確保の観点から事業の推進側関係者を選任対象か

ら除外し、また、事前評価の妥当性を判断するとの側面にかんがみ、事前評価

に関与していない者を主体とする。 
これらに基づき、分科会委員名簿にある８名を選任した。 
なお、本分科会の事務局については、独立行政法人新エネルギー・産業技術

総合開発機構評価部が担当した。 
 
３．評価対象 
 
平成 21 年度に開始された「生活支援ロボット実用化プロジェクト」プロジェ

クトを評価対象とした。 
なお、分科会においては、当該事業の推進部署から提出された事業原簿、プ
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ロジェクトの内容、成果に関する資料をもって評価した。 
 
４．評価方法 
 
分科会においては、当該事業の推進部署及び研究実施者からのヒアリングと、

それを踏まえた分科会委員による評価コメント作成、評点法による評価及び実

施者側等との議論等により評価作業を進めた。 
なお、評価の透明性確保の観点から、知的財産保護の上で支障が生じると認

められる場合等を除き、原則として分科会は公開とし、研究実施者と意見を交

換する形で審議を行うこととした。 
 
５．評価項目・評価基準 
 
分科会においては、次に掲げる「評価項目・評価基準」で評価を行った。こ

れは、研究評価委員会による『各分科会における評価項目・評価基準は、被評

価プロジェクトの性格、中間・事後評価の別等に応じて、各分科会において判

断すべきものである。』との考え方に従い、第 1 回分科会において、事務局が、

研究評価委員会により示された「標準的評価項目・評価基準」（参考資料 1-8 頁

参照）をもとに改定案を提示し、承認されたものである。 
プロジェクト全体に係わる評価においては、主に事業の目的、計画、運営、

達成度、成果の意義や実用化への見通し等について評価した。各個別テーマに

係る評価については、主にその目標に対する達成度等について評価した。 
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評価項目・評価基準 

 
 

１．事業の位置付け・必要性について 

(1)ＮＥＤＯの事業としての妥当性 
・ 経済産業省が推進する「ロボット・新機械イノベーションプログラム」並

びに内閣府が推進する「社会還元加速プロジェクト」目標達成のために寄

与しているか。 
・ 民間活動のみでは改善できないものであること、又は公共性が高いことに

より、ＮＥＤＯの関与が必要とされる事業か。 
・ 当該事業を実施することによりもたらされる効果が、投じた予算との比較

において十分であるか。 
 

(2)事業目的の妥当性 
・ 内外の技術開発動向、国際競争力の状況、市場動向、政策動向、国際貢献

の可能性等から見て、事業の目的は妥当か。 
 

２．研究開発マネジメントについて 
(1)研究開発目標の妥当性 
・ 内外の技術動向、市場動向等を踏まえて、戦略的な目標が設定されている

か。 
・ 具体的かつ明確な開発目標を可能な限り定量的に設定しているか。 
・ 目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 
 

(2)研究開発計画の妥当性 
・ 目標達成のために妥当なスケジュール、予算（各個別研究テーマ毎の配分

を含む）となっているか。 
・ 目標達成に必要な要素技術を取り上げているか。 
・ 研究開発フローにおける要素技術間の関係、順序は適切か。 

 (3)研究開発実施の事業体制の妥当性 
・ 適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか。 
・ 真に技術力と事業化能力を有する企業を実施者として選定しているか。 
・ 全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる環

境が整備されているか。 
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・ 目標達成及び効率的実施のために必要な実施者間の連携が十分に行われ

る体制となっているか。 
・ 実用化シナリオに基づき、成果の受け取り手（ユーザー、活用・実用化の

想定者等）に対して、関与を求める体制を整えているか。 
 
(4)研究開発成果の実用化に向けたマネジメントの妥当性 

・ 成果の実用化につなげる戦略が明確になっているか。 

・ 成果の実用化につなげる知財マネジメントの方針が明確に示され、かつ妥

当なものか。 
 
(5)情勢変化への対応等 
・ 進捗状況を常に把握し、社会・経済の情勢の変化及び政策・技術動向に機

敏かつ適切に対応しているか。 
・ 計画見直しの方針は一貫しているか（中途半端な計画見直しが研究方針の

揺らぎとなっていないか）。計画見直しを適切に実施しているか。 
 

３．研究開発成果について 

(1)中間目標の達成度 

・ 成果は目標値をクリアしているか。 

・ 全体としての目標達成はどの程度か。 

・ 目標未達成の場合、目標達成までの課題を把握し、課題解決の方針が明確

になっているか。 

 

(2)成果の意義 

・ 成果は市場の拡大或いは市場の創造につながることが期待できるか。 

・ 成果は、世界初あるいは世界最高水準か。 

・ 成果は、新たな技術領域を開拓することが期待できるか。 

・ 成果は汎用性があるか。 

・ 投入された予算に見合った成果が得られているか。 

・ 成果は公開性が確保されているか。 

 

 

(3)知的財産権等の取得及び標準化の取組 

・ 知的財産権等の取扱（特許や意匠登録出願、著作権や営業機密の管理等）

は事業戦略、または実用化計画に沿って国内外に適切に行われているか。 

・ 得られた研究開発の成果に基づく国際標準化に向けた提案等の取組は適
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切に行われているか。 

 

(4)成果の普及 

・ 論文の発表は、研究内容を踏まえ適切に行われているか。 

・ 成果の受取手（ユーザー、活用・実用化の想定者等）に対して、適切に成

果を普及しているか。また、普及の見通しは立っているか。 

・ 一般に向けて広く情報発信をしているか。 

 

(5)成果の最終目標の達成可能性 

・ 最終目標を達成できる見込みか。 

・ 最終目標に向け、課題とその解決の道筋が明確に示され、かつ妥当なもの

か。 

 

＊知的基盤・標準整備等の研究開発の場合 

 

４．実用化の見通しについて 

 (1)成果の実用化可能性 

・開発している安全性検証手法はその目的に則した有用なものになっている

か。 

・開発している安全技術がロボットの実用化、に貢献できる見通しは立って

いるか。 

・ 安全性検証手法として知的基盤を供給、維持するための体制は整備されて

いるか、その見込みはあるか。 

・ 国際規格化等、標準整備に向けた見通しが得られているか。 

・ 一般向け広報は積極的になされているか。 

 

(2)波及効果 

・ 成果は関連分野への波及効果（技術的・経済的・社会的）を期待できるも

のか。 

・ プロジェクトの実施自体が当該分野の研究開発や人材育成等を促進する

などの波及効果を生じているか。 
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＊（研究開発項目①生活支援ロボットの安全性検証手法の研究開発） 

 

４．実用化の見通しについて 

 (1)成果の実用化可能性 

・開発している安全性検証手法はその目的に則した有用なものになっている

か。 

・ 安全性検証手法として知的基盤を供給、維持するための体制は整備されて

いるか、その見込みはあるか。 

・ 国際規格化等、標準整備に向けた見通しが得られているか。 

・ 一般向け広報は積極的になされているか。 

 

(2)波及効果 

・ 成果は関連分野への波及効果（技術的・経済的・社会的）を期待できるも

のか。 

・ プロジェクトの実施自体が当該分野の研究開発や人材育成等を促進する

などの波及効果を生じているか。 
 

＊（研究開発項目② 安全技術を導入した移動作業型（操縦が中心）生活支援ロ

ボットの開発、③ 安全技術を導入した移動作業型（自律が中心）生活支援ロボ

ットの開発、④ 安全技術を導入した人間装着（密着）型生活支援ロボットの開

発、⑤ 安全技術を導入した搭乗型生活支援ロボットの開発） 

 

４．実用化の見通しについて 

(1)成果の実用化可能性 

・開発している安全技術がロボットの実用化に貢献できる見通しは立ってい

るか。 

・ 一般向け広報は積極的になされているか。 

(2)波及効果 

・ 成果は関連分野への波及効果（技術的・経済的・社会的）を期待できるも

のか。 

プロジェクトの実施自体が当該分野の研究開発や人材育成等を促進するなど

の波及効果を生じているか。 
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標準的評価項目・評価基準（中間評価） 

２０１０．３．２６ 
【中間評価 標準的評価項目・評価基準の位置付け（基本的考え方）】 

 
標準的評価項目・評価基準は、第２５回研究評価委員会（平成２２年３月２

６日付）において以下のとおり定められている。（本文中の記載例による１･･･、

２･･･、３･･･、４･･･が標準的評価項目、それぞれの項目中の(1)･･･、(2)･･･が
標準的評価基準、それぞれの基準中の・ ･･･が視点） 
 
ただし、これらの標準的評価項目・評価基準は、研究開発プロジェクトの中

間評価における標準的な評価の視点であり、各分科会における評価項目・評価

基準は、被評価プロジェクトの性格等に応じて、各分科会において判断すべき

ものである。 
 
１．事業の位置付け・必要性について 

(1)ＮＥＤＯの事業としての妥当性 
・ 特定の施策（プログラム）、制度の下で実施する事業の場合、当該施策・

制度の目標達成のために寄与しているか。 
・ 民間活動のみでは改善できないものであること、又は公共性が高いことに

より、ＮＥＤＯの関与が必要とされる事業か。 
・ 当該事業を実施することによりもたらされる効果が、投じた予算との比較

において十分であるか。 
 

(2)事業目的の妥当性 
・ 内外の技術開発動向、国際競争力の状況、エネルギー需給動向、市場動向、

政策動向、国際貢献の可能性等から見て、事業の目的は妥当か。 
 
 
２．研究開発マネジメントについて 

(1)研究開発目標の妥当性 
・ 内外の技術動向、市場動向等を踏まえて、戦略的な目標が設定されている

か。 
・ 具体的かつ明確な開発目標を可能な限り定量的に設定しているか。 
・ 目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 
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(2)研究開発計画の妥当性 
・ 目標達成のために妥当なスケジュール、予算（各個別研究テーマ毎の配分

を含む）となっているか。 
・ 目標達成に必要な要素技術を取り上げているか。 
・ 研究開発フローにおける要素技術間の関係、順序は適切か。 
・ 継続プロジェクトや長期プロジェクトの場合、技術蓄積を、実用化の観点

から絞り込んだうえで活用が図られているか。 
 

(3)研究開発実施の事業体制の妥当性 
・ 適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか。 
・ 真に技術力と事業化能力を有する企業を実施者として選定しているか。 
・ 研究管理法人を経由する場合、研究管理法人が真に必要な役割を担ってい

るか。 
・ 全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる環

境が整備されているか。 
・ 目標達成及び効率的実施のために必要な実施者間の連携 and／or 競争が

十分に行われる体制となっているか。 
・ 実用化シナリオに基づき、成果の受け取り手（ユーザー、活用・実用化の

想定者等）に対して、関与を求める体制を整えているか。 
 
(4)研究開発成果の実用化、事業化に向けたマネジメントの妥当性 
・ 成果の実用化、事業化につなげる戦略が明確になっているか。 
・ 成果の実用化、事業化につなげる知財マネジメントの方針が明確に示され、

かつ妥当なものか。 
 
(5)情勢変化への対応等 
・ 進捗状況を常に把握し、社会・経済の情勢の変化及び政策・技術動向に機

敏かつ適切に対応しているか。 
・ 計画見直しの方針は一貫しているか（中途半端な計画見直しが研究方針の

揺らぎとなっていないか）。計画見直しを適切に実施しているか。 
 
 
３．研究開発成果について 

(1)中間目標の達成度 
・ 成果は目標値をクリアしているか。 
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・ 全体としての目標達成はどの程度か。 
・ 目標未達成の場合、目標達成までの課題を把握し、課題解決の方針が明確

になっているか。 
 

(2)成果の意義 
・ 成果は市場の拡大或いは市場の創造につながることが期待できるか。 
・ 成果は、世界初あるいは世界最高水準か。 
・ 成果は、新たな技術領域を開拓することが期待できるか。 
・ 成果は汎用性があるか。 
・ 投入された予算に見合った成果が得られているか。 
・ 成果は、他の競合技術と比較して優位性があるか。 
 

(3)知的財産権等の取得及び標準化の取組 
・ 知的財産権等の取扱（特許や意匠登録出願、著作権や回路配置利用権の登

録、品種登録出願、営業機密の管理等）は事業戦略、または実用化計画に

沿って国内外に適切に行われているか。 
・ 国際標準化に関する事項が計画されている場合、得られた研究開発の成果

に基づく国際標準化に向けた提案等の取組が適切に行われているか。 
 

(4)成果の普及 
・ 論文の発表は、研究内容を踏まえ適切に行われているか。 
・ 成果の受取手（ユーザー、活用・実用化の想定者等）に対して、適切に成

果を普及しているか。また、普及の見通しは立っているか。 
・ 一般に向けて広く情報発信をしているか。 

 
(5)成果の最終目標の達成可能性 
・ 最終目標を達成できる見込みか。 
・ 最終目標に向け、課題とその解決の道筋が明確に示され、かつ妥当なもの

か。 
 
 
４．実用化、事業化の見通しについて 

(1)成果の実用化可能性 
・ 産業技術としての見極め（適用可能性の明確化）ができているか。 
・ 実用化に向けて課題が明確になっているか。課題解決の方針が明確になっ

ているか。 
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・ 国際標準化に関する事項が計画されている場合、国際規格化等、標準整備

に向けた見通しが得られているか。 
 

(2)事業化までのシナリオ 
・成果は市場やユーザーのニーズに合致しているか。 

・市場の規模や成長性、コストダウン、競合技術との比較、導入普及、事業

化までの期間、事業化とそれに伴う経済効果等の見通しは立っているか。 
 

(3)波及効果 
・ 成果は関連分野への波及効果（技術的・経済的・社会的）を期待できるも

のか。 
・ プロジェクトの実施自体が当該分野の研究開発や人材育成等を促進する

などの波及効果を生じているか。 
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※基礎的・基盤的研究及び知的基盤・標準整備等の研究開発の場合は、以下の

項目・基準による。 
 
＊基礎的・基盤的研究開発の場合 
２．研究開発マネジメントについて 

(1)研究開発目標の妥当性 
・ 内外の技術動向、市場動向等を踏まえて、戦略的な目標が設定されている

か。 
・ 具体的かつ明確な開発目標を可能な限り定量的に設定しているか。 
・ 目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 
 

(2)研究開発計画の妥当性 
・ 目標達成のために妥当なスケジュール、予算（各個別研究テーマ毎の配分

を含む）となっているか。 
・ 目標達成に必要な要素技術を取り上げているか。 
・ 研究開発フローにおける要素技術間の関係、順序は適切か。 
・ 継続プロジェクトや長期プロジェクトの場合、技術蓄積を、実用化の観点

から絞り込んだうえで活用が図られているか。 
 

(3)研究開発実施の事業体制の妥当性 
・ 適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか。 
・ 真に技術力と事業化能力を有する企業を実施者として選定しているか。 
・ 研究管理法人を経由する場合、研究管理法人が真に必要な役割を担ってい

るか。 
・ 全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる環

境が整備されているか。 
・ 目標達成及び効率的実施のために必要な実施者間の連携 and／or 競争が

十分に行われる体制となっているか。 
・ 実用化シナリオに基づき、成果の受け取り手（ユーザー、活用・実用化の

想定者等）に対して、関与を求める体制を整えているか。 
 
(4)研究開発成果の実用化に向けたマネジメントの妥当性 

・ 成果の実用化につなげる戦略が明確になっているか。 

・ 成果の実用化につなげる知財マネジメントの方針が明確に示され、かつ妥

当なものか。 
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(5)情勢変化への対応等 
・ 進捗状況を常に把握し、社会・経済の情勢の変化及び政策・技術動向に機

敏かつ適切に対応しているか。 
・ 計画見直しの方針は一貫しているか（中途半端な計画見直しが研究方針の

揺らぎとなっていないか）。計画見直しを適切に実施しているか。 
 
 
３．研究開発成果について 

(1)中間目標の達成度 
・ 成果は目標値をクリアしているか。 
・ 全体としての目標達成はどの程度か。 
・ 目標未達成の場合、目標達成までの課題を把握し、課題解決の方針が明確

になっているか。 
 

(2)成果の意義 
・ 成果は市場の拡大或いは市場の創造につながることが期待できるか。 
・ 成果は、世界初あるいは世界最高水準か。 
・ 成果は、新たな技術領域を開拓することが期待できるか。 
・ 成果は汎用性があるか。 
・ 投入された予算に見合った成果が得られているか。 
・ 成果は、他の競合技術と比較して優位性があるか。 

 
(3)知的財産権等の取得及び標準化の取組 
・ 知的財産権等の取扱（特許や意匠登録出願、著作権や回路配置利用権の登

録、品種登録出願、営業機密の管理等）は事業戦略、または実用化計画に

沿って国内外に適切に行われているか。 
・ 国際標準化に関する事項が計画されている場合、得られた研究開発の成果

に基づく国際標準化に向けた提案等の取組が適切に行われているか。 
 

(4)成果の普及 
・ 論文の発表は、研究内容を踏まえ適切に行われているか。 
・ 成果の受取手（ユーザー、活用・実用化の想定者等）に対して、適切に成

果を普及しているか。また、普及の見通しは立っているか。 
・ 一般に向けて広く情報発信をしているか。 
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(5)成果の最終目標の達成可能性 
・ 最終目標を達成できる見込みか。 
・ 最終目標に向け、課題とその解決の道筋が明確に示され、かつ妥当なもの

か。 
 

４．実用化の見通しについて 
(1)成果の実用化可能性 
・ 実用化イメージ・出口イメージが明確になっているか。 
・ 実用化イメージ・出口イメージに基づき、開発の各段階でマイルストーン

を明確にしているか。それを踏まえ、引き続き研究開発が行われる見通し

は立っているか。 
・ 国際標準化に関する事項が計画されている場合、国際規格化等、標準整備

に向けた見通しが得られているか。 
 

(2)波及効果 
・ 成果は関連分野への波及効果（技術的・経済的・社会的）を期待できるも

のか。 
・ プロジェクトの実施自体が当該分野の研究開発や人材育成等を促進する

などの波及効果を生じているか。 
 
 
＊知的基盤・標準整備等の研究開発の場合 
２．研究開発マネジメントについて 

(1)研究開発目標の妥当性 
・ 内外の技術動向、市場動向等を踏まえて、戦略的な目標が設定されている

か。 
・ 具体的かつ明確な開発目標を可能な限り定量的に設定しているか。 
・ 目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 
 

(2)研究開発計画の妥当性 
・ 目標達成のために妥当なスケジュール、予算（各個別研究テーマ毎の配分

を含む）となっているか。 
・ 目標達成に必要な要素技術を取り上げているか。 
・ 研究開発フローにおける要素技術間の関係、順序は適切か。 
・ 継続プロジェクトや長期プロジェクトの場合、技術蓄積を、実用化の観点

から絞り込んだうえで活用が図られているか。 
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(3)研究開発実施の事業体制の妥当性 
・ 適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか。 
・ 真に技術力と事業化能力を有する企業を実施者として選定しているか。 
・ 研究管理法人を経由する場合、研究管理法人が真に必要な役割を担ってい

るか。 
・ 全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる環

境が整備されているか。 
・ 目標達成及び効率的実施のために必要な実施者間の連携 and／or 競争が

十分に行われる体制となっているか。 
・ 実用化シナリオに基づき、成果の受け取り手（ユーザー、活用・実用化の

想定者等）に対して、関与を求める体制を整えているか。 
 
(4)研究開発成果の実用化に向けたマネジメントの妥当性 

・ 成果の実用化につなげる戦略が明確になっているか。 

・ 成果の実用化につなげる知財マネジメントの方針が明確に示され、かつ妥

当なものか。 
 
(5)情勢変化への対応等 
・ 進捗状況を常に把握し、社会・経済の情勢の変化及び政策・技術動向に機

敏かつ適切に対応しているか。 
・ 計画見直しの方針は一貫しているか（中途半端な計画見直しが研究方針の

揺らぎとなっていないか）。計画見直しを適切に実施しているか。 
 

 
３．研究開発成果について 

(1)中間目標の達成度 
・ 成果は目標値をクリアしているか。 
・ 全体としての目標達成はどの程度か。 
・ 目標未達成の場合、目標達成までの課題を把握し、課題解決の方針が明確

になっているか。 
 

(2)成果の意義 
・ 成果は市場の拡大或いは市場の創造につながることが期待できるか。 
・ 成果は、世界初あるいは世界最高水準か。 
・ 成果は、新たな技術領域を開拓することが期待できるか。 
・ 成果は汎用性があるか。 
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・ 投入された予算に見合った成果が得られているか。 
・ 成果は公開性が確保されているか。 

 
(3)知的財産権等の取得及び標準化の取組 
・ 研究内容に新規性がある場合、知的財産権等の取扱（特許や意匠登録出願、

著作権や回路配置利用権の登録、品種登録出願、営業機密の管理等）は事

業戦略、または実用化計画に沿って国内外に適切に行われているか。 
・ 国際標準化に関する事項が計画されている場合、得られた研究開発の成果

に基づく国際標準化に向けた提案等の取組が適切に行われているか。 
 

(4)成果の普及 
・ 論文の発表は、研究内容を踏まえ適切に行われているか。 
・ 成果の受取手（ユーザー、活用・実用化の想定者等）に対して、適切に成

果を普及しているか。また、普及の見通しは立っているか。 
・ 一般に向けて広く情報発信をしているか。 

 
(5)成果の最終目標の達成可能性 
・ 最終目標を達成できる見込みか。 
・ 最終目標に向け、課題とその解決の道筋が明確に示され、かつ妥当なもの

か。 
 
 
４．実用化の見通しについて 
(1)成果の実用化可能性 
・ 整備した知的基盤についての利用は実際にあるか、その見通しが得られて

いるか。 
・ 公共財として知的基盤を供給、維持するための体制は整備されているか、

その見込みはあるか。 
・ 国際標準化に関する事項が計画されている場合、国際規格化等、標準整備

に向けた見通しが得られているか。 
・ ＪＩＳ化、標準整備に向けた見通しが得られているか。注）国内標準に限る 
・ 一般向け広報は積極的になされているか。 

 
(2)波及効果 
・ 成果は関連分野への波及効果（技術的・経済的・社会的）を期待できるも

のか。 
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・ プロジェクトの実施自体が当該分野の研究開発や人材育成等を促進する

などの波及効果を生じているか。 
 
  



 

 

 

本研究評価委員会報告は、独立行政法人新エネルギー・産業技術

総合開発機構（NEDO）評価部が委員会の事務局として編集して

います。 
 

平成２３年１１月 
 
 NEDO 評価部 
 部長 竹下  満 

主幹 三上  強 

 担当 橋山 富樹 

 

＊研究評価委員会に関する情報は NEDO のホームページに掲載していま

す。 

（http://www.nedo.go.jp/introducing/iinkai/kenkyuu_index.html） 

 

〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番地 

      ミューザ川崎セントラルタワー20F 

TEL 044-520-5161  FAX 044-520-5162 
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